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論　　　説

一　はじめに

１　社会保障法制の趣旨

　社会保障とは何か、と問われたならば、その射程も内包も漠然としてい

るので、一言で応答することは、きわめて困難ではあるが、本稿では、社

会保障を対象とする国家法一般の所定する各制度を目標とするものではな

く、（1）公的年金制度に的を絞って検討することとした。

社会保障法制に関する一考察（１）
～公的年金制度に即して

岡　本　詔　治*

一　はじめに
　１　社会保障法制の趣旨
　２　公的年金制度概論
二　昭和時代の裁判例
　Ⅰ　恩給請求権に関する事例
　　（一）昭和20年・30年代まで
　　（二）昭和40年代
　　（三）昭和50年から60年代まで� （以上、本号）
　Ⅱ　退職金請求権に関する事例
　　（一）昭和20年・30年代まで
　　（二）昭和40年代
　　（三）昭和50年代から60年代まで
三　平成・令和時代の裁判例
四　結語

* おかもとしょうじ　龍谷大学名誉教授

1043



論　　説

（龍法＇26）58–4，2（1044）

　日本の公的年金制度の歴史は、明治時代に、軍人や官吏を対象にした

「恩給制度」に始まり、戦間期における労働者年金保険（昭和17年）を経

て、昭和19年には、労働者年金保険の対象が女子や事務職員に拡大される

とともに、「厚生年金保険」と改称されうえで、さら昭和29年には、全面

的に改革された。一方、戦後の昭和23年には国家公務員共済組合が発足し、

やがて恩給制度がその中に統合されるとともに、昭和36年になって被用者

以外のすべての国民を対象にした国民年金制度が導入され、ここで国民皆

年金体制が創設されている。

　さらに、昭和61年４月には、国民年金が全国民共通の制度となって、厚

生年金保険、共済組合保険がいわゆる２階部分を担う制度となるなど、制

度体系が再編成された。加えて、平成９年４月には旧公共企業体（日本国

有鉄道、日本電信電話、日本たばこ産業）の共済組合が、平成14年４月に

は農林漁業団体職員共済組合が、それぞれ厚生年金制度に統合され、やが

て、平成27年10月からは公務員や私立学校教職員も厚生年金に加入するこ

ととなり、被用者年金が一元化された。こうした制度改革の推移を念頭に

おきながら、時々の裁判例を随時分析する必要もあろうが、ここでは、差

しあたり戦後の裁判例を検討することに限定する。

　ところで、本稿では、この種の社会保障関係における個々人相互の法律

関係ないし権利関係に限定し、具体的には、公的年金関係で紛争する当事

者間における裁判例の分析に限定することとした。わが国の公的年金制度

は、主として今次の大戦後における戦後復興計画の一環としての占領政策

を機縁として展開しているが、そうした年金制度ないし政策それ自体を対

象とするものでなく、それにかかわる具体的な裁判例の実情を分析の対象

とするものである。

　そのことを通して、個々人の年金とのかかわり方も明らかになるはずで

あり、むしろ本稿の主たる目標・眼目は、そこにあるといっても過言では

ない。
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社会保障法制に関する一考察（１）

（龍法＇26）58–4，3（1045）

　いうまでもないが、そうした政策は時代とともにあり、その推移を見極

めることも重要ではあるが、裁判例の実情も時代的制約を免れないので、

昭和期から平成期を経て今日にいたるまでを時期的にいくつかに区別して

検討することとした。

２　公的年金制度概論

　「国民年金制度」は、憲法25条２項の理念・趣意に基づいて、老齢、障

害又は死亡によって国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯に

よって防止し、もって健全な国民生活の維持および向上に寄与することを

目的とし（国民年金法１条）、その目的を達成するため、国民の老齢、障

害又は死亡に関して必要な給付を行うものであり（同法２条）、昭和34年

に創設されている。具体的には「老齢」、「障害」および「死亡」を原因

（いわゆる保険事故）として関係当事者に法所定の手続きにしたがって給

付されている（2）。他方で、「厚生年金保険制度」は、労働者の老齢、障害

又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福

祉の向上に寄与することを目的とし、同制度自体は昭和17年に創設された

ものであるが、昭和29年に全面的に改正されたうえで、そのつど必要な改

正をうけて今日にいたっている。本稿も、そうした歴史的推移を前提とし

て、個別の裁判例を分析している。

二　　昭和期（戦後）の裁判例

　ここでは、恩給に関する事例と退職金に関する事例とに大別したうえで、

昭和期をいくつかに時代区分して、検討することとした。前者は、時代の

推移とともに衰退するが、この時代では、社会保障法の視点からみれば、

無視し得ないほど重要な制度であったので、関係当事者間での紛争も少な

くないことに注目しなければならないであろう。
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論　　説

（龍法＇26）58–4，4（1046）

Ⅰ　恩給請求権に関する事例

（一）昭和20年代から30年代の事例

　敗戦直後では、「恩給」に関する事例が少なくないので、まずこの種の

裁判例から検討してみよう。

　「恩給法」の歴史は複雑であるが、1923年に恩給法が制定され、「公務員

及之ニ準スヘキ者並其ノ遺族ハ本法ノ定ムル所ニ依リ恩給ヲ受クルノ権利

ヲ有ス」（第１条）とする恩給権の概念が形成された。さらに1946年、連

合国最高司令官指令に基づくポツダム勅令である「恩給法の特例に関する

件」（昭和21年勅令第68号）により、重症者に係る傷病恩給を除き、旧軍

人軍属の恩給は廃止された。ところが、その後、「恩給法の一部を改正す

る法律（昭和28年法律第150号）」が公布、８月１日に施行され、恩給が復

活した。以後、旧軍人等に対する給付については、多くが恩給法本体では

なく「恩給法の一部を改正する法律（昭和28年法律第150号）」附則に規定

されて運用されている。やがて、公務員共済制度（国家公務員は1958年、

地方公務員は1962年）に移行したため、恩給法は移行時点で既に退職して

いた公務員（旧軍人・軍属を含む）を対象とする法令となり、やがて衰退

した。なお、国民年金制度が誕生するのは1959年のことである。

　このことを前提として、以下、戦後における裁判例を具体的に検討して

みよう。

（１）恩給受給権の主体

（ア）恩給受給権者の範囲　　つぎの最高裁判決は「恩給受給権者の範

囲」を明確にしているので、注目に値する。あわせて、受給資格が問題と

なった下級審裁判例も下記に掲記しておこう。

［１］最三判昭和27・７・１最高裁民事７号１頁

【事実・判旨】「昭和21年２月１日勅令第68号の恩給法の特例に関する件は、旧憲

法のいわゆる緊急勅令であつた昭和20年勅令第542五号「ポツダム」宣言の受諾に
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社会保障法制に関する一考察（１）

（龍法＇26）58–4，5（1047）

伴い発する命令に関する件（議会の承諾により法律と同一の効力を有するに至つ

た）の委任によつて制定された勅令であつて、その第１条は「軍人若ハ準軍人、

内閣総理大臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準ズベ

キ者又ハ此等ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲グル恩給ハ之ヲ給セズ」と規定

しその六号として「扶助料」を挙げている。そしてその後恩給法第19条は、昭和

21年９月28日法律第31号をもつて改正され、第１項中の「軍人」第２項中の「準

軍人」は削除された。なお、前記勅令第542号は、平和条約の効力発生の日（昭和

24年４月28日）から施行された昭和27年４月11日法律第81号により廃止されたが、

同法は第三項において「この法律は勅令第542号に基く命令により法律若しくは命

令を廃止し又は、これらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない」と

規定している。以上の諸規定によれば、今日現在までのところ、義務兵役に服し

た兵卒を含めたすべての軍人、軍属並びにこれらの者の遺族の恩給、扶助料等は

支給されないことゝなっており、現行恩給法第73条の「公務員又ハ之ニ準ズベキ

者」とは、同法第19条に掲げる者を指し、軍人、軍属を含まないこと原判決の説

明するとおりである。それゆえ、論旨は理由がない。」

［２］大阪地判昭和35・10・13訟務月報６巻11号2099頁

【事実・判旨】昭和二三年法律一八五号による改正恩給法七五条施行以前において

は、恩給受給権者は死亡した公務員と同一戸籍内にあるものに限られたから、実

母であっても、戸籍上親子関係のない者には受給資格がない。

［３］東京地判昭和36・８・24民集23巻12号2615頁

【事実・判旨】恩給法の一部を改正する法律（昭和二八年法律一五五号）附則10条

１項２号により扶助料の受給資格を与えられた遺族とは、当該軍人等の死亡当時

施行されていた恩給法において遺族とされていた者を指す。

（イ）恩給受給権と犯罪行為

（ⅰ）恩給受給権者は一定の刑罰を受けると受給権を喪失する。

［４］最二判昭和37・１・19民集16巻１号92頁

【事実・判旨】公務員が在職中の職務に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ

たことは、恩給受給資格の絶対的消滅事由とみるべきであるから、執行猶予期間

をその取消を受けることなく経過しても、恩給権が当然に復活するものと解すべ

きではない。「刑ノ言渡ハ其効力ヲ失フ」とは、有罪の判決を受けたという事実そ
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（龍法＇26）58–4，6（1048）

のものまでなくなるということではない。

　しからば、「大赦」により刑の効果が失効すれば、恩給権は復活するかが論点と

なったが、大赦は刑の言渡の効果を将来に向けて失わせるに過ぎないと解されて

いる。

［５］東京地判昭和38・３・27行政事件裁判例集14巻３号716頁

【事実・判旨】大赦による恩給権の復活を認めない恩赦法11条の規定は、憲法13条・

25条・29条に違反しない。大赦は、刑の言渡の効果を将来に向けて失わせるもので、

既に失われた権利を回復するものではないから、刑の言渡を受けたため消滅した

恩給権は大赦により復活しない。恩赦の効力をいかなる限度に認めるかは、立法

府の自由に委ねられたところと解すべきであるから、恩赦法11条は憲法に違反し

ない。

（ウ）執行猶予期間の経過後に恩給権は復活するか

　一定の犯罪に依つて処罰された者は、当然のことながら、この種の受給

権を失うところ（恩給法第９条第２項）、つぎの例では、執行猶予期間つ

きの判決を受けた者が、その猶予期間を無事に経過したことから、恩給権

の復活を主張したが、認められなかった。

［６］東京地判昭和34・４・22民集16巻１号97頁

【事実・判旨】恩給法51条１項の規定により喪失した恩給受給資格は、裁量により

復活させることはできない。公務員で、在職中禁錮以上の刑に処せられた者は、

その刑の執行猶予の言渡の有無またはその猶予期間の経過にかかわらず、すべて

その引続いた在職について恩給を受ける資格を失うものと解すべきである。

［７］岡山地判昭和34・12・15　下民集10巻12号2595頁

【事実・判旨】在職中の職務に関する犯罪（過失犯を除く）により禁錮以上の刑に

処せられたときは、年金たる恩給を受ける権利が消滅する旨規定している。被告は、

地方裁判所において業務上横領罪により懲役１年６月執行猶予四年に処せられた

ところ、その失効猶予期間を経過したことから、恩給を受ける権利が復活したと

して訴求した。判旨は、恩給法第９条第２項においては在職中の職務に関する犯

罪により禁錮以上の刑に処せられたこと（もちろん執行猶予の言渡があつた場合

を含む）自体によつて恩給を受ける権利 が絶対的に消滅するものと定められその

復活が認められていない以上、一たん消滅した恩給受給権が、執行猶予期間をそ
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社会保障法制に関する一考察（１）

（龍法＇26）58–4，7（1049）

の取消を受けることなく経過したことによつて、当然に復活することはあり得な

い、と判示した。

（２）その他の恩給関連事例

（ア）恩給権と裁定手続

［８］東京地判昭和27・10・30行政事件裁判例集３巻10号2119頁
【事実・判旨】恩給を受ける権利は給与事由の発生と同時に生ずるが、本件給与事
由は昭和26年４月１日の前に生じたとするのであるから、昭和26年法律第87号に
より改正前の恩給法第12条の規定にもとづき総理府恩給局長の裁定をまつてはじ
めて具体的な請求権として確定され、その給付を求めることができるのである。
従つて、かような裁定手続を経ることなく、直接裁判所に恩給（扶助料を含む）
を受くる権利の確認または給付訴訟を提起することは許されないものと解すべき
である。

［９］大阪高判昭和36・５・30行政事件裁判例集12巻５号1147頁
【事実・判旨】恩給を受ける権利について、裁定を経ないで直ちに訴をもってその
確認または給付を求めることは許されない。恩給を受ける権利は、恩給法一二条
所定の裁定をまって初めて具体的請求権として確定されるから、この裁定を経な
いで、直ちに訴をもつて右権利の確認または給付を求める訴えは、不適法である。

［10］東京高判昭和38・２・28民集23巻12号2620頁
【事実・判旨】本件では、旧軍人又は旧準軍人の遺族で、当該旧軍人又は旧準軍人
の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当し
なかったものについては、旧軍人又は準軍人の遺族の扶助料を受ける権利がある
と、解されている。つぎのように説示する。当面の問題は要するに、附則第10条
第１項第２号ロに規定する「旧軍人又は旧準軍人の遺族であるもの」とある「遺族」
とは、Ａの死亡当時施行されていた恩給法すなわち昭和23年法律第185号によつて
改正される以前の恩給法第72条第１項（以下旧法という）に規定する「遺族」を
指すのか、もしくは右法律によつて改正された恩給法第72条第１項（以下新法と
いう）に規定する「遺族」を意味するかの点に帰着するのであって、本件におけ
る唯一の争点も結局は右のような法律上の問題にほかならないのである。旧法第
72条第１項は、「本法において遺族とは、公務員又はこれに準ずべき者の祖父、祖母、
父、母、夫、妻、子及び兄弟姉妹にして、公務員又はこれに準ずべき者の死亡の
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当時これと同一戸籍内に在るものを謂う。」と規定し、新法第72条第１項は、「本
法において遺族とは、公務員の祖父母、父母、配偶者、子及び兄弟姉妹にして、
公務員の死亡当時これにより生計を維持し、またはこれと生計を共にしたるもの
を謂う。」と規定する。すなわち新旧法条とも、公務員の死亡当時、これと特定の
親族関係にあることをもって遺族たる一要件としたことは全く同じであるが遺族
たる他の要件につき、旧法条が「公務員の死亡当時これと同一戸籍内にあること」
と規定したのを、新法条は「公務員の死亡当時これにより生計を維持し、または
これと生計を共にしたものであること」に改めたものである。そしてかかる改正
が行はれた所以のものは、旧法条中、「公務員の死亡の当時これと同一戸籍内にあ
る」ことをもつて遺族たる要件とした部分は、日本国憲法と同時に施行せられた「日
本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」（以下応急措置法という）
第３条にいう「家に関する規定」にあたるものとしてその適用が排除されるにい
たったため、これを日本国憲法の趣旨に反しないように改めることを不可避とし
たのによるものと理解し得る。この法律第155号の改正案が第15回国会に提出され
た際の提案理由によつて明らかなとおり、法律第155号附則第10条の制定の趣旨は、
第一に同条が昭和21年勅令第68号によつて廃止された軍人恩給やその遺族の扶助
料につき、かつて受給権を有していた者に再びこれを与え、又は右の廃止がなか
つたなら当然受給資格を取得したであろうところの者に、かかる受給資格を与え
ようとしたもので、形式的には法律上新たな権利の附与であるが、実質的にはこ
れらの者が過去において有していた既得権ないしは期待的利益の喪失に対して、
部分的にその復活をはかつたものということができるのであり、第二に新憲法施
行前に死亡したいわゆる文官の遺族扶助料については、軍人の場合におけるよう
な恩給廃止がなかつた関係上、その死亡当時における恩給法の規定により、ここ
にいう遺族に該当する者のみが扶助料受給権を取得していたことにかんがみ、こ
れとの均衡をはかるため旧軍人らの遺族扶助料の受給資格を右のとおり定めたも
のということができるのである。したがって、勅令第68号の公布施行前に戦死し
た旧軍人等の遺族に対する扶助料支給についても、戦死当時戦死者とある程度の
身分関係を有した者（通俗にいわゆる遺族）のうち何人を恩給法上の遺族とする
かをするについては、当然戦死当時施行されていた恩給法の規定によらなければ
ならないものといわなければならない。

（イ）恩給請求権の出訴期間

　つぎの事例は、普通恩給請求の棄却処分を受けた原告が、その処分の取
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消を訴求したが、その出訴期間がすでに経過していたとされたものである。

［11］東京高判昭和26・２・26行政事件裁判例集２巻２号300頁

【事実・判旨】Ｘは、航空会社に勤務中に自己の不注意もあって事故にあった。内

閣恩給局長がＸに対し昭和７年６月になした普通恩給請求棄却の処分を取消すべ

きことを求めるとともに、普通恩給金の支拂を受ける権利のあることの確認を求

めた。Ｘが当審において普通恩給金を受ける権利あることの確認を求めるのは、

その請求を変更するものと謂うべきである。そして普通恩給金支拂義務の主体は

国であるから権利確認の訴の相手方は恩給局長ではなく国でなければならない。

從つて右請求の変更は当然相手方当事者の変更を伴い、訴の基礎を変更するもの

に外ならないから、不当としてこれを許さないものとする。もつとも行政事件訴

訟特例法第七條は同法第２條の訴において原告が被告となすべき行政廳を誤つた

ときは訴訟の係属中被告を変更することができる旨規定しているけれども右訴は、

同法第２條の訴に該当しないから同法第７條の適用のないこと謂うまでもない。

よつて本訴の適否について案ずるにＸの本訴請求は内閣恩給局長が昭和７年６月

15日Ｘに対してなした普通恩給請求棄却の処分を違法であるとしてその取消を求

めるのであるから行政事件訴訟特例法第２條に謂う行政廳の違法な処分の取消を

求める訴であることが明白である。從つてその出訴期間は同法附則第４項及び昭

和22年法律第75号第８條但書の規定によつて処分のあつた日から起算して三年を

経過するにより満了するものと謂わなければならない。

３　恩給受給権と遺族扶助料・損害賠償請求権との相互補完関係

（ア）恩給受給権者が事故により死亡した場合、その遺家族の損害賠償請

求権と遺族扶助料との関係が問題視された事例がある。意見が分かれてい

る面もなくはないが、この時代でも、すでに賠償額から扶助料を控除すべ

きであるとする傾向が一般的である。

［12］津地判昭和36・12・20不法行為（交通事故）下民集昭和36年度12号739頁

【事実・判旨】恩給受給者が交通事故により死亡したため、同人の妻が遺族扶助料

を受けるに至つた場合、遺族扶助料は右不法行為を直接の原因として給付される

のではなく、遺族扶助の趣旨から法律の規定により給付されるのであるから、損

益相殺として財産的損害額から控除すべきではない。
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［13］東京地判昭和37・５・26民集20巻４号503頁

【事実・判旨】交通事故の死亡によって恩給受領権を喪失した場合において、遺族

が遺族扶助料の支給を受けているときには、恩給喪失による損害から右の扶助料

を控除しなければならない。

［14］東京高判昭和38・２・27昭和37年（ネ）1293号民集20巻４号521頁

【事実・判旨】恩給受給者である夫が事故により死亡したことに対する損害賠償請

求権には恩給権喪失に伴う損害を含むと解されるから、妻が右損害賠償請求権を

相続した場合には、損害賠償額から妻が受ける恩給扶助料の利益を相殺して、請

求すべきものである。

（二）昭和40年代の事例

１　恩給受給権者の死亡による損害賠償と遺族の扶助料との関係

（１）最高裁の立場

　先述のように、恩給受給権を受給中に事故で当該受給権者が死亡した場

合に、その相続人は、加害者に対して損害賠償請求権を取得するが、他方

で、受給権者と生計をともにして、その者の収入に生計を依存していると

きには、一定の扶助料が支給されることから、そうした事情が損害賠償額

になんらかの影響を与えるかについては、前代でも問題とされており、損

益相殺の必要性を指摘する東京高裁判決もあった。

　つぎの最高裁判決例は、扶助料とは遺族に対する損失補償ないし生活保

障の目的をもつて給付されるものであることから、損害賠償額については、

その損害賠償債権の中の恩給受給の利益に関する部分は、当該扶助料額の

限度において、当然、減縮しなければならない、と解している。公平の観

念に沿う結果となり、この方面の問題につき、基本方針が明示されたとい

えよう。

［15］最一判昭和41・４・７民集20巻４号499頁

【事実・判旨】他人の不法行為不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩給の

受給利益喪失の損害賠償債権を相続した者が扶助料の受給権を取得した場合には、

損害賠償額は、右扶助料額の限度において当然減縮されるものと解すべきである。
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国の公務員であつた者が一定期間勤務した後退職したことを要件として支給を受

ける普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償ないし生活保障を与えることを

目的とするものであるとともに、その者の収入に生計を依存している家族に対す

る関係においても、同一の機能を営むものと認められる。そして、恩給を受けて

いた者が死亡したときには、これにより生計を維持し、または、これと生計を共

にしていた一定の遺族に扶助料が支給されるが、右扶助料は右遺族に対する損失

補償ないし生活保障の目的をもつて給付されるものであることは明らかである。

このように、恩給権者固有の恩給と遺族の扶助料の両者が、当該遺族について、

その目的あるいは機能を同じくすることを考えると、恩給を受けている者が、他

人の不法行為によつて死亡し、これによつて被つた財産的損害の中に、その者が

なお生存すべかりし期間内に取得すべき恩給受給利益を喪失した損害が計上され

ており、当該財産的損害賠償債権の全部もしくは一部が、相続により、一相続人

に承継された場合において、当該相続人が、他方において、前記恩給受給者の死

亡により、扶助料の支給を受ける権利を取得したときは、当該相続人の請求でき

る財産的損害賠償額の算定にあたり、その損害賠償債権の中の恩給受給の利益に

関する部分は、当該扶助料額の限度において、当然、減縮しなければならないと

解するのが相当である。けだし、このように解することが、同一目的の給付の二

重取りを許すにも等しい結果の不合理を避け得る所以であるとともに、不法行為

に基づく損害賠償額の範囲を定めるにあたり依拠すべき衡平の理念に適合するか

らである。本件において、原判決によれば、Ａの死亡により上告人Ｂが相続した

財産的損害賠償債権中には７万３千53円の恩給受給利益喪失の損害賠償額が含ま

れているというのであるから、右債権額から同上告人の受領した原判示同額の扶

助料の額を差し引き、その差額をもつて同上告人の請求できる財産的損害賠償の

額であるとした原審の判断は正当である。

（２）下級審裁判例の立場

　以下の下級審裁判例は、この最高裁の判断規準に従っている。すでにこ

の時代でも、高裁判決も地裁判決も、この種の事例については、枚挙にい

とまがないが、そのいくつかを下記に列挙しておこう。

（ア）高裁判決例
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［16］札幌高判昭和46・１・18判時624号44頁

【事実・判旨】不法行為によって死亡した者の遺族が労働者災害補償保険法に基づ

く遺族補償年金を受給する場合には、衡平の原則に照し、右年金の現在価を同人

が相続した死亡者の逸失利益の損害賠償請求額から控除するのを相当とする。

［17］福岡高判昭和47・１・31判時668号54頁

【事実・判旨】昭和44年10月24日、Ａ運転の原動機付自転車に、控訴人の運転する

軽四輪貨物自動車が衝突し同月29日にＡを死亡するに至らしめた。Ａは恩給受給

者であり、その者の得べかりし利益喪失による損害賠償債権を相続した妻は、当

該被害者の死亡により扶助料の受給権も取得した場合には、妻が請求することの

できる損害賠償額については、つぎのように判示された。不法行為により死亡し

たＡの得べかりし恩給受給利益喪失による損害賠償債権を相続した妻が、当該被

害者の死亡により扶助料の受給権を取得した場合には、当該相続人が請求するこ

とのできる損害賠償額は、扶助料受給額の限度において減縮すべきである（最高

第一小法廷昭和41年４月７日判決民集20巻499頁）。

［18］東京高判昭和47・７・21判時677号62頁

【事実・判旨】交通事故による死亡者の遺族が、地方公務員等共済組合法による遺

族年金または地方公務員災害補償法による遺族補償年金の給付を受ける場合、財

産的損害賠償額から前者年金額は控除すべきでなく、後者年金額は控除すべきで

ある。ところで、控訴人は、右遺族年金についてその支給額を損害賠償額から控

除すべきであるとして、最高裁判所判決を挙げているが、右判決は交通事故で死

亡した者の相続人が扶助料の支給を受けながら、被相続人の得べかりし恩給受給

利益喪失の損害賠償請求権を相続したとして、請求している事案に関するもので

あって、本件とは事案を異にするものであるから、本件について右判決を先例と

することは相当ではない。同法第五九条第一項によれば、基金が第三者加害によ

る災害について補償した場合には、その価額の限度において補償を受けた者が第

三者に対して有する損害賠償の請求権を取得するから、Ａの妻（被控訴人）は、

右補償を受けた限度においてもはや控訴会社に対して損害賠償請求権を有しない。

従ってＡの妻が右年金受領額の限度において、これを損害額から控除すべきである。

　控訴人は、地方公務員等共済組合法に基づく遺族年金について、その支給額を

損害賠償額から控除すべきであるとして、最高裁判所判決をあげているが、右判

決は、交通事故で死亡した者の相続人が扶助料の支給を受けながら、被相続人の

得べかりし恩給受給利益喪失の損害賠償請求権を相続したとして、請求している
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事案であって、本件とは事案の異なるものである。地方公務員災害補償法に基づ

く遺族年金についても、その支給額は損害賠償額から控除さるべきでないが、仮

りに然らずとしても、それは現実に支給された額に限定すべきであり、地方公務

員等共済組合法第九七条により同法の支給率が半減されることも考慮さるべきで

ある。これら各年金のすでに支給済み額及び将来受領すべき支給額は、ともに逸

失利益賠償額から控除すべきであり、さもなければ、地方公務員等共済組合法に

基づく遺族年金については、同一目的の給付の二重取りを許すにも等しい結果と

なり、衡平の理念に反する（昭和四一年四月七日最高裁判所第一小法廷判決）。

［19］広島高松江支判昭和47・７・31判時680号48頁

【事実・判旨】見通しがやや制約される交差点で、自転車で右折しようとして反対

方向から来た小型二輪自動車と衝突した72歳の老人が、対向直進中の自動二輪車

があるのに、しかも交差点のやや手前から右折を開始したため、右対向車に衝突

されて頭部外傷等の傷害を受けたため、死亡した。被害者が本件事故当時、老齢

福祉年金の支給を受けていたので、右年金の支給を受けられなくなつたことをも

つて得べかりし利益の喪失として、これを損害賠償の対象とすることが可能かが

論点となった。判旨は、老齢福祉年金は拠出制老齢年金が全面的に実施されるま

での間、同老齢年金に加入することも認められず、放置しておくことのできない

老齢者のために国がその生活費の面倒をみるという老齢者に対する公的扶助の性

格の強いものであるであるから、受給者の死亡により右年金の支給を受けられな

くなったことをもって得べかりし利益の喪失として、これを損害賠償の対象とす

ることはできない。

［20］名古屋高判昭和47・11・29判時701号75頁

【事実・判旨】交通事故で死亡した被害者が恩給受給権者であった場合、その遺族

の扶助料についての第一順位受給権者たる妻についてのみ、扶助料は損益相殺の

対象と考えるべきである。右妻についての損益相殺による減縮の程度は、同人が

相続した逸失利益の中に占める扶助料の額の割合が、被害者の年間所得の中に占

める恩給の額の割合をこえる場合には、その割合の限度で控除金額を制限するの

が相当である。国の公務員であった者に対して支給される普通恩給もしくは増加

恩給（以下、単に恩給という。）と、恩給権者の死亡によりその遺族に対して支給

される扶助料との間には、（イ）恩給権者に家族がある場合には、恩給は単に恩給

権者本人のみならず、その者の収入に依存する家族に対する生活保障の目的を有

するという点において、扶助料とその目的を同一にし、また、恩給権者の死亡によっ
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て恩給受給権は消滅するが、以後遺族に対して扶助料が支給されるため、両者は

同時に併存することはできぬという関係がある。恩給法は、遺族の全部に対して

扶助料を支給するという立場をとらず、扶助を受ける順位を定めており（同法73

条）、右の順位は、死亡した恩給権者との親等の遠近および依存の程度等を考慮す

れば、これを妥当視すべき実質的根拠を有すると解せられる。本件においては、

被害者の妻が、第一順位の受給権者として扶助料の支給を受けているのであるか

ら、右扶助料は、同人についてのみ損益相殺の対象として考えるべきである。交

通事故による損害の発生と扶助料受給の利益とは、その発生原因において同一で

ない。むしろ衡平の原理に立脚する要請であるから、相続した逸失利益の中に占

める扶助料の額の割合が、被害者の年間所得の中に占める恩給の額の割合を越え

る場合には、その超過部分まで控除すべきでなく、後者の割合の限度で控除金額

を制限するのが相当である。

［21］東京高判昭和48・７・23高裁民集26巻３号238頁

【事実】横断歩道を横断中の歩行者を轢過した自動車の運転者が、一時停止および

歩行者の通行不妨害の義務に違背し、かつ、直前における徐行により事故の発生

を予防すべき一般的注意義務をも怠って歩行者を死亡させたところ、同人は戦傷

病者戦没者遺族等援護法による恩給および厚生年金保険法による老令年金を受給

していた。遺族が、受給権者において将来についての遺族扶助料の支給を受けら

れなくなったことから、被害者の得べかりし利益の喪失としてその損害賠償を請

求した。

【判旨】戦傷病者戦没者遺族等援護法31条によると遺族年金の受給権は本人の死亡

により消滅するものとされており、厚生年金保険による老齢年金の受給権につい

ても厚生年金保険法第四五条において本人の死亡がその消滅の原因に挙げられて

いるので、これら受給権は、いずれもいわば一身専属権であり、民法第896条但書

の規定により相続の対象とはなりえないものというべきである。そこで、かよう

な性質を有する遺族年金又は厚生年金保険による老齢年金の受給権を有する者が

他人の不法行為のため死亡した場合に、被害者が右受給権に基づいて現に得てい

た又は将来得べかりし収益を得られなくなったことによる損害をいわゆる逸失利

益に当るものとして、その相続人においてこれにつき賠償を請求することができ

るかどうかに関して考察する。不法行為に基づく損害の一種としての逸失利益と

は、被害者の稼働能力が毀損されたため、もしもそのような事態が発生しなかつ

たならば本人において本来取得しうべかりし収益を喪失したことによる損害を意
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味するものである。飜つて、戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による遺族年金は、

同法第24条によって明らかなとおり、軍人軍属等の死亡を契機として、その者に

よつて生計を維持し又はその者と生計をともにしていた遺族に対する損失補償な

いしは生活保障のために支給されるものであって、これに基づく収益は受給権者

の稼働能力には全くかかわりのないところのものである。さらに、厚生年金保険

による老齢年金も、厚生年金保険法がその第１条において、同法の目的を、労働

者の老齢、廃疾、死亡又は脱退について保険給付を行い、労働者及びその遺族の

生活の安定と福祉の向上に寄与するにあると定めていること、その他同法第44条

の規定内容にかんがみれば、受給権者本人及びその者の収入に依存する家族に対

する損失補償ないしは生活保障のために支給されるものであるけれども、受給権

者の稼働能力とは無関係に得られる収益であるというべきである。してみると、

右のような遺族年金又は老齢年金の受給権者が他人の不法行為によつて死亡した

ことに伴つて受給権が消滅し、受給権者において将来についての遺族年金又は老

齢年金の支給を受けられなくなつたとしても、これをもつて不法行為の被害者の

得べかりし利益の喪失としてその賠償を請求することが許される筋合いではない

といわなければならない。

［22］東京高判昭和48・７・23高裁民集26巻３号238頁

【事実・判旨】横断歩道を横断中の歩行者が交通事故により死亡したところ、当該

被害者は恩給受給権者であったので、その遺族の扶助料相当額は、逸失利益とな

るかが論点となったが、判旨はこれを否定した。つぎのように説示する。戦傷病

者戦没者遺族等援護法による遺族年金、厚生年金保険法による老齢年金の受給権

者が、不法行為により死亡したことによる受給権の消滅は、逸失利益とされない。

戦傷病者戦没者遺族等援護法31条によると遺族年金の受給権は本人の死亡により

消滅するものとされており、厚生年金保険による老齢年金の受給権についても厚

生年金保険法第四五条において本人の死亡がその消滅の原因に挙げられているの

で、これら受給権は、いずれも被控訴人らの主張するとおりいわば一身専属権で

あり、民法第八九六条但書の規定により相続の対象とはなりえないものというべ

きである。そこで、かような性質を有する遺族年金又は厚生年金保険による老齢

年金の受給権を有する者が他人の不法行為のため死亡した場合に、被害者が右受

給権に基づいて現に得ていた又は将来得べかりし収益を得られなくなつたことに

よる損害をいわゆる逸失利益に当るものとして、その相続人においてこれにつき

賠償を請求することができるかどうかに関して考察する。不法行為に基づく損害
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の一種としての逸失利益とは、被害者の稼働能力が毀損されたため、もしもその

ような事態が発生しなかつたならば本人において本来取得しうべかりし収益を喪

失したことによる損害を意味するものである。飜つて、戦傷病者戦没者遺族等援

護法の規定による遺族年金は、同法第24条によつて明らかなとおり、軍人軍属等

の死亡を契機として、その者によつて生計を維持し又はその者と生計をともにし

ていた遺族に対する損失補償ないしは生活保障のために支給されるものであつて、

これに基づく収益は受給権者の稼働能力には全くかかわりのないところのもので

ある。さらに、厚生年金保険による老齢年金も、厚生年金保険法がその第一条に

おいて、同法の目的を、労働者の老齢、廃疾、死亡又は脱退について保険給付を

行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するにあると定めて

いること、その他同法第四四条の規定内容にかんがみれば、受給権者本人及びそ

の者の収入に依存する家族に対する損失補償ないしは生活保障のために支給され

るものであるけれども、受給権者の稼働能力とは無関係に得られる収益であると

いうべきである。してみると、右のような遺族年金又は老齢年金の受給権者が他

人の不法行為によつて死亡したことに伴つて受給権が消滅し、受給権者において

将来についての遺族年金又は老齢年金の支給を受けられなくなつたとしても、こ

れをもつて不法行為の被害者の得べかりし利益の喪失としてその賠償を請求する

ことが許される筋合いではないといわなければならない。叙上のとおりであるか

ら、本件事故に関して訴外Ａの逸失利益としてその賠償を請求することができる

のは、給料及び賞与収入の喪失のみに限られるものといわざるをえない、と。

（イ）地裁の判決例

［23］東京地判昭和46・10・30下民集2222巻９・10号1107頁

【事実・判旨】不法行為による死亡者が受給していた遺族年金、厚生年金は逸失利

益の喪失による損害に当らない。

［24］東京地判昭和47・２・28判タ277号303頁

【事実・判旨】厚生年金保険法34条の被保険者が第三者の不法行為によりその労働

能力を低下し、その標準報酬月額が低くなつた場合、第三者の負う損害賠償額は

右低下による厚生年金逸失部分が標準となる。

［25］山形地判昭和47・９・18判時692号85頁

【事実・判旨】気密の手術室においてガスストーブに点火する病院の管理者（医師）

としては、一酸化炭素中毒の生起すべきことを予測し、それを避けるため自らあ
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るいは使用人たる看護婦等をして、手術室にある窓を右事故防止に必要なだけ開

放するか、または手術室に換気口を設ける等して、右中毒事故の発生を未然に防

止すべき注意義務がある。退職年金を受給する組合員本人が死亡したときは、そ

の相続人が請求することのできる損害賠償額は、遺族年金（将来取得すべき遺族

年金も含む）の限度において減縮さるべきものと解するのが相当である。退職年

金を受給する組合員本人が死亡したときは、その遺族が、遺族年金受給権を取得（地

方公務員等共済組合法93条）することになるから、同遺族が右本人の得べかりし

退職年金（同法78条）の受給利益喪失の損害賠償債権を相続すると同遺族は同一

目的につき、二重の給付を受けたのと同一視でき、これは「衡平の理念」に反す

ることになるから、これを避けるため、相続人が請求することのできる損害賠償

額は、遺族年金（将来取得すべき遺族年金も含む）の限度において減縮さるべき

ものと解するのが相当である。

［26］東京地判昭和48・９・14判時725号65頁

【事実・判旨】不法行為による死亡者の遺族が労働者災害補償保険法に基づく遺族

補償年金を受給する場合は、「衡平の原則」に照らし遺族補償年金額の現価額をそ

の者が相続により取得した死亡者の逸失利益の損害賠償額から控除するのが相当

である。

［27］広島高松江支判昭和49・８・30判時761号84頁

【事実・判旨】公共企業体職員等共済組合法により将来受給すべき遺族年金は不法

行為による損害額から控除すべきではない。

（２）扶助料の相続性

　つぎの例では、交通事故で死亡した被害者が恩給法上の普通扶助料を受

給していたことから、その相続性が論点となっている。つまり、被害者が

事故にあわずに余命期間を生存していたならば、受給しえたであろう扶助

料は金銭債権と同視して、その相続性を肯定できるかであるが、判旨はこ

れを是認した。重要と思われる部分に便宜上、下線を付した。

［28］大分地豊後高田支判昭和48・４・27判時717号83頁

【事実・判旨】交差点を横断し始めた歩行者を目撃した自動車（自動二輪車または

原付自転車）の運転手は、警笛を吹鳴して自車の運行を知らせると共に減速徐行
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して接触衝突等の危険を未然に防止する注意義務があるのに、これを怠り、被害

者を死亡させた。被害者は生前に「恩給法上の普通扶助料」を受給していたこと

から、その相続性が論点となった。同扶助料は法律（恩給法）によつてその受給

権者の範囲・順位等が定められている（同法第73条）ので、当該受給権者の固有

の権利であり、また右受給の権利は原則としてその譲渡・担保・差押を禁ぜられ

ておる（同法第11条第一項本文、第三項本文）うえ、受給権者の死亡によつて消

滅する（同法第九条第一項第一号）ものとされておるのであるから、一身専属的

なものとみられ、したがつて受給権者が自然死等他人の責に帰すべからざる事由

によつて死亡した場合のごときにおいては、当該受給権は即時消滅し相続の対象

となるべき余地の存しないことは明白で（民法第896条但書参照）、このことは扶

養的請求を内容とする同種の一身専属的権利等についての一般的な所見（我妻栄・

親族法158頁、412頁、ドイツ民法第1615条等参照）と、とくに別異に解すべき理

由は存しないものといわねばならない。しかし、同扶助料が本質的には財産上の

権利に属するものであることは、法がこれを定期金債権の性質を有するものとし

て経済変動に伴う年金額のスライド制（恩給法第２条２）、一定期間（７年間）の

権利不行使による消滅時効の完成（同法第５条）、未受領給与の相続人承継（同法

第10条）、一定範囲での金融担保性附与（同法第11条第１項但書）、滞納処分の対

象可能性（同法第11条第３項但書）等について規定しておることから疑いがなく、

そうであるとすれば当該受給権者が交通事故等第三者の不法行為により死亡した

場合等においては、同権利者が右加害に遭わずしてその余命期間生存し得たらん

には受け得た筈であるところの該扶助料受給利益は財産上の損害に対する賠償請

求権、すなわち金銭給付を目的とする通常の金銭債権に転化するものであり、し

かして当該受給権者が生前にあらかじめ当該請求権の放棄ないしその不行使の趣

旨に出た意思表示をしておる等特段の事情の存しない限り、同人は当然右請求権

を行使する意思を有したものと解釈するのが妥当であるから、右賠償請求権は被

害者たる受給権者に発生して帰属し、これが相続人に承継取得されるものと解す

るのが相当であるといわなければならない。また、扶助料は、その受給権者が一

人に特定されてはいるが、法律の趣旨は公務員などの死亡者本人（本件の場合は

訴外花香の亡夫勝彦）と生計を同じくしてきた遺族（本件の場合は、右花香およ

び原告等）をいわば集団としてとらえ、その代表者ないし総代者に（本件の場合

は妻）に一括して遺族給付として扶助料を交付するという考え方を基底に置いて

受給者を定めておるものであり、その権利者の定め方は排他的・固定的なもので
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なく多分に包括的・流動的なものとみられる（同法第72条第１項、第73条の２、

注釈民法25巻84頁等参照）ので、右扶助料の受給利益は妻以外の遺族である原告

等もこれに均霑し得る潜在的地位にあつたものというべきであり、また反面、妻

も右扶助料のみで生活を保持しておつたものではなく、むしろ前記農業（蜜柑栽

培を含む）収入に依存しておつたものである（原告等も妻もその農業収入の三分

の一相当額を生活費に充てておつたものとしている）から、被告主張のごとき同

訴外人が生存して該扶助料を受給しておつたとしてもそれは悉皆同人の生活費と

して費消されてしまうべきものであり、したがつて原告等においてこれを相続す

るということはあり得べからざることであるとする考え方も失当であるといわね

ばならない。

（４）被保険者の資格取得の時期

　つぎの最高裁判決では、健康保険法ないし厚生年金保険法による被保険

者の資格取得の時期が論点となり、保険の成立時期は、事業主の届出の日

ではなく、資格取得の確認手続きがあるまでは、効力が生じない、とされ

ている。

［29］最二判昭和40・６・18裁判集民79号413頁

【事実・判旨】健康保険法21条ノ２第１項、厚生年金保険法18条１項による被保険

者資格取得確認処分は、保険関係成立の日について確認すべきで、事業主の届出

の日によるべきでない。健康保険法17条は、広く労働者をして、同法保険制度の

利益に浴せしめると共に、共同の危険を合理的に分散し、また危険度の高い者だ

けが保険に加入する弊を防止するため、適用事業所に使用されるに至った労働者

はその日から当然に被保険者資格を取得するが、労働者が右資格を取得すること

によって保険者と被保険者ならびに事業主との間に重大な法律関係が生ずること

から、資格取得の効力の発生を同法18条に定める確認にかかわらしめ、保険者ま

たは都道府県知事が事業主の届出または被保険者の請求に基づきあるいは職権で

その確認をするまでは、資格の取得を有効に主張しえないとしたものである。厚

生年金保険法18条１項による被保険者資格取得確認処分は、保険関係成立の日に

ついて確認すべきで、事業主の届出の日によるべきでない。健康保険法17条は、

広く労働者をして、同法保険制度の利益に浴せしめると共に、共同の危険を合理

的に分散し、また危険度の高い者だけが保険に加入する弊を防止するため、適用

1061



論　　説

（龍法＇26）58–4，20（1062）

事業所に使用されるに至った労働者はその日から当然に被保険者資格を取得する

が、労働者が右資格を取得することによって保険者と被保険者並びに事業主との

間に重大な法律関係が生ずることから、資格取得の効力の発生を同法（平成14年

法律102改正前）21条ノ２に定める確認にかかわらしめ、保険者又は都道府県知事

が事業主の届出又は被保険者の請求に基づきあるいは職権でその確認をするまで

は、資格の取得を有効に主張しえないとしたものである。同健康保険法21条ノ２

に定める被保険者資格取得の確認は、資格取得の日を基準として行うべきであり、

確認が行われると、資格取得の日にさかのぼってその効力を主張しうることにな

るものと解するのが相当である。

（３）恩給受給権の差押え可能性

　下記の地裁判決は、恩給受給権の差押さえの可能性について、恩給法と

（旧）民事訴訟法・民事執行法の差押え規定との調整について、詳論する

ので、その説示を聴いてみよう。

　長文にわたるので、重要な部分には、便宜上下線を付することとした。

本件では、法律上の夫婦がその夫婦関係が事実上破綻をきたしたことによ

り家庭裁判所の審判手続を経て互に別居することとし同時に妻から夫に対

する扶養請求権の確定をみたうえで、妻が扶養請求権の履行を求めて夫の

有する恩給受給権の差押をなしてきたケースであり、判旨は恩給が本人の

みならず「遺族の生活保障的性格」をもになうものであることなどの事情

から、その差押えを肯定している。長文にわたるので、重要と思われる部

分には、便宜上下線を付することとした。

［30］仙台地決昭和44・２・６下民集20巻１・２号50頁

【事実・判旨】別居中の妻が夫婦の協力扶助請求事件の審判調書を債務名義として

扶養料請求権を請求債権とする場合には、夫Ａの恩給は民事訴訟法旧618条２項の

制限内において、差押が許される。被申立人は、仙台地方裁判所昭和四三年（ル）

第324号債権差押並びに取立命令申請事件において、債務者に対し、夫婦の協力扶

助請求事件の審判調書を債務名義となし、同人が支払いを怠つている扶養料請求

権金を請求債権とし、同人が第三債務者たる申立人に対し有する恩給受給権を被

差押債権として債権差押並びに取立命令の申請をなし、同43年９月25日同命令が
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発せられたものであるが、申立人は、Ａに対し恩給法に基づき福島県知事裁定の

普通恩給権を付与してその支給をなしているものであるところ、恩給法第11条第

３項によれば恩給受給権はこれを差押えることはできないものであり、右規定は

民事訴訟法第618条第２項に優先するものであるから、前記債権差押並びに取立命

令は不適法なものであり、右強制執行の不許の裁判を求める、というのである。

よつて審案するに、申立人の本件異議申立理由は、恩給法第11条第３項と民事訴

訟法第618条第２項の互に矛盾する二つの条項の優劣につき、恩給法による恩給受

給権の一般的差押禁止の規定が後法としての民事訴訟法第618条第２項に常に優先

するから全額差押えられない、というにある。そこで恩給法第11条がその第１項

において恩給受給権の譲渡を原則として禁止し、その第３項において普通恩給な

どについての滞納処分による場合を例外として差押を禁止している趣旨につき考

えると、公務員が退職または死亡した後本人またはその遺族に対して支給される

金銭給付であるところの恩給は、大正12年に恩給法がその制定をみたころにあっ

ては、公務員が社会的に特殊な地位にあるという観念から公務員に対する恩恵的な

給付であるという観念を保有するところの功労報償的性格と、本人または遺族に

対する生活保障のための給付であるという性格を併有していたことからそれを一

般取引界から保護すべきものとしたと理解できるのであるが、現在にあつては恩

給の基礎ともなつている俸給権についてはもはや恩恵的な給付であるとの観念は

払拭され公務員の勤務内容と生活維持の要求とに正比例するものであるとの観念

が確立しており、この点においてはもはや民間給与生活者との差異はほとんどう

かがえないうえ、改正前の国家公務員法第108条第１項によれば「恩給制度は、本

人及び本人が退職又は死亡の時直接扶養する者をして、退職又は死亡の時の条件

に応じて、その後において適当な生活を維持するに必要な所得を与えることを目

的とするものでなければならない」とされていたことからしても、恩給は本人お

よび遺族の生活保障的性格をもつて中心的な性格としていることを理解すべきで

あり、この生活保障という社会政策的目的のために一般権利者の権利を犠牲にして

も恩給受給権者に現実に手交すべきであるという社会保障的政策理念に基づいて

恩給受給権につき譲渡および差押を法律上禁止したものと理解することができる。

したがつてこの意味で一般的な債務者保護規定たる民事訴訟法第六一八条に対す

る特別法規として恩給法の前記差押禁止規定が原則として優先するものというこ

とができるのであるが他方において恩給は現実に支給される金額において退職ま

たは死亡後の公務員本人またはその遺族の生活維持にかならずしも見合つていな
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いこと、恩給法上も支給金額につき物価の変動に呼応して増額する等の保障はな

く固定的であること、そして恩給が最低限度の生活を維持することができない者

に限定して支給されるものでもないこと等の事実を合せ考えてみると民事訴訟法

第618条第１項第５号に記載されている他のものと、その社会保障的性格において

大きな差異の見出しがたいことも認めることができるのであつて、かかる意味合

において、民事訴訟法第618条の再度にわたる改正（昭和23年法律149号および昭

和24年法律第115号）が貨幣価値の変動等の社会経済情勢の変化に即応して債権者、

債務者間の利害の調整をはかつた主として技術的改正にとどまるものにすぎず恩

給受給権の一部差押を恩給法の前記規定に全面的に優先して認める趣旨まで含ん

でいたと即断することはできないといいうるとしても、なお「恩給」を削除しな

かつたことについての一応の理解をすることができるといいうるのであり、また

右に述べた社会保障的政策理念をその念頭に強調することによつてのみ恩給法第

11条が恩給受給権の譲渡および差押を禁止した趣旨を理解することができるとし

ても、かならずしもすべての場合にその合理性を保持できるとはいいえないとい

うことができるのである。本件では、ところで本件記録によれば、Ａは妻である

被申立人と別居し同人に対する扶養料は計金40万２千円である。このように法律

上の夫婦がその夫婦関係が事実上破綻をきたしたことにより家庭裁判所の審判手

続を経て互に別居することとし同時に一方（多くの場合妻であろう）から他方（多

くの場合夫であろう）に対する扶養請求権の確定をみた場合であつて、一方がそ

の扶養請求権の履行を求めて、他方の有する恩給受給権の差押をなしてきた場合、

本件記録によれば債務者Ａは恩給受給権が唯一の財産であつたとうかがうことが

できることもあって、恩給法第11条第３項に反するとしてその差押を禁止するこ

とは合理的であるとはいいえないというべきである。すなわち通常の場合正常な

家庭生活環境にある公務員の退職後の生活はその家族との生活と切り離しては考

えることができないのであつて、公務員の受給した恩給はその家族との生活の維

持のための所得となるということができるのであり、このようにいうことは前掲

改正前の国家公務員法第108条第１項の正当な理解と、恩給法が公務員の死亡後そ

の遺族の生活保持を目的として恩給を支給するべく規定していることからも充分

首肯しうるというべきであるからいつたん夫婦関係が破綻したからといつて直ち

に公務員本人の生活維持のみを目的として、法律上の扶養請求権の確定している

配偶者を一般債権者と同視することは合理性を欠くといわざるをえないからであ

る。そもそも配偶者たる妻は恩給法第73条第１項によれば夫たる公務員の死亡後
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は第一順位者として扶助料の支給を受けうるものであつて、このことは退職後の

夫たる公務員の受ける恩給についても実質的関係においては妻自らの「恩給を受

くるの権利」ともいうべき一定割合部分が潜在的に考慮されていると考えること

ができないわけではないのであつて、このように妻が法律上の扶養請求権に基づ

いて夫たる公務員の恩給受給権の差押を求めたような場合は一般債権者がそれを

求めてきた場合と異なり、恩給を公務員本人に対しあくまで現実に手交しなけれ

ばならないとする恩給法第11条の前記理念がつらぬかれなければならない必然性

と合理性はもはや存していないというべきなのである、と。

（４）「夫婦受給制限の規定」の是非

　つぎの例では、夫が老齢福祉年金を受給している場合に、重ねて妻も同

年金を受給しうることとなったので、知事がその支給額を縮減した。下記

判決は、そうした措置に合理性が認められない、と判示した。

［31］東京地判昭和43・７・15行政事件裁判例集19巻７号1196頁

【事実・判旨】老齢福祉年金における夫婦受給制限を規定する国民年金法79条の２

第５項は、右年金の性格、老齢者の生活実態から差別すべき合理的理由が認めら

れないのに夫婦者の老齢者を差別するものであつて、憲法14条１項に違反し無効

である。原告は、昭和40年１月18日、70歳に達したので、国民年金法89条２項の

規定に基づき老齢福祉年金の受給資格を取得し、同月28日、北海道知事（法３条

２項、法施行令１条）に対し老齢福祉年金の受給権の裁定を請求をした。知事は、

同年３月４日原告の受給権の裁定をなし、裁定通知書および国民年金証書を同月

25日原告に交付したので、これにより、原告は、同年２月から右老齢福祉年金の

支給を受ける権利を有することとなった。ところが、北海道知事は、原告に配偶

者があり、同女がすでに昭和38年３月から老齢福祉年金の支給を受けていること

を理由にして、右裁定と同時に、法79条の２第５項の規定に基づき、原告に対す

る老齢福祉年金額15、600円（昭和42年１月以降は18,000円）から金3000円に相当

する部分の支給停止の決定をなし、右決定は前記受給権の裁定の通知にあわせて

昭和40年３月25日に原告に通知された。なお、原告の妻に対しても、右条項に基

づいて同様支給停止の決定がなされた。しかしながら、夫婦受給制限の規定は、

老齢者（以下七70歳以上の高齢者を指称する。）が夫婦者であつて、夫婦ともに老
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齢福祉年金の支給を受ける場合には、単身で支給を受ける場合にくらべ、それぞ

れ金3000円の支給を停止することを定めるものであるが、このような夫婦受給制

限の規定は、夫婦者である老齢者を不当に単身老齢者と差別し、かつ、夫婦者で

ある老齢者を個人として尊重しないものであつて、憲法13条、14条に違反し、無

効であり、したがつて、これに基づく前記支給停止の決定もまた無効である。国

家予算の都合から、老齢福祉年金の受給対象者が夫婦者であるか単身者であるか

によつてその支給額を差別することまでも許されるというべきではない。けだし、

憲法14条は、老齢福祉年金のような無拠出で国から支給される経済的利益につい

ても平等であることを国民の基本的人権として保障し、差別すべき合理的な理由

があると認められない限り、差別することを禁止していると解されるからである。

（三）昭和50年～60年代の事例

（１）社会保障法制の趣旨

　下記の最高裁大法廷判決が、「社会保障の制度趣旨」を明確に説示して

いるので、この判決を基本方針としなければならないであろう。本件では、

障害福祉年金の受給者が児童福祉手当も受給できるかが論点とされたが、

最高裁は、両者の性格が異なることから、これを受容した。この種の事案

としては、新判例といえるであろう。

［32］最大判昭和57・７・７民集36巻７号1235頁

【事実】Ｘ女は国民年金法所定の視力障害者で、同法に基づく「障害福祉年金」を

受給しているが、離別後、昭和45年２月23日、社会保険庁Ｙに対し、児童扶養手

当法に基づく児童扶養手当の受給資格について認定の請求をしたところ、Ｙは、

Ｘが障害福祉年金を受給しているので同法所定の「併給調整条項」に該当し受給

資格を欠く、とした。原審が本件併給調整条項が憲法25条に違反するものでない

としたので、Ｙが上告したが点最高裁は、原判決を是認した。

【判旨】憲法25条１項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権

利を有する。」と規定しているが、この規定が、いわゆる福祉国家の理念に基づき、

すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべき

ことを国の責務として宣言したものであること、また、同条２項は『国は、すべ

ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努め
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なければならない。』と規定しているが、この規定が、同じく福祉国家の理念に基

づき、社会的立法及び社会的施設の創造拡充に努力すべきことを国の責務として

宣言したものであること、そして、同条１項は、国が個々の国民に対して具体的・

現実的に右のような義務を有することを規定したものではなく、同条２項によつ

て国の責務であるとされている社会的立法及び社会的施設の創造拡充により個々

の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものであると解すべきこ

とは、すでに当裁判所の判例とするところである（最高裁昭和23年（れ）第205号

同年９月29日大法廷判決・刑集２巻10号1235頁）。このように、憲法25条の規定は、

国権の作用に対し、一定の目的を設定しその実現のための積極的な発動を期待す

るという性質のものである。しかも、右規定にいう『健康で文化的な最低限度の

生活』なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であつて、その具体的内容は、

その時々における文化の発達の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の

状況等との相関関係において判断決定されるべきものであるとともに、右規定を

現実の立法として具体化するに当たつては、国の財政事情を無視することができ

ず、また、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに

基づいた政策的判断を必要とするものである。したがつて、憲法25条の規定の趣

旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広

い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫

用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄

であるといわなければならない。本件における併給調整条項についても、いずれ

も憲法25条の規定の趣旨を実現する目的をもつて設定された社会保障法上の制度

であり、それぞれ所定の事由に該当する者に対して年金又は手当という形で一定

額の金員を支給することをその内容とするものである。ところで、児童扶養手当

がいわゆる児童手当の制度を理念とし将来における右理念の実現の期待のもとに、

いわばその萌芽として創設されたものであることは、立法の経過に照らし、一概

に否定することのできないところではあるが、障害福祉年金、母子福祉年金及び

児童扶養手当の各制度の趣旨・目的及び支給要件の定め等を通覧すれば、児童扶

養手当は、もともと国民年金法61条所定の母子福祉年金を補完する制度として設

けられたものと見るのを相当とするのであり、児童の養育者に対する養育に伴う

支出についての保障であることが明らかな児童手当法所定の児童手当とはその性

格を異にし、もともと国民年金法61条所定の母子福祉年金を補完する制度として

設けられたものと見るのを相当とするのであり、児童の養育者に対する養育に伴
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う支出についての保障であることが明らかな児童手当法所定の児童手当とはその

性格を異にし、受給者に対する所得保障である点において、前記母子福祉年金ひ

いては国民年金法所定の国民年金（公的年金）一般、したがってその一種である

障害福祉年金と基本的に同一の性格を有するもの、と見るのがむしろ自然である。

そして、一般に、社会保障法制度上、同一人に同一の性格を有する二以上の公的

年金が支給されることとなるべき、いわゆる複数事故において、そのそれぞれの

事故それ自体としては支給原因である稼得能力の喪失又は低下をもたらすもので

あつても、事故が二以上重なつたからといつて稼得能力の喪失又は低下の程度が

必ずしも事故の数に比例して増加するといえないことは明らかである。このよう

な場合について、社会保障給付の全般的公平を図るため公的年金相互間における

併給調整を行うかどうかは、さきに述べたところにより、立法府の裁量の範囲に

属する事柄と見るべきである。また、この種の立法における給付額の決定も、立

法政策上の裁量事項であり、それが低額であるからといつて当然に憲法25条違反

に結びつくものということはできない。以上の次第であるから、本件併給調整条

項が憲法二五条に違反して無効であるとする上告人の主張を排斥した原判決は、

結局において正当というべきである。なお、後に障害福祉年金と老齢福祉年金の

二種類の福祉年金について児童扶養手当との併給が認められたが、これも立法府

の裁量にるものである、と。

（２）受給権の一身専属性

　下記の判決も、国家公務員共済組合法（昭和58年法律82号改正前）45条に

よる支払未済の給付の「受給権の一身専属性」を説示する傍ら、未払いの

受給権の特質を詳論する。

［33］東京地判昭和62・３・24訟務月報33巻10号2455頁

【事実・判旨】国家公務員共済組合法（昭和五八年法律八二号改正前）45条による

支払未済の給付の受給権は、受給権者たる遺族または相続人の固有の権利であり、

相続財産に属さないとして、死亡した国家公務員の相続財産法人からの右給付の

請求が棄却された。同法に基づく給付を受ける権利を有する者が死亡した場合に

ついて、支払未済の給付の受給権者の範囲及び順序を定めているところ、右規定

によると、支払未済の給付を受ける者の第一順位は内縁の配偶者を含む配偶者で

あつて、配偶者があるときは子は全く給付を受けないこと、直系血族間でも親等

1068



社会保障法制に関する一考察（１）

（龍法＇26）58–4，27（1069）

の近い父母が孫より先順位となり、嫡出子と非嫡出子が平等に扱われ、父母や養

父母については養方が実方に優先すること、死亡した者の配偶者、子、父母、孫

又は祖父母であつても、主として死亡した者の収入によつて生計を維持していた

か否かにより順位に差異を生ずること、支給すべき遺族がないときに初めて死亡

した者の相続人が受給権者となることなど、受給権者の範囲及び順位につき民法

所定の相続人の順位決定の原則とは著しく異なつた定め方がされているのである。

そして、これに、国公組合法一条が国家公務員の遺族の生活の安定と福祉の向上

に寄与することを同法の目的の一つとして掲げていること及び同法四九条が同法

に基づく受給権の譲渡・差押え等を禁止していることを合わせ考えれば、同法

四五条は、死亡した国家公務員の収入に依拠していた遺族の生活保障を主たる目

的とし、これに副次的に相続的要素を加味して、民法とは別の立場で受給権者を

定めたもので、受給権者たる遺族又は相続人は、民法八九六条によつてではなく、

国公組合法四五条によつて直接これを自己固有の権利として取得するものと解す

べきである（最高裁昭和五四年（オ）第一二九八号、同五五年一一月二七日第一小

法廷判決、民集三四巻六号八一五頁参照）。

２　その他の関連事例～年金の担保可能性

　つぎの例では、老齢年金収入を返済資金に充てることを条件として借り

受け、年金の振込先を合意して、社会保険庁に対してその旨の口座振込指

定をしたうえで、その預金となったものを適宜貸付債務の弁済に振替える

とともに、貸付債務の返済完了まで普通預金契約を解約できない旨を約し

た。非常に巧みな複合的な契約を考案したものであるが、そうした契約の

合法性が問題とされた。なお、恩給年金の差押え可能性については［30］判

決を参照のこと。

［34］東京高判昭和63・１・25例時1276号49頁

【事実・判旨】上告人は、昭和53年２月28日被上告人から厚生年金保険法に基づく

老齢年金収入を返済資金に充てることを貸付条件として200万円を借り受け、その

際、被上告人に対し、右年金の振込先として被上告人との間で普通預金契約を締

結して開設した普通預金口座を指定する旨約し、社会保険庁に対してその旨の振

込指定をし、右振込指定特約により社会保険庁から振込まれて右口座の預金となっ
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たものを適宜貸付債務の弁済に振替え充当することを承諾し（以下「本件充当特

約」という。）、かつ、貸付債務の返済完了まで普通預金契約を解約できない旨約

した（以下「本件不解約特約」という。）。上告人は、昭和54年12月４日先の借入

の残債務170万円と新規貸付130万円を合わせて300万円の消費貸借として本件貸付

を受け、その弁済方法も先の貸付と同様であるとした。上告人は、昭和56年４月

25日被上告人の支店に上告人名義の普通預金口座（以下「本件口座」という。）を

開設し、上告人は、昭和57年10月21日、被上告人に対し右預金契約を解約する旨

の意思表示をしたうえ、社会保険庁より本件口座宛に上告人の老齢年金給付金39

万余円（以下「本件年金」という。）の振込送金を受けた。原審は右の事実を前提

とし、本件不解約特約は厚生年金保険法41条１項の適用を潜脱するもので無効で

あるから、本件口座は解約され、被上告人に本件年金の受領権限はなく、本件年

金を本件充当特約により債務の弁済として充当することはできないが、上告人が

被上告人に対し本件年金を不当利得返還請求権とし返還を請求しうる以上、被上

告人がこれを受働債権として相殺に供することは許される、と判断した。しかし

ながら、原審の確定した前記事実関係によれば、上告人は被上告人からの借入金

の返済方法として、本件振込指定、本件充当特約、本件不解約特約を締結したも

のであり、これらの特約等は被上告人にとり債権回収のため担保的機能を営むこ

とは否定しえないとしても、本件口座に振り込まれた年金は預金に転化し、上告

人の一般財産と混同するのであって、被上告人が年金受給権自体を差押え又はこ

れに担保権を設定したものではないから、本件不解約特約が厚生年金保険法41条

１項の規定を潜脱するものとはいえない。してみれば、本件不解約特約は無効と

はいえないから、被上告人が本件振込指定及び本件充当特約に基づき本件口座に

振り込まれ預金となった本件年金に相当する金額を本件貸付債務の弁済として充

当することは当然許されるものといわなければならない。

       （1）さしあたり社会保障法学の意義や課題については、岩村正彦『社会保障法
（１）』（けい文堂、2001年）や吉田健三・木下武徳ほか『日本の社会保障シ
ステム―理念とデザイン（２版）』などの関連する箇所を参照のこと。

       （2）国民年金制度の創設当初では、被用者年金各法の被保険者等は国民年金の
被保険者とならないものとされており、老齢を要件とする年金については、

「老齢年金」として、保険料納付済期間ごとに年金額が定められていた。ち
なみに、厚年法における老齢年金制度の沿革を概略すれば、つぎのようにな
る。全面改正された厚年法が昭和29年に成立した当時、老齢を要件とする年
金については、「老齢年金」として、基本年金額（定額部分及び報酬比例部
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分を合算したもの）に加給年金額（配偶者及び子の数によって加算されるも
の）を加算したものとされていた。その老齢年金における基本年金額の定額
部分は、昭和29年当初は被保険者期間にかかわらず定額であったが、昭和40
年法律第104号による法改正で定額単価に被保険者期間の月数を乗じて計算
されることになり、基本年金額の報酬比例部分は、「標準報酬月額」を平均
した「平均標準報酬月額」（総報酬制が導入された平成15年４月以降の被保
険者期間については「平均標準報酬額」。以下同じ。）に一定の率を乗じた

（以下、当該乗じる率を「給付乗率」という。）額に被保険者期間の月数を乗
じて計算されるものとされていた。昭和60年改正法により、同法による改正
前の国年法の「老齢年金」は「老齢基礎年金」と改められ、同法による改正
前の厚年法における「老齢年金」の定額部分が老齢基礎年金に組み入れられ、
被用者年金各法の被保険者等も国民年金の強制加入被保険者に加えられるな
どした。また、昭和60年改正法によって、厚生年金保険制度は、国民年金に
上乗せする形で報酬に比例した給付を行う制度とされ、同法による改正前の
厚年法における「老齢年金」のうち報酬比例部分は「老齢厚生年金」と改め
られた。なお、年金制度一般については、笠木映里・嵩さやか・中野妙子・
渡邊絹子『社会保障法』（有斐閣、2018年）71頁以下などを参照のこと。

� （未完）
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論　　　説

『所有権法の理論』から『科学としての法律学』へ（一）
―川島法学の展開と課題―

川　角　由　和*

〈目　　次〉
１．はじめに
２．『所有権法の理論』（1949年）の誕生
３．『所有権法の理論』の基本的立脚点とその問題点
　①　�「法社会学」的なモメントとしての近代的所有権における「人と人との

関係」ないし「人間と人間との関係」
　②　�川島における「「法律」の物神性」
　③　�近代的所有権の観念性と絶対性、川島による所有権の消極的把握・物権

的請求権論との関係
　④　近代的所有権の経済学的考察と川島的な法社会学的市民法論の形成
　⑤　�近代的所有権と私法・公法の独立的形成（近代国家と市民社会との関係）
　⑥　『所有権法の理論』における「法意識」論
　⑦　「近代的所有権の観念性と絶対性」再論
� （以上、本号）
　⑧　�「商品所有権」としての近代的所有権（商品交換過程への着眼）および貨

幣所有権の位置づけ
　⑨　「商品所有権」の補論：不動産取引と所有権移転時期
　⑩　資本所有権の特質
４．「科学としての法律学」への架橋
５．「科学としての法律学」（1953年）の内容とその展開
６．川島法学の総括とわが国民法学への影響
７．結語

* かわすみよしかず　龍谷大学名誉教授
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１．はじめに

　本稿は、川島武宜（1909-1992年）の法学理論を、おもに『所有権法の

理論』（1949年）から「科学としての法律学」（1953年）への展開を基軸と

しつつ、その思考過程の形成と変化（および変化の諸要因）をさぐり、もっ

て現代民法学のあり方につき筆者なりの一歩前進を図ろうとするものであ

る。川島法学は、そこに変わることのない首尾一貫した要素と、それとと

もに独自な変化および特殊な展開を示す。川島の学問的作業に関する時期

区分は、彼自身の記述によると次の四つに分けられる1。まず戦時下から

終戦直後のものが、「初期」＝「第一期」の業績として位置づけられる

（『所有権法の理論』もこの時期に属する。すでにそこで経験法学への問題関心が披

歴される）。そして「第二期」が、1950年代前半からの「科学としての法律

学」を中心に執筆活動を活発化させた時期（この時期から経験法学的傾向が

より色濃く示されるようになる）、「第三期」が1960年代「末弘法学論」ない

し「裁判の予見」論・「先例規範」論を中心とした判例研究の方法に関す

る時期（末弘法学の展開あるいは経験法学の具体化）、さらに「第四期」がそ

の後1970年代から80年代にかけて、川島法学の集大成として「法解釈学と

法社会学との接点」がより具体的に追究された時期（経験法学のさらなる展

開および法的構成論の構築）、以上四つの時期がそれである2。

1　川島『ある法学者の軌跡』（有斐閣、1978年）305-309頁。以下では、これを『軌
跡』として引用する。なお、本稿では敬称を付さないことにする。

2　川島が亡くなった直後に開催された〔座談会〕（太田知行・甲斐道太郎・田中
成明・唄孝一・平井宜雄）「川島法学の軌跡」ジュリスト1013号（1992年）10頁
以下では、第Ⅰ期として『民法解釈学の諸問題』に収められた戦前の論稿を執
筆した時期、第Ⅱ期として『所有権法の理論』を中心とする時期、第Ⅲ期とし
て『科学としての法律学』を中心とする時期、第Ⅳ期として「法的過程のモデル」
が追究される時期が、分けて議論されている。なお、時期区分については、瀬
川信久「川島民法学における法ドグマと科学」法律時報82巻３号（2010年）51
頁以下が独自な見方を提示する（瀬川論文では、戦前・戦中期の川島の法解釈
学的な諸論稿・判例研究についても、詳細な分析がされている。川島『所有
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　川島武宜は、戒能通孝（1908-1975年）・山中康雄（1908-1998年）とな

らんで、戦後民主主義法学の旗手であった3。これら三者は、終戦直後の、

いわゆる「法社会学論争」（1949-1950年）において―それぞれ独自の形

でマルクスの社会科学思想に触発されつつ4 ―「市民法学」の基礎ない

しその歴史的地位の解明に尽力しようとした。そこには、新しい日本国憲

法のもと、戦後民主主義法学の形成と発展に賭ける彼らの情熱と努力の結

晶があった。たとえば、本稿で重点的に取り上げる川島は、学問のあり方

に関して常に「チャレンジング」であることを心がけ、実際にそうあろう

と自身最大限の傾注を図った5。その一つの例証が本稿のテーマである、

権法の理論』形成史
4 4 4

を補うものとして、参照されたい）。
3　もとより戦後民主主義法学を語る場合、いわゆるマルクス主義法学の側から
するアプローチを無視することはできない。これは長谷川正安、渡辺洋三、藤
田勇らの開拓者的な業績を踏まえたところの、広渡清吾、戒能通厚、吉田克己、
水林彪らによる展開と進化に結びついている。そして何らかの形で、その結節

4 4

点
4

となったものこそ、改めて川島武宜・戒能通孝・山中康雄の市民社会的法学
理論であった。さしあたり、マルクス主義法学の位置づけに留意しつつ今日的
な市民社会論の「ルネサンス」の解剖学を試みるものとして、広渡『社会投企
と知的観察―日本学術会議・市民社会・日本国憲法』（日本評論社、2022年）
155頁以下。

4　川島・戒能・山中は、ほぼ同世代の法学者であるが、彼等が学生時代を送っ
たちょうどその時期に（特に1927年から1929年にかけて）、「社会科学としての
マルクス主義の隆盛期を迎える」とするものとして、石田雄『日本の社会科学』

（東京大学出版会、1984年）109頁。なお、石田のいう「マルクス主義の隆盛期」
のさなか、1928年に、共産党員への一斉大弾圧（三・一五事件）が勃発したこ
とも見逃せない。この点、藤田勇「戦後初期川島法学の方法的モティーフにつ
いて」法律時報1993年１月号20頁が触れる。川島も、この大弾圧を一高生時代
の自身の経験とともに記している。川島『軌跡』（前注１）12頁。

5　たとえば川島は、「研究者が書く論文は、常に「チャレンジング」でなければ
いけない」と強調している。川島『軌跡』（前注１）128頁。ここで「チャレン
ジング」とは、新しいタイプの問題に踏み込む勇気を持つべきこと、また、常
に批判的観点（自己批判を含む包括的・発展的な問題意識）をもつべきことを
包含している。このような川島の姿勢は、本稿が彼の著作の若干の点につき批
判的に接する場合においても、変わることなく念頭に置かれるべき川島の学問
的な先駆性にほかならない。
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「『所有権法の理論』から『科学としての法律学』へ」の「展開」である。

とはいえ、そこには「課題」もあった。第一に、川島がいかにマルクスか

ら学び、それをどのように彼の法学理論の形成と関連づけようとしたか、

ということである（あとで触れるように、川島はマルクス『資本論』の「価値理

論」をも参考にしつつ『所有権法の理論』を書いたが、彼はマルクスの方法を「力

学の公準理論」の応用とみていた）。第二に、川島の恩師・我妻栄（1897-1973

年）の法学と、その我妻のある意味でのライバルであった末弘厳太郎

（1888-1951年）の法学との狭間で川島がいかなるスタンスをとろうとした

のか、ということである6。本稿では、上記二つの課題を念頭に置きなが

ら、出来るかぎり川島の作品にそくした実証的な考察を試みる。まず『所

有権法の理論』について検討することから始めることにする。

２．『所有権法の理論』（1949年）の誕生

　川島の『所有権法の理論』が公刊されたのは、法社会学論争が本格化し

た1949年である（川島40歳の年）。しかしながら、法社会学論争では『所有

権法の理論』それ自体が論争の直接的な対象とされたわけではなく、また

6　我妻は、その主要な傾向において恩師・鳩山秀夫（1884-1946年）と牧野英一
（1878-1970年）から強い影響受けていた。とりわけ我妻は、牧野英一の自由法論・
公序良俗論・信義則論・団体法理論に感銘し、強い感化を受けていた。他方、
牧野と末弘は特に自由法論のあり方をめぐって対立し、論争もしていた。この
点につき、拙稿・川角「「法社会学論争」の教訓（十八）―昭和初期：牧野英
一の民法学（その一）」龍谷法学54巻３号（2021年）61頁以下、特に66頁以下。
それゆえ、我妻もまた傾向的

4 4 4

に末弘の法学理論と対決し、それを乗り越えよう
とする立場に立っていたのである。この点、我妻の弟子・川島の見解によれば、
我妻が「私法の方法論に関する一考察」（1926年）を書いたのは、末弘と「正面
から対決」するためであったとされる。川島「末弘厳太郎先生の法学理論」（1962
年）同・『著作集第一巻・法社会学１』（岩波書店、1982年）330頁以下、特に
359頁。なお、藤田「戦後初期川島法学の方法的モティーフについて」法律時報
65巻１号（前注４）23頁を参照。
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川島にもその作品を通じて論争に積極的にコミットしようとする意思はな

かったように思われる。むしろ『所有権法の理論』は、戦時下＝戦中、そ

の法的思考の幅と奥行きを広げようとして実施された川島の東大法学部講

義（1942年から1944年に及ぶもの）の一大集約点にほかならない7。すなわち、

戦中に川島は、すでに「市民社会」8 という制度的概念を前提としつつ

―とくに戦中のファシズム的権力支配との対抗において―彼の戦後民

主主義法学の形成・発展に連なる原理的な思考作業を行っていた9。そこ

において川島は、既存の実用法学的・法解釈学的な所有権のあり方（全面

支配性・絶対性・排他性・直接性など）を踏まえつつ、その基礎に置かれるべ

き法社会学的な所有権＝近代的所有権の特質を抉り出そうとした10。その

7　川島『所有権法の理論』（岩波書店、1949年）同『川島武宜著作集第七巻・所
有権』（岩波書店、1981年）２頁。以下では、川島『所有権法』として引用する。
なお、この川島の作品につき、戒能通孝は「昭和17年から昭和19年前後にかけて、
日本人の最も苦悩にみちた環境のさ中にあつて、近代的民主制の必然性、その
やがて来るべき勝利を予言した不屈の研究であつた」と評している。戒能「（書
評）川島武宜「所有権法の理論」」法社会学２号（1952年）167頁。また、山中
康雄も川島のこの書が「社会科学としての法の研究書」として所有権に関する
わが国初めての「本格的研究」であると賞賛する。山中「（書評）川島教授の「所
有権法の理論」を読みて」法学志林47巻１号（1949年）90頁以下、特に93頁。

8　川島の市民社会論につき、広渡清吾「戦後日本の法律学における市民社会論
―その１」同『比較法社会論研究』（日本評論社、2009年）246頁以下、吉田
克己「川島市民社会論を改めて学ぶ」法律時報82巻３号（2010年）67頁以下に
優れた分析が試みられている。

9　渡辺治「戦時下における川島理論の形成と展開―戦後民主主義法学理論形
成史の一側面」NJ研究会『季刊現代法』（1976年）21頁以下、特に33頁以下。

10　川島『所有権法』（前注７）２頁を６頁以下と併せて参照。要するに、川島は、
法律的・制定法的な所有権と法社会学的な所有権との理論的な統一、いわば「法
解釈学と法社会学との架橋」を目指そうとした。その際に川島は、法社会学的
な所有権が法律的・制定法的な所有権よりも時間的・歴史的に先行的関係

4 4 4 4 4

にあ
ることを重視している。そのような歴史的な観点から、川島は、サヴィニーの
所有権論を積極的に評価する。川島「所有権法」９頁の注８。また、あとでも
示すように、川島の近代的所有権論は、その「私的性質」・「観念性」・「絶対性」
という基本的な特質によって形づくられたものである。この点、甲斐道太郎＝
稲本洋之助＝戒能通厚＝田山輝明（共著）『所有権思想の歴史』（有斐閣、

1077



論　　説

（龍法＇26）58–4，36（1078）

ような近代的所有権の史的成立過程は、近代的な「資本制経済の史的成

立」の過程とパラレルなもの、あるいはほぼ「同一」なものであった11。

したがって、川島が「法社会学」的な近代的所有権のあり方を追究する場

合、当然のことながら、その前提には近代的な「資本制経済社会」への目

配りがあった。すなわち、法の資本主義経済的分析（おもにヘーゲル『法の

哲学』における市民社会論とマルクス『資本論』における商品論・価値論などの成

果を取り込んだもの）と
4

、法の法社会学的な考察（エールリッヒ・末弘厳太郎

の法学とアメリカ的プラグマティズム法学ないし経験法学との統合を目指すもの）

と
4

は、川島において常に相互に連関し、相互に補完的な存在であった。そ

してそこには、少なからず川島の恩師・我妻栄の影響があった。

　いずれにせよ、「法および法律の社会学的考察方法」、そしてその「科学

化」こそは、当時円熟期にさしかかった川島武宜のこころを強く捉えて離

すことはなかった。それゆえ、『所有権法の理論』執筆当時において、す

でに「法社会学」という学問領域に対する川島の肯定的評価
4 4 4 4 4

が当然の前提

となっていたということ、さらに「法社会学」という基礎科学を通じた法

ないし法律（特に民法）の「科学化」が目指そうとされていたということ

がわかる。それは、いわば末弘法学が提起
4 4

した問題に川島が答える
4 4 4

という

プロセスをも意味した。したがって、『所有権法の理論』に関する川島の

歴史的・経済的・社会的な要素を組み入れた考察態度12 において―つま

1979年）204頁（甲斐）。そのうち本稿は、とくに川島における「観念的所有権」、
およびそれと所有権の「絶対性」との関係を、批判的に取り上げる。

11　川島『所有権法』（前注７）69頁以下。そこには、川島による「史的唯物論」
的な歴史発展のシェーマが登場し、それが媒介となって私的所有権の特殊な近
代資本制的存在性格が確認される。商品所有権や資本所有権などの理解につい
てもほぼ同様である。

12　あとでも示すように、川島は法や国家の階級的性格に関する問題に深入りす
ることを避けつつ、しかもその法社会学的考察のはしばしでマルクスの理論的
成果（とくに『資本論』）を重視する。この『資本論』は、経済学に関する「論
理学」であるとともに、資本主義的な階級的国家論および階級闘争論の基礎を
科学的に解明したものである。したがって、川島にとって「法社会学論争」
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りは川島なりの法社会学的な方法論的アプローチに媒介される形で―す

でに『所有権法の理論』と「法社会学論争」との実質的
4 4 4

な関連性ないし相
4

互的
4 4

な連結関係がそこに（川島の近代的所有権に関する考察態度のうちに）一

体不可分の存在として潜在化
4 4 4

していたというべきことになるであろう13。

すなわち川島は、科学化された「法社会学」の裏打ちをもって、「起点」

としての「所有権」の解明を通じ、戦後日本社会の「近代化」および「民

主化」のために貢献しようとしたと思われる14。

　とまれ次に、川島『所有権法の理論』の「基本的立脚点」とその「問題

点」につき一定の考察を試みることにする。

当時のいわゆるマルクス主義法学からの非難は、ある程度克服済みのことであっ
たように思われる。とはいえ川島は、マルクスの『資本論』における思考（特
にイギリス古典経済学とヘーゲル論理学との相互媒介的結合の成果）を、なか
ば形式論理学的な「力学の公準理論」ないし「力学におけるニュートンの理論」
と同じ性格のものとして捉える。川島『軌跡』（前注１）93頁、169頁。少なく
ともその点で、川島によるマルクス理解には固有

4 4

の限界
4 4

が存在したと考える。
13　ちなみに「法社会学論争」において、比較的早い段階で川島がその論争と距

離を置いたのは、末弘厳太郎が亡くなる年に出された末弘「傍観者の言葉」（1951
年）・藤田勇＝江守五夫（編）『文献研究・日本の法社会学―法社会学論争』（日
本評論社、1969年）253頁以下による理論的影響が、その一因としてあったよう
に思われる。要するに、法社会学の第一人者であった末弘を失った喪失感と、
批判者によるやや教条的なレッテル張り（末弘はそのような傾向を特に危惧し
ていた）が相い重なり、川島をして論争から身を遠ざけさせたのであろう。

14　たとえば川島『所有権法』（前注７）「はしがき」３頁では、「日本の非近代的
諸関係・非近代的社会規範と対蹠的な近代的所有権の典型

4 4 4 4 4 4 4 4 4

を描きだし分析する
ことが、本書の当面の課題となっている」とされる（傍点・原著）。もっとも、
あとでも確認するように、川島の『所有権法の理論』では「法社会学」的考察
のみならず、「法解釈学」上のいくつかの重要な問題提起が試みられている。と
もあれ、当時、上記のような意味での「近代化」の課題は、川島の『日本社会
の家族的構成』（学生書房、初版1948年。日本評論社、改版1950年）でも追究さ
れた。要するに、財産法学および家族法学双方の法社会学的研究を介した「近
代化」の試みが、それであった。
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３．『所有権法の理論』の基本的立脚点とその問題点

　①　�「法社会学」的なモメントとしての近代的所有権における「人と人

との関係」ないし「人間と人間との関係」

　川島にとって、『所有権法の理論』は基本的
4 4 4

に「法社会学」的な作品で

ある。彼は、近代的所有権を社会的な存在として捉え、同時に「人と人と

の関係」ないし「人間と人間との関係」として把握する（「契約」も「所有

権」の動的形態
4 4 4 4

として、「所有権」の社会的モメントとして把握されることについて

は、後述のところを参照）。それ自体、当時の所有権論の制定法的あるいは

法解釈学的な狭い枠組みから脱局しようとする、壮大かつチャレンジング

な試みであった。それでは、そのように人間的諸関係に還元されるところ

の近代的所有権の法社会学的なモメントは、そもそもどのように把握され

ていたであろうか。それは、まず所有権の現実的
4 4 4

な把握・認識というモメ

ントによって定礎される15。社会的な事実
4 4 4 4 4 4

から出発することこそ「法社会

学」の共通理解にほかならないからである16。ところで法解釈学的にみれ

ば、所有権は物に対する人の全面的・排他的・絶対的・直接的支配である

ところ、川島的な法社会学的理解によれば―すでに指摘したように―

「人と人との関係」ないし「人間と人間との関係」に還元
4 4

されるべきもの

であった。すなわち「所有権の現実の問題は常にその歴史的型態をめぐっ

て存在したということ、またその問題が歴史的な問題
4 4 4 4 4 4

、すなわち人間対人

間の問題であったということ、所有権は人と物との関係の側面において現

15　川島『所有権法』（前注７）２-３頁及び９頁以下。
16　この観点は、すでにエールリッヒや末弘厳太郎が打ち立て、実質的な意味で

行為規範と裁判規範との高次の統合に導いたものである。言い換えれば、彼ら
は法社会学や判例法を基礎としつつ、行為規範を起点とした「法源」論の実用
法学における多面的かつ具体的な形成を追究した。この点、拙著・川角『末弘
厳太郎の法学理論―形成・展開・展望』（日本評論社、2022年）364頁以下（末
弘）、389頁以下（エールリッヒ）を参照。
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われる人間と人間との関係
4 4 4 4 4 4 4 4 4

であるということ、―これらのことがわれわ

れの問題提起・把握の出発点でなければならない」とされる17。

　このようなグローバルな所有権論は、川島において、法学のみならず、

歴史と哲学、および経済学が同時的に考究されて初めてえられたところの、

学際的かつ理論的な成果であり帰結であった。ちなみに、ここで川島が所

有権を「人間と人間との関係」として把握する場合、そのような立論の先

行者としてギールケを挙げているが、川島はギールケの見解を「その重点

は、主として物権の協同体的関連、彼のいわゆるSozialrecht的な拘束にお

かれていることに注意されねばならない」として批判的である18。むしろ

川島の「人間と人間との関係」としての所有権は、近代的市民社会＝資本

主義社会の登場を踏まえた一定の歴史認識に基づくところの―とりわけ

封建制・絶対王政の歴史的対立物としての近代市民社会の理念（自由・平

等・博愛）に支えられたところの―特殊個人主義的な所有権論と言って

もよいだろう19。すなわち、「法をつくりだしまた法の現実的実体をなす

ところのものは、個人と個人との関係そのもの」であり、「同時に、法が、

社会的個人の間の関係であるという事実が人間の意識にとってあきらかに

なったのは、そのことが歴史の世界において現実のものになった
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ところの

17　川島『所有権法』（前注７）10頁。傍点・原著。この場合、川島のいう「人と
人との関係」は―その実体が川島によって明確に示されているとは言い難い
のであるが―おそらくマルクスのいう「労働における人と人との社会関係」
を念頭においたものであるように思われる。『資本論１a』（1867年）マルクス＝
エンゲルス全集23巻第１分冊（大月書店、1965年）104頁（以下では、マルクス
＝エンゲルス全集を単に「全集」として引用する）。

18　川島『所有権法』（前注７）10-11頁注９。
19　そのような観点から川島は、ギールケらの「社会有機体説または団体説」を

批判する。川島『所有権法』（前注７）14頁。同時に川島は、みずからの近代的
個人を「社会的個人」として市民社会と個人との間の視点の往復

4 4 4 4 4

を確保しよう
とする（前掲書同頁）。なお、エールリッヒも一種の「協同体説」としてギール
ケらと同様のラインで把握されるのであるが（前掲書16頁注14）、川島はエール
リッヒによる「市民社会」への接近には一定の親近感を示す。前掲書17頁注16。
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近代市民社会の成立によってであった。」20。このような「近代市民社会」

の把握方法は、いわゆる市民法論にもすでに共通するものであったし、ま

た、いわゆるマルクス主義法学の展開のなかでも一応の共通認識となった

ものである、といえよう21。

　②　川島における「「法律」の物神性」

　ところで、川島が所有権の法社会学的な側面を「人間と人間との関係」

ないし「人と人との関係」として把握する場合、いわゆる「商品の物神

性」とのアナロジーにおいて「「法律」の物神性」が語られることに注意

を要する。すなわち、「一般に、意識の世界における現象型態」、つまりは

「制定法上或いは判例法上の「構成物」」において「法や権利したがって所

有権をながめる場合には、意識に媒介
4 4

された（しばしば抽象的
4 4 4

な）現象型
4 4 4

態
4

のかげに、法や権利の現実的な具体的な本質がかくれてしまう（「法

律」の物神性）。これが、所有権をして、「人と物との関係」そのものとし

て抽象的に現われしめることの、一般的抽象的な基礎である。」22。―こ

うして川島によれば、実用法学的・法解釈学的な所有権は即自的存在形態

20　川島『所有権法』（前注７）15頁。傍点・原著。ここで川島が「人」ないし「人
間」を「個人」とか「社会的個人」と言い換えていることに注意されたい（前
注19も参照）。なお、この点に関連し、川島・前掲書同頁では、「社会科学が、
終局において社会的個人から出発する場合にのみ、現実の生ける人間を物理的
および社会的自然から解放し人間の優位を確立することへの努力たるヒューマ
ニズムの立場に立つことが可能となるであろう」と記す。ここでは、「社会的個
人」と「現実の生ける人間」とが概念的に一応区別され、「社会的個人」が「社
会科学」の対象として把握される場合に初めて「現実の生ける人間」が「解放」
される、という見解が採用されている。

21　とはいえ、市民法論といわゆる「マルクス主義法学」との関係は複雑かつ微
妙な要素をはらみ、それゆえにこそ「法社会学論争」における独特な展開

4 4 4 4 4

を呼
び込んだと考える（ちなみに、市民社会ないし市民法論と、国家論・権力論・
階級闘争的法生成論などとの関連性は今なお残された問題であると考える）。

22　川島『所有権法』（前注７）11頁。傍点及び括弧内・原著。
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としては「「法律」の物神性」による被規定的性格、すなわち川島のいう

意味での「ドグマ」的な性格を帯びざるをえないのであるが、それを法社
4 4

会学的な考察を経由
4 4 4 4 4 4 4 4 4

して「人間と人間との関係」へと「還元」することに

より「法の科学」による光が与えられ、その「経験科学的基礎・現実主義

的基礎」の上に自己を実現＝「解放」するのである23。要するに、所有権

規定を含めた法律（「制定法」）は、人がつくったものであるにもかかわら

ず、人の生活、あるいは、その生活の社会的諸過程とは無関係に一人歩き

し、逆に法律そのものが人の思考を支配するようになる（概念主義
4 4

法学ない

し制定法
4 4 4

実証主義の基礎24）。これが、いわば「「法律」の物神性」に関する

川島理論の基本的構図であるといえよう。このような理解は、もっぱら概

念主義
4 4

法学への批判、その打破という目的を有していたものであり、かつ

その目的達成のために一定の有益な成果をあげた、と評することができる。

とはいえ、このような川島の「「法律」の物神性」理解がマルクス的な

23　川島「法律の物神性―新入生諸君のために」帝国大学新聞1022号（1947年）・
藤田＝江守『文献研究・日本の法社会学』（前注13）183頁以下。ここでは、国
家的法規の「物神崇拝」すなわち「法律家的世界観」からの「解放」が、「法社
会学」＝「法律学の経験科学的基礎、現実主義的認識の可能性の基礎」の上に
成立すること、すなわち「法の科学」は「観念的な法の現象形態」を「現実的
な人と人との社会関係」に「還元」することによって獲得されうること、など
が説かれている（川島・前掲論文185頁）。

24　このような理解は、ひとり川島のみならず、いわゆる戦後民主主義法学にお
いて共有された見解である。たとえば、戒能通厚「現代資本主義法分析と法の
解釈―私法の解釈の意義について」法律時報46巻１号（1974年）13頁以下、
特に17頁。なお、本稿が特に「概念主義

4 4

法学」（ないし「制定法
4 4 4

実証主義」）と
指示するのは、「概念法学」そのものと区別するための意識的な用語法に基づく。
この点、特にドイツ法の歴史的考察を踏まえ、「概念法学」が「一定の歴史的条
件」のもとで「正当な存在理由」をもちえたと規定するものとして、磯村哲「啓
蒙期自然法理論の現代的意義―自然法学・歴史法学・概念法学的法律実証主
義・社会法学」（1956年）同『社会法学の展開と構造』（日本評論社、1975年）
119頁以下、特に138頁、さらに、安直な「概念法学批判」を通じた「普遍の置
き去り」を警告する、原島重義『法的判断とは何か―民法の基礎理論』（創文
社、2002年）117頁以下を参照。
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「商品の物神性」理解とどのように関連するものであるか、やはり問題と

なりえよう。さしあたり、ここでマルクスの弟子ともいえるルカーチの指

摘を借りるならば、こうである。すなわち、「資本主義のなかに生活する

すべての人間」にとって、「物象化」（ないし「商品の物神性」）こそは「必

然的な直接的現実」そのもの
4 4 4 4

であり、それゆえ「物象化を克服すること」

は、具体的な諸事象が具有するところの「発展全体の矛盾に具体的に関わ

り」、そして「この発展全体に対する矛盾の内在的意味を意識化するこ

と」によって、「物象化された定在の構造を実践的に打破しようとする傾

向」を「たえずくり返し新たに再生産
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

すること以外の形態ではありえない

のである。」25。

　ちなみにマルクスは、「商品の呪物的性格とその秘密」を論じた箇所で、

「社会的生活過程の、すなわち物質的生産過程の姿は、それが自由に社会

化された人間の所産として人間の意識的計画的な制御のもとにおかれたと

き」、すなわち資本主義経済社会の虚偽的な社会化（生産関係の社会的性格

と富の取得形態の私的性格との矛盾を「合理化」する偽りの「社会化」）の軛を断

ち切る困難な過程をへたのち、「はじめてその神秘的なヴェールを脱ぎ捨

てる」に至るところ、「そのためには、社会の物質的基礎または一連の物

質的存在条件が必要」であり、しかも「この条件そのものがまた一つの長

い苦悩にみちた発展史の自然発生的な所産なのである」と規定する26。こ

25　ルカーチ（城塚登＝古田光・共訳）『著作集９ 歴史と階級意識』（白水社、
1987年〔原著は1923年〕）349頁および542頁。傍点・引用者。ルカーチにとって
は、資本主義社会における「人と人との関係」それ自体が、すでに固有

4 4

に「物
象性という性格」をになうのである（ルカーチ・前掲書162頁）。なお、ルカー
チ「物象化」論の現代的再評価につき、佐々木隆治『マルクスの物象化論〔新版〕・
資本主義批判としての素材の思想』（堀之内出版、2021年）139頁。なお、厳密
にいえば「物象化」と「物神性」ないし「物神崇拝」とは区別されうるであろ
うが、ここでは両者を基本的に同じ趣旨のものとして受けとめている。

26　マルクス『資本論１a』（前注17）全集23巻第１分冊106頁。ここでマルクスの
いう「社会的生活過程」すなわち「物質的生産過程」は、それ自体として内容
的に高度な成熟度をもつところの「一連の物質的存在条件」（経済的・生産関
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れは、「物象化」（ないし「商品の物神性」）という歴史的な事象が、資本主

義社会および後期資本主義社会＝現代社会
4 4 4 4

を通じてのみならず、その後の

新しい社会発展の諸段階においてもなお存続すること。そしてまた、「物

象化」からの「解放」が、曲折に充ちた長い社会的諸過程を経て、かつま

た変革主体としての人類の継続的な「知的格闘」を経て、ようやく実現す

るであろうことを示している。

　なるほど―先ほども指摘したように―川島の「「法律」の物神性」

は、いわゆる概念主義
4 4

法学を批判し、法社会学的考察方法の優位性を押し

出すため、一定の建設的な役割を果たした。しかしながら、川島が、その

「「法律」の物神性」を―新入生にも分かりやすく伝える目的で平易な言

葉で説明したことは理解できるとしても―このような一種の形式的・機

械的な説明（すなわち、法社会学的考察を通じたところの「「法律」の物神性」か

らの「解放」というやや図式的・無媒介的な説明）が、その後のわが国におけ

る社会的利益衡量論（所与の社会的事実ないし利益を、そのもの
4 4 4 4

として直接的
4 4 4

に

比較判断するという意味での「利益衡量論」27）を生み出した一つの要因となっ

たのではないか28。この点の解明は今もなお問題として残されたままであ

係的諸条件を基盤とする社会構造的諸条件）の形成を要求する。そして同時に、
その経済的構造の発展・それに関する諸矛盾を批判的に認識し、科学的に把握
し理解した上で実践に移す変革主体の意識の高度化が要求される。

27　たとえば、星野英一「民法解釈論序説」（1967年）同『民法論集第一巻』（有
斐閣、1970年）16頁は、「類型化」の作業の必要性を説きつつ、その場合におい
てもなお「価値判断・利益衡量が論理的に先行している」とする。これは、我
妻的な、法的三段論法に先行するところの、裁判官の心理過程における「事実
出来上がった判断」（後注28）に相当するものである。このような星野的利益衡
量論は、その解釈の「最終的な決め手」を「利益考量の上に立った価値判断だ」
とし、いわゆる客観説的

4 4 4 4

な「目的論的解釈」を志向する。星野「民法の解釈の
方法について」（1976年）同『民法論集第四巻』（有斐閣、1978年）63頁以下、
特に82頁。本稿では、このような利益衡量論＝利益考量論と川島法学との関係
についても留意する。

28　なるほど川島は、いわゆる「法的構成」を重視し、単なる「利益衡量論」と
は一線を画した。たとえば、川島『軌跡』（前注１）324頁では、「「法的構成」
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るように思われる29。

　③　�近代的所有権の観念性と絶対性、川島による所有権の消極的把握・

物権的請求権論との関係

　ちなみに川島は、「法律の物神性」との関連において、あるいはそのこ

とを意識しつつ、次のようにいう。すなわち、所有権の物支配的側面は所

有権の「私的モメント」であり、それとの対比で所有権の「社会的モメン

ト」は「契約」によって示される、と（いわゆる「「峻別」の論理＝出発

点」）30。そして、いわゆる所有権の物支配的側面はもっぱら近代的所有権

の「物化」現象として消極的
4 4 4

に把握される。すなわち、「要するに、所有

権を人と物との関係と考えることは、所有権の観念形態に由来するところ

の、或いは近代的所有権の特殊＝歴史的な構造に由来するところの、錯覚

という作業は不必要どころか、まさに必要なのだと言わなければならない」、「最
近の民法学者の一部はそのような「法的構成」不要論ないし軽視論になってい
るように思われる」と記す。にもかかわらず、川島は恩師・我妻栄の「法律的
構成」論（すなわち「三段論法の形式を以て、何らかの心理過程によつて事実
出来上つた判断に後から着せられる衣の形式」とみなす立場。我妻「私法の方
法論に関する一考察」〔1926年〕同『近代法における債権の優越的地位』〔有斐閣、
1953年〕536頁）を肯定

4 4

する。川島「法的構成―法律学の課題に焦点をおいて」
（1975年）同『著作集第五巻・法律学１・法律学の方法と課題』（岩波書店、
1982年）326頁以下、特に328頁以下、330頁。

29　念のため付言すれば、「人と人との関係」を表象すべき法ないし権利が、国家
制定法の力によってあたかも初めて

4 4 4

権利ないし所有権たりうる地位をえる。そ
のような形で与えられるところの、「人と物との関係」を表出する所有権もまた

「法律の物神性」の産物ということになる。川島によれば、このような物的支配
関係を「人と人との関係」に還元するところの法社会学的作業によって「法律
の物神性」からの「解放」が図られる。この「解放」へ向けられた思考過程・
思考方法が何を意味するのか、それをここで問題にしたい。なぜなら、川島の「法
律の物神性」理解が、法社会学的に被覆化

4 4 4 4 4 4 4 4 4

された一種の法学的世界観
4 4 4 4 4 4

に繋がる
おそれが出てくるように思われるからである。ちなみに山中康雄も、川島的に
理解された「「法律」の物神性」論を批判する。山中・前掲書評（前注７）96頁。

30　川島『所有権法』（前注７）12頁。括弧内・原著。
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或いは一面観である。」31。―ここで川島は、所有権の「私的モメント」

としての側面が、法社会学的な考察に基づき「人と人との関係」に「還

元」されるべきことを肯定しつつ、同時にその所有権の「社会的モメン

ト」が「契約」（人と人との関係）として把握されることによって、いわば

「人と人との関係」という側面での所有権の二重的存在性格をみてとろう

とする。この点、法社会学的には所有権を「人と人との関係」に「還元」

して理解することに一定の意味があるとしても、所有権の物支配的側面を、

もっぱらその「物化」現象において捉え、その結果、そのような物支配的

側面を「錯覚或いは一面観」として消極的に把握してよいのか、問題を残

すように思われる。このことは―「法社会学と法解釈学との架橋」のあ

り方とも関連する大きな問題であるが―少なくとも法解釈学的な問題レ

ベルにおいて、川島が近代的所有権の「観念性」を極限まで推し進め、

もって所有権は「物権的請求権」による保護が与えられて初めて
4 4 4

その「本

質」が「存在する」に至る（あるいは「物権的請求権」を前提にして初めてそ

の「絶対性」を確保しうる）、と解していることと無関係ではない32。

31　川島『所有権法』（前注７）12頁。ここで、所有権の「観念形態」は、ゲルマ
ン法的なゲヴェーレ（物の事実的・現実的支配）との対比

4 4

で近代的所有権に固
有な一つの規範的性質を指すものとして用いられている。なお、いわゆる「観
念的所有権」については、川島「所有権の「現実性」―「観念的」所有権との
対比において」（初出は1942~1944年）・川島『著作集第七巻・所有権』（前注７）
315頁以下も参照。このような意味での「近代的所有権」ないし「観念的所有権」
は、現代的財産権を代表する「知的財産権」の「基本的型態ないし原型」ともなっ
た。この点、川島「日本人の法意識」（1967年）『著作集第四巻・法社会学４・
法意識』（岩波書店、1982年）226頁以下、特に274頁。

32　川島「所有権の「現実性」」（前注31）・同『著作集第七巻・所有権』（前注７）
324頁。なお、「物権の絶対性」を「天下万人に対する物権の保護としての物権
的請求権の存在ということそのもの」に重ね合わせる川島の観点については、
川島『所有権法』（前注７）121頁、および94頁も参照。しかしむしろ、「物権的
請求権」は、物権ないし所有権内容

4 4

の割当て的な帰属性
4 4 4

の客観的保護のために
4 4 4 4

存在し、機能するものとして理解すべきではないだろうか。この点、やや視点
は異なるが、吉田克己『物権法Ⅲ』（信山社、2023年）1544頁以下および注５
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　要するに川島は、「法社会学」的考察からは許容されうる所有権の「社

会的モメント」（人間と人間との関係）を、所有権の「観念性」というター

ムを橋渡しとして法解釈学ないし実用法学へと連結させているように思わ

れる。それゆえか、川島においては「観念的所有権」というタームが、法

社会学的考察ないし法史学的考察の帰結としての用語法であるのか、それ

とも法解釈学的に特化した用語法であるのか、やや分かりづらい。仮に、

「法社会学と法解釈学との架橋」の成果としての二重の意味をもつ用語法

であるとすれば、その理由づけが乏しい。もとより、ゲルマン法的ゲ

ヴェーレとの対比で「近代所有権」をその「権原」（タイトル）において

「観念化」して捉えうるとする点では、法史学的に一定の合理性を有する

といえるかも知れない。しかしながら、より具体的に「物権的請求権論」

に場を転ずると、「観念性」というタームは妨害排除に関する費用負担
4 4 4 4

の

「責任説」の根拠としても機能するリスクをはらむ。

　たとえばドイツ後期普通法学では、川島的な見解の源流をなしたヴィン

トシャイトの所有権論（所有権を物権的請求権の束ないし不作為請求権の束とみ

る考え）33 に対抗して、イェーリングによる所有権の割当て内容（Zuwei-

sungsgehalt）説（所有権に帰属する内容的な価値割当てが第一次的に存在し、そ

れを保護するために第二次的に物権的請求権が機能すると考える見解）が存在する

のであり34、しかも後者の流れこそが今日ドイツ民法学の主流を形成して

が、本稿の考察につき重要な見解を提示する。
33　川島が「物権の絶対性」を「天下万人に対する物権の保護としての物権的請

求権の存在ということそのものにほかならぬ」という場合（前注32参照）、それ
はほとんどヴィントシャイトの見解そのままである。ちなみにヴィントシャイ
トもまた、所有権を「人と人との関係」のうちに捉えようとする。Windscheid, 
Pandektenrecht, Bd.1., 9. Aufl., 1906, S. 167. この点につき、拙稿・川角「近代
的所有権の基本的性格と物権的請求権との関係（一）」九大法学50号（1985年）
61頁以下、特に94頁。

34　Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung, Teil 3., 1865, 10. Unveränderte Auflage, 1993, Scientia, S. 339. そ
の箇所でイェーリングは、所有権の実質は価値ないし利益としての「核」
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いることに着目する必要がある（筆者が支持するエドゥアルド・ピッカーの見

解が「有力少数説」にとどまるとされていることはさておくとして）。

　とまれこの問題は、妨害排除費用の負担にかかる「行為請求権説」と

「忍容請求権説」との対立という問題とも相互に関連する。イェーリング

的な見解は「行為請求権説」と親近性をもち、ヴィントシャイト的な見解

は「忍容請求権説」と親近性をもつ。そして川島の「責任説」こそは、

ヴィントシャイト的な「忍容請求権説」と瓜二つの存在なのである。なぜ

なら川島の見解＝「責任説」によれば、妨害者の「不法行為」（民法709

条）などの「責任」があれば行為請求権説でよいが、そうでない限り原則

「忍容請求権説」を採用すべきである、とされるからである35。この点に

関する問題は、近代的所有権の内容的
4 4 4

および実体的
4 4 4

把握を第一次的に前面

に押し出し、個人的所有権の市民法的な積極的確立を展望するか、それと

も所有権の観念的・消極的把握にとどまるか。一個の分岐点を形成する36。

（Kern）であり、それが「外皮」（Schale）としての妨害排除請求権によって保
護されている、と述べる。もっとも、その箇所でイェーリングがみずからZu-
weisungsgehaltというタームを用いるわけではない。ちなみに、若いころから
イェーリングを愛読してきた川島が（たとえば同『軌跡』〔前注１〕130頁）、上
記のイェーリングの見解をみのがしたのは、なにゆえか。筆者（川角）は、こ
のような些末なことが気にかかる。

35　川島『所有権法』（前注７）116-117頁。なお、川島の「責任説」は、同「物
権的請求権に於ける「支配権」と「責任」の分化（一）（二）（三・完）」法学協
会雑誌55巻６号25頁以下、55巻９号34頁以下、55巻11号67頁以下（いずれも
1937年）を出発点とし、『所有権法の理論』に継承されたものである。この「責
任説」に対する、ドイツの学説展開を踏まえた批判として、拙稿・川角「ドイ
ツ民法典制定の前過程におけるヴィントシャイト物権的請求権論―「その光
と影」」・拙著『物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点―ローマ法からド
イツ民法へ』（日本評論社、2019年）149頁以下。ちなみに、吉田（克）『物権法
Ⅲ』（前注32）1602頁以下の「責任説」に対する批判的考察も参照。

36　客観的な権利保護の立場から権利の割当て機能に着眼することを基軸に置き
つつ、物権的請求権による権利保護と不法行為責任による権利保護とを制度的
に区別する見解が今日有力である。それによれば、物権的請求権による権利保
護は権利への客観的な簒奪状態もしくは権利の客観的な重畳状態の解消を求
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　他方、川島の「責任説」的物権的請求権論は、法社会学的な「人と人と

の関係」としての所有権理解を実用法学＝法解釈学に直接的に投映せしめ

た帰結である点にも注目しておかなければならない37。すなわち、すでに

述べたところの川島による（法解釈学的な）「物支配権」としての―つま

りは「人と物との関係」としての―所有権を「錯覚或いは一面観」とす

る見解は、少なくとも結果的には、実体法的な物支配機能＝財貨割当て機

能をになうものとしての所有権をあくまで消極視
4 4 4

するものにほかならない

（川島説は所有権を「人と人との関係」重視の方向で解体
4 4

する要素をもつ、ともいえ

るかも知れない）。そのような所有権の消極視は、川島の所有権の「観念

性」論によって増幅され、強化される。それゆえ川島は、法的「責任」と

しては物権的請求権と全く異質な「不法行為」による「責任」を、物権的

請求権の効果に直接的
4 4 4

に結びつけてしまったのである。それによって、い

わば「損害賠償法的・不法行為法的な物権的請求権」が出来上がってし

まった。このような背理
4 4

は、川島『所有権法の理論』の一個の理論的副産

物であるとともに、所有権を「人と人との関係」として、それに「還元」

しようとする、そしてそのような「還元」によって物神崇拝からの「解

めるものであり、そのような解消行為に費用がかかる限度で妨害者による「費
用負担」が肯定される。すなわち、この「費用負担」は、妨害者自身の権利領
域の保全にも資するものであるから、それは妨害者のための「自己投資」

（Selbstinvestment）にほかならない（これを権利内在的かつ権利複眼的な「行
為請求権」説といってもよかろう）。この点につき、拙稿・川角「ドイツ民法学
における物権的妨害排除請求権の到達点―エドゥアルド・ピッカー「権利重
畳」説の意義」・拙著『物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点』（前注35）
231頁以下。なお、この筆者の「費用負担」論につき、吉田（克）『物権法Ⅲ』（前
注32）1604頁注67は一定の留保を示す。

37　とはいえ、川島は、前注35で示した1937年法学協会雑誌論文について、その後、
「しかしそれは私がいくつかの重要な点で誤謬をおかしたため、全体として甚だ
不手ぎわなものとなつてしまつた」と自己批判している。川島『民法解釈学の
諸問題』（弘文堂、1949年）「はしがき」13頁、および同「所有権の「現実性」」

（前注31）330頁に同旨。にもかかわらず、「責任説」の骨格は、その後の『所有
権法の理論』でも維持されたのである。
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放」を目指そうとする川島の基本姿勢からの必然的な流出物であったよう

に思われる。要するに、この点に限っていうならば、川島の法社会学的な

所有権論は、実用法学的・法解釈学的な所有権論にたいして積極的な意味

での「架橋」の役割を果たすには至らなかった、と言ってよいであろう。

　④　近代的所有権の経済学的考察と川島的な法社会学的市民法論の形成

　ところで川島は、所有権の法社会学的な把握の延長線上において、その

経済学的な位置づけをも企図する。すなわち、「所有権は、生産関係の基

礎的な構造の一つの側面であり、言いかえれば、生産関係そのものの中に
4 4 4

また生産関係そのものとして
4 4 4

直接的に存在するところの・端初的直接的存

在型態における法の、基礎的部分である。」38。 ―これをさらに言い換え

れば「生産手段の支配は労働力に対する支配を意味する」のであって、

「したがって所有権の中には同時に人間に対する支配が含まれており」、そ

れが「全生産＝社会関係の基礎」としての「法（特に政治的権力の強制権

力によって強行される規範としての意味においての）」を「決定する
4 4 4 4

」39。

―「その点において所有権は全社会構造の―したがって法の―発展
4 4

の原動力
4 4 4 4

を含んでいるのである。」40。このように川島は、近代的所有権が、

本質的に「人と人との関係」から成り立つ存在であるとするとともに、社

会的生産関係
4 4 4 4

の基礎的構造をも形成・展開することに着目する41。すなわ

38　川島『所有権法』（前注７）18頁。傍点・原著。
39　川島『所有権法』（前注７）18頁。傍点・原著。
40　川島『所有権法』（前注７）18頁。傍点・原著。このように、近代的所有権が
「全社会構造」＝「法」の「発展の原動力」を含むという理解に対しては、「経
済的関係としての所有とその法的表現・媒介形態とが明確に区別されていな
い」という批判がある。藤田勇『法と経済の一般理論』（日本評論社、1974年）
233頁。

41　川島は、所有権の機能を生産関係と関連づけることを強調することを通じ、
商品の流通過程の考察に力点を置くパシュカーニス（『法の一般理論とマルキシ
ズム』〔1924年〕）を批判している。川島『所有権法』（前注７）18-19頁注17。
なお、パシュカーニスの所説につき、藤田『法と経済の一般理論』（前注40）
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ち川島は、法を階級闘争の所産とみるかどうかという問題に直接立ち入る

ことを避けつつ、むしろ所有権を第一次的に法の発展の原動力として位置

づける。この点につき、川島の叙述スタイルは、所有権が「人間に対する

支配」的側面をもつがゆえに、所有権なかんずく生産手段の所有権をめぐ

る闘争が資本主義社会において一種の階級闘争として必然化するものとも

読める。また、「政治的権力の強制権力」という表現のうちに川島なりの

法の階級闘争的要素への黙示的な言及が含まれている、とみることもでき

るかも知れない。

　だが、むしろ川島は、法を階級闘争の産物として直接的・形式的に捉え

る傾向には元来懐疑的であったと思われる。それは、川島が、法を、「政

治的強制権力によって強行される規範」としてだけではなく
4 4 4 4 4 4

、同時に「単

純な権力関係から区別されるところの・法主体者の間の行為規範としての

法の、基礎・端初でもある」ものとして把握することに、如実に示されて

いる42。この基礎的・端初的な行為規範は、いわば第一次的なものとして

法社会学的な規範レベルで把握される（行為規範としての「生ける法」への着

眼。いわゆる階級闘争の局面よりも時間的に先行する法の萌芽的形態の肯定的把握）。

そして第二次的な行為規範は、それ自体「政治的強制権力によって強行さ

れる規範」と併存
4 4

するものであり、かつまたその違反へのサンクションが

裁判規範を生み出し、それを正当化するものとなる（行為規範の裁判規範へ

の転化）43。このように行為規範が裁判規範の出発点となり、その発動の根

216頁以下を参照。
42　川島『所有権法』（前注７）19頁。
43　川島は、そのような第二次的な局面での行為規範を「裁判規範の基礎」であり、
「裁判規範の淵源ないし根拠である」とする。川島「労働法の特殊性と労働法学
の課題」（1947年）同『川島武宜著作集第一巻・法社会学１』（岩波書店、1982年）
41頁以下、特に45頁。なおマルクスも、たとえば交換行為＝取引という社会的
事実がまずあって、そのあと、それが「法的形態」としての「契約」へと転化
するという、かなりパラレルな捉え方を示す。マルクス「アードルフ・ヴァー
グナー著『経済学教科書』への傍注」（1879-1880年）全集19巻（大月書店、
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拠ともなるのであるから、行為規範が法社会学的に性格づけられ、市民法

的要素を確保するならば、国家的裁判規範も法社会学によって基礎づけら

れたところの、市民法的な規範となる44、これが川島の基本構想であった

ように思われる45。

　すなわち、市民法の原則を確認する作業は必然的に市民法の限界を確認

する作業を伴うのであり、市民社会の充実・発展はそのような市民法の自

己確認的・自己形成的・自己批判的な展開によって確保されていかなけれ

ばならない、これが、川島的な市民法的法社会学、なかんずくその（法社

会学的な）所有権論の基本的な方向性を指し示すものであったように思わ

れる46。このような川島の思考形態は、末弘法学の継承と発展という色彩

を強く帯びているものであり、それ自体として法の進歩的把握および所有

権の、その社会学的・経済学的視野のもとにおける批判的考察に資するも

のである。また、それは、川島法学における市民法的要素と経済学研究と

の架橋を具体的に体現するものでもあった。このような川島の周到で奥の

1968年）379頁。なお、藤田『法と経済の一般理論』（前注40）175頁以下も参照。
44　川島にとって、「市民社会における法」が「倫理」から「分化」していくプロ

セスを促進せしめた要因は「近代国家の確立」（その政治権力に基づく強制規範）
と、「自主的な個人人格の確立」とであった。川島「市民社会における法と倫理
―民法を中心として」（初出「自由経済における法と倫理」という題で1942年、
その後1950年に改題）同『著作集第四巻・法社会学４』（前注31）42頁以下、特
に58頁。

45　とはいえ、川島にとって形式的な市民法の枠を越えて闘われる労働争議等を
めぐる労働法の分野では、現実の力関係が規定的作用を営むのであって、裁判
規範の市民法化は容易ではない。それゆえ、川島は、労働法学におけるより一
層の法社会学的研究の重視と行為規範の新たな生成（それに伴う国家法規範＝
裁判規範の現実的内容の決定とその創造）に期待を寄せる。川島「労働法の特
殊性と労働法学の課題」（前注43）55頁。

46　しかしながら、法社会学的な所有権（人と人との関係として所有権）が、同
時に所有権の観念性によって法解釈学的にリンクされた結果、所有権は内容的
な財貨割当て機能としての側面から直接的かつ全面的に隔離され、もっぱら観
念形態としての所有権の機能把握＝「支配可能性一般」としてのDürfenに過ぎ
ない、とされる。川島「市民社会における法と倫理」（前注44）61頁。
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深い考察には、われわれが学ぶべきなお多くのものが潜み隠されている

（このような視点の先に「川島法学」から「広中法学」への展開を構想する可能性が

開かれてくるものと思料する47）。

　ところで川島は、所有権の「私的モメント」と「社会的モメント」＝

「契約」との二元的把握を主張するわけであるが、それは、一方で「商

品」所有権のうちに、商品の「私的所有」そのもの（生産手段の所有も含ま

れる）と
4

、商品交換をになうものとしての「契約」と
4

が含まれたものとし

て説明される48。なかでも、「手形、株式会社・トラスト・コンツェルン

など」は、「私的所有権と契約との発展的な統一の諸々の法的型態」で

あって、所有権の「分裂と対立・対抗と矛盾」を体現しつつ「その中にお
4 4 4 4 4

いて自らを解決した
4 4 4 4 4 4 4 4 4

」、とする49。ここの川島の文脈は、資本主義的な法

形態が、その内部で、それを生み出した経済的生産関係に基づく諸矛盾を

も整合的に解決した（あるいはそのように解決すべき機能をになう）ようにも

読める。その限りで（すなわち、資本主義社会の矛盾がその法的発展によって即
4

応的
4 4

に「解消」されると構成する限りで）、川島は恩師・我妻栄の『近代法に

おける債権の優越的地位』のスタンスの忠実な継承者であったといえよ

う50。このように、川島の『所有権法の理論』には、マルクスによって補

47　「川島法学」が「広中法学」に与えた影響については、さしあたり広中俊雄『国
家への関心と人間への関心・ある法学研究者の歩み』（日本評論社、1991年）16
頁、19頁、45頁などを参照。

48　川島『所有権法』（前注７）21頁。
49　川島『所有権法』（前注７）21頁。傍点・引用者。
50　我妻の『近代法における債権の優越的地位』（前注28）のもととなった論文（同

じタイトルの論文）は、法学志林29巻６号以下に、1929年から1931年にかけて
連載されたものである。川島はそれを読んでいたに違いない。そこには、所有
権絶対思想の否定と「権利概念の企業を中心とする分解」＝「所有権の分解」
ないし「所有権の睡眠状態」が語られている。我妻・前掲書212-213頁、215頁、
219頁、298頁などを参照。この我妻の見解は、近代的所有権のもたらす弊害が
企業の発展と金融資本優位の統制経済（「金銭債権による企業の統制」さらには

「国家的統制」）によって克服される、とするものである（我妻・前掲書300頁
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強され、肉づけされた理論構成があるかと思えば、他方で我妻の『近代法

における債権の優越的地位』を連想させるかのような記述にも出くわす

（私見によれば、我妻
4 4

のこの作品はマルクスを読みつつも、マルクスの一歩手前で立

ちどまり、むしろ金融資本的統制主義ないし国家統制的資本主義の民法的な構造把

握ないしはその合理化
4 4 4

のための説明手段
4 4 4 4

を提示したものであった51）。

　とまれ、川島にとって近代的所有権の私的性質は所有権そのもののうち

に表現され、他方その社会的モメントは「契約」であるとされるところ、

所有権の社会的モメントが「契約」であることの意味は何か、またその根

拠は何か。契約は文字通り「人と人との関係」であり、その意思合致＝合

意を根拠として成立するものである。売買契約の場合、それはいわゆる交

換型契約＝所有権移転型契約の典型であるから、一般に「当事者の意思表

示」＝「契約」のみによって目的物の所有権が移転する（民法176条）。そ

の所有権移転は、売買契約そのもの
4 4 4 4

の効果であり、売買契約をいわゆる社

会的コミュニケーションの一つの法的表現形態であると解したとしても、

所有権
4 4 4

の社会的モメントが「契約」であるとする論理はやや不可思議であ

る。なるほど、所有権が契約を通じて移転するという意味においてその動

的形態を指示することは可能であるが、しかしそれならば、所有権移転の

ための動的モメント
4 4 4 4 4 4

（すなわち所有権が移転する原因ないし根拠）が「契約」

であると規定する方がわかりやすい（その場合、所有権の静的
4 4

モメントとして

の「帰属性」が承認されるべきことになろう52。そのような一種の対概念
4 4 4

の適切な設

以下、315頁、326-327頁など）。このような我妻理論の発展的継承という目的が、
川島の『所有権法の理論』に貫徹していたとみることができるのではないだろ
うか。なお次注51の拙稿も参照。

51　我妻の見解につき、さしあたり、拙稿・川角「「法社会学論争」の教訓（十七）
―昭和初期・我妻栄の民法学（その二・完）」龍谷法学54巻２号（2021年）81
頁以下、特に100頁以下。

52　たとえば、「財の抽象的帰属」と「客体の具体的な支配」に基づく帰属との、
所有権における「帰属関係の二重構造」を論ずる、吉田克己『物権法Ⅰ』（信山
社、2023年）134頁以下を参照。そこでは、あくまで客体の「具体的な支配」
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定によって初めて、所有権の法社会学的考察とその法解釈学的考察とが整合的かつ

統一的に理解されるのではないだろうか）。

　要するに、近代的所有権は近代的契約と二つながらして近代的財産法の

骨格構造を形成する。どちらが先か後かの問題ではないであろう。そして

このことは、おそらく法社会学的にみても否定されはしまい53。したがっ

て、近代的所有権のうちに、しかもその内部にその社会的モメントとして

の「契約」が付着していて、それが「分離」することによって近代的所有

権の私的モメント＝「私的所有」が出現する（川島『所有権法』〔前注７〕44

頁以下）というのも、やや図式的な見解といえるのではないだろうか。す

なわち、一定の法的に独立した人格主体に所有権が私的に帰属する場合、

当該所有権の移転を目的としたところの行為＝財貨移転行為が、その人格

固有の意思的行為＝合意形成によって、いわば独自の
4 4 4

社会的モメントとし

ての「契約」（社会的存在としての「契約」）によって形成され、かつ履行さ

れる54。要するに、契約における意思的行為の独立性をこそ承認すべきな

のである。

　現に、川島は次のように述べるに至る。すなわち、「一つの人間対人間

が帰属関係
4 4 4 4

の重要な要素として視野に収められている。川島のように客体＝物
を「観念」化し、かつそれを「記号」化する理解とは異なる（川島の物＝記号
論については後述のところを参照）。

53　たとえば、広中俊雄『契約とその法的保護・広中俊雄著作集１』（原書初版
1974年、創文社版1992年）「はしがき」ⅲ頁では、その作品を指し、「「まず社会
現象としての契約があり、ついでその法的保護が問題となる」という視座から
の契約法の歴史的研究」という性格規定を行っている。この点、前注43も参照。

54　川島は、資本主義的経済社会において基礎的な存在としての商品所有権を取
り上げ、第一に商品そのものの静的な、いわば観念的支配関係が私的所有権を
構成し、第二に商品の売買契約によって、動的な「交換という社会的な過程

4 4 4 4 4 4

」
＝「契約」が成立することなり、そのような社会的モメントが「私的な所有と
対立」するという。川島『所有権法』（前注７）27頁。これに対し、山中・前掲
書評（前注７）101-102頁は、このような「私的モメント」と「社会的モメント」
との使い分けの仕方に疑問を提示している。
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の関係としての商品交換の規範関係においては、その論理的構造は、第一

に私的所有権（商品交換の静的基礎、権利の私的モメントDasein）、第二

に、契約（商品交換の動的過程、権利の社会的モメントの定在）、第三に、

人格（相互に媒介しあっているところの私的所有権と契約との、且つその

両者を統一し且つその基礎・出発点たるところの、所有権の私的性質の・

人間における定在）」である、と55。ここではむしろ、「法的人格」こそが

「出発点」であると規定されているようにも読める。そしてその場合には、

「法的人格」に帰属する「私的所有権」と
4

「法的人格」相互間で締結され

る「契約」と
4

の関係が、より論理整合的に理解されるであろう。

　こうして結果的に、川島的な「所有権」（「人と人との関係」）は、それ自

体として―独立したところの―「社会的モメント」たる「契約」（「人

と人との関係」）を介し、その「動的過程」を獲得する56。こうして、川島

説においては「人と人との関係」の二重化が完成される。しかしながらこ

れは、近代的所有権における一種の同義反復（トートロジー）であり、言

い換えればその同義反復を通じて所有権の消極的
4 4 4

な把握へと至らしめる根

源でもあった、といえよう57。むしろ、川島が近代的な「経済的または精

55　川島『所有権法』（前注７）27-28頁。括弧内・原著。
56　このことは、川島が「商品交換の過程」を表出する近代法の「基本的カテゴ

リー」として、「私的所有権・契約・人格」が、いわば並列的に抽象化されて現
象すると述べる場合に妥当する。川島『所有権法』（前注７）28頁。なお、「私
的所有権・契約・人格」の相互関係とその統一的な理解

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を深めることはそれ自
体として必要であり重要なことである。たとえば、藤田『法と経済の一般理論』

（前注40）289頁を参照。だが、契約の「基礎・起点」として私的所有権を固定
4 4

化
4

する（川島・前掲著作集31頁）ならば、逆に行き過ぎとなる可能性が出てく
るであろう。このような「所有権起点論」は、たとえば藤田・前掲書233頁によっ
ても批判されているところである。ちなみに川島は、『所有権法の理論』におけ
る「近代的所有権と法的人格と契約」の「相互関係」の説明について、「現在の
私には方法論的に不満足なんです」と率直に告白している。川島『軌跡』（前注
１）166頁。

57　その意味において、川島は、近代的所有権における「分解」・「睡眠状態」の
肯定（これこそ近代的所有権の消極的把握

4 4 4 4 4

の典型的所産である）を説いた我
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神的世界」における「「自由」の確立」、および「精神史的意味における

「人格」の確立」を強調する場合58、おそらくそこにこそ私的所有権と契

約との結節点・媒介項・集約点が存在するというべきではないだろうか59。

　このように、川島において所有権の「私的モメント」（「私的性質」）と

「社会的モメント」（「社会的性質」）との関係はやや複雑であり難解である。

なかでも、「私的性質」は個人的自由を意味し、その行き過ぎを「社会的

性質」が修正原理として抑え込むという（川島的な）図式的理解に立つと

き、その場合の「社会的性質」は法的な意味での「権利濫用の法理」とし

て機能する、とされる60。川島は、そのような修正原理の出現を必然とし

て捉えつつ、同時
4 4

にそれによる個人的自由への抑圧（ナチス法学を典型例と

する）を問題視する61。それは、それとして説得的である。ところが、そ

のライン上で、「私的所有権の制度一般を攻撃するところの無政府主義お

よび共産主義の理論が、このような矛盾が現実化したところの一九世紀後

半に西ヨーロッパにおいて現われた」とし、プルードンとカール・マルク

妻栄の影響下にあったということができるかも知れない（我妻説につき前注50
を参照）。これは、一種の「経済還元主義的」な思考の表現であり、同時にそれ
自体として政治的要素をともなうものであった。この点、吉田邦彦「川島武宜『所
有権法の理論』[1949年（新版1987年）・岩波書店]」加藤雅信（代表編集）『民法
学説百年史』（三省堂、1999年）156頁以下も参照。

58　川島『所有権法』（前注７）32頁。
59　それゆえ、川島のように、私的所有権を「起点・出発点」に据えることはあ

りうること（可能態）であるとしても、それが必然的結論であるとは言い難い。
このことは、すでに藤田勇によっても指摘されている。藤田『法と経済の一般
理論』（前注40）232-233頁。なお、この点については前注56と同旨であるが、
その重要性に鑑みてここでも繰り返し指摘しておく次第である。

60　川島『所有権法』（前注７）34頁。すなわち、「所有権の私的性質と社会的性
質との対抗・矛盾関係」が「現実化」され、「拡大」する場合に、この「矛盾」
が「権利の濫用」として意識されるに至る。こうして、「「権利濫用」の法理の
成立は、所有権の私的性質の独立化の矛盾

4 4

の現象型態、その所産にほかならな
い。」（川島・前掲同頁、傍点・原著）。なお、山中・前掲書評（前注７）104頁は、

「権利濫用」の機能を所有権の私的性質の制約原理とみることに批判的である。
61　川島『所有権法』（前注７）35頁。傍点・原著。
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ス（ „Das Kapital“および „Deutsche Ideologie”）62 の見解を並列的
4 4 4

・連続
4 4

的
4

に取り上げるに至る63。

　⑤　�近代的所有権と私法・公法の独立的形成（近代国家と市民社会との

関係）

　ともあれ、私的所有権・契約・人格の「三つの基本的な法的カテゴ

リー」は、「国家権力から遮断された・独自の・自己完結的な存在」とし

ての「私法
4 4

の成立」を「必然的」なものとする64。こうして、その必然的

な行程において、近代的な私法と、それ自体また近代的な公法との形式上

の二元化（川島的にいえば、「私法
4 4

と公法
4 4

とへの法体系の分裂と対立」）が出現す

る65。とはいえ、川島によれば、近代私法と近代公法との関係は、あたか

も市民社会と近代国家（「市民的国家」）との関係の写し絵66 であり、よっ

62　なるほどマルクスは資本主義的な私的所有に否定的であり、その否定的側面
（特に剰余価値の搾取）を批判的に克服すべきであると主張していた。だが、そ
の克服の先に登場する高度な社会のもとでの、主要な生産手段の「共同所有」
を包括するところの、新たな「個人的所有」制度の発展的な生成を展望してい
たことを無視することはできない。マルクス『資本論Ⅰｂ』（1867年）全集23巻
第２分冊（大月書店、1965年）995頁。

63　川島『所有権法』（前注７）36頁および38頁注11。プルードンは、貧困の源泉
であるとしてとして、私的所有権そのものを直接的かつ全面的に否定したが、
マルクスは資本主義社会の根本的矛盾の科学的析出を直視しつつ、主要な生産
手段の社会的共同管理の将来的な必要性を主張しようとしたのであり、それゆ
えマルクスはプルードンを批判するための書・『哲学の貧困・プルードンの『貧
困の哲学』への返答』（1847年）を著わしたのである（全集４巻〔大月書店、
1960年〕59頁以下）。

64　川島『所有権法』（前注７）39頁。傍点・原著。そのような意味において、「前
4

国家的な
4 4 4 4

自然状態」によって規定されつつも、「封建的諸勢力への対抗関係」の
自覚において、それゆえになかば「革命的」でもあった「自然法論」が高く評
価されている。川島・前掲書同頁（傍点・原著）。

65　川島『所有権法』（前注７）39頁。
66　それと関連して、「市民的国家と「市民」社会との内的統一関係」という観点

につき、川島『所有権法』（前注７）72頁。また、「市民社会の政治的投影とし
ての市民的国家」という観点については、川島・前掲書109頁。これは市民社
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て「「市民」と国家との関係は本質的には私法関係とことなるところなく

主体的な権利義務
4 4 4 4

の関係として
4 4 4

成立するのである。」67 とする。川島の『所

有権法の理論』は、このようにトータルな形で「近代法の体系」の形成を

直視し、理論化し、そしてその起点に近代的な私的所有権を据える68。本

稿の観点からすれば、あくまで私的所有権・契約・人格の相互的独立と自

律的運動の承認のもとで、それら三者の「相互連関」と「統合」とが有機

的に把握され、理解されればよい。川島もそのことを承知の上で、あえて

近代的な私的所有権に力点を置いたと考えれば済むことであるのかも知れ

ない69。

　⑥　『所有権法の理論』における「法意識」論

　次に川島は、近代的所有権に関する「法意識」の問題に視点を移す。周

会と国家との関係に関する一元論＝市民社会主導型の国家論である（広渡・前
掲書〔前注８〕250頁も参照）。このような川島による「市民社会」重視の姿勢は、
その後「変容」し「稀薄化」する。そしてその起点として、川島の『科学とし
ての法律学』（1955年）が措定される。吉田（克）「川島市民社会論を改めて学ぶ」

（前注８）69頁を参照。
67　川島『所有権法』（前注７）40頁。傍点・原著。
68　川島は、近代的な私的所有権が近代公法・憲法をリードしたとし、その例証

として、1776年ヴァージニア人権宣言第７条、1789年フランス人権宣言第17条、
1919年ワイマール憲法第153条、1947年日本国憲法第29条などを挙げている。川
島『所有権法』（前注７）42頁注15。

69　もっとも、川島は、戦中の「経済統制法」について、それが近代的所有権の
私的性格を否定する点で「「ゆきすぎ」の議論」であったとしつつも、「それが、
恐慌の時代または戦争の時代の産物であるということを思い合せるときは、一
定の国々においては歴史的に当然であった」と述べる。川島『所有権法』（前注
７）42頁。この点、川島は当時の言論事情を考慮するとともに、恩師・我妻栄
の作品『経済再建と統制立法』（有斐閣、1948年）の存在を意識していたといえ
よう。なお、「我妻理論」は、最終的には「国家の統制を展望する」が、「国家
というものに対してどのような認識をもっていたかは明らかでない」と指摘す
るものとして、渡辺洋三『法社会学とマルクス主義法学』（日本評論社、1984年）
140頁以下、特に145頁。
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知のように「法意識論」は、川島のライフワークの一つをなすテーマであ

る。それが川島の1949年の本書中にすでに一項目を割いて論じられている

ことは興味深い70。まず一般的な立論として、川島は以下のように述べる。

すなわち、「ここで私が問題にしようとするのは」、もっぱら「一定の法規

範・その体系が現実に存在
4 4 4 4 4

している場合にその現実存在の構成要素として

客観的に
4 4 4 4

存在するところの―したがって、人が法技術的に観念を構成す

る以前に存在
4 4 4 4 4

するところの―人々の意識である。」71。

　このように、およそ主観化されて論じられがちの「意識」を、川島は客
4

観的
4 4

な存在として、それを対象化
4 4 4

して取り扱う72。しかも、それを社会

的・経済的ファクターとの関連で考察する。そのような「法意識」の捉え

方には十分に積極的な要素が含まれている。なにより、川島の立論には歴

史的観点が適切に取り込まれている。たとえば川島は次のようにいう。す

なわち、「現実に妥当する法規範・その秩序」は「一定の歴史的な生産関

係のうちに
4 4 4 4

且つ一定の歴史的生産関係として
4 4 4

、存在する」ものであり、

「その意識の側面・条件もまたそれに応じて一定の歴史的型態をもってい

る。それぞれの歴史的社会は、それに固有な法規範とともに、それに固有

70　戦後まもなく―川島が『所有権法の理論』の刊行を準備していた頃―す
でに「民主主義革命の主体的＝意識的条件」の成熟の必要性が彼によって語ら
れていたことも無視できない。川島「日本社会の家族的構成」（1947年）・同『日
本社会の家族的構成』（日本評論社、1950年）24頁。同『著作集第十巻・家族お
よび家族制度１・家族制度』（岩波書店、1983年）17頁。

71　川島『所有権法』（前注７）59頁。傍点・原著。なお、近代的所有権の「法意
識」に関して、川島が「人々の意識である」という場合、私的所有権に関する
所有権者間の権利の相互承認・相互尊重、さらに「市民社会全体の承認尊重」
という観点が織り込まれている。この点、川島・前掲書63頁。

72　そのような「法意識」の客観化
4 4 4

は、近代的所有権の現象形態における「客観化」
の基礎をも形成する。言い換えれば、「近代的所有権は、だから人の主体的自由
の・物的世界における客観化

4 4 4

として現われる
4 4 4 4

。」。川島『所有権法』（前注７）61
頁。傍点・原著。なお、この引用文につき川島は、先行業績として、ヘーゲル
の『法哲学綱要』およびイェーリングの『権利のための闘争』を挙げている。
川島・前掲書67頁注40。
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な法意識をもっている。」73。そして「近代的な法意識は、人類の精神史に

おける一つの画期的段階を画する」のであり、それゆえ「近代的所有権の

法意識」も、いかにそれを近代的な立法として「輸入」したとしても、そ

れが「わが国の民衆」において「現実的妥当
4 4 4 4 4

」と「現実的内容
4 4 4 4 4

」を包含し

つつ「特殊＝近代的な法意識」として根づかない限り74、そこに近代的所

有権が「確立」したものとはいえない75。そのような意味で、「所有権の

法意識の問題」は「法社会学」固有の課題として捉えられ、かつ同時に社
4

会改革
4 4 4

のための「実践的課題」として把握される必要がある。とする76。

　このような川島的な「所有権」に関する「法意識」論は、イェーリング

的な『権利のための闘争』の日本版ともいえるものである77。さらに、川

島のリアリズムは、「近代的所有権の意識」を改めて俎上に載せつつ、そ

れを「矛盾」した存在として把握する。すなわち「近代的所有権の意識」

は「それ自身のうちに内在的矛盾を含んでいる」とし、その矛盾を「市民

社会の中に現実に存在している
4 4 4 4 4 4 4 4 4

」ところの「商品所有権の「自由」」（あく

まで「形式的」で「抽象的」な意味での「自由」）と
4

、商品生産に従事する労働

者が自己の「労働力の売却
4 4

」を必然化せしめられている「現実の生産行

73　川島『所有権法』（前注７）59-60頁。傍点・原著。このように川島は、経済
的諸関係に意識が強い影響を受けることを承認しつつ、意識の基礎的な「一定
の歴史的型態」の存在を指摘する。これは、マルクス＝エンゲルス「ドイツ・
イデオロギー」（1845-1846）全集３巻26頁の、「社会的産物」としての「意識」
論を髣髴とさせるものである。かてて加え、戦後の日本国憲法の理解を通じた
主体的
4 4 4

な「法意識」の形成もまた、このような「一定の歴史的型態」の反映と
みることができよう。なお、「新憲法を使いこなす「主体」の意識」という観点
につき、高橋眞『日本的法意識論再考―時代と法の背景を読む』（ミネルヴァ
書房、2002年）18頁以下。

74　川島は、近代的所有権にかかるわが国「法意識」の欠落ないし脆弱性の例示
として、「地主・商店主・家主、株式会社型態をとる大資本所有者」などの「法
意識」を挙げている。川島『所有権法』（前注７）62頁。傍点・原著。

75　川島『所有権法』（前注７）60-61頁。
76　川島『所有権法』（前注７）60-61頁。
77　川島『所有権法』（前注７）62頁のイェーリングに関する記述を参照。
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程」における労働者の「被支配・被強制」の社会的規模での現実化と
4

の間

の「矛盾」である78。そして川島は、そのような「矛盾」を自覚的に受け

とめて形成された「精神的基礎
4 4 4 4 4

」こそが「近代的労働運動と近代的労働法

の成立」を促したとする79。ちなみに、川島はドイツの労働法論において

当時支配的であった「近代的労働関係の従属性論」には自覚的に距離を置

く。それはおそらく、川島が「資本制経済こそは労働者を資本家と平等な
4 4 4

「自由
4 4

」な商品主体者
4 4 4 4 4 4

とすることによって、彼に主体的人間としての意欲

と行動とを運命づけている」とする態度に示されている、といえよう80。

　⑦　「近代的所有権の観念性と絶対性」再論

　さて、次に川島は、改めて「近代的所有権の観念性と絶対性」に考察の

重点を移す81。この点は、先ほど若干言及したところ（上記③の箇所）と密

接に関連する。すなわち、ここで川島が、所有権の「観念性」という場合、

それは、物への現実的・事実的支配を前提とする「占有訴権」との対比、

および歴史的なゲルマン的封建法制度に特有な「ゲヴェーレ」（Gewe-

re）82 との対比によって確認されるべきところの―「現実的支配の有無

78　川島『所有権法』（前注７）66-67頁。傍点・原著。なお川島は、「現実の生産
行程」における「剰余価値」産出の秘密にも触れないし、いわゆる商品の「物
神崇拝」に関する問題にも触れないが、当時としては最大限に「社会科学的」
に構成されたところの、社会経済的に根本的な「矛盾」を媒介にした「法意識」
論を提示したこと、確かであるといえよう。

79　川島『所有権法』（前注７）67頁。傍点・原著。
80　川島「労働法の特殊性と労働法学の課題」（前注43）48頁。傍点・原著。なお、

川島『所有権法』（前注７）68頁注47も参照。このような労働者の主体性把握は、
川島の先見性を示す標識の一つである。今日、これは「労働法における自由と
自己決定」をめぐる問題として議論されていることとも関連するであろう。西
谷敏『労働法における法理念と法政策』（旬報社、2024年）293頁以下。

81　 川島『所有権法』（前注７）94頁以下。
82　「ゲヴェーレ」とは、あくまで「権利」それ自体を指すのであるが、それは同

時に物への事実的・現実的な支配を構成要素としている。川島は、そのような
権利の外形的徴表として、「ゲヴェーレ」の「権利の衣」的な側面を指摘する。
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に関係のない・客体の観念的な帰属」としての―所有権の抽象的な価値

支配性83 ないしタイトル的性格のことである84。その保護機能の典型は、

「観念的所有権」が「物権的請求権」によって守られるということに置か

れる。むしろ川島にとっては、所有権は、物権的請求権によって守られて

初めて所有権としての存在がそのものとして肯定される。この論旨は、そ

れ自体として、かなり実用法学的・法解釈学的に特化したものである。そ

れが、いわば法社会学的な「人と人との関係」としての所有権（＝「近代

的所有権」としての「観念的所有権」）の論理によって根拠づけられる85。他

方、所有権の「絶対性」は、上記の「物権的請求権」の「総体」が万人に

対して「無数に潜在的に存在する」ものとして観念されるという点に求め

られる86。このような、上記川島の態度は、法解釈学上、「所有権」の極
4

端
4

な抽象化・観念化あるいは記号化を帰結するであろう。

　なるほどヘーゲルは、「価値の概念」（Begriff des Werts）として
4 4 4

所有権

を考察する場合
4 4

、（所有の対象たる）物それ自体は「一つの記号」（ein Zei-

chen）であって、たとえば手形（Wechsel）はその紙の性質とは無関係に、

川島『所有権法』（前注７）97頁。ちなみに、戒能通孝は川島のゲヴェーレ研究
に特に高い評価を与えている。戒能・前掲書評（前注７）168頁。

83　この場合の「抽象的な価値支配性」は、封建的所有関係に特徴的であった土
地の「利用Gebrauch」価値の即物性を克服したところの、近代的な「資本制経
済の必然的所産」としての「価値Wert一般」に対する支配性である。川島『所
有権法』（前注７）102頁および105頁注５、注６を参照。

84　川島『所有権法』（前注７）94頁。それゆえ、「すなわち所有権は、物権的請
求権によって観念的であると同時に絶対的な権利たるのである」とされる。川
島・前掲書同頁。

85　川島的な「人と人との関係」としての所有権が「観念的」であるゆえんは、
その封建法的な先行形態として現実的・事実的支配＝ゲヴェーレが存在してい
たところ、近代的所有権は、それを克服したものであるがゆえに、いわば形式
論理的に「観念的」なものとして把握される。その「観念的所有権」が、万人
に対する無数の物権的請求権によって初めて「絶対性」を保持する点については、
前注32、33および次注86に対応する本文を参照。

86　川島『所有権法』（前注７）94頁。
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価値の普遍性を体現する特別な記号であるとし、それをあくまで抽象的に

考える場合、その価値の究極的形態をになうものが貨幣（Geld）である

といっている87。しかるに彼は、他方で「物の全面的な所有者」（voller 

Eigentümer der Sache）とは、その物の価値（いわゆる「交換価値」）と並

んでその利用ないし使用（Gebrauch）を享受するものである、ともいっ

ている88。すなわちヘーゲルは、物の交換価値と使用価値の統一体
4 4 4

が所有

物であり、または商品である、とする89。この点に照らせば、川島による

所有権の観念性は、物的価値のもつ抽象的側面（価値の一般性を体現する側

面）に定礎されたところの、かつまた、その対象たる物が端的に「記号

化」されたところの、所有権の消極的な把握
4 4 4 4 4 4

にほかならない、というべき

ことになる。それゆえにこそ川島は、「近代的所有権の観念性は、その
4 4

客

体たる財貨の観念性そのものによって規定されている」とするところの、

それ自体として同義反復的な説明
4 4 4 4 4 4 4 4

にいきつくのである90。

87　Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staats-
wissenschaft im Grundrisse, 1821, Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft, Wer-
ke 7, 2. Auflage, 1989, S. 137. ちなみに、ヘーゲルは、いわゆる近代的な「国家
経済学」（Staatsökonomie）の代表者として、スミス（Smith）、セイ（Say）、
リカード（Ricardo）の名と、彼等の主要著作を注記している。Hegel, a. a. O., S. 
347 Fn. 13. したがってヘーゲルは、古典派的な「労働価値説」の継承者であり、
その意味でマルクスの先行者であった。このこととの関連で付言すれば、「ヘー
ゲルは、経済学においてはアダム・スミスの傾倒者」であり、要するに「ヘー
ゲル」は「アダム・スミスの弟子」であった、とされる。ルカーチ『若きヘー
ゲル（下）』（著作集11・白水社、1987年）149頁および158頁。

88　Hegel, Grundlinien（Fn. 87）, S. 136. この場合、「消費」（Verbrauch）は利用
ないし使用の亜種（いわば利用・使用の結果

4 4

が消費である）として捉えられて
いる。

89　Hegel, Grundlinien（Fn. 87）, S.135-136. それゆえ、たとえば「封土」に関す
る負担を引き受けた者＝「封土保持者」（Lehnsträger）は、「全面的所有者」と
は異なり、土地の使用権をもつが、その譲渡権（価値の処分権）まではもたな
い（S.137）。なお、「封土保持者」というタームは、長谷川宏・訳『ヘーゲル・
法哲学講義』（作品社、2000年）143頁の記述によった。

90　川島『所有権法』（前注７）101-102頁。傍点・原著。もっとも、川島が「貨
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　われわれは、ここで「財貨」の「観念性そのもの」が、近代的所有権の

「観念性」を規定する、という構成が採用されている点に特に留意してお

く必要があろう。なぜなら、そのことによって近代的所有権の二重の「観

念性」（すなわち、近代的所有権の「権利」としての「観念性」と、その客体であ

る「財貨」〔物〕の「観念性」との二重性論）が提唱されている、といえるから

である。こうして、いわば川島は、近代的所有権を二重の「観念性」で

もって蔽い尽くすかのようである。なお川島が、「物の支配」が「観念的

な権原に基いて独立に保護される」91 という場合、それはあくまで客観的
4 4 4

存在
4 4

としての「権原」を指すと考えるべきである。そして、それは確かに

現実的・事実的支配としてのゲヴェーレと区別されるべきタイトル的な存
4 4 4 4 4 4 4

在
4

である。その限りで「観念的な権原」という表現は正当性をもつ。しか

しながら、それによって近代的所有権の価値的実体性
4 4 4

、あるいは割当て的

な帰属性
4 4 4

を無視することはできない、と考える（すでに述べたように、所有

権の「実体」＝「内容」が第一次的なものとしてあるからこそ、それを保護するた

めに物権的請求権による保護が第二次的なものとして認められるのである）。とこ

ろが、川島の「観念的」な近代的所有権論は、端的にそれと反対の立場
4 4 4 4 4

を

引き寄せる。その「反対の立場」こそ、まず第一次的に「物権的請求権の

総体」が先行的に存在しており、よってそれが所有権の絶対性を根拠づけ

るという、いわば逆さま
4 4 4

の「理解」にゆきつくのだと思われる。

　ちなみに、川島のいう「所有権の私的性質」は、「資本制工場生産」の

「大規模の分業と協業」の基礎のもとで、「資本所有者の生産手段所有権を

生産そのものの行程において社会化
4 4 4

する」92 ものとして把握されている。

このように、「近代的所有権は、本来的には私的性質をもちながらしかも

幣」を「近代的所有権の客体の価値的観念性の集中的表現」として把握する態
度には一定の先駆的な意味があるといってよい。

91　川島『所有権法』（前注７）101頁。
92　川島『所有権法』（前注７）106頁。
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同時に本来的に社会的な性質を内在せしめているのであり、しかもこのよ

うな私的性質と社会的性質とが独立化し対立していることが近代的所有権

の本質的なモメントなのである。」93。こうして川島は、資本主義社会にお

ける所有権を本来的に「私的性質」のものとして捉えつつ、資本主義的生

産関係のもとでの大規模な「分業・協業」のうちにみいだされる生産手段

所有権の「生産そのものの行程」における「社会化
4 4 4

」と、労働生産物＝

「商品」の「価値」実体をなすところの「現実的な社会関係
4 4 4 4 4 4 4 4

」＝「人間対

人間の関係」とを総括し、それを所有権の「社会的性質」として表現す

る94。そして近代的所有権の「私的性質」は、その基本的性質を維持しつ

つ、さらにそこから「社会的性質」が独立化
4 4 4

し、両者は対立
4 4

するに至るも

のとして捉えられる95。この点、所有権の「社会的性質」ないし「社会的

モメント」は、川島において「契約」を通じても把握されうるわけである

から、その所有権の「社会的性質」は―すでに述べたように―二重

的・三重的な性格を帯びる。おそらく両者の共通項は、いずれも「人間と

人間との関係」に「還元」されるという点に置かれるのであろう。しかし

ながら、資本主義的な生産関係における「分業・協業」の社会的性質と、

「契約」の社会的性質とをいかに共通項
4 4 4

で括ることができるのか、問題は

93　川島『所有権法』（前注７）106頁。なお、川島はヘーゲル『法哲学綱要』182
節以下の参照を指示している（市民社会〔 „die bürgerliche Gesellschaft”〕をテー
マとした箇所）。ヘーゲルによれば、自立した個人の欲求の体系である市民社会
において、個人が、「普遍性（近代社会における一般的な価値基準。人格・所有・
契約などのもつ普遍性）」（Allgemeinheit）の媒介のもとに他者と関係づけられ
て初めて、（個々人の）特殊な目的（Zweck des Besonderen）が生み出され、
それが市民社会発展の基礎をなす、とされる。Hegel, Grundlinien（Fn. 87）, S. 
339 ff.

94　川島『所有権法』（前注７）106頁。傍点・原著。その際、川島が「近代的所
有権の客体の本質

4 4

たる「価値」」と規定する場合の「価値」とは、抽象的人間労
働の価値（マルクス『資本論１a』全集23巻第１分冊〔前注17〕52頁）を指すと
考えられる（川島は「価値Wert一般」と表現する。川島・前掲書102頁）。

95　川島『所有権法』（前注７）106頁。
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依然残されたままである。すなわち、仮に「人間と人間との関係」が両者

の共通項として存在するといっても、結局同義反復＝トートロジーの域を

出ない。むしろ、資本主義的な生産関係における「分業・協業」およびそ

の発展的形態としての「機械制大工業」は、資本家的所有の私的性質を生

産システム的に高度化せしめた形態であり、それはまた剰余価値の私的搾

取を巧妙に覆い隠すところの、言い換えれば剰余価値の私的産出を経済合

理的に高めるところの、資本所有権そのものの私的性質
4 4 4 4

（「資本の魂」ない

し「資本の本性」96）が貫徹したものと言いうる97。

　なるほど、その「私的性質」のうちに、同時に「社会的性質」をみて

とった川島の姿勢は積極的に評価されるべきものであろう。しかしながら、

近代的所有権における川島的な「私的性質」と「社会的性質」との形式的

な対置は、結局のところ、近代的所有権の「観念性」という規範的な概念

装置を導き出すものでしかなかったように思われる98。それゆえにこそ川

島は、「近代的所有権」の「私的支配」性を肯定しつつ、同時に「それは

単なる現象、単なるScheinにすぎぬもの」と規定するに至るのである99。

　これに対し―川島的な所有権の「観念性」理解（所有権の消極的な把

96　この点、マルクスにおける「人格化された資本」とか、「自分自身を増殖する
価値としての資本の運動」という評価観点が参考になるかも知れない。マルク
ス『資本論Ⅰa』全集23巻第１分冊（前注17）405頁、407頁および408頁などを
参照。

97　もっとも、このことは、川島『所有権法』（前注７）第五章「資本としての所
有権」の箇所でやや敷衍されている。

98　川島『所有権法』（前注７）107頁。傍点・原著。川島によれば、物権的請求
権ないし妨害排除請求権は「観念的権利」であって、これに対し権利の「現実性」
もしくは「現実的利用関係」を保護するものが「占有訴権」であるとされる。
川島・前掲書119頁および142頁以下。ともあれ川島は、「観念的所有権」を保護
するための物権的請求権それ自体を「観念的権利」として把握する。このよう
な「観念性」の「二重化」は、割当て的な実体的価値をその「核心」とする近
代的所有権の、さらなる空洞化を招き寄せることにつながりうるのではないか。

99　川島『所有権法』（前注７）107頁。
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握）と対置されうるところの―所有権の「割当て内容」説は、その効果

論における「客観的価値」説との結合において、社会的な規模で公正な

「自由競争」秩序を確保せしめつつ、もって所有権の私的性質に関する法

的なコントロールをより適切に実現する要素を内在させている100。さら

に加えて、物権的請求権論において、「割当て内容」説は、川島的な「責

任説」101 とは異なり、物的支配秩序の論理に基づいた妨害排除費用にかか

る目的適合的な「行為請求権」説を導くものでもある102。この点は、繰

り返し強調されて然るべきことである。

　とまれ次号では、「商品所有権」・「貨幣所有権」および「資本所有権」

などに関する川島の見解をみていくことにする。

� （未完）

100　「割当て内容」説と「客観的価値」説との関係について、不当利得法の領域で
一定の考察を試みるものとして、拙著・川角『不当利得とはなにか』（日本評論
社、2004年）に含まれる諸論稿（特に「侵害不当利得」に関するもの）を参照。
要するに、内容としての割当ての対象は「客観的価値」（ないし「社会平均的価
値」）であり、その不当利得法上の侵害の効果は「客観的な価値賠償」である。
ちなみに、知的財産権の不当利得法上の保護根拠を「割当て内容」に求めるも
のとして、田村善之『知的財産権と損害賠償〔第３版〕』（弘文堂、2023年）103
頁以下を参照。

101　川島の「責任説」は、「不法行為責任」＝「被告の故意過失によって妨害を生
じた場合の責任」、さらに「契約責任」および土地相隣関係等に関する「法定責
任」などの諸責任を対象としている。川島『所有権法』（前注７）117頁。この
うち、「不法行為責任」に重点が置かれていくのは当然のことである。

102　拙著・川角『物権的妨害排除請求権の史的展開と到達点』（前注35）278頁。

1109



1110



（龍法＇26）58–4，69（1111）

論　　　説

は じ め に

　1980年代以降の西ヨーロッパ諸国では、新自由主義的な政策転換と欧州

統合の進展を背景に、政権の党派性にかかわらず、財政規律を重視する

「緊縮（austerity）」路線が長期にわたり継続されてきた。その過程でい

くつかの国は、単なる歳出削減にとどまらず、持続的な緊縮を可能とする

緊縮財政とスウェーデン政治
―予算制度改革が政党システムに及ぼした影響をめぐる考察

渡　辺　博　明*

目次
はじめに
１．1990年代の予算制度改革
（１）1980年代までの経済・財政状況と予算編成制度
（２）予算制度改革の経緯
（３）新制度とその意義
２．政党システムの変化 
（１）1980年代までの政党政治
（２）多党化とブロック政治の流動化
（３）ブロック政治の実質化
（４）ブロック政治の再編へ
３．予算制度改革と政党システムの変化 
（１）契約型議会政治の進展
（２）選挙連合政治とブロック政治の変質
４．緊縮財政とスウェーデンの民主政治
おわりに

* わたなべひろあき　龍谷大学法学部教授
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ための制度改革にも取り組んできた。しかし、そのような制度変更は、政

策選択の幅を構造的に制約することで、政権運営のあり方のみならず、政

党間競争や連立形成の様式にも影響を及ぼす可能性をもつ。ここでは、北

欧福祉国家の代表例と見られることが多いスウェーデンを取りあげ、予算

制度の改革に着目して政党政治への影響を明らかにしていく。

　第二次世界大戦後の経済成長期に公共部門を拡大しながら体系的な社会

保障を発達させてきたスウェーデンにおいても、1990年代初頭の深刻な経

済危機をきっかけに、中道右派政権の下で行財政の効率化をはかるための

議論が進んだ。その結果、1990年代半ばには、分権的で合算基調の予算編

成の仕組みを、総額と上限を決めたうえで各分野に配分し、調整していく

形に改める制度改革が実現した。その際に、政治的な手続きとしては、次

年度予算の全体を法案化し、一括して議決する方式が導入された。

　こうした改革は、直接には財政規律の強化を狙ったものであったが、政

党政治との関係では、政権与党に対し、予算の作成と執行を円滑に進める

ために議会での多数派形成を確実にしておくことを迫るという作用をもっ

た。それは、少数派政権が争点ごとに柔軟な合意形成によって問題解決を

はかるというスウェーデン政治の特徴を一定程度変えることにもなった。

すなわち、安定的な多数派形成を競い合う動きが強まり、左右の２ブロッ

ク対抗の固定化が進んだのである。

　この傾向は、左右両ブロックが共通の選挙公約と首相候補を示して臨ん

だ2010年選挙で頂点に達した。その後、移民排斥を訴える右翼ポピュリス

ト政党の台頭によって政党政治に大きな混乱が生じたが、最終的にはそれ

が右派諸政党に受け入れられ、ブロック対抗の枠組みが再編されて現在に

至っている。こうした動きのなかにも、前述の予算制度改革にともなう政

党政治の慣行の変化が見てとれる。

　これらのことから、緊縮財政（財政規律強化）志向の制度改革は、野党

の意味を変えることを含めて政党の動きに少なからぬ影響を与え、「合意
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形成型」から「多数決型」へと表現しうるような民主政治の変化を導いた

と考えられる。

　以上をふまえ、本稿では、緊縮財政を象徴する改革としての予算制度の

変更に着目するとともに、政治全体のなかでも政党政治、とりわけ政党シ

ステムに注目してその変化を概観する。そのうえで両者の関係を論じ、

「1980年代以降の西ヨーロッパにおける緊縮の政治学」という点から考察

を加えたい1。

１．1990年代の予算制度改革

（１）1980年代までの経済・財政状況と予算編成制度

　スウェーデンは、第二次世界大戦後の長期的な経済成長が続いた時期に、

社会民主党の長期政権の下で体系的な社会保障制度を発達させ、公的支出

がGDPの60％を超える「高福祉・高負担」の社会を作りあげた。しかし、

1970年代後半から1980年代にかけては、輸出主導型の成長が鈍化し、経済

停滞の下で高福祉を維持しようとした結果、政府支出が膨張し、財政状況

が悪化していた。

　1976年からの中道右派政権期を経て1982年に政権復帰した社会民主党は、

当時の固定相場制において自国通貨の平価切り下げを断行して輸出企業の

競争力低下を防いだり、職業訓練プログラムの拡張により失業者の増加が

問題化するのを避けたりしながら、一時的な景気回復を実現した。その一

方で、財政に関わる構造的な問題については、認識されてはいたものの具

体的な取り組みには至らずにいた。

　1980年代後半には、経済活性化のための金融規制緩和が進められたが、

それがいわゆるバブル経済を生み、1990年の金融会社の経営破綻から信用

不安が広がり、金融危機が生じると、国全体が深刻な経済危機に陥った。

1991年の選挙で３期ぶりに穏健党を中心とした中道右派の連立政権が誕生
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すると、その下で政治・経済の両面にわたる大規模な構造改革の議論が進

み、財政面での主要な改革として予算編成制度が変更されることになった。

議論の経緯や新制度の内容については後述するとして、ここでは従前の予

算（編成）制度の概要を確認しておく。

　1990年代前半までのスウェーデンの国家予算は、いわゆるボトムアップ

式で、政策分野ごとに経済資源を充てるべき社会的ニーズを検討したうえ

で、それを合算する方式で作成され、その後、財源をいかにして調達する

かが議論されていた。つまり、まず必要な額を決めてから、それをどう賄

うか検討するというアプローチがとられていた（Bäck et al. 2013: 84）。

　1944年の制度改革以降、1995年まで用いられた予算制度は、具体的には

以下のようであった（Board 1970: 246-248, Petersson 1993: 168-169）。

　まず、会計年度は６月１日から翌年の５月末までで、たとえば「1992／

93年度」のように表わされ、政府による予算案はその年の１月に議会に提

出されることになっていた。

　国家予算は、所得税や資産税などの直接税、付加価値税や物品税などの

間接税、国債等借入金から成る歳入と、各種移転支出や消費支出、公共投

資、国債償還費等の歳出からなる。ここで特に政治的な問題となるのは歳

出のほうで、各項目の配分、さらにはその中でも最大の割合を占める各政

策分野や自治体への移転支出の決定過程であった。

　長期にわたる予算編成の過程は、会計年度開始時点の１年半前に始まる。

前年の初めに政府が一般経済状況を発表すると、その年の春の間に各省庁

においてそれぞれの分野での要求書がまとめられ、政府に提出される。そ

れらをもとに、秋に具体的な予算編成作業が進められるが、その際には財

務省が各省庁からの支出増額の要求を抑える役割を果たす。12月に政府が

予算案を承認し、１月に公表して議会に提出する運びとなる。その後経済

予測が更新されると、それをふまえて政府が３月に補正予算案を提出する

ことになっていた。
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　スウェーデンの旧制度の場合、予算案が提出された後、春の間に議会で

審議され、特に各委員会が細部を検討して修正していくところに特徴が

あった。議会が予算案の全体について議決する機会は設けられておらず、

最後は財務省がさまざまな決定を集めて年度予算にまとめあげるという仕

組みであった。

（２）予算制度改革の経緯

　上述のような旧制度については、予算編成のあり方と決定過程の両方に

対して批判があった。分野ごとに細部まで要求を汲み上げることにより、

歳入の見込み以上に歳出が増える傾向にあり、1980年代の財政赤字の累積

については、こうした予算過程の構造的な問題である面が大きかった。議

会の審議も、国民経済全体の視点より、利益集団の主張が反映されやすい

ものとなっていた。

　1980年代にはすでに、経済成長期に福祉国家の発展をもたらした政治経

済構造が、その後の環境変化のなかで機能しなくなっており、大胆な行財

政改革が必要だという議論も様々な形でみられるようになっていたが、予

算制度の変更に直接つながる動きとしては、1991年選挙で誕生した中道右

派連立政権が1992年に設置した調査委員会（「経済委員会」、通称「リンド

ベック委員会」）が挙げられる。著名な経済学者A. リンドベック（Assar 

Lindbeck）が座長を務め、経済の再建と財政基盤の強化、行政の効率化

のための方策が広く検討された。同委員会は翌1993年に様々な提言をまと

めた報告書を出した（SOU 1993: 16）。

　そこでは、予算制度改革に関して３つの提言がなされていた。一点目は、

政府による予算編成機能を強化し、早い段階で総額と各省庁の予算額の基

準を決めるべきだとされた。二点目に、議会の予算審議過程では財務委員

会に管理・調整機能をもたせるとともに、個別領域の検討に入る前に総額

に関する拘束力のある議決を行い、その後ある項目の増額を提案する場合

1115



論　　説

（龍法＇26）58–4，74（1116）

は他でその分を減額しなければならないとされた。三点目に、予算案（予

算書）は包括的で透明性のあるものでなければならず、基本的にはすべて

の政府支出が予算作成過程で可視化されるべきであるとされた（SOU 

1993: 16: 168）。

　その後、1994年選挙で政権交代が起こり、こうした動きを主導した穏健

党が下野することになるが、100項目以上に及んだ同報告書の提言の一定

部分が社会民主党の下で実現されていった。とりわけ予算制度改革につい

ては、1996年までに基本的にこの提言に基づく新制度へと移行した。

（３）新制度とその意義

　旧予算制度に対する抜本的な改革の結果としての新制度の概略は以下の

ようであった。

　その要点は、従来の積み上げ型の予算編成方式を見直し、総額をあらか

じめ設定したうえで分配・調整を行うトップダウン型の制度に移行するこ

とにあった。それは政府の統制能力を強化するとともに、財政運営の一貫

性と持続可能性を制度的に担保することを目的としたものであった。

　新たな制度の下では、まず、経済・財政状況を踏まえて、翌年度の国家

予算の総額（支出上限）が政府により設定される。続いて、総額が27の支

出分野（ほぼ省庁の政策領域に対応）に配分され、さらに分野内で具体的

な項目ごとの案が策定される。その後、特定の支出項目に対して配分を増

やす場合には、同一分野内の他の項目を削減して予算を捻出することとさ

れた。この調整過程を財務省が一元的に管理することで、予算全体の整合

性が保持される構造となっている。これらにより、予算作成の初期段階で

定めた支出総額を超えて歳出が拡大することを制度的に抑制する仕組みが

構築された点が重要である（Molander 2001）。

　加えて、予算年度の起点も見直され、従来の７月始まりから暦年（１月

１日開始）への変更が行われた。これに伴い、1996年度の予算は特例とし
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て６か月間に設定され、1997年度より新たな会計年度制に移行した。さら

に、予算法案の国会提出・審議の手続きについても、政府は予算法案を９

月に提出し、11月までに一括して審議・採決する方式に移行した。議会に

おいては、個別政策項目ではなく支出分野単位でのみ修正が許容され、先

に議決されている予算全体の統合性を損なうような修正は制度的に抑制さ

れることになった。

　以上のように、1990年代半ばに導入された予算制度は、財政規律の強化

と政治的一貫性の確保を制度的に実現する枠組みとして設計された。一度

決まった総額を変えられないようにすることと、財務省による調整権限を

明確化したことは、政府の予算運営に対する統制力を高めるとともに、歳

出の抑制と政策調整の整合性の確保という点で大きな意味をもっていたと

いえる。

２．政党システムの変化2

（１）1980年代までの政党政治

　ここでは、予算制度改革の政党システムへの影響を検討するための前提

として、スウェーデンの政党政治の一般的な特徴と1980年代から1990年代

前半までの状況を概観しておく。

　まず、政党の数と配置（政策的な傾向による位置関係）の点からみると、

1980年代半ばまでのスウェーデンは「北欧５党制」の典型で、共産主義、

社会民主主義、農業者、自由主義、保守主義の各政党が国政レベルで議席

を有していた。具体的な名称としては共産党（1990年以降は左翼党）、社

会民主党、中央党（1957年に農民同盟から改称）、国民党（2015年に自由

党へ改称）、穏健党（1969年に右翼党から改称）であり3、それらがこの順

に、社会経済への公的介入を求める度合いを基準にした「左－右軸」上に

並んでおり、そのことが有権者の間でも広く認識されていた。1980年代半
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ばまでは、基本的にこれら５つの政党が議席を分け合う状況が70年あまり

続いていた4。

　その後、1988年の選挙で、この時期に各国に登場し始めていたエコロ

ジー政党の環境党が議会進出を果たすと、続く1991年選挙では、同党が議

席を失ったものの、文化的保守主義の性格をもつキリスト教民主党と、重

税と官僚支配を批判するポピュリスト政党の新民主党が同時に議席を得て、

多党化が進んだ。次の1994年選挙では新民主党が議席を失い、指導部内の

対立から解党に向かう一方で、同選挙で再び議席を得た環境党が、キリス

ト教民主党とともに議会政党として定着することとなり、2010年の選挙で

移民排斥を掲げたスウェーデン民主党が議会参入を果たすまで７党体制が

続くこととなる5。

　次いで、諸政党間の関係についてみておく。政党の数や配置を前提とし

つつも、それらの間での相互作用のあり方に着目することが、本稿で予算

制度改革の影響を検討するにあたって重要な視点となる。ここではそれを、

政権形成をめぐる政党間の競合のあり方ないし政権構成や政権交代のパ

ターンとしてとらえることにする。

　その点からは、スウェーデンに関する重要な特徴として、「ブロック政

治」の慣行と、少数派政権の多さやそれを支える制度的な工夫が挙げられ

る。

　「ブロック政治」とは、５党制時代でいえば、社会民主党と共産党が左

派ブロック（ないし社会主義ブロック）、中央党、国民党、穏健党の３党

が（中道）右派ブロック（ないしブルジョワブロック）とみなされ、両陣

営の合計議席の優劣によって政権のゆくえが決まる慣行を指していた。た

だし、左派ブロックについては、社会民主党とかつての党内路線対立から

生まれた共産党との関係は良好とはいえず、両者の間で公式な協議がもた

れることはなく、多くの政策的争点に関して共産党が左右軸上で社会民主

党を飛び越えて中道右派諸党と協力することはないため、事実上前者が後
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者の補完勢力として機能するというのが実態であった。これに対して、中

道右派ブロックについては、社会民主党に対抗するためには３党で過半数

議席を占めて、連立政権を目指すしかないという認識が共有されていた一

方で、やはりそれぞれに立場や主張の違いがあり、具体的な選挙協力の動

きなどはみられなかった。

　第二次大戦後の政権の構成については、社会民主党が先述の共産党との

関係を前提に単独で政権を担う期間が最も長かった。ただし、多数派政権

となったのは、一度だけ過半数の議席を得た1968年選挙の後の３年間のみ

で、それ以外は少数派単独政権であった。

　少数派政権の期間が長いことについては6、社会民主党と共産党との関

係以外にも制度的な要因が関わっていた。というのも、スウェーデンの場

合、首相や内閣の信任手続きにおいて、過半数の反対がない限り承認され

る（つまり、棄権は「消極的支持」ないし「容認」とみなされる）慣行が

あり、そのような政府と議会との関係が「消極的議院内閣制（negative 

parliamentarism）」と呼ばれていた。これは、比例代表制選挙に基づく多

党制の下で、単独で過半数を占める政党がない場合でも混乱することなく

議会を運営していくための工夫でもあった。またそれは、委員会での与野

党間の交渉を通じて実質的な政策形成を行う議会のあり方とともに、「妥

協の政治」（Rustow 1955）や「コンセンサス・ポリティクス（合意重視

型の政治）」（岡沢 1984）と呼ばれたスウェーデン政治の全体的な特徴と

も関わっていた。

　1976年と1979年の選挙の後には、中道右派３党による連立政権が誕生し

たが、いずれも議員任期の途中で与党内の対立から一部が離脱し、その後

は少数派政権となって、次の選挙を迎えていた。

　このような状況で、1980年代末から1990年代初頭にかけて、その後議会

に定着することになる２つの政党が加わった。このうち、キリスト教民主

党は、選挙に臨む時点で自らを中道右派と位置づけており、議席獲得と同
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時にその選挙で誕生した中道右派連立政権に参加した。他方、環境党は議

会参入を果たした当初は、左右の既成政党とは距離をとり、いずれのブ

ロックにも属さないという姿勢をとっていた。

（２）多党化とブロック政治の流動化

　1991年選挙では、前年に生じた金融危機がさらに深刻な経済危機へとつ

ながっていくなか、３期９年ぶりに中道右派連立政権が誕生した。経済自

由主義の傾向を強めていた右派最大勢力の穏健党は、国民党とともに企業

活動の環境整備や規制緩和と民営化による経済成長をめざしていた

（Möller 2015: 263-264）。中央党は、両党の経済自由主義志向とは距離を

とっていたが、政権参加は望んでおり、新規参入を果たしたキリスト教民

主党を加えた４党連立政権が成立した。

　その一方でこれら４党は、政策的には右派寄りで社会民主党を強く批判

していた新民主党を政権交渉から排除した。選挙の前年にそれまで政治と

は関わりのなかった著名人２人によって結成され、音楽イベントなどと組

み合わせた派手な宣伝活動で急激に支持を広げていた同党を、信頼しうる

勢力とはみなさなかったからである。そのため４党の議席を合わせても過

半数に届かない少数派連立政権となり、発足当時にはすでに深刻化してい

た経済財政危機への対応に追われるなかで、社会民主党に協力を求めざる

をえなくなった。最終的に４与党は社会民主党とともに経済危機克服プロ

グラムを策定し、それを実行に移していった。

　経済・財政危機への対応が進むなかで迎えた1994年選挙では、国民党が

今度は穏健党と距離をとり、社会民主党に対して選挙後の協力を呼びかけ

るようになったが、社会民主党は最後まで明確な態度を示さなかった。選

挙の結果、新民主党の議席喪失と環境党の議席再獲得があったものの、左

派（社会民主党・左翼党）が議席の過半数を占め、社会民主党の政権復帰

が決まった。
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　1994年選挙で政権に戻った社会民主党は、国民党のアプローチを拒否し

ながらも、かつてのように左翼党（旧共産党）の間接的な協力を見込むの

でもなく、1995年になって中央党と協力関係を結ぶことを選んだ。ブロッ

クの境界を越えたこの連携は、社会民主党党首・首相のI. カールソン（In-

gvar Carlsson）と中央党党首のO. ヨーハンソン（Olof Johansson）との

話し合いに基づく非公式な性格のものであった。

　その政策合意の内容は、社会民主党が自らも関わる形で前政権期から進

めていた財政再建策への支持を得る一方で、中央党の主張や支持基盤に配

慮して非都市部の地域振興や農業政策をも重視するというものであった。

また、社会民主党政府が、中央党の指名する相談役を財務省と防衛省に一

人ずつ受け入れることで、その実効性が一定程度担保されていた（Lager-

crantz 2005）。社会民主党としては、中道右派の中では防衛政策や社会政

策での一致点も相対的に多い中央党に協力を求めたのであるが、その背景

には、前述の予算制度改革により1996年以降は新制度の下で予算法案を議

決する必要があり、議会内での多数派形成を確実にしておかねばならない

という事情があった。

　社会民主党内では、1996年にカールソンが辞職し、財務大臣であったG. 

パーション（Göran Persson）が党首・首相となったが、中央党との協力

関係は維持され、次の1998年選挙まで続いた。

　以上を政党システムの観点からみると、1980年代末から1990年代中盤ま

では、多党化が進むとともにブロック政治の枠組みが流動化した時期だと

いえる。

（３）ブロック政治の実質化

左派の連携

　1998年の選挙では、左派が優位を保ったものの、社会民主党は支持を大

きく減らし、同党の得票率は第二次世界大戦後最低となる30％台に落ち込
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んだ。これに対し、左翼党が大きく支持を伸ばし、社会民主党、穏健党に

続く第三党へと躍進した。

　その背景には、かつて社会保障の拡充を主導した社会民主党が、政権党

としては経済危機の克服のために緊縮財政を進めざるをえず、それに不満

をもった各社会サービス利用者や公共部門従事者、失業者の一定数が左翼

党支持に転じたことがあった。左翼党も、1990年に共産党から改称し、男

女同権や環境保護を重点目標に加えるなどして党の刷新を図っていたこと

に加え、1993年から党首を務めていたG. シーマン（Gudrun Schyman）

が庶民派として有権者との対話を重視し、女性、若年層、失業者の間で支

持を得ていた。

　さらに注目されたのは、議会参入当初はブロック対抗とは距離を置くと

していた環境党が、再分配政策においては左派と歩調を合わせる姿勢を見

せていたことであった。

　こうした状況で選挙後に社会民主党は、中央党ではなく、左翼党と環境

党に協力を求めた。左翼党は自党の利益にもかなうとして提携に前向きで

あり、環境党は慎重な姿勢をみせながらも、特定の政策目標の実現のため

に限定的な協力関係に入ることを受け入れた。その結果、経済、雇用、社

会保障、環境、男女同権の５つの分野で次の選挙まで連携していくことと

なった。その手法として、共同で予算案を作成し、その実行を目指すとと

もに、議会および委員会内で協力していくこと、さらには３党間で定期的

に協議を行うこととされた。こうして社会民主党の少数派単独政権を他の

２党が閣外協力で支える体制が発足した。

　続く2002年選挙では、社会民主党が議席を増やし、左翼党がその分の議

席を減らすなどしてブロック間のバランスがほとんど変わらないなか、政

権運営に関してもほぼ同じ体制が継続された。その際には、環境党が閣僚

ポストを得ての正式な連立を求めたり、中道右派が同党との協力を模索し

たことから交渉に時間がかかったりしたが、最終的には、政策合意の内容
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と協力の手法の両面で前回より緊密な関係が築かれた。すなわち、３党の

立場が異なる外交、安全保障、EUの分野を除いたうえで121項目の政策目

標が定められ、予算の作成と執行において次の選挙まで協力していくこと

となった。また定期的な協議に加えて、左翼党と環境党が８名ずつ、いず

れかの省庁にオブザーバーを置けることにもなっていた（S/V/Mp 2002）。

右派の結束

　環境党が事実上左派ブロックに包摂され、３党間の協力関係が強まる一

方で、中道右派の側にも大きな変化が生じた。まず、2002年の選挙で大敗

を喫した穏健党において首脳陣の世代交代が起こり、38歳で新党首となっ

たF. ラインフェルト（Fredrik Reinfeldt）を中心に政策面でも大胆な自

己刷新がはかられた。同党の新路線は、大幅な減税と公的支出の削減を求

める新自由主義的主張をとり下げ、自国の福祉国家を肯定しつつ、医療や

教育の分野に民間資本や競争原理を部分的にとり入れて効率化とサービス

の質の向上をはかるというものであった。また、選挙が近づくと自らを

「労働者のための党」とまで呼んで自党の変化をアピールした。これらは、

それまで方向性の違いを強調することで争ってきた社会民主党に対し、同

党の路線に接近しつつ中間的な有権者を取り込む戦略であったといえる。

　また、2004年の夏には、穏健党、国民党、中央党、キリスト教民主党が

2006年選挙での政権奪取に向けた共闘を宣言し、合意事項をまとめた文書

を発表した。そこではいくつかの基本目標が示されるとともに、次の選挙

までに政策分野を分担しながら調整を進め、共同で選挙公約を準備するこ

とが示されていた（M/Fp/Kd/C 2004）7。

　右派４党は以後「スウェーデンのための同盟（Allians för Sverige）」

（以下、通称となる“Alliansen”を訳して「同盟」と表記）と称して活動し

ていくが、それが可能になった背景には、上述のように穏健党が極端な経

済自由主義志向をあらためたことに加え、中央党が2001年から党首となっ
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ていたM. オーロフソン（Maud Olofsson）の下で自営業者への支援に力

を入れるなど市場志向に転じており、右派ブロックを構成する政党間の政

策距離が縮まったこともあった。「同盟」は選挙戦に合わせて共通の選挙

公約を発表し（Alliansen 2006）、世論調査での優位を保ったまま選挙に

勝利して政権獲得を果たした。

　この時の右派の共闘戦術は、事前に連立政権の構成や首相候補を明らか

にして選挙に臨んだという点で、スウェーデン政治においてはそれまでに

ない試みであった。中道右派政党に関しては、過去の経験から共同での政

権担当能力が懐疑的にとらえられがちであったが、主導する政策分野を分

担して準備を進める方式は有権者の疑念を払拭する効果をもった。さらに、

各党の党首および幹部が政策調整の責任者を務めたことから「影の連立内

閣」として機能し、政権奪取後の閣僚ポストの配分も順調に進んだ。３期

12年ぶりの中道右派政権となったが、４党の協力関係については大きな問

題はなく、早い時期に次の2010年の選挙でも「同盟」として政権維持を目

指すことが決まった。

選挙連合対決へ

　上述のような右派の共闘戦術の成功を受け、それに対抗するように左派

の側でも同様の動きが進んだ。2006年選挙では、左派も有権者に明確な政

権構想を示すべきだと主張した環境党に対し、社会民主党が政権協議は選

挙後にすべきという姿勢を崩さなかったが、2008年秋の時点で両党は2010

年選挙に向けた協力を表明した。左翼党は当初、国際関係等での立場の違

いから選挙前の協力には消極的であったが、2008年末までには３党で選挙

連合を組むことが決まった。

　左派３党による共闘体制は「赤緑連合（Rödgrön koalition）」と呼ばれ

た。彼らは2009年７月に、①雇用の創出、②環境に配慮した社会への転換、

③公正な社会の実現を目指すことを宣言し、10月には政府の予算案への対
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案を提出した（S/V/Mp 2009）。そして翌年の選挙には、共通の選挙公約

を作成し、社会民主党党首M. サリーン（Mona Sahlin）を首相候補とし

て臨んだのである。

　こうして2010年選挙は、スウェーデン政治史上初めて、左右の選挙連合

によって争われることとなった。それはまた、その時点で国政に議席を有

していたすべての政党がいずれかの陣営に加わったという点で、従来は非

公式な慣行に過ぎなかったブロック政治が実体化したともいえる状態で

あった。有権者にとっては、投票時にいずれかの政権を明確に選択するこ

とになるという点で、従来とは意味合いが異なる選挙になったともいえる

（詳細は後述）。

　選挙の結果、僅差ではあったが右派が勝利し、ラインフェルト政権が継

続することとなった。「同盟」は続く2014年選挙にも同じ体制で臨んだ一

方、左派の側では、政権復帰に失敗した社会民主党が、左翼党との選挙協

力が伝統的な支持者層の反発を招いたと認識したことなどから事前の選挙

協力は行われなくなった。

（４）ブロック政治の再編へ

排外主義政党「スウェーデン民主党」の台頭

　史上初の選挙連合対決となった2010年選挙では、左右両陣営が主に社会

経済的争点をめぐって競い合う一方で、移民批判に特化して議会進出を

狙っていたスウェーデン民主党が初めての議席獲得に成功した。同党は、

ネオナチ的な民族主義運動に起源をもち、1988年の結党以降、国政選挙に

候補を立て続けてはいたものの10年以上にわたり得票率が１％にも達しな

い泡沫政党であった。しかし、2000年代に入ると活動スタイルを穏健化さ

せ、2005年に当時25歳のJ. オーケソン（Jimmie Åkesson）が党首に選ば

れると、南部スコーネ地方出身の若手で執行部を固め、極右イメージの払

拭に努めながら、本格的に国政進出を目指すようになった8。

1125



論　　説

（龍法＇26）58–4，84（1126）

　スウェーデン民主党は、2006年選挙では全国得票率2.9％と議席獲得要

件（４％）に届かなかったが、2010年選挙では5.7％の得票率を記録し、

議会参入に成功した。同党は、支持を減らした左翼党とキリスト教民主党

を上回る20議席を得て、左右のブロックの間で決定票を握る立場となった。

しかし、党員が人種差別発言を繰り返した過去をもち、移民排斥を唱える

同党に対しては、すべての既成政党が非民主的勢力とみなして議会内での

交渉を拒み続けた。それでも移民批判を続けたスウェーデン民主党は、続

く2014年選挙でさらに躍進し（得票率12.9％、49議席）、社会民主党、穏

健党に次ぐ議会第３党になった。

　スウェーデン民主党は、2010年からの右派連立政権の時期には、議会参

入直後で議席数が少なかったことや、経済政策において相対的には右派の

主張に近かったことから9、政権を脅かすような動きを見せることはな

かった。しかし、2014年選挙で社会民主党が政権に復帰すると、勢力を増

したスウェーデン民主党が予算案の審議において政府に強く反発し、ス

ウェーデン政治に大きな混乱をもたらすことになる。

2014年選挙と「12月合意」

　2014年選挙後に発足した社会民主党と環境党の少数派連立政権は、左翼

党の支持を取りつけながら予算案を作成した。他方で、「同盟」４党とス

ウェーデン民主党はそれぞれに対抗予算案を提出した。1990年代の予算制

度改革で野党が対案を出すことも可能になっており、与党側は票決時の多

数派確保の見通しを立てておく必要があったが、このときはその準備がで

きていなかった。

　財務委員会での審議が続くなか、スウェーデン民主党は、自党案が否決

された場合に「同盟」案を支持する可能性があることを表明していた。た

だし、政府案が否決されれば内閣総辞職や再選挙につながるため、同党が

批判を浴びることは避けられず、最終的には棄権するとの見方も強かった。
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　スウェーデン民主党が特に反発していたのは、難民受け入れ予算であり、

それを見直せば対応を変えることも示唆していたが、政府が応じる可能性

はほぼなく、首相のS. レヴェーン（Stefan Löfven）は政府案が否決され

れば辞任すると明言していた。スウェーデン民主党が政権打倒を目指す姿

勢を崩さなかったため、社会民主党は「同盟」に対抗案の取り下げを要請

したが拒否された。

　結局12月３日の採決でスウェーデン民主党が「同盟」案を支持したため

それが可決され、政府案は否決された。これを受けてレヴェーンは、辞任

するのではなく、翌年３月に臨時選挙を行うと述べた。1958年以来となる

臨時選挙の発表は国民に衝撃を与え、スウェーデン民主党への批判が高

まった一方、選挙の有効性やコストを疑問視する声も多かった。

　しかし、クリスマス休暇中の12月27日になって、与党と「同盟」４党は

合同で記者会見を開き、臨時選挙の中止と今後の議会運営に関する合意を

発表した。その内容は、①議会内で最も多くの支持を得られる人物を首相

にする、②2015年度は春の補正予算で政府の意向を反映させつつ野党案を

執行する、③2016年度以降は野党が政府予算案を尊重し対抗案を出さない、

というものだった。特に注目されたのは、この合意が2018年でなく2022年

選挙までを対象とした点である（S/M/Mp/C/Fp/Kd 2014）。

　この「12月合意」は、スウェーデン民主党の影響力を抑え込むためのも

のであったが、政府にとっては野党の予算を執行するという苦渋の選択で

あった一方、野党側も次の選挙までの活動の自由を制約されるという点で

双方の譲歩に基づく異例の措置であった。

2018年選挙後の政権協議と「１月協定」

　2018年選挙の結果、わずか１議席差で左派ブロックの優位となったが、

議席を増やしたスウェーデン民主党が社会民主党に強く反発していたため、

議会開会時のレヴェーン首相に対する信任投票が否決され、政権協議が始
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まった。首相候補の指名権をもつ議長の選出も、スウェーデン民主党の支

持により、慣例に反して穏健党から選出された。

　議長はまず、穏健党のU. クリステション（Ulf Kristersson）を組閣担

当者（首相候補）に指名した。そして、「同盟」４党による政権にス

ウェーデン民主党が反対しないことを見越して票決に踏み切ろうとしたが、

中央党と自由党（2015年に「国民党」から改称）が、スウェーデン民主党

の支持を前提とする政権には参加できないとの立場を表明した。両党は、

社会民主党と環境党が許容する形での「同盟」政権を望んだが、社会民主

党はそれを拒否し、クリステションによる政権樹立の試みは頓挫した。

　次に議長はレヴェーンを組閣担当者に指名した。今度は中道２党が社会

民主党中心の政権を容認すれば成立するはずだったが、選挙公約との整合

性から両党はそれを拒み、交渉が行き詰まった。議長は11月14日にクリス

テションの信任投票を敢行したが、中央党・自由党の反対により否決され

た。

　続いて議長は中央党のA. レーヴ（Annie Lööf）に組閣を託した。中道

２党と社会民主党・環境党の連携による「ブロックを超えた」政権が構想

されたが、穏健党とキリスト教民主党がこれを認めず、社会民主党も自党

主導を譲らなかったため協議は不調に終わった。その後、議長がレヴェー

ンに対する信任投票の実施を表明すると、中央党と自由党は減税や労働規

制緩和などの政策面の譲歩と引き換えにレヴェーン政権を容認する姿勢を

示したが、今度は社会民主党が応じず、12月14日に行われた信任投票はま

たも否決された。

　交渉は年を越え、再選挙の可能性も浮上したが、スウェーデン民主党が

再びキャスティング・ボートを握ると見られたことや費用への懸念から、

世論は否定的だった。そのようななかで議長は１月末までの決着を目指し、

中央党と自由党に選択を迫った。穏健党は中道２党の閣外協力による政権

を構想したが、結局スウェーデン民主党の支持が不可欠であり、両党は再
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びそれを拒否した。その後、２党はあらためて社会民主党・環境党との交

渉に入り、前回合意できなかった３点（減税、住宅市場の自由化、労働規

制緩和）を中心に妥協点を模索した。

　最終的に、それらの要求を受け入れた社会民主党・環境党が中央党・自

由党と合意し、１月11日に「１月協定（januariavtalet）」として発表され

た（S/C/L/Mp 2019）。同協定では、次の選挙まで政策や予算の面で協力

する方針が示され、１月18日の信任投票を経てレヴェーンが首相に再任さ

れた。選挙から４か月あまりを経てようやく成立した新政権ではあったが、

社会民主党と中道２党との緊張関係に加え、中道２党と左翼党との間にも

深刻な対立があり、不安定なスタートとなった。

スウェーデン民主党の包摂とブロック政治の再編

　「１月協定」により15年近く続いた「同盟」が解消されると、2019年３

月には党首交代を経て保守色を強めていたキリスト教民主党が、それまで

全党が避けてきたスウェーデン民主党との交渉に踏み切ることを表明した。

2015年の「欧州難民危機」以後、スウェーデン民主党への支持はさらに拡

大していたが、これで同党に対するいわゆる防疫線も解かれることとなっ

た。その支持率は2020年１月には一時的に社会民主党をも上回り、「コロ

ナ危機」の際に低下したが、その後回復して20％前後の高い水準が続いた。

　2021年６月には、「１月協定」において社会民主党が中央党・自由党に

譲歩して認めた都市部新築賃貸物件の家賃上限制の撤廃に左翼党が反発す

ると、スウェーデン民主党は首相への不信任案を提出し、内閣が総辞職に

追い込まれた。しかし、中央党がスウェーデン民主党と協力する政権には

加わらない意向を示したため、クリステションを首相とする政権は実現し

なかった。左翼党も右派政権を望んではおらず、あらためて行われたレ

ヴェーンへの信任投票では棄権（消極的議院内閣制では「容認」）したた

め、社会民主党政権が続いた。
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　中央党は最終的に家賃上限制撤廃の要求を取り下げたが、自由党は同意

せず、穏健党との共闘に転じ、「１月協定」は２年あまりで破綻した。こ

うして政党間関係が流動化するなか、2021年11月には社会民主党の党首交

代と予算法案の審議が重なり、再び政権危機が発生した。

　社会民主党内では、８月に党首辞任を表明していたレヴェーンに代わり、

11月の党大会でM. アンデション（Magdalena Andersson）が後任に選ば

れた。同月24日に議会でアンデションへの信任投票が実施され、賛成は社

会民主党と環境党のみだったが、左翼党と中央党の棄権により、新首相と

して承認された。しかし同日午後の予算案採決では、中央党が左翼党との

交渉結果に反発して棄権したため、政府案は否決され、穏健党・キリスト

教民主党・スウェーデン民主党が共同で提出した対抗予算案が可決された。

これを受け環境党は、スウェーデン民主党が関与した予算の執行を拒否す

るとして連立政権からの離脱を表明し、アンデションも連立与党の一部が

離脱した場合には政権自体が解消される慣行にしたがうとして辞職した。

　こうして政権協議が始まったが、議長は穏健党中心の政権樹立は困難と

判断し、11月29日に再びアンデションへの信任投票が行われた。社会民主

党の賛成票に加え、環境党・中央党・左翼党の棄権により、アンデション

は僅差で承認され、社会民主党の少数派単独政権が発足した。議席占有率

が３割弱で、かつ野党予算を執行せざるをえない厳しい状況ではあったが、

選挙まで１年を切っていたため暫定政権的なものとみなされた。

　その後2022年に入るまでに、穏健党とキリスト教民主党はスウェーデン

民主党との部分的共闘を進め、自由党も穏健党中心の政権の支持を表明し

た。一方、中央党はスウェーデン民主党への強い反発から社会民主党寄り

の立場を維持し、選挙報道でも中道左派に位置づけられるようになった。

　2022年選挙は左右４党ずつのブロック対抗の構図となった。結果は右派

が僅差で左派を上回り、穏健党中心の政権が確実となったが、スウェーデ

ン民主党はさらに議席を増やし、穏健党をも上回る議会第２党となってい
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た。同党は、穏健党・キリスト教民主党・自由党との間で「ティードエー

協定（Tidöavtalet）」と呼ばれる取り決めを結び、難民受け入れの厳格化

を含めた政策的主張を認めさせ、形式的には閣外協力でありながら、実質

的には対等な立場で政権運営に関与することとなった（Sd/M/Kd/L 

2022）。

　こうして、スウェーデン民主党をめぐる各党の動きによって流動化した

ブロック政治の枠組みは、同党が右派ブロックに包摂された一方で、中央

党が左派へと移動する形で再編された（図１）。このような政党間関係は

2025年半ばの時点でも持続している。

３．予算制度改革と政党システムの変化

（１）契約型議会政治の進展

　1990年代の予算制度改革の政党政治への直接の影響は、少数派単独政権

となることが多かった社会民主党が、特定の野党との長期的な協力関係を

求めるようになったことである。1995年に中央党とのブロックを超えた提

携に動いたのは、両党党首の個人的な関係があったにせよ、直前の野党期

に中道右派諸党とともに取り組み始めた経済危機克服プログラムを遂行す

るためにも、新制度の下での予算法案の採決に備えて、相対的に信頼しう

図図 11    ブブロロッックク政政治治のの再再編編  

                        出所：筆者作成（渡辺 2025: 172） 
 
 

出所：筆者作成（渡辺 2025: 172）

図１　ブロック政治の再編
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る他党と組んで多数派形成を確実にしておく必要があったからである。次

の1998年選挙の後に、それまでは正式な交渉を行ってこなかった左翼党や、

議会参入当初から他党との連携に慎重であった環境党に閣外協力を要請し

たのも、新たな予算制度のもとでの政権運営に必要だと判断したからで

あった。

　こうした動きについて、デンマークの政治学者F.J. クリスチャンセン

（Flemming Juul Christiansen）らは、議会政治における野党の役割への

注目から、政治的決定への野党の包摂が進む過程としてとらえていた。よ

り具体的には、強力な社会民主主義政党の少数派単独政権となることが多

かったスカンジナヴィア諸国において、かつては争点ごとに連携する相手

を柔軟に選びながら議会運営を行っていた政権党が、より安定的な多数派

形成を求めて特定の政党に恒常的な閣外協力を求めるようになったことだ

とされる。さらにその原因としてトップダウン型の予算編成制度の導入が

あったことを挙げていた10（Christiansen/Damgaard 2008）。

　同様に、この時期のスウェーデンの政党政治について、同国の政治学者

T. ベリマン（Torbjörn Bergman）らは、野党の立場に着目し、かつては

従属的な立場に置かれがちであった小政党が政権党との交渉により、さま

ざまな手段を通じてその立場を強めていると指摘した。とりわけ、少数派

政権を特定の野党が閣外協力で支え、その共通目標を文書にして制度化す

るような議会運営のあり方を「契約型議会政治（contract parliamentarism）」

と呼んだ（Bale/Bergman 2006）。

　「契約型議会政治」は、ベリマンが2000年代前半に、スウェーデンで活

動するイギリスの政治学者N. アイロット（Nicholas Aylott）とともに、

同国政治の新たな動向として唱えたものである。彼らによれば、1990年代

から2000年代前半にみられた政権運営に関わる３つの政党間関係は、それ

ぞれに政策協力と組織化の程度において異なっていたが、時とともに強

まっているとみられていた。すなわち、1995年から1998年選挙までの社会
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民主党と中央党の関係は、政策面の合意は非公式なものであったが、正式

な連立政権ではない野党の代表が政府機関に入る点で前例のないものであ

り、1998年選挙後から2002年選挙までの左派３党による協力体制は、その

ような制度的措置はなかったものの５つの政策分野に関する合意文書が公

開されていた点で協力体制はより強化されていた。さらに、2002年選挙後

の３党協力は「121項目の合意」が文書化されて政策協力の範囲が大きく

広がったうえに、左翼党と環境党による政府機関への代表派遣も定められ

ていたからである（Bergman/Aylott 2003）。

　そして、こうした変化の原因が、1990年代前半の経済危機のなかで導入

された新しい予算制度にあると指摘される。すなわち、かつては予算案が

提出された後の個別分野の審議において政府提案が否決されても、補足的

な修正で済んでいたものが、予算案の全体を一括して票決する方式になっ

たことで、政府は自らの案を議決する必要があり、野党は対抗予算案を準

備するようになった（Bergman/Aylott 2003: 6）。こうして、選挙後に政

権に就いた党が、早い段階で次の選挙まで持続する安定的な多数派を形成

しようとする動きが生じることとなった。

　なお、こうした予算制度改革の作用を別の角度から示すことになったの

が、スウェーデン民主党と他の諸政党との関係である。「12月合意」を生

んだ2014年の政権危機は、スウェーデン民主党の存在によって、社会民主

党政権が閣外協力によっても多数派形成ができなかったために起こってい

る。すなわち、左右のブロックの間で決定票を握る立場となったスウェー

デン民主党が、予算の採決時に政府案ではなく、野党案を支持し、後者が

可決されたことによる。

　さらに、2018年選挙後に政権協議が長期化した原因は、各党がスウェー

デン民主党の影響力を削ぎながら多数派形成を試みたものの、その見通し

が立てられなかったことにあった。2021年秋の政権危機も、消極的議院内

閣制との関係があるものの、基本的には政府が自らの予算案を議決できず、
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スウェーデン民主党が関わった野党案が可決されたことによる。その一方

で、2021年秋以降、スウェーデン民主党が右派ブロックに包摂され、2022

年選挙後に同党が右派３党連立政権と「ティードエー協定」によって閣外

協力関係に入っている現状は、「契約型議会政治」の一形態として解釈す

ることができるだろう。

　ここで、第二次大戦後のスウェーデンにおける政権の構成およびその議

席占有の程度に着目したタイプの変遷から、予算制度改革の影響を確認し

ておく。図２の「政権のタイプ」の欄は、いわゆる少数派政権の場合を

「少」、多数派政権の場合を「多」としつつ、合意文書を取り交わした閣外

協力政党の議席を加えると多数派になる場合を「（多）」としている。

　これをみると、予算制度改革以降は、閣外協力によって多数派となった

政権が増えている。それ以外は、「同盟」の成功による多数派政権が一度

あるほか、少数派政権はすべてスウェーデン民主党の存在によって多数派

形成がかなわなかったケースであり、最後（現在）は同党の閣外協力に

よって多数派となった政権になっている。これらのことから、制度改革を

機に政権の多数派志向が強まったことがわかる。

（２）選挙連合政治とブロック政治の変質

　「契約型議会政治」の傾向は、左派に対抗する右派４党による「同盟」

の出現によって新たな局面を迎えた。2006年選挙に向けた「同盟」の協力

体制は、共通の政策目標と首相候補を事前に定め、有権者に政権構想を明

示して支持を訴えるものであった。これは、多数派確保の傾向の進展とと

もに、ブロック政治が実質化していく過程でもあり、それは左右両陣営が

選挙連合を組んで対決することとなった2010年選挙で頂点に達した。

　かつてのスウェーデン政治でも、ブロック政治が政権の行方を左右する

枠組みとして機能していたが、各政党はそれぞれに固有の支持基盤と政策

的主張を有しており、公式な政権協議は選挙後に開始されるのが通例で
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年

1945
社社民民 少

11994488
社社民民 少

1951 社社民民 農同 多
11995522

社社民民 農同 多

11995566 社社民民 農同 多
1957 社社民民 少
11995588 社社民民 少

11996600
社社民民 少

11996644
社社民民 少

11996688 社社民民 多

11997700
社社民民 少

11997733
社社民民 少

11997766 中中央央 国民 穏健 多

1978 国国民民 少
11997799 中中央央 国民 穏健 多
1981 中中央央 国民 少
11998822

社社民民 少

11998855
社社民民 少

11998888
社社民民 少

11999911
中央 国民 穏穏健健 キリ民 少

1994
社民

(中央）
（多）

予算制度
改革

11999988
（左翼） 社社民民 （環境）  （（多多））

22000022
（左翼） 社社民民 （環境）  （（多多））

22000066
中央 国民 穏穏健健 キリ民 多

22001100
中央 国民 穏穏健健 キリ民 少

22001144
社社民民 環境 少

22001188 社社民民 環境 (中央） （自由） （（多多））

2021 社社民民 少

22002222
　　　⑦ 自由 穏穏健健 キリ民 （ス民） （（多多））

出所：筆者作成

＊網掛けは政権政党、下線は首相所属政党を表す。　（　　）を付けた政党は、政策協定に基づく閣外協力政党を表す。

政権の
タイプ

　図2.  第二次世界大戦後のスウェーデンにおける政権の構成とタイプ

右派ブロック左派ブロック

＊矢印（番号付）は「政権交代」を表す。

＊「政権のタイプ」欄の「多」は多数派政権、「少」は少数派政権、「（多）」は閣外協力政党を含めて多数派を確保した政権。

①

②

③

④

⑤

⑥

④④

図２　第二次世界大戦後のスウェーデンにおける政権の構成とタイプ

出所：筆者作成
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あった。その点で、事前に政権構想が示されることは、有権者にとっての

選挙の意味を変えるものであり、民主政治のあり方にも重要な影響を及ぼ

したといえる。

　ここで興味深いのが、1990年代にみられたメディアの論調や世論の変化

である。とりわけ、社会民主党の優位が揺らぎ、経済危機克服のための与

野党協力の時期を経た1994年選挙や1998年選挙では、政権構成への関心が

高まり、特に社会民主党がどの党と協力するのかが注目された。しかし、

同党は一貫して選挙前の態度表明を拒んだため、政権構想が明示されない

ことへの有権者の不満も見られるようになり、1998年選挙の前には著名な

政治学者L. レヴィーン（Leif Lewin）もその問題を指摘していた（Lewin 

1998）。

　こうした議論の背景には、政党支持構造の流動化、すなわち、かつての

５党制時代にみられたような職業的立場や思想を介した政党と有権者との

安定的な結びつきの弱まりがあったと考えられる。この傾向は、恒常的な

支持政党をもたず、選挙のたびに、さらには選挙戦の過程で投票日が近づ

いてから投票先を決める層が増加していたことにもあらわれていた11。先

に述べた予算制度改革との関連でみると、早い段階から多数派確保を目指

す動きと、こうした政党支持構造の流動化とが重なり、ブロック政治を変

質させ、その実体化をもたらしたといえる。

　その後、スウェーデン民主党が台頭すると、右派ブロック内では、かつ

て中道勢力と呼ばれた中央党と自由党が同党への反発から社会民主党との

協力に動いたことで、穏健党やキリスト教民主党との間に溝が生じ、「同

盟」の解消に至った。さらに曲折を経て、スウェーデン民主党が右派に取

り込まれる一方で、中央党は左派側へ移動し、ブロック対抗の新たな構図

が現れた。一度は崩れたかに見えたブロック政治の枠組みは、2022年選挙

を前に再編成されたが、それも「契約型議会政治」から選挙連合政治に

至ったのと同様の力学によるものであったと考えられる。
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　なお、複数政党が連立政権構想を事前に示して選挙に臨む動きは、世界

的にみれば珍しいことではない。アメリカの政治学者S.N. ゴールダー

（Sona N. Golder）は、2000年代半ばの時点で多国間比較を通じ、その条

件や意義を検討していた（Golder 2005）。彼女の分析によれば、比例性が

低い選挙制度のもとで政党数が多い場合にこうした傾向が強まるとされた

が、スウェーデンは選挙制度の点でこの条件にはあてはまらない。それで

も選挙連合政治が進展したのは、政党支持構造の流動化やブロック政治の

慣行を背景に、トップダウン型の予算編成と法案一括議決型への制度変更

という要因が作用した結果であるといえよう。

４．緊縮財政とスウェーデンの民主政治

　本稿が着目した1990年代の予算制度改革は、長期的な低成長経済への移

行に対応した行財政改革を象徴するものであった。それは単に恒常的緊縮

財政の時代に適合的な制度への転換というだけでなく、スウェーデンの民

主政治における政策決定のあり方を変えるものでもあった。

　従前の予算制度は、積み上げ方式で政府案を作成し、分野ごとに議会内

委員会での審議・修正を経て国家予算としてまとめあげる仕組みであり、

そのプロセス自体が「合意重視型の政治（コンセンサス・ポリティク

ス）」や「妥協の政治」として語られてきたスウェーデン政治の特徴と密

接に結びついていた。

　スウェーデンの議会については、特に委員会の実質的な審議機能の高さ

が指摘されてきた12。そこでは与野党間の交渉を通じて政策が調整・修正

されるとともに、議席数に応じて配分される委員長ポストを通じて野党も

影響力を発揮することができた。こうした仕組みにより、多党制の下で少

数派政権が争点ごとに他党と交渉を重ねることで、比較的安定した議会運

営が可能になっていた。かつての予算制度もこの特徴の一部をなしていた
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が、他国に比して交渉が細分化され、長期化していたことから、予算制度

改革が議会改革の一環という性格をもつようにもなっていた13（Larsson 

2001: 36）。

　第二次世界大戦後のフォーディズム的な長期的経済成長の時代には、拡

大する財政資源を労使をはじめとした社会勢力を代表する政党間の交渉と

妥協を通じて分配する旧来の制度が適合的であり、それが議会内委員会で

の政党の行動様式とも補完的な関係にあった。そのなかで、組織化された

労働者を基盤とする社会民主党が、包括的な社会保障制度の拡充と政治的

支持調達とを連動させながら、高福祉・高負担型の福祉国家を築いてきた

といえる。

　しかし、1970年代後半以降のポスト・フォーディズム期には、経済の低

成長による財源の制約の下で、財政支出に優先順位をつけ、取捨選択せざ

るをえない状況が常態化した。そのため、総額や上限を先に決め、その範

囲内で各分野の調整を行うという新たな予算制度の基本設計が導入され、

政権主導で一括法案として議決する方式へと変更された。その際には予算

成立までの期間も短縮された。

　こうした改革が実現するに至るまでの議論は、1980年代後半から1990年

代前半にかけて、右派政党や財界の主導で進められた。そのなかでも現行

制度の設計において中心的役割を果たしたのがエコノミストのP. モラン

デル（Per Molander）であった。彼は1990年前後に経済自由主義志向の

シンクタンク「ティムブロー（Timbro）」から多くの著作を発表した後、

1992年には先述の「経済委員会（リンドベック委員会）」の事務局長とし

て改革の実務にも関与した。

　この時期の行財政改革を主導したのは右派であったが、社会民主党も現

実の社会経済情勢を前に一連の改革案を受け入れざるをえず、中道右派政

権とともに経済・財政危機への対応にあたり、政権復帰後も、社会サービ

ス削減への批判に直面しつつ改革を遂行した。その一方で、福祉国家の成
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果は国民に広く支持されていたため、2000年代に入ると穏健党は党勢回復

と政権奪取を目指すなかで福祉国家肯定路線へと転換し、労働者層や浮動

層の支持獲得をめざすことになった。こうした動きは、左右の主要政党の

政策位置が接近する一方で、ブロック間対立は先鋭化するという矛盾した

状況も生み出した。

　新制度のもとでは、予算全体を法案化し議決する方式が、多数派形成を

要請する効果をもったため、政策合意に基づく閣外協力や選挙連合といっ

た手法が生み出され、選挙戦の段階から有権者を巻き込みつつ多数派形成

を競う傾向が強まった。その結果、従来の合意重視型政治は、ブロック間

競争の激化を通じて多数決型政治に近づいた。ここで、代議制デモクラ

シーに正統性をもたらす政党の機能を「代表性」と「応答性」のバランス

という観点でとらえる議論に照らすと（中田 2015: 12-13, 22-23）、ス

ウェーデンにおけるこうした変化は、かつての大衆組織政党が議会内交渉

を重ねるというような「代表性」が重要であった状態から、1990年代以降、

多数派形成と政権交代を通じた「応答性」の比重が高まる方向に進んだも

のと解釈できるだろう。

　ここまでの内容を総括すると、経済状況の変化が緊縮財政を要請し、そ

の制度的対応として予算制度改革が行われ、それが政党システムの変容を

導いたことがわかる。また、経済成長期には、少数派政権の常態化や消極

的議院内閣制と結びついた「合意重視型政治」であったものが、低成長・

緊縮の時代には「多数決型政治」へと接近した。比例代表制選挙と結びつ

き政党間交渉の比重が大きいスウェーデン政治に、集権的な予算制度が導

入された結果、政党間関係が変容し、ブロック政治の強化と対決型政治の

進行という現象が生じたといえよう。
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お わ り に

　本稿では、スウェーデンの予算制度改革が政党システムに及ぼした影響

と、それが同国の民主政治においてもつ意義について、一定の見解を提示

できたと考える。

　その一方で、1980年代以降の経済・財政状況の具体的な変化や、現実の

社会経済政策の展開との関連についてはほとんど扱うことができなかった。

また、スウェーデンにおける財政制度改革と政党政治の変化にみられる傾

向について、スカンジナヴィア３国間の共通性を指摘する先行研究は挙げ

たものの（注９；Christiansen/Damgaard 2008）、その一般化可能性にま

で考察を進めることはできなかった。これらについては今後の課題とした

い。

　また、予算制度改革の結果、政府の存立に関わる予算の議決要件と、い

わゆる消極的議院内閣制における首相および内閣の信任に関わる議決要件

との間に齟齬が生じることとなった点は、2014年以降、政権危機が繰り返

されたことから、制度面での深刻な問題となっている。この点については、

今後スウェーデン国内において進むであろう議論のゆくえを注視したい。

注
1　本稿は、2025年度日本比較政治学会「1980年代以降の西ヨーロッパにおけ
る緊縮の政治学」分科会での報告ペーパーを修正・加筆したものである。同
企画を立案し、報告の機会を与えてくださった中山洋平先生（東京大学）な
らびに討論者としてコメントをくださった若松邦弘先生（東京外国語大学）、
上川龍之進先生（大阪大学）に、記して感謝申しあげる。
2　本章（２）～（４）に関わる事実経過については、拙著（渡辺 2025）第３章
～第４章で詳しく述べている。ここでの記述は、それらを短縮しながら再構
成したものである。
3　ここでの政党名の表記については、旧称も含め、スウェーデンの報道機関
等で用いられる通称を日本語に訳している。
4　厳密にいえば、1920年代には選挙後に分裂した複数の自由主義政党が議席
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を有していた時期がある他、1985年選挙ではキリスト教民主党の党首が中央
党との協力により、後者の候補者リストに載る形で議席を得たこともあった。
5　スウェーデン議会は1971年以降一院制で、全議員が比例代表制選挙により
選出されている。選挙は定期的に実施され、当初は３年おき、1994年以降は
４年おきに行われる。議会の解散は制度上可能だが、臨時選挙で選ばれた議
員は前任者の任期を引き継ぐのみで、次の選挙の時期は変わらず、一院制移
行後は議会解散の例はない。
6　その起源は社会民主党優位の特徴より古く、1920年代から1930年代にかけ
て、明確な優位政党が存在しないまま、防衛・軍縮、学校制度改革、労働争
議などをめぐる課題への対応を迫られるなかで、内部対立から分裂した自由
主義政党の一方が政権を担いつつ、社会民主主義政党、保守主義政党、農業
者政党が争点ごとに異なる組み合わせで政策を調整し、票決していくしかな
かったという経験に求められる（Hadenius 1994: 168-170）。
7　そのために６つの作業班が置かれることと、それぞれを主導する政党も決
められていた。それによると、経済や国際関係については穏健党、教育・科
学技術、社会秩序維持については国民党、労働市場・雇用、地域振興につい
ては中央党、社会福祉についてはキリスト教民主党、という分担であった。
8　スウェーデン民主党の動向や移民・難民問題との関連については別稿（渡
辺 2017，渡辺 2023）で詳しく論じているので、適宜参照されたい。
9　ただし、スウェーデン民主党は、移民の受け入れや社会統合のための費用
を高齢者ケアを中心としたネイティブの福祉向上に充てるべきだとも主張し
ており（SD 2010）、その点では福祉排外主義の傾向をもっていた。

10　彼らの議論においては、スカンジナヴィア３国の中でも、そうした変化が
最も鮮明に表れているのがスウェーデンであり、ノルウェーがそれに続き、
デンマークについても控えめながらその傾向が認められるとされていた。

11　この点については、拙著において有権者の投票行動の変化を論じた箇所
（渡辺 2025: 185-190）を参照されたい。
12　北欧政治研究者のD. アーター（David Arter）は、イギリスを念頭に置いた
与野党の攻防や討論の場としての「討議型議会（debating parliament）」に対
し、実質的な議論や政策形成が重視されるスウェーデンないし北欧のあり方
を「実務型議会（working parliament）」と呼んでいる。

13　1992年の時点で、議会議長I. トレードソン（Ingegerd Troedsson）（穏健
党）も、当時の予算過程が非効率だとし、「総額先決型」の導入が必要だとの
見解を示していた（Troedsson 1993）。
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６　第一次大戦後のダルマチアの軍事占領

（１）ダルマチアの歴史の概観

　ダルマチア地方とは、バルカン半島の一部、アドリア海東沿岸部の北は

ラブ島から南はコトル湾までの地域を指す。79の島（約500の小島）が沿

岸部に存在する。その後背地は岩だらけのディナール・アルプスで区切ら

れ、海岸との距離は北部の広い所で約50km、南部の狭い所では数kmであ

る。古代ローマ帝国の属領であったが、８世紀頃にフランク王国領となり

スラヴ人が流入・定住し、民族的な多数派を形成した。その後、クロアチ

ア王国領、ハンガリー王国内のクロアチア自治領、ヴェネツィア共和国領

を経て、ハプスブルク帝国の支配下に入った。

　このような歴史のために、ダルマチアは多言語・多民族・多文化・多宗

教（正教、カトリック、イスラム教、ユダヤ教など）が混在し、地域に

よって多数を占める民族が異なる。人々のアイデンティティはダルマチア

人、クロアチア人、セルビア人、イタリア人、ユダヤ人など多様で複合的

であった。19世紀からイタリア系を中心にダルマチア自治主義運動が盛ん

になったが、クロアチアへの統合を主張するクロアチア・ナショナリズム

運動がそれを上回る規模で隆盛し、自治主義運動と対立した。イタリア系

イタリアのユーゴスラヴィア占領
―幻想の「ムッソリーニの帝国」（２・完）

高　橋　　進*

* たかはしすすむ　龍谷大学名誉教授
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ダルマチア人の側もこれに対応する形で、イタリア・アイデンティティを

基礎にした民族的・文化的なイレデンティズムを追求した。しかし、バル

カン戦争と第一次大戦を通じてスラヴ・ナショナリズムが広がり、自治主

義運動は少数派となり、イタリア語とイタリア文化を継承する人々の権利

擁護が困難になっていった（1）。

（２）1918-20年の北ダルマチア占領

　後発で二流の帝国主義国家であるイタリアの対外膨張は、アフリカでは

ニッチな地域を除けば英仏との正面衝突なしに進出は不可能であり、チュ

ニジアをめぐる争いでフランスに屈したことが示すように、イタリアの軍

事力・経済力では英仏に対抗できないことは明らかであった。それに比し

てバルカン半島は英仏の勢力圏として確定しておらず、ハプスブルク帝国

やオスマン帝国は内部に民族主義の分離運動を抱えて不安定であった。ま

た、領土と民族をめぐって相互に対立する多数の中小国家が存在しており、

イタリアの軍事力と経済力でも介入と進出の可能性があると考えられてい

た。バルカン地域には石油、石炭、鉄、亜鉛、ボーキサイトなど重要な鉱

物資源が豊富に存在した。それゆえ、イタリアは第一次大戦への参戦の条

件としたロンドン秘密条約で、バルカン半島進出の拠点を確保することを

目的に、イストリア半島や北部ダルマチア地域のハプスブルク帝国領土の

戦勝後の割譲を英仏露に約束させたのであった。したがって、イタリアに

とってはダルマチアはパリ講和会議の核心の一つであった（2）。

　イタリア政府は、オーストリアの敗戦が明確になった1918年10月から、

ロンドン条約で割譲を約束された地域の併合を確実にするとともに、アド

リア海東沿岸地域の勢力圏化を目的に、ダルマチアの占領計画の策定を始

め、海軍に占領準備を命じた。1918年10月30日の連合国最高評議会でダル

マチア占領について連合国の同意を得ることに成功し、11月４日のオース

トリアとのヴィッラ・ジュスティ休戦協定（Armistizio di Villa Giusti）

1146



イタリアのユーゴスラヴィア占領

（龍法＇26）58–4，105（1147）

の調印を経て、ロンドン条約と休戦協定で認められた地域の占領を開始し

た（3）。

　11月４日、イタリア海軍はザーラ（ザダル）、リッサ、ラゴスタ、クル

ツォーラなどを占領した。10月31日にザーラで結成されたイタリア民族

ファッショ（Fascio nazionale italiano）代表のツィオロッティは、他のイ

タリア人のコムーネ議員とともに、ザーラ市の権力を掌握したと宣言した。

しかし、実際には10月末にザグレブで結成されたユーゴスラーヴォ民族評

議会（Consiglio nazionale Jugoslavo）の現地代表が市の行政を掌握して

いた。ツィオロッティはイタリアへの併合を求める宣言を公表したが、こ

れはユーゴ国家への一体化を求める多数派のクロアチア人住民との間で鋭

い緊張関係を引き起こした。ザグレブに設立されていたユーゴスラーヴォ

民族評議会がダルマチアの支配と主権を主張し、イタリアの占領に対して

「ザーラはユーゴ国家の一部」と抗議した（4）。

　イタリア軍は、ロンドン条約やオーストリアとの休戦条約でも規定され

ていなかったヴェリア島やアルベ（ラブ）島の占領も進めた。この背後に

は、北部ダルマチアの沿岸部の全ての島を支配し、アドリア海の支配権を

確保するという海軍の強い意志が存在していた。海軍は新生ユーゴ国家を

アドリア海の大きな脅威と考えていた。他方、陸軍のダルマチアの沿岸部

への戦略的関心は限定的で、その防衛の困難性を心配していた（5）。

　ダルマチアでは都市部を除いた周辺地域や農村部はクロアチア人が圧倒

的多数であり、現地のカトリック聖職者たちは外国軍であるイタリアの占

領に強く反対し、ユーゴへの帰属を支持した。ザーラ、セベニコ（シベニ

ク）をはじめ各地でカトリックや正教の聖職者たちがイタリア占領反対、

ユーゴ支持の運動を指導した。イタリア民族ファッショの対抗デモも行わ

れた。イタリア政府は18年11月15日に海軍のエンリコ・ミッロをダルマチ

ア総督に任命し、占領地に軍政を敷いた。1919年３月にはミッロ総督は親

ユーゴ・グループを抑え込むために、その指導者をイタリア本国に送致、
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強制収容した。19年２月にはスパラート（スプリト）に本部を置くダルマ

チア鉄道局が占領に抵抗して、イタリアが軍の輸送のために要求したスパ

ラート－セベニコ－ペルコヴィッチ－クニン間の鉄道の復旧を拒否した（6）。

　行政機能は機能不全に陥った。クロアチア人公務員は非協力的で、イタ

リア人公務員が少なく、本国に応援派遣を要請しても少人数を遅れて送っ

てくる状態であり、行政麻痺は改善されなかった。郵便、電話・電報業務

も混乱した。裁判所は、クロアチア人裁判官による総督に対する抵抗の

ロックアウトによって業務がストップした。総督は裁判所が反イタリアの

扇動の中心となっていると見なし、裁判官２人を解任、１人をグロッサ島

に流刑した（7）。

（３）占領軍の学校政策と教会政策

　ミッロは学校と教会に統治の要を置いた。小学校に関しては、反イタリ

ア活動を理由にクロアチア人教師の休職処分や行政処分を行い、彼らがダ

ルマチアを出て行くように仕向けた。その空いたポストを埋めるために、

大戦中にダルマチアからイタリアに移住した教師の帰国の促進や本国から

の教師の派遣要請、占領地の軍人の教師としての採用などを行った（8）。

　民衆支配のためのもう一つの焦点は現地の教会であった。聖職者の圧倒

的多数はスラヴ人であり、反イタリアであった。セベニコの司教座参事会

長代理のスカルパは説教でのイタリア語の使用禁止、イタリア人従軍司祭

の学校における宗教教育の禁止および市民への秘蹟授与の禁止を命令した。

これに対抗して、ミッロ総督はフランシスコ修道会の修道士たちを「無法

者」として占領地から追放した（9）。

　このような住民と占領軍との対立と衝突事件は頻発したが、占領の第一

の目的である地域の支配はともかく実現された。ダルマチアのクロアチア

人の敵意は暴力的な反乱には至らなかった。新生のユーゴ国家は講和会議

で英米仏の支持を得ることを重視し、イタリアとの対決を抑制し、外交レ
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ベルの活動に重点を置いた。1920年11月12日にイタリアとユーゴとの間で

ラパッロ条約が締結され、イストリア、ザーラとケルソ島、ルッシーノ島、

ラゴスタ島、ペラゴーザ島などのイタリアへの帰属とそれ以外の地域の

ユーゴへの帰属が決まった（10）。

　ダルマチアの人々をイタリアへの併合支持に向かわせるという占領の第

二の目的は、上述から分かるように、実現不可能な目標であった。それど

ころか、占領はクロアチア人やセルビア人の反イタリア感情を強め、イタ

リア系ダルマチア人の孤立化を招いた。占領軍は、形式上は言論と結社の

自由を認めたが、実際には厳しく監視し、「反イタリア」行動・宣伝、治

安の撹乱を理由に諸団体の事務所の閉鎖や家宅捜索、押収を繰り返す弾圧

を行なっていた。他方では、イタリアに好意的な新聞、団体、個人を支援

するとともに、民衆への懐柔策として食料や薬の配布、学校給食の実施、

衛生環境や地域経済の改善も試みた。しかし、戦後危機の中ではそれらの

試みは極めて不十分であり、民衆の懐柔効果はほとんどなく、逆に民族間

対立の激化をもたらした（11）。

（４）ラパッロ条約と軍事占領の終了

　1921年２月２日の批准書の交換後、ユーゴへの帰属地域からのイタリア

軍の撤兵が始まった。イタリア政府にとっての緊急課題は、ユーゴ政府の

支配下に入ることとなった地域に居住するイタリア人への対処であった。

セベニコやいくつかの島々は特に深刻であった。人口1.4万人のセベニコ

の都市中心地には少数のイタリア人の集団が存在していた。1921年初めに

イタリア当局が実施したセンサスでは、セベニコ郡には1,708人のイタリ

ア人がおり、うち900人はセベニコ市内に住んでいた。彼らはイタリア占

領下でミッロ総督の宣伝に感化されてイタリアへの併合を信じ、市の行政

に参加し、イタリア民族ファッショなどを通じて、クロアチア人に対する

民族主義的な対抗と攻撃を急進化させ、敵意と憎悪を作り出していた。そ

1149



論　　説

（龍法＇26）58–4，108（1150）

れゆえ、イタリア軍の撤退は彼らの間にクロアチア人による報復への恐怖

を生みだした。怯えた人々の多くはイタリア本国やトリエステ、ザーラに

移住し、新生ユーゴ国家とクロアチア人への怨みと敵意を高めた（12）。

（５）飛び地ザーラ

　ザーラにはイタリア人が多数居住していたため、ラパッロ条約でイタリ

アへの帰属が合意されたが、イタリア本土とは陸続きでなくユーゴの中の

完全な飛び地であった。ハプスブルク帝国時代は県都としてダルマチア地

域の政治的中心地で、クロアチア人やセルビア人なども居住する多民族地

域であり、オーストリア・ドイツ文化、イタリア文化、セルビア文化、ク

ロアチア文化が共存する多文化地域になっていた。1921年のセンサスでは

人口は約1.7万人でうちイタリア人が約1.2万人（約70％）、クロアチア－セ

ルビア人が約1,200人、外国人が約3,700人であった。イタリアへの帰属に

よって県都でなくなり、失業したイタリア人の国・県の公務員は新しい仕

事を求めてイタリア本国やイストリアに移住した。その代わりに、ユーゴ

領となったスパラート、セベニコ、島部など中部ダルマチア地域からイタ

リア人が流入した。他方、クロアチア人やセルビア人たちはザーラを出て、

ユーゴの他地域へ移住した。この結果、1922年３月のセンサスでは人口は

約1.1万人に減少していた（13）。

　ザーラの人々は、ザーラの生存がイタリア政府の支援だけでなく、ユー

ゴ国家及びダルマチアの他地域との良好な関係に依存することを認識して

いた。ザーラの市行政で大きな影響力を持っていた自由主義者は、地域の

生存のためにザーラを無関税地域にすることをイタリア政府に求め、政府

もこれを承認した。その結果、イタリアの主権下でもザーラとその後背地

のユーゴとの密接で協力的な関係が維持され、パスタ製造工場なども新設

された。これにより、県都という官僚の町から商業・工業中心地への転換

がある程度は成功した。1936年の調査では、ザーラの人口は約２万人に増
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加した（14）。

　政治面では1922年10月のムッソリーニ政権の成立は、ダルマチアのイタ

リア人の政治世界を大きく変化させた。ファシズムはイタリア国家と同一

視され、ダルマチアのイタリア人の政治階級全体がファシズムへの協力を

強いられた。自由主義者たちの中にはファシスト党への加入者もいたが、

1920年代はファシストと自由主義者の間で激しい対立が続いた。その後、

市政と経済に関しては自由主義的・自治主義の勢力に委ねられ、政治分野

とイデオロギーではファシストが支配するという形の分野別の共同管理が

合意された（15）。

　30年代には本国でのファシスト独裁体制の確立に伴い、ダルマチアへの

圧力が強化され、イタリア人共同体の政治的・文化的な多様性・複合性を

許容しない体制が形成された。ザーラの人々全体をファシズム化する政策

が実施され、ファシスト党への加入が強要された。それは、イタリア系

ザーラ住民とクロアチア系・セルビア系のザーラ住民との亀裂と対立を激

化させた。ユーゴ政府の側もイタリア人への政治的・経済的な圧迫を強め、

ダルマチアを出るか、イタリア国籍を放棄しユーゴ国籍を取得するかの選

択を迫った。スパラートでは、イタリア人の中でイタリア国籍者とユーゴ

国籍選択者の間での亀裂も生じた（16）。1941年４月のユーゴ侵攻、解体に

伴うダルマチア沿岸部のイタリア併合は、これらの遺産の上に実施された

のである。

７　1941年のダルマチア沿岸部の併合

（１）ウィーン会談

　前稿「イタリアのユーゴスラヴィア占領（１）」で述べたように、ユーゴ

の領土分割と占領に関しては、４月21日～22日のウィーンでのリッベント

ロップとチアーノの２回の会談で基本的な事項は決定された。その分割地
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図を地図Ａとして再掲する。ユーゴに関するドイツの従来の公式の立場は、

1939年３月にイタリア駐在ドイツ大使のマッケンセンやリッベントロップ

がヒトラーの考えを伝えており、ユーゴスラヴィア特にクロアチアはイタ

リアの勢力圏というものであった（17）。イギリスの降伏が近いと信じ、バ

ルカン諸国を三国同盟加入の拘束によって統制できると考えていた1940年

９月でも―イタリアのギリシア侵攻前―ドイツは同様にユーゴとギリ

シアをイタリアの「利益ゾーン」と認める余裕を持っていた（1940年９月

19日のムッソリーニとリッベントロップとの会談）（18）。

　ドイツとの交渉に際してのムッソリーニのチアーノに対する４月17日の

指示「イタリアの東部国境の新しい計画」は以下のとおりであった（19）。

ここから、ムッソリーニがスロヴェニアとダルマチア全域の併合、クロア

チアの属国化、モンテネグロの支配を目論んでいたことが分かる。

　「１．スロヴェニア：特別の自治体制の下でのイタリア王国への編入。

２．フィウメ：陸地及び島部国境の修正。３．ダルマチア：セーニャから

カッターロ、ダルマチア沿岸部からディナール・アルプスまでの全域の併

合。可能ならば、イタリアとクロアチアとの「人的結合」（筆者註：イタ

リア王家の縁戚者をクロアチア国王にする意味）。ダルマチアは特別の政

治体制（総督府）。４．モンテネグロ：アルバニアに併合し、自治制度。

５．海への出口：クロアチアにはフィウメ－スザク、セルビアにはラグー

サ（ドゥブロヴニク）」。

　しかし、イギリスの早期降伏が期待できず、対ソ戦の開始が迫り、英軍

との地中海・アフリカでの戦争が本格化している1941年４月の段階では、

事情が大きく変わっていた。ドイツにとってバルカン地域は軍事経済と大

戦継続に不可欠な鉱物資源及び食糧基地として極めて重要であった。また、

オーストリアからバルカンを経てギリシアに至る交通路は戦略的に重要で

あり、イタリアに配慮してクロアチアをその「勢力圏」として自由にさせ

ることはできなかった（20）。その点では、ムッソリーニやチアーノなどイ
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タリア側の認識は、大戦開始前あるいは本格的な対英戦争の開始前で止

まっていたと言える。４月22日の２回目の会談でドイツ側が提起した主要

な議題は経済問題であり、ドイツは旧ユーゴにおけるドイツの経済的な優

先権をイタリアとの間で確認する覚書を交わした。すなわち、コソボのク

ロームや銅、ブルガリア併合地域やセルビア、クロアチアの資源は「ドイ

ツが自由に使えるようにする」とした。そして「ドイツの経済的利益は、

イタリアに併合される地域において特別の配慮を受けることを確認した。

ドイツはダルマチアにおけるボーキサイト生産の開発に主に関心がある。

これらの生産は可能な限り最大限、進められる。ドイツの要求の履行は、

輸出関係において優先される」と明記されていた（21）。チアーノは正式会

談前の４月17日にリッベントロップから次のように言われていた。すなわ

ち、スロヴェニアの南部とアドリア海沿岸部をイタリアは獲得するが、そ

れ以外のユーゴ地域は「われわれの相互の利益」に適うように処理される

であろうと。ドイツの言う独伊の「相互の利益」の考えが、イタリアの

「生存圏」概念と適合しないことは明らかであった（22）。

　繰り返しになるが、このウィーン会議で確定したことを再確認しておこ

う。クロアチア・スラヴォニア・ボスニア・ヘルツェゴヴィナにまたがる

大クロアチア独立国家の創設、クロアチア領土を斜め南北に貫く独伊の勢

力境界線の設定、イタリア占領地域を含むクロアチアの鉱山・天然資源・

重要産業、鉄道・道路の交通網のドイツによる経営と管理、スロヴェニア

の独・伊での分割、マケドニアの大部分のブルガリアへの併合、コソボを

含むユーゴの一部のアルバニアへの併合、モンテネグロのイタリアによる

統治、セルビアの独による占領などであった。また、２回目の会談ではイ

タリアがギリシアに関して前日に提出した要求を―イオニア諸島のイタリ

アへの併合を含む―リッベントロップは基本的にすべて認めた（23）。

　チアーノはダルマチア全域のイタリアへの併合についてドイツの支持を

要求したが、リッベントロップは「それは排他的にイタリアの利益に関す
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ることと認めているので、ドイツはなんら異論を提起しない」「イタリア

とクロアチアで直接解決されるべきこと」として、両国の協議に任せる立

場を取った。また、彼は、「ヒトラーは、ドイツはクロアチアに政治的に

関心はないので、イタリア王国とクロアチアとの人的結合に関しても異論

はない」と39年の約束を守るかのように装った。彼はチアーノの全ダルマ

チアの併合要求に対して、２回目の会談でダルマチアには圧倒的にクロア

チア人が多いことを指摘し、民族原理に照らしての疑問を提起した。これ

に対して、チアーノは「われわれはエスニックの原理に基づいてダルマチ

アを要求しているのではない。生存圏原理に基づいて要求している。すべ

てのイタリア人の心にダルマチアを愛する歴史的・政治的・文化的な理由

が存在する」と生存園原理を言いつつも、文化的・歴史的な理由を強調し

て反論した（24）。

　４月23日にリッベントロップは当初のドイツ軍の即時撤兵の方針を変更

し、交通網と治安維持、経済利益の保持のために、クロアチアのドイツ占

領地域におけるドイツ軍の駐留継続を表明した（25）。

（２）ダルマチア併合交渉

　４月25日からリュブリャナでチアーノとパヴェリッチの間でダルマチア

領土の交渉が始まったが、難航した。パヴェリッチは、全ダルマチアの併

合というイタリアの要求を受け入れると自分は政府から追われると主張し

てこれを拒否し、併合をロンドン条約の地域に限定する対案を提示した。

そこには、都市地域であるスパラート、ラグーサ、その関連する島々も含

まれていなかった。パヴェリッチの仲間はもっとラジカルで、「ダルマチ

アでは石（筆者註：モニュメント）だけがイタリア性である」と主張し、

イタリアの要求の正当性を否定した。パヴェリッチは国王の「人的結合」

と政治的条約には同意した（26）。

　ムッソリーニはこの報告を聞いた４月26日には考えを変え、スパラート
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問題を除いてパヴェリチの提案を受け入れるとチアーノに伝えた。その理

由は、チアーノによれば、イタリアに敵意を持つ多くのクロアチア人が住

む土地を少し多く獲得するよりも、クロアチアをイタリアの政治的な勢力

圏（orbita politica）に引き入れる方が有益であると考えたからであっ

た（27）。つまり、イタリアは自国が持つ「バルカンにおけるゲームの唯一

の駒」（28）であるパヴェリッチがイタリアから離れてドイツ側に寄ってい

くことを恐れて、要求を引き下げる用意をしていたのであった。その後、

イタリアのザグレブ駐在全権公使のカセルターノとパヴェリッチとの交渉

を通じて、ムッソリーニが固執していたスパラートの併合を除いてほぼ合

意が形成された（29）。

　合意内容の最終決定のために、５月７日にムッソリーニらイタリア首脳

とパヴェリッチはイタリアの東北部のモンファルコーネで会談した。ムッ

ソリーニは、ともかく「戦利品を獲た」ので「妥協の平和」に進むつもり

であった。ムッソリーニはこの会議の場で突然、イタリアとの関税同盟の

締結やクロアチアの全沿岸部を要求しないこと、スパラートの最終的な地

位は将来の交渉に委ねることを主張した。カセルターノやチアーノは通

貨・関税同盟はクロアチアの実質的な保護国化の鍵であり、ドイツの経済

的浸透を阻止する唯一の手段と考えていたので、ムッソリーニの急な方針

変更に驚いた。パヴェリッチは逆にスパラートの民政権限をクロアチアに

残すのであればイタリアへの併合を認める提案をし、両国は基本的な合意

に達した（30）。

（３）５月18日のローマ条約

　1941年５月18日、パヴェリッチがローマを訪れ、イタリアとクロアチア

はダルマチアの国境に関する条約に調印した。スパラートの最終的な地位

は未決定のまま、併合地域に入れられた。併合領土はロンドン条約で認め

られた地域（ダルマチア全体の約1/3）と比べてさほど差はなかった。イ
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タリアの併合地域は地図AのゾーンⅠ（黒い部分）であるが、いびつな形

である。北部の併合地のリュブリャナと陸続きでなく、内陸部に食い込ん

でいるのは中部ダルマチアのザーラとセベニコ市の周辺だけであり、南端

のカッターロ（コトル）を除けば、他は北から南までの沿岸の島々である。

政治的・経済的には明らかに不合理な併合地の形である。その理由は、イ

タリアがアドリア海東沿岸の支配とクロアチアに重要な港を与えないこと

を最優先したからである。同日に、アドリア海沿岸部の軍事問題に関する

条約と両国間の安全保障・協力に関する条約も締結された。軍事問題に関

する条約によって、スロヴェニアからモンテネグロまでのクロアチア領土

のアドリア海全沿岸部（海岸から約80kmまで）をイタリア軍の占領地域

でクロアチアが軍を展開できない「非武装地帯」ゾーンⅡとした。クロア

チアは、文民の行政官だけがそこで民政業務に関して権限を行使できると

された。ゾーンⅡから伊独の境界線までの地域をゾーンⅢとし、この地域

ではクロアチアは、イタリアが了解する限りでの軍の配置と軍事行動が認

められた。クロアチアは艦隊保有を禁止され、警察と税関業務以外でのク

ロアチア海軍のアドリア海での活動が禁止された。また、イタリア軍がク

ロアチア通過のために鉄道と道路を使用することを認めた。イタリア軍は

ゾーンⅡ及びゾーンⅢから漸進的に撤退し、占領軍としての特権を持たず、

「友好国に駐留する外国軍」であり、クロアチアの内政に関与しないこと

とされた。条約の発効に伴ってイタリア軍は撤退を始めたが、各所に守備

隊は残した（31）。

　安全保障・協力条約は、イタリアによるクロアチアの政治的独立と領土

の不可侵の保障、クロアチアはこの条約の精神に反する国際条約を締結し

ないこと、クロアチア軍の発展に関してイタリアに依拠すること、経済発

展の研究委員会の設置などを定めた。これは、通貨・関税同盟の棚上げを

意味し、イタリアにとって致命的な失敗であった（32）。

　これらの条約の内容と合わせて、クロアチア政府の首班（ポグラーヴニ
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ク）にイタリアが支援してきたパヴェリチが就任し、権勢をふるっている

ことから、イタリアがクロアチアを自国の勢力圏、「保護国」とすること

に成功したかに見える。ムッソリーニは参戦１周年を記念する1941年６月

10日のファッシ協同体議会における演説で、ローマ条約を「イタリアの参

戦の最初の具体的な成果の一つ」として示し、「もっぱら反イタリア的な

役割のためにヴェルサイユで人為的に作られたモザイク国家であるユーゴ

の解体とクロアチアの誕生によって、イタリアはバルカン地域でのヘゲモ

ニーの確保が可能になった」と参戦の成果を誇った（33）。

　だが実態は、クロアチアはドイツ軍によって作られ維持されている国家

であり、ザグレブにはドイツ軍だけが駐留し軍事的にも経済的にもドイツ

の支配下にあり、バルカン全体がドイツの勢力圏となっていた。５月16日

にドイツはクロアチアと秘密議定書を、６月１日に経済協定を結び、ボー

Map 4. The Independent State of Croatia, 1941-1945. Tomasevich. p. 236

地図Ａ　ユーゴ分割地図
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キサイト、銅その他の鉱物、木材などクロアチアの経済的資源をドイツに

優先的に引き渡すことを取り決めた。６月20日にはドイツ軍の駐留継続協

定を結んだ。ダルマチア併合へのクロアチアの民衆やパヴェリチらウスタ

シャ政権幹部の反イタリア感情に基づくイタリアとクロアチアの対立をド

イツが利用することで、政治的にもクロアチアはドイツを頼るようになっ

ていた（34）。口ではリッベントロップはクロアチアがイタリアの勢力圏

（sfera italiana）であることを、独・クロアチアの貿易協定締結後の６月

２日のブレンナーでのチアーノとの会談でも繰り返したが（35）、実際には

ドイツの勢力圏であることは誰の目にも明らかであった。

８　ダルマチア支配

（１）初代総督バスティアニーニ

　ローマ条約の調印と同日にイタリア政府はダルマチアと近隣の島々を併

合する勅令を公布し、ダルマチア総督府を設置した。イタリアが併合した

ダルマチアの面積は約5,200㎢（愛知県の面積とほぼ同じ）、ダルマチア地

方全体の34％で、1941年の人口は約39万人であった（1931年の国勢調査で

は、クロアチア人約28万人、セルビア人約９万人、イタリア人約５千人）。

ダルマチア総督府の首都はザーラとされ、ザーラ、スパラート、カッター

ロの３県が置かれた。ザーラ県の人口が最大で約21万人であった。総督は

ムッソリーニの直接の命令下に置かれ、民政、政府機能、地方行政に関わ

る中央政府の権限を与えられ、立法、司法の権限も持っていた。リビアな

どのアフリカ植民地の総督とは異なり、軍の指揮権は持たなかった（36）。

　初代の総督は、古参ファシストでウルビーノのファシスト行動隊長から

のし上がり、外務省の「ファシズム化」によって外務官僚になったジュ

ゼッペ・バスティアニーニであった。
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（２）ダルマチアの「イタリア化」

　「イタリア化」とは、イタリア政府が新規の併合地においてイタリア文

化、イタリア語、イタリア・アイデンティティの受容を住民に強要し、彼

らの同化と統合をめざして実施した政策である。第一次大戦後に併合した

南チロル、イストリア地方でファシズム政権以前から実施され、ファシズ

ム体制下でいっそう強権的に実施された。ダルマチアでのイタリア化は４

つの連関した次元を含んでいた。第一は、定住権者（pertinente、オース

トリア法でいうHeimatrecht）の審査を通じての地域の民族・人種構成の

把握。第二は、ナショナル・アイデンティティの剥奪（snazionalizzazio-

ne）とこれに反抗する現地人の強制収容、移送、追放。第三は、現地人

のファシズム化。これは特に若い世代に向けた活動であり、国家とファシ

スト党のすべての機関の全体主義的な介入を通じて実施された。第四は、

イタリア人の入植、植民地化である（37）。以下、それぞれについて検討し

ていく。

　バスティアニーニはイタリア化（italianizzazione）とファシズム化（fa-

scistizzazione）を徹底的かつ強権的に実行しようとした。まず、ヴェネ

ツィア・ジュリアやイストリアを上回る規模で「行政のエスニックな粛

正」をおこなった。ユーゴ人公務員の50％以上を解雇し、ダルマチアから

追放した。しかし、解雇されたユーゴ人公務員の穴を埋めるイタリア人公

務員が本国から送られず、行政は麻痺した。ダルマチアとスロヴェニアで

1942年２月時点の約千人の空きポストに対して、本国の各省から送られて

きた人数は合計でも20人に達しなかった。その結果、ダルマチアの「定住

権」を持たないユーゴ人や解雇された旧ユーゴの公務員を再雇用しなけれ

ばならなかった。こうして、行政の「イタリア化」は実現せず、ユーゴ人

の「政治的に信頼できる行政幹部」は存在しなかった。公務員や教師が職

を継続するためにはイタリア語の使用が必要であり、行政やビジネス、電

信、ラジオでイタリア語が強制された。エスニックな粛正は専門職分野に
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も及んだ。ダルマチアの定住権を持たない公証人、医師、獣医、薬剤師、

芸術家、貿易業者はダルマチアのそれぞれの職業名簿から削除され、仕事

ができなくなった（38）。

　41年11月21日に人々の姓と市・町の地名、通りや広場の名称のイタリア

語化が実施された。様々な標識をクロアチア語からイタリア語に変更し、

クロアチアの国旗を禁止した。クロアチア語だけでの新聞・雑誌を禁止し、

総督府と軍の厳重な検閲と管理下でクロアチア語とイタリア語の二言語で

のみ発行を認めた。また新聞名をイタリア語に変えさせた。

　イタリアへの敵意の培養の温床であったカトリック教会を抑え込むため

に、教会システムに介入した。「著しく反イタリア的な」ダルマチアの主

教地区を廃して、ザグレブの監督下に置いた。シンボルのイタリア化を強

制した。洗礼、結婚、死の儀式においてイタリア語の使用を義務化し、儀

式の最後にイタリア国王への祝福を強制した（39）。

（３）学校の「イタリア化」

　バスティアニーニがイタリア化の主要な手段として重視したのは学校制

度であり、これに青年のイタリア化という戦略的任務を付与した。小学校

の最初の２年間の教育はイタリア語だけで教え（場合によっては３年間）、

すべての学校で週６時間のイタリア語の授業が義務化された。歴史と地理

の授業内容はイタリア本国の教育内容と同じものに変えられ、セルボ－ク

ロアチア語の教科書はすべて排除された。教員集団にはエスニックな粛正

が行われた。解雇された数百人の教員に代わってバイリンガルのイタリア

人教師が採用されるはずであったが、そのような教師は存在せず、本国か

ら来た教師はイタリア語しか知らなかった。その結果、定住権のないクロ

アチア人教師や「政治的に信頼できない」教師、「望ましい国籍要件を欠

く」ユーゴの元教師に頼らざるをえなかった（40）。

　バスティアニーニは、本国からの教師が民衆との持続的な接触と熱情を
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通じてイタリア文化と教育方式の優越性を認識させ、イタリア文化の浸透

と融合を実現する使徒の役割を果たすことを企図したが、もくろみ倒れに

終わった。まず第一に、前提となるダルマチアの治安の「正常化」が実現

されなかった。主要な都市部の学校は機能したが、治安の悪化によって島

部や農村部ではすぐに危機に陥った。第二に、教員の多数を占めるユーゴ

人教員は学校教育のイタリア化に反対であり、イタリア人の校長による学

校運営は困難に直面した。本国から来たイタリア人教師の大多数はファシ

ズム体制の思想に動機づけられたのではなく、職歴の動機からであった。

彼らは生徒や教師に対して権威主義的に行動し、イタリアへの敵意を増幅

した。都市中心部の学校はレジスタンス運動の沃土となり、警察当局の弾

圧が向けられる場所であった。警察の手入れやファシストによる暴行・殺

害のために、日々教室の学生が減少していった（41）。

　このような状況下の42年４月12日に、バスティアニーニはザーラで次の

ように演説し、イタリア化を受け入れるか、ダルマチアを出国するかを

迫った。

　「われわれは数千年の文化がわれわれに与えてきたものを注入する。

ヴェルギリウス、ホラティウス、ダンテの泉でその精神を受け入れること

を望まない者、ヴォルタ、ペトラルカ、ダヌンツィオ、ミケランジェロ、

ラファエロ、聖フランチェスコ、聖ベネディクトが与える共同体の一部に

なることを屈辱と感じる者は、出ていく必要がある。ここにローマのルー

ル、言語、科学、モラル、サンマルコのライオン（筆者註：ヴェネツィア

のこと）が復活し、武装したのである」（42）。

（４）ダルマチア経済の「イタリア化」

　イタリア化のもう一つの手段は経済であった。41年６月にイタリア・リ

ラを唯一の法的通貨と定め、ユーゴ通貨ディナールのリラへの交換を実施

した。11月27日には全ての預金・貸付機関をザーラのイタリア銀行を通じ
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て政府の支配下に置いた。ダルマチアの保険会社は廃止され、イタリアの

３つの保険会社に吸収された。領土併合に不満なクロアチア政府がダルマ

チアに対して事実上の経済封鎖を行ったために、ダルマチアには食料をは

じめ生活と経済活動に必要な物資が入らず、イタリア本国から輸入しなけ

ればならなかった（43）。

　ムッソリーニ自身もいびつな形で問題を抱えた併合地の形態を承認して

おきながら、イタリア領ダルマチアが単独では経済的にやっていけないこ

とを理解していた。彼は、41年５月に元ダルマチア高等弁務官のバルト

ルッチに「一体でしか生きていけない身体が二つに分断された」と嘆いて

いた。IRI（イタリア産業復興公社）総裁のメニケッリは、41年５月17日

のダルマチアの訪問調査とパヴェリッチとの会談のムッソリーニへの報告

書で、「国境線が引かれたことによって、ダルマチアの経済的な一体性が

二つに分断された」と述べていた（44）。フィウメからスパラートへの鉄道

線の寸断、スパラートのセメント工業に必要な原材料と水力発電所、モス

タルの石炭はクロアチア側に残されたままであった。

　ユーゴ崩壊と占領の混乱にこのような困難が加わり、ダルマチアは物価

の高騰と大規模な失業に見舞われた。総督はこれに対処するために、大規

模な公共事業を計画した。イタリア政府はダルマチア、リュブリャナ、

フィウメの深刻な状況を認め、1941年９月にこれらの地域を対象に３年間

で総額５億リラの公共事業予算を決定した。しかし、実施はごく一部で

あった。公共事業には干拓計画も含まれていたが、その目的はイタリア人

の移住者とその家族のための入植地を作ることであった。これと平行して、

農地改革の継承と称した土地所有権の審査を通じて、クロアチア人の土地

を奪った。アドリア海特別土地公社がイタリアに協力的な定住権のあるク

ロアチア人に融資するとともに、クロアチア人の土地を没収し、イタリア

人の退役兵士にその土地を分配した（45）。
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（５）市民権、定住権（pertinenza）

　ところで、リュブリャナ、ダルマチア、サンマリーノ、メントーネ、マ

ルタ、コルシカ、ニースなどイタリアに併合された地域に居住する人々の

市民権や国籍はどのようになったのか。併合後のダルマチアに住むイタリ

ア国籍ではない人々は、「王国生まれではないイタリア人」とされた。す

なわち、「エスニック的にはイタリア人であるが、政治的には王国の一部

ではなかった地域の出身者」として、市民権の取得、婚姻、公務員の職、

兵役で一定の配慮がなされたが、権利を大きく制限された。彼らにはイタ

リア市民権取得の権利が自動的には付与されなかった。併合３県には、市

民権とは異なる定住権（pertinenza）の原理が導入された。バスティア

ニーニはこれに関して、ダルマチアとリュブリャナで従来施行されていた

法制度を継承した出生地主義と血統主義の結合した定住権の法案を準備し

た。その目的はイタリア帝国の「領域」に住む外国籍の人々の中から選抜

した者に、「帝国のエトニー」としての権利を認めることであった。定住

権の審査を通じて、人々がファシズムに好意的か敵対的かを調べる狙いも

あった。定住権取得者は一種の「臨時市民権」―イタリアのエーゲ海属領

地におけるその地域生まれの者（autoctoni）の「小さな市民権」（piccola 

cittadinanza）と類似―を得ることができる構想であった。

　内務省は、一律扱いのシンプルさとイタリア人増加の実績づくりに役立

つとして、ダルマチア居住者に集団的な市民権付与を検討していたが、バ

スティアニーニはこれに反対であった。その理由はヴェネツィア・ジュリ

アのファシスト政治家と同じで、「イタリアのパスポートを持つスラヴ

人」の大量流入を恐れたからであった（彼らはこれを侵略と言った）。そ

の結果、定住権取得者は極めて限定され、1942年３月時点でダルマチア居

住者335人、リュブリャナ居住者1,028人、合計1,363人であった（46）。

　このように併合地ではイタリア人だけが完全な市民権を有し、その次の

ランクに定住権を承認された他民族が存在し、圧倒的多数の現地人は市民
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的な権利を保障されない隷属民扱いという人種のヒエラルヒーが作られて

いた。クロアチア人、セルビア人やスロヴェニア人は二級市民に位置づけ

られていたのである。

（６）ファシズム化

　併合後、本国のファシスト体制の構造が直ちにダルマチアに移植された。

バスティアニーニが本国から連れてきたファシストたちがダルマチアの行

政やファシスト組織、諸団体を支配し、ダルマチア在住のイタリア人を軽

蔑し、すべてを自分たちで仕切った。まず、ファシスト行動隊が流入し、

ファッショの家が各地に開設された。リットリオ・イタリア青年団は、現

地の青年の獲得のための戦略的手段として重視された。女性ファッショ、

ドーポ・ラヴォーロなど福祉分野の組織も活動した。農業協同組合、医師

をはじめとする職業団体のファシスト政治書記が本国から送られてきて、

業界団体を支配した。総督は加入者には一定の利益と特権を付与した。し

かし、現在までの研究ではファシスト諸組織の加入者数は不明であるが、

全体として成果は少なかったと言われている（47）。

９　レジスタンスの展開と弾圧

　イタリア政府と軍は「占領者」「征服者」として、スラブ人を劣等民族、

遅れた文明の民族として蔑視し、二級市民の地位に落とし、クロアチア人

やセルビア人の諸団体を解散し、イタリア文化・イタリア語を強制した。

これは人々の誇りを傷つけ、反イタリア感情を増大させた。イタリア政府

及びダルマチア総督府の政策の失敗、クロアチア政府による経済封鎖と経

済的な分断により、ダルマチア社会は困窮と混乱に陥った。その結果、イ

タリア併合・統治への不満が高まった。これにクロアチア独立国とウスタ

シャによるセルビア人やユダヤ人、ロマの迫害と虐殺、セルビア人による
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報復・攻撃とパルチザンの活動が加わり、ダルマチア内外で危機が深まっ

ていった。41年４月末から８月半ばまでクロアチアの各地でウスタシャに

よる大虐殺が起こった。それはドイツ軍当局でさえ衝撃を受けるほど残虐

で大規模であった。現地のイタリア軍の司令官たちは、５月に締結された

ローマ条約でクロアチアの内政に干渉することが禁止されていたが、イタ

リア占領地域でも展開されたウスタシャによる行動は、混乱を引き起こし

治安を悪化させるとして、クロアチア政府に強く抗議した。しかし、虐殺

と暴力はやむことはなかった（48））。

　７月13日にモンテネグロ、７月22日にスロヴェニアでイタリア占領軍に

対する武装反乱が発生した。セルビアでも元ユーゴ軍将校を中心とした

チェトニクによる反ドイツの蜂起が起こった。様々な要素が混じり合って

反乱は急速に他の地域に広がった。このようなユーゴ全体の状況はダルマ

チアに大きな影響を与えた。クロアチア人とセルビア人相互の襲撃、反イ

タリアのストライキ、パルチザンの破壊活動によって公共秩序は混乱し、

市民の安全や日常生活が破壊された。人員不足の警察力では抑えきれない

状況であった（49）。

　バスティアニーニが日々対処する課題はもはやイタリア化やファシズム

化ではなく、反抗の抑圧と治安の維持であった。41年８月には、共産党や

反乱組織のメンバー、職場放棄、市民的不服従などに対して死刑を科す政

令を公布した。イタリア兵への攻撃に対しては、人質の処刑による報復を

正当化した。工場の操業を維持するため、服従しない労働者を解雇、投獄

した。夜間外出禁止令が課され、ファシスト行動隊が巡回した。治安力の

強化のために、独自に行動隊と２つのファシストＭ部隊を編成した。総督

は、41年10月にこのような政策を指して、「私は口先の約束によってでは

なく、ローマとわれわれのファシスト国家の、文明化を推進する政治的・

社会的政策の現実によってこの民族を従わせるであろう」とうそぶいてい

た（50）。
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　ダルマチアの安全が脅かされているという理由で、イタリア軍は41年９

月７日にゾーンⅡとゾーンⅢを再占領し、民政と軍事を支配した。ムッソ

リーニは、42年１月19日にはスロヴェニアとクロアチアだけでなく、ダル

マチアも軍事的な「作戦区域」と規定した。その結果、ダルマチア総督府

の治安部隊は軍の支配下に入った。この措置は、ダルマチアを管轄する第

18軍司令官アルメッリーニ将軍とバスティアニーニ総督との権限争いに火

をつけ、両者の間の緊張が高まった。対立の根本的な原因はリュブリャナ

県での軍司令官と高等弁務官との間の対立と同じであり、治安維持に責任

と権限を有するのは誰か、軍事作戦が優先か行政・治安維持が優先かの対

立であり、通常の警察力でレジスタンスの活動を抑圧できないとき、どち

らが統制権を持つのかの問題であった（51）。

　42年５月26日の真昼間に、ザーラ県知事オラーツィがパルチザンによっ

て殺害された。総督は直ちに容赦ない報復を命じた。約350人の黒シャツ

隊がM部隊とともに村々を襲撃し、「共産主義者」らを銃殺した。パルチ

ザンの家族を人質にし、人々の移動の制限、反徒の疑いのある人々が住む

地域への食糧供給の停止、すべてのパルチザン支持者の銃殺を命じた。黒

シャツ隊がスパラートのシナゴーグを略奪し、ファシストのテロは近隣地

域にまで広がった。「共産主義者」とその家族が約700人逮捕され、メラダ

の強制収容所に送られた。バスティアニーニは７月初旬のムッソリーニへ

の報告で、自らが指揮したこのような懲罰遠征を「消毒」と称し、その成

果を自慢した（52）。

　42年の秋にはダルマチアでのパルチザンの活動はいっそう活発になった。

輸送車の襲撃、交通の遮断、水道の破壊、孤立した兵士の待ち伏せ攻撃な

どが頻発した。占領者への抵抗を呼びかけるパルチザンの報復を恐れて、

労働者は出勤せず家に留まり、経済は麻痺した。総督は旧ユーゴの官吏の

最後の残りを一掃したが、それにより地方行政は機能を停止した。総督は

連合軍のダルマチア海岸への上陸を心配し、ムッソリーニに軍の増派を要
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求したが、カヴァレッロ参謀総長は10月に間に合わせ的に若干の増派をし

ただけであった。ダルマチアの人々は、イタリア支配からのダルマチアの

解放というチトーの主張に引きつけられていった（53）。

10　対パルチザン戦争

（１）ゾーンⅡ、Ⅲの再占領と対パルチザン戦争

　上述のように、イタリアは41年９月にゾーンⅡとゾーンⅢを再占領した。

その意図は反乱の広がりへの対処以上に、クロアチアにおけるイタリアの

勢力圏の実質化であった。クロアチアに対するドイツの経済的・軍事的・

政治的な支配が進む中でも、ムッソリーニ、政権幹部と軍部はクロアチア

の支配と資源の獲得を諦めていなかった。1940年秋のギリシアと北アフリ

カでの深刻な軍事的敗北によって、イタリアは枢軸のジュニア・パート

ナーに転落した。しかし、ユーゴ占領はファシスト帝国の建設を希求する

者たちに、バルカンの戦場で自立的な軍事行動を行うことによる「並行戦

争」戦略の再生と帝国実現の希望を与えた。イタリア本国と陸続きで経済

的資源の豊富なバルカン地域、特にクロアチアは、ファシスト・イタリア

にとって残された唯一の帝国実現の手段であった。

　41年12月にドイツのローマ駐在武官リンテレンがムッソリーニに、クロ

アチアからドイツ軍が撤退し、それに代わってイタリアがクロアチア全域

を占領し、秩序を維持するというドイツ軍最高司令部の要望を伝えた。そ

れは、セルビアで活発化しているパルチザンの鎮圧のため、クロアチア駐

留のドイツ軍をセルビアに移動させるためであった。イタリア側は12月18

日のムッソリーニとチアーノ外相、軍上層部の会合で、これを「イタリア

がクロアチアで軍事的・政治的・経済的に主人となることができるチャン

ス」と考え、積極的に受け入れる方向で合意した。しかし、結局、ドイツ

はこの提案を撤回し、クロアチア駐留を続けることにした。その理由は、
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イタリアによる全面占領がドイツの利益を侵害する恐れ、イタリアの「生

存圏」の暗黙の承認を意味する恐れ、イタリア軍の治安能力への不信で

あった（54）。

　ロアッタ将軍は、第２軍司令官に就任する直前の42年１月19日にユーゴ

駐留軍の視察旅行を行い、イタリアのユーゴ占領の問題点に気づいた。そ

れは、スロヴェニアとダルマチアでのイタリア民政当局と第２軍司令官た

ちの絶え間ない反目、ゾーンⅡとゾーンⅢでの様々なエスニック集団と宗

教集団の統一的な扱いの困難による混乱、ウスタシャとクロアチア国家当

局による第２軍の活動の妨害などであった（55）。

　軍事面では山岳地帯の砦に籠もるイタリア軍守備隊はパルチザン勢力に

包囲され行動がままならず、他方、チトーのパルチザンは東ボスニアを自

由に動き回り、軍の攻撃は大きな成果を挙げていなかった。現地の枢軸側

には英米のような合同参謀部は存在せず、伊独軍の連携のないバラバラの

攻撃からパルチザンは容易に逃れることができた。彼らはクロアチア国家、

セルビア政府、イタリア占領地、ドイツ占領地の境界に関係なく行動した。

伊独の相互不信は、ウスタシャとチェトニク相互に死闘を行う余地を与え

ていた（56）。

　ロアッタはこのような状態を克服するために、まず第一に、文民政府の

治安部隊も第２軍の指揮下におき、指揮権を統一した。第二に、薄く過剰

に広がった軍の分散配置を変更し、周辺部の要塞を閉鎖し、戦略的な拠点

と重要な要塞の強化、重要都市の防衛、枢要な鉄道路線と交通路の防衛に

重点化した。そして、ユーゴでのパルチザンとの戦いを通常の正規軍との

戦争ではなく「ゲリラ戦」と規定し、その戦い方を整理し、各部隊の指揮

官に指示した。また、兵士の戦闘精神の強化、敵への憎悪、征服民族とし

ての自信の育成に努めた。そのような複合的な意図を持って各部隊の司令

官に対して出されたのが、前稿で述べた42年３月１日の３C指令であった。

そして、これを補充する形で新しい条項を追加した指令700号が同年４月
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７日に出された（57）。

　また、ゲリラ戦を闘う上で有効な敵の分裂、敵の内部と現地の事情を熟

知したイタリア軍の手先の形成、イタリア軍の損失の削減のためにチェト

ニクに積極的に接近・交渉し、イタリア軍の補助部隊として利用した（58）。

（２）伊独の連携によるパルチザン鎮圧作戦―トリオ作戦Ⅰ、Ⅱ

　ロアッタはドイツと連携した対パルチザン戦争にも取り組んだ。以下で

はそのいくつかの重要な作戦を簡単に見ておこう。最初が42年３月に行わ

れた伊・独・クロアチアの３者共同作戦（Trio）である。ドイツ軍が提起

したこの作戦の目的は、アフリカのロンメル将軍の部隊に物資を供給する

ために、スロヴェニアのマリボルからザグレブ、ベオグラード、サロニカ

の交通路を確保することであった。そのために、伊独クロアチア軍が連携

して、東ボスニアのすべての抵抗運動を粉砕する計画であった。しかし、

イタリア側は、ドイツの裏の狙いはイタリア軍を東ボスニアから遠ざける

だけでなく、伊独の境界線内にドイツ軍がとどまることによってイタリア

の勢力圏を浸食することであると考えた。イタリアは逆に東ボスニアの支

配を狙い、クロアチアは東ボスニアをドイツに支配から取り戻すことを

狙っていた。

　また、ドイツは、その後のイタリアとドイツの対立の焦点となるチェト

ニク問題を持ち出した。各地のチェトニクはそれぞれ独自の指導者が組織

し、伊独占領軍に対する方針も異なっていたが、カリスマ的指導者である

ミハイロヴィッチはロンドンの亡命政権側すなわち連合軍側であるので、

ドイツはチェトニクを枢軸の敵と見なしていた。しかし、イタリア軍は兵

員不足のカバー、敵の分裂・利用・支配の原理に基づく合理的な方式と考

え、チェトニクを補助部隊として育成・使用し続けるつもりであった。そ

れぞれの思惑がありながらも、４月下旬にはトリオ作戦が開始された。パ

ルチザンを追いつめ一定の成果を上げたが、途中で作戦を変更した結果、
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パルチザンは挟撃から逃れることができた（59）。

　３者の間でこのような対立と思惑のズレがあったが、パルチザンの勢力

拡大を抑えるためにTrioⅡ作戦が５月７日に開始された。この作戦の目的

は東ボスニアのフォチャなどにあるパルチザンの拠点への攻撃によって、

北アフリカに物資を輸送する重要交通路の安全を確保することであり、一

定の成果があった。イタリア軍はこの戦いでチェトニクの望外の支援を受

け、彼らをいっそう重視するようになった。イタリア軍はドイツ軍よりも

多い兵力を投入し、被害もドイツ軍に比べて大きかった（60）。

（３）ヴァイス（白、Weiss）作戦

　1943年１月に伊・独・クロアチアの連携で大規模なヴァイス作戦が実施

された。1943年１月はスターリングラードの大敗北、北アフリカのトリポ

リ陥落など戦局の大きな転換期であった。ユーゴではパルチザンの活動が

活発化し、パルチザン国家を樹立し、ウィーン・ベオグラード・サロニカ

を連結し、アドリア海沿岸のスパラートやフィウメ、トリエステに至る北

アフリカとドイツへの物資の動脈路が脅かされていた。ドイツはその防衛

のためにパルチザンとチェトニクの両方に打撃を与え、反乱軍を徹底的に

鎮圧する作戦を計画したが、この作戦はイタリアの勢力境界線内である西

ボスニアを戦場に設定していた。イタリア軍の大きな関心はパルチザンの

打倒とともに、ゾーンⅡ、Ⅲ、特にヘルツェゴヴィナからドイツ軍を作戦

終了後に早々に追い出すことであった。ドイツはイタリアによるチェトニ

クの利用を危険と考えていたが、実際にはグライゼ将軍をはじめドイツ軍

の一部は、チトーのパルチザンとの闘いに利用するために、チェトニクに

武器や弾薬を提供していた（61）。

　43年１月20日にドイツ軍５個師団、イタリア軍３個師団、第369クロア

チア師団、６千人のチェトニク部隊など合計約6.5万人の兵力で２万人の

パルチザンに襲いかかった。伊独軍の連携はうまくいかなかったが、この
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作戦によってパルチザンは拠点から追われ、山岳地帯へ逃げることとなっ

た。

　43年２月に第２軍の約半数は連合軍のイタリア上陸に備えて本国防衛の

ためにイタリア本土に送られつつあり、第２軍は弱体化していた。ヒト

ラーは43年２月16日付けのムッソリーニへの手紙で、チェトニクの武装解

除をあくまで要求した。そこでは、「もし、明日、[連合軍の]上陸が行わ

れたら、バルカンの至る所で共産主義者、ミハイロヴィッチの支持者、他

のすべての非正規軍が一致して一つの行動を行うであろう。それは、敵の

上陸を支援して、ドイツ軍とイタリア軍を直ちに攻撃することである」。

「バルカンでの英米による急襲を避けるために、共産主義者とチェトニク

を武装解除し、全地域を制圧しなければならない。さもなければ、英米の

侵攻時に反乱が勃発し、ギリシアへのすべての交通路が遮断されるであろ

う。ドイツの師団はその地域で反乱軍と闘わなければならず、イタリア軍

は単独ではペロポネソスやアドリア海への侵攻をくい止めることはできな

いであろう」と主張していた（62）。

　このように伊独の亀裂が増大している中で、２月15日に終了したヴァイ

ス作戦Ⅰに引き続いて、ドイツ軍はヴァイス作戦Ⅱを２月20日に開始した。

イタリア軍の分担は、パルチザンのネレトヴァ川を横断しての逃走を阻止

するために、彼らを南側から封鎖する任務であった。チェトニク部隊の指

導者たちの間では、ヴァイス作戦Ⅰでイタリア軍の指揮下に入れられたこ

とについて不満と内部対立が続いていた。ドイツ軍はモスタル周辺でチェ

トニクとパルチザンの二つの獲物を分断し、伊独別々の標的を作った。

チェトニクの壊滅を狙うドイツ軍の攻撃によりチェトニクは混乱に陥り、

パルチザンは逃走に成功した。

　ヴァイスⅡ作戦は軍事的に失敗であっただけでなく、イタリア第２軍の

撤退計画を破綻させた。本国の防衛のための武器と部隊の急送命令によっ

て、ユーゴでの配備がきわめて薄くなりパルチザンの攻撃に敗退を重ね、
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逆にパルチザンは捕獲した武器で強化されていった。イタリア兵は帰国を

望むだけであり、イタリア領ダルマチアの運命は風前の灯火であった（63）。

（４）黒（Schwarz）作戦

　43年５月、独、伊、ブルガリア、クロアチアの約20万人の部隊で、約

1.9万人のパルチザンを攻撃するための黒作戦が実施された。その目的は、

ヘルツェゴヴィナのボーキサイト鉱山、セルビア南部、コソヴォ、マケド

ニアの鉛、クロームをパルチザンとチェトニクから守ること、彼らを連合

軍の上陸が予想される沿岸部から山岳部に追いやることであった。ドイツ

軍の隠された目的はチェトニクの打倒であった。ヒトラーはパルチザン勢

力は既に粉砕され、残るはミハイロヴィッチを頭とするチェトニクだと考

えていた。ドイツ軍はウスタシャやムスリムSS部隊と共同でチェトニク

の壊滅、モンテネグロのミハイロヴィッチと参謀の捕縛、チトー勢力の残

党の殲滅を企図していた。

　ドイツ軍はイタリアが統治するモンテネグロに入り、電話網と鉄道路線

を占拠した。そのためにイタリア軍の戦闘能力は大きく削減された。ドイ

ツ軍はチェトニクの武装解除と大量逮捕をおこない、ドイツの労働キャン

プに送った。驚いたイタリア第６軍司令官ピアッツォーニは「突然の不適

切で非政治的なチェトニクの武装解除は、イタリアの平和を乱し、エス

ニックな争いを再燃させた」と抗議した。しかし、弱体化したイタリア軍

を率いるロボッティ第２軍司令官はこれを傍観し、嘆くだけであった（64）。

　パルチザンに大打撃を与えた黒作戦の終わる頃には、ドイツはイタリア

軍はもはやボスニア、ヘルツェゴヴィナをパルチザンの攻撃から守る能力

がないと判断した。他方、イタリアはドイツがイタリアの生存圏を奪うつ

もりであると確信していた。

　このように、伊・独・クロアチアは対パルチザンの連携戦争においても、

同床異夢と相互不信の中で闘っていた。また、枢軸勢力は戦闘と統治を通
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じて残酷の度合いを強め、ある兵士は「至る所で破壊、この戦争はますま

す退化しており、文明化された人間の戦争ではない」と証言するまでに

なっていた（65）。この結果、イタリア併合・占領地において「収容所半

島」が作り出された。

11　収容所半島・収容所列島

　イタリアのユーゴ占領・併合と対パルチザン戦争について論じるとき、

忘れてはならないことはイタリアによる苛酷な収容所体制である。スペー

スの関係で詳細な検討は別の機会に譲り、ここでは基本的なことの確認に

限定する。

　占領地ユーゴとイタリア本国に設置された収容所の場所は地図Bと地図

Cで示している。収容者の正確な数は資料の不足のために現在でも完全に

は分かっていないが、1946年のユーゴ戦争犯罪調査委員会の報告書では、

149,488人が収容されたとしている。カポグレーコは、収容人数を10万~15

万人と見ている。時期と収容所が限られたデータでは、1941年11月から42

年５月までの間にリュブリャナ県出身者だけで約2.5万人、フィウメの

人々が６千~８千人、ダルマチアの人々が２千人以上と言われている。国

際赤十字の報告では軍と内務省の収容所を合わせて約10万人が収容されて

いた。イタリア併合地全体の1941年４月時点の人口が約81万人であるから、

12％が収容されていたことになり、その多さが分かる（66）。

　第２軍の駐留地における収容所は24カ所であったが、他に数千人のユー

ゴ市民がイタリア本国の強制収容所に収容されていた。収容所は野営の

キャンプ、バラック小屋、宿舎などで、衛生環境や食事は極めて劣悪で、

アルベは特にひどく、教皇庁の報告では「悲惨な状態」で約３万人のスロ

ヴェニア人が収容されていた（ロアッタ将軍の報告では、アルベには約

１万人が収容）。収容所にはたんなる収容所と強制労働をさせる労働収容
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所があり、アルベは強制労働収容所であった。国際赤十字の報告ではアル

ベ収容所だけで約２年間の収容期間中に約３千人が死亡したとされる（67）。

表３は43年４月時点の主な収容所の収容者である。イタリア北東部ウディ

ネ県のゴナルス（Gonars）収容所での女性（Donne）と子ども（Bambini）

の多さは、家族全体の収容による。

　イタリアの収容所の性格は、特定の民族の絶滅や排除を目的とした「民

族浄化」とは言えないが、占領に反対する者やその疑いのある者の徹底的

な排除を目的としていた。収容所の管理主体には内務省と軍の２種類が

あった。内務省管理の収容所は約50カ所で、イタリア中部と南部に設置さ

れた。軍管理の収容所は約10カ所で、42年前半からイタリア中北部に設置

地図B　1940-43年の収容所の場所

Capogreco, p.278.
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された。収容所には「抑圧目的」型と「保護目的」型があった。「抑圧」

型の収容所は、元ユーゴ軍兵士、元ユーゴの官吏、大学教員、知識人、学

生、失業者、「反乱活動」の参加者や反乱組織のメンバーとその家族、パ

ルチザン支持者の家族、それらの関係の人質などを収容した。「保護目

的」型の収容所は、パルチザンによる徴募を逃れてきた者、占領への協力

者、自発的に避難してきた者などを収容した（68）。

　イタリア軍は占領地や併合地での反抗に対して、激しい弾圧を加えた。

その弾圧の苛烈さ、残酷さに関してはドイツ軍に劣らなかった。対パルチ

ザン作戦での掃討は、逮捕者の銃殺、拷問、強姦、略奪、放火、見せしめ

的な死体のさらし、パルチザンの攻撃によってイタリア人兵士が殺害され

地図C　ダルマチアとイタリアに存在した収容所

Capogreco, p.280
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るとその10倍の人質の銃殺などを（バスティアニーニは50倍の報復を主

張）繰り返した。このように、服従・屈服しない民衆に対する無差別の残

酷さは徹底的であり、ロアッタ第２軍司令官の３C通達はこの意味では良

く実行された。この点からも、「邪悪なドイツ人」（cattivo tedesco）に対

して「善きイタリア人」（bravo italiano）という集団としての評価は誤り

であり、イタリア人の「自己弁護」と言える（69）。

12　ユダヤ人の救済

　イタリアがドイツの手からユダヤ人を救済したという、いわゆる「ユダ

ヤ人の救済」説がイタリアで受け入れられた理由については、これまでい

くつかの要因が指摘されてきた。その一つは、戦後誕生したイタリア共和

国の政界が与野党共通して、イタリアの民衆と兵士の「人道性」のエピ

ソードを利用し、「良きイタリア人」の国民的神話を振興したことである。

もう一つは、イタリアを元同盟国のドイツと区別し、イタリアの反ユダヤ

主義とその帰結を忘却させたいという右翼・保守勢力を中心とする願望で

ある。それは、人種主義政策の責任をムッソリーニと数人の幹部に負わせ、

国民に責任がなかったことにする、あるいは迫害の忘却をもたらす結果と

表３　主な収容所の1943年４月30日の収容者数

Rodogno,p.527,T.54.
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なった（70）。

　しかし、イタリアがユーゴの併合地や占領地でユダヤ人を救済したと言

うなら、救済されたのは、併合地域や占領地域に住んでいたすべてのユダ

ヤ人か、あるいはイタリア市民権を持つユダヤ人だけか、それらの地域に

逃げ込んできた難民のユダヤ人たちはどう扱われたのかなど、詳細な検討

が必要である。そのためには、ユーゴにおけるユダヤ人及び難民一般に対

するイタリアの政策を見ておく必要がある。

　イタリア当局は、難民は治安と衛生、食料や物資の供給などの問題をも

たらすと捉えて、基本的には国境封鎖政策をとり、非合法に流入した難民

は追い出す政策をとっていた。これは民族、人種を問わず、すべての難民

に適用されていたが、1938年施行の人種法の影響でユダヤ人に対してはよ

り厳しく、1940年12月には彼らの入国や通過を認めない措置を取ってい

た（71）。

（１）併合地でのユダヤ人政策

　ダルマチアの３県、リュブリャナ県、フィウメ県における対ユダヤ人政

策は、その地域に住んでいるユダヤ人と流入してきたユダヤ人難民とで微

妙に異なっていた。40年６月にフィウメ県知事はイタリア国籍及び無国籍

者を問わず、18歳~60歳のすべてのユダヤ人を拘束し（約300人）、外国籍

のユダヤ人の滞在延長を認めず、国外退去させた。

　41年夏には迫害を逃れてユダヤ人グループ約400人がスザクに入り、ユ

ダヤ人集落を形成した。フィウメの警察が一網打尽にして彼らを追い返し

た。「引き渡しよりも死を」というユダヤ人の抗議にもかかわらず、クロ

アチア当局への引き渡しも行われた。フィウメ県知事は難民の支援者を

「違法」行為の共犯として逮捕を命じ、スザクのラビは逮捕され、収容所

に送られた。ヴォイクトによれば、占領期間中にフィウメに少なくとも

1,400人の外国籍ユダヤ人が来たが、うち800人以上が追い返された（72）。
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このような措置を見れば、単純な「人道的救済」論は否定されるべきであ

ろう。

　イタリア領ダルマチアには併合後、クロアチアのユダヤ人難民が絶えず

到来し、41年11月17日のバスティアニーニの内閣への報告によれば、「占

領開始の時には千人もいなかったユダヤ人が、今や４千人以上いる」（73）。

クロアチア側はこれを「イタリア－クロアチアの友好関係の最も恐ろしい

敵」の維持のための措置は取らないと主張して、ダルマチアに食糧を提供

しない口実に利用した。ヴォイクトによれば、ダルマチアに入った難民の

合計は約3,800人であり、定住権のあるユダヤ人も含めて約千人のユダヤ

人がイタリア半島の収容所に送られた。追い出されたユダヤ人の多くは国

境近くのイタリア軍の占領地域にとどまり、その保護を求めた。総督は人

種法を適用し、電話帳からユダヤ人の名前を削除し、パンや食糧の配給証

を取り上げた。ダルマチア人のユダヤ人の一掃は、強制的な「イタリア

化」計画の一部でもあった（74）。

（２）占領地域でのユダヤ人への対応

　41年夏に駐屯地の司令官たちはウスタシャの迫害されていたセルビア人

やユダヤ人の市民を助けるために介入した。９月に「宗教やナショナリ

ティに関係なく、占領に協力する市民の命を助ける」と保証した。モスタ

ルやチルクエニッツァのユダヤ人共同体の代表に、占領に敵対的な行動を

とらないなら安全だと約束した。イタリア軍当局は占領地域の治安維持、

秩序の安定化を優先目的としており、クロアチアのユダヤ人迫害はそれを

混乱させ、パルチザンとの戦いにとって不利益であると考えていた（75）。

また、重要な点であるが、イタリア軍ではイデオロギー的な反ユダヤ主義

は強くなかった。

　42年６月、ドイツがユーゴの全ユダヤ人の東部占領地域への移送を決定

し、クロアチア政府はこれに従うことを決めた。ドイツはイタリア政府に
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も協力を求めた。第２軍司令部はイタリア占領地域ではこれを実行するつ

もりはないとローマの外務省に意見提出し、外務省はこれを了承した。ヒ

トラーとリッベントロップの執拗な要求にもかかわらず、イタリア軍と

ムッソリーニの政府が引き渡しを拒否した理由は、引き渡しがイタリアの

ドイツへの全面的な従属とイタリアの「威信」の完全な喪失、ひいては

チェトニクの信頼の喪失をもたらすからであった。そして、ドイツにとっ

て重要なユダヤ人問題について独自の政策を行うことは、イタリアの「生

存圏」における自立性の証明となるはずであった（76）。

　43年２月25日、リッベントロップはローマでムッソリーニと会談し、軍

にユダヤ人のドイツへの引き渡し命令を出すように要求した。しかし、

ムッソリーニは表向きはこれを受け入れつつも、実際には拒否し、ユダヤ

人をまず併合地の収容所へ、その後イタリア本国の収容所に移すように指

示した。移送された2,261人のユダヤ人は、チェトニクとバルカンの諸民

族への宣伝目的に使われた。彼らはドイツの干渉に対するイタリアの反発

のシンボル、ウスタシャ政権に対するイタリアの自立性を示すシンボルと

された（77）。しかし、上述のように、実際にはすべてのユダヤ人に救済措

置が適用されたのではなく、この政策が「救世主」「救済者」として観念

され、実行されたのでもなかった。

おわりに

　本稿は、これまで日本で皆無であったイタリアのユーゴ併合・占領につ

いての基礎的な研究である。日本で研究されてこなかった主な理由は、前

稿「イタリアのユーゴスラヴィア占領（１）」の「はじめに」で述べたよう

に、イタリアでの研究の遅れと乏しさであった。しかし同時に、その併

合・占領期間が1941年４月から43年９月までのわずか２年半であり、その

期間中もパルチザンとの戦争が中心的課題となっており、ファシスト体制
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が唱えたような「帝国」「ヨーロッパ新秩序」「イタリアの生存圏」の実体

を備えていなかったことも、研究されてこなかった要因の一つであった。

しかし、本稿で検討したように、ユーゴ占領はイタリア・ファシスト体制

の「帝国」「ムッソリーニの帝国」「ファシズムの植民地支配」の特徴を明

らかにする多数の材料を提供している。

　併合地・占領地のユダヤ人政策もその一例である。クロアチアのイタリ

ア併合・占領地のユダヤ人について、イタリア政府と軍はイタリア市民権

を持つ者、定住権者、外国籍、避難民など一定の区別をして対処していた

が、ドイツがクロアチアにいる全ユダヤ人の引き渡しを要求した時に、イ

タリア側は区別なく全てのユダヤ人を引き渡さず、イタリア併合地に収容

した。ファシスト政権は独自に人種法を制定し、反ユダヤ主義の政策を

採っていたにもかかわらず、なぜドイツへの引き渡しを拒否したのか。そ

の大きな理由は、イタリアの「勢力圏」内のはずの地域へのドイツの介入

への強い反発、反感であり、対等のパートナーでなく、従属的な地位の受

容を強いられていたとしても、「枢軸のもう一つの極」としてあり続けた

い願望、イタリアの「生存圏」「勢力圏」の形と実体を何としても、たと

えわずかでも維持したいという、ムッソリーニを含めた政府と軍指導部の

願望がヒトラーの引き渡し要求の拒否を可能にした。その意味で、ムッソ

リーニはこの問題に関しては―動揺を繰り返していたが―最後の局面

で部分的に意地を示したと言える。しかし、その動機は決して人道的理由

ではなかった。

　ユダヤ人引き渡し拒否を可能にしたもう一つの重要な理由は―本稿で

は十分な検討ができなかったが―イタリア・ファシズムにおける反ユダ

ヤ主義および人種主義の質と内容がドイツと異なっていたことである。

ファシズム体制と軍上層部は、人種的・文化的にイタリア人が被占領者で

あるスラヴ人や同盟国のドイツ人よりも優れていると考えていた。スラヴ

人に対する蔑視と恐怖心は、併合地の住民にイタリア市民権を認めなかっ
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たことに示されている。彼らはイタリアのパスポートを持ったスラヴウ人

が大量にイタリアに流れ込んでくることを恐れた。そして、劣等民族視し

ていたがゆえに、併合地の住民の極めて限定的な人数にのみ、二級市民と

しての定住者の資格を付与したのである。しかし、その人種主義は劣等人

種と見なしていたユダヤ人やスラヴ人の絶滅をめざすものではなかった。

普遍的で歴史的に優れていることが証明されていると思い込んでいたイタ

リア文化の注入と教化によって、彼らの「イタリア化」「同化」が可能と

考えていた。しかし、彼らがイタリアの併合と占領に反抗し、「まつろわ

ぬ民」となったときには、ロアッタ司令官の３C指令を忠実に実行し、将

校から一般兵士までが激しい弾圧と虐殺、略奪を無慈悲に実行した。この

場面では、「善良なイタリア人」「善良なイタリア兵」は存在しなかった。

また、決して「陽気な占領」（occupazione allegra）ではなかった（78）。

　イタリアの占領地支配のやり方とドイツ及び日本のそれとの相違点と類

似点も注目すべき点である。それは、併合地域における「イタリア化」政

策、「ナショナリティの剥奪」（snazionarizzazione）政策である。ドイツ

の併合地であるチェコやポーランドの占領行政に筆者は詳しくないが、

「ドイツ化」という規定は聞かない。イタリア政府が併合地で旧来のイタ

リア領土と同様に、住民の教化と同化が可能と考え、イタリア語とイタリ

ア文化を強制し、人名地名のイタリア語化、ファシズム組織への加入など

の「イタリア化」と「ファシズム化」を強行したことは、日本の朝鮮や台

湾支配の方法、すなわち「日本化」と似ている。ただ、日本は２級市民の

差別システムを創りつつも、朝鮮や台湾の全住民に日本国籍を付与したが、

イタリアはそうではなかった。このような違いと類似点はどこから来るの

か、占領行政、植民地統治の比較研究として今後の課題としたい。

　ファシズムの「生存圏」論については、紙幅の関係で本稿では十分検討

することができなかった。旧ユーゴではスロヴェニアとダルマチアの一部

の併合地、モンテネグロ以外には、参戦後に実際にイタリアが統治した地
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域は存在しなかった。クロアチアやモンテネグロでも41年７月のユーゴ各

地での蜂起以後はパルチザンとの戦争が続いており、統治どころではな

かった。天然資源と交通網はドイツが独占的に支配し、イタリアによる経

済的な収奪はドイツと比べ少なかった。北アフリカでは連合軍と一進一退

の状況であり、統治や行政は問題となりえなかった。しかし、このような

状況でも、40年６月の参戦以後、ファシストの雑誌や知識人の著作で

「ヨーロッパ新秩序」や「生存圏」「帝国」が議論されていた。このような

議論は極めて主観的なものであったが、ファシストたちの思考と願望を考

察するには有益である。これも今後の検討課題としたい。
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論　　　説

韓半島植民地支配の不法性（その６）
―国際社会における日韓基本条約認識―

戸　塚　悦　朗*

（56-１　目次）
韓半島植民地支配の不法性（その１）―2018年韓国大法院判決と2023年日
韓首脳会談
第１．�なぜ、2023年日韓首脳会談は、強制動員問題を解決できなかったの

か？
　１．2018年10月韓国大法院判決は日韓和解の好機だった
　２．2023年３月16日韓首脳は、何を合意したのか
　３．2023年３月16日の日韓首脳会談をどう評価するか
第２．植民地支配の歴史的事実に光をあてる方法はあるか?

（56-２目次）
斡半島植民地支配の不法性（その２）―安重棟はなぜ伊藤博文を撃ったの
か?―その歴史的事実の検討
第３．安重根はなぜ伊藤博文を撃ったのか?その歴史的事実の検討
　１．事件に至る歴史的背景
　２．伊藤博文公爵は1905年11月17日に大韓帝国に対して何をしたのか?

（56-３目次）
韓半島植民地支配の不法性（その３）―日韓旧条約の国際法上の効力と安
重根義軍参謀中将裁判の不法性の検討
第４．安重根義軍参謀中将裁判の不法性の検討
　１．安重根義軍参謀中将がハルビンで伊藤博文公爵を射殺
　２．安重根義軍参謀中将が伊藤博文公爵を撃った動機
　３．倉知鉄吉政務局長の旅順での活動

* とつかえつろう　元本学法科大学院教授
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第13　国際社会における日韓基本条約認識

１．韓国国会での国際会議（2025年６月19日）

　韓国国会（図書館講堂）で開催された国際会議「韓日関係大転換の為の

国会討論会」に招かれ、「国際社会における日韓基本条約認識」について

講演した1。本論文では、その内容に若干の補足を加え、ほぼそのまま報

　４．安重根義軍参謀中将裁判の不法性
第５．日韓旧条約の国際法上の効力の検討
　１．1905年11月17日付日韓協約の不法性
　２．1963年国連ILC総会宛て報告書
　３．「1905年11月17日付日韓協約は不存在」という発見
　４．1905年11月17日付「日韓協約」は条約として不成立
第６．結論
　１．安重根義軍参謀中将裁判の不法性についての結論
　２．韓半島植民地支配の不法性についての結論

（56-４目次）
韓半島植民地支配の不法性（その４）―1904年１月21日大韓帝国中立宣言
と「不法強占」
第７．歴史と法
第８．1904年１月21日大韓帝国局外中立宣言と戦時国際法
第９．朝鮮及び大韓帝国の局外中立は合理的な政策だった
第10．大韓帝国の1904年１月21日局外中立宣言と「不法強占」

（58-２目次）
韓半島植民地支配の不法性（その５）―強制労働条約による鉱山地下強制
労働禁止と長生炭鉱問題をめぐって
第11　日本政府には長生炭鉱の遺骨捜索・返還義務がないのか？
第12　戦後80年・日韓基本条約締結から60年を迎えて

1　韓国の社団法人「外交広場」（Korea Diplomacy Plaza）主催による国際会議
「韓日関係大転換の為の国会討論会」（2025年６月19日韓国国会図書館講堂にて
開催）での講演「国際社会における日韓基本条約認識」。

1190



韓半島植民地支配の不法性（その６）

（龍法＇26）58–4，149（1191）

告したい。

　禹元植国会議長は、会議に先立ち参加者一同を昼食会に招いたばかりか、

会議でも挨拶した。この国際会議が非常戒厳事態からわずか６か月後に開

催されたのは、韓国が急速に民主主義と言論の自由を回復したことの象徴

のように見える。この半年の間に、国会による尹錫悦前大統領弾劾決議、

憲法裁判所による尹前大統領罷免決定、李在民現大統領の大統領選挙当選

と、韓国はまさに激動の時代を駆け抜けた。

　筆者は、講演の冒頭で、重要な国際会議への招待に感謝し、韓国の国会

議員・職員、市民、メディア関係者が勇敢に行動して非常戒厳事態を見事

に克服し、この会議を可能にしたことへの祝意を述べた。これは、講演原

稿に書かれてはいなかった。外交辞令ではなく、筆者の心の底から自然に

沸き上がってきた言葉だったのである。

　それには、理由があった。

　実は、本当に偶然だったが、2024年12月２日に日弁連と大韓弁協の研究

会（大韓弁協会館会議室）で発表した直後で、筆者はその夜ソウルに滞在

していた。そのため、尹前大統領が突如発令した非常戒厳令による緊急事

態下のソウルを実体験することになった。以下は、非常戒厳令下（短時間

で解除されたが）のソウル現地の状況について、日弁連（日韓部会）への

Eメールによる筆者の報告である2。

12月２日日弁連（日韓部会）と大韓弁協の研究会が開かれ、報告の

ために参加しました。

日弁連からの参加者の皆さまは、２日の夕刻から３日にかけてほと

　 　Yutubeで視聴することができる。사단법인 외교광장 Korea Diplomacy Plaza 
– YouTube

　 　https://www.youtube.com/@KoreaDiplomacyPlaza　2025年８月14日閲覧。
2　このソウルからのEメール報告の発信時間は、2024年12月５日午前８時だっ
た。
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んどの先生方は帰国されました。

私は、拙著『歴史認識…』の韓国語版が出版される（12月５日今日

出版される予定）とのこともあり、ソウルに引き続き滞在しており

ました（６日金曜日帰国予定）。

ところが、３日夜インターネットで「尹大統領が非常戒厳令を発令

した」との情報をみて、驚愕しました。民主化した韓国が軍事独裁

に逆戻りするなど信じがたかったからです。勿論場合によれば、帰

国もできなくなるかもしれませんし、ソウル内も軍隊が出て空港に

たどり着けなくなる可能性もありますし、何より、４日に約束をし

ていた方々に会えなくなるかもしれなかったからです。

とりあえず、「事態を把握しなくては！」と考えて、テレビをつ

けっぱなしにして事態を注視していました。韓国のテレビでは、国

会内の議場の様子と国会議事堂入り口、国会議事堂前の様子を同時

に写して実況報道をしていました。

お恥ずかしいことに韓国語がよくわからないものですから、映像以

外の情報は取れないのですが、国会の対応が焦点であることだけは

わかりました。真夜中にもかかわらず、議事堂内では議員が多数在

席していて議長は立ちっぱなしで議事を進行していました。議事堂

前は、多数の市民が警官隊と対峙。議事堂の入り口は、ヘリコプ

ターで議事堂敷地内に侵入した完全武装の兵士多数が議事堂の入り

口に殺到して突入をしようとしている様子がわかりました。それを

非武装の国会関係者が阻止しようと戦っている様子が見えました。

議事堂内には、バリケードを築いて更なる防衛を試みていたのです

が、軍は窓を破壊して議事堂内に侵入に成功。廊下で催涙弾を使っ

て3 抵抗を制圧しようとしていました。発砲しなかったことだけが

3　これは、筆者の誤解だったようである。霧のようなものが見えたのは、国会
関係者が消火器を使って軍に抵抗していたことによるものだったと思われる。
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幸いでしたが、もう少しすれば議場をも制圧したでしょう。

議場内では職員が走り回って議長に状況を報告しているようでした。

しかし、軍が議場を制圧する前に、議長が槌をたたいて採決しまし

た。後でわかったことですが、在席した190名の議員（野党が多

かったようですが、与党の議員もいたようです）190名の全員一致

で非常戒厳令解除の要求をしたとのことです。各党の代表者がこも

ごも記者会見をして国民に呼びかけていました。

深夜におこったこの様子は、早朝まで韓国中の人々がテレビの実況

報道で見ていたのですから、これからの韓国の行方は、大体予想が

つくと思います。

そのあとのことは、日本の各紙が一面で報道したとおりです。私は、

The Korea Timesをインターネットで見て概要を把握しました。

幸い、国会の議決を受けて、尹大統領が非常戒厳令を６時間後に撤

回したことで、軍も国会から撤収したわけです。このことで、流血

の事態は避けられました。兵士が国会議事堂から去る時に、何度も

頭を下げて謝罪している様子も放送されました。

韓国憲法上国会の議決で大統領の非常戒厳令も拒否できることが定

められていることから、軍は国会の議決を阻止しようと、最初に国

会の制圧を試みたのだと思います。それが失敗したことで、当面の

事態は正常化されるだろうと思います。テレビ局も制圧される前に、

精一杯の実況報道をしたのだと思います。

国会議事堂の攻防の様子は、涙なしには見ることができないもので、

生涯忘れることはないと思います。

朝日新聞の下記の報道は、そのことを示していると思います。

韓国の非常戒厳、６時間で解除　野党「大統領辞任しなければ弾

劾」：朝日新聞デジタル

ただ、日本のテレビは、国会現場の実況を報道しなかったとのこと
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ですから、日本では本当のところはよくわからなかったのではない

か？と思います。メールにて現場の様子（韓国のテレビ報道を通じ

てですが）を、事後ですが、皆様にお知らせすることにしたわけで

す。

　筆者は、尹前大統領が非常戒厳令によって大混乱をひき起こしたその国

会の場で、韓国軍による2024年12月の国会乱入事件の生々しい記憶を想起

しながら、その119年前の大韓帝国時代である1905年11月17日に伊藤博文

公爵が率いる大日本帝国軍による大韓帝国王宮への軍事進攻事件が国際法

上どのような評価を受けているかの認識をめぐって、以下の講演を行った。

興味深いのは、この講演が日本の国会での論議（1993年）を中心として

扱ったことである。

　筆者は、日韓基本条約の第２条が「すでに無効」とした日韓の旧条約が

原初的に無効だったのか、当時は有効だったのか？という法的効力問題の

認識に焦点を絞って、以下のように報告した。

２．1992年当時の筆者の認識について

　筆者は、日本の大学の法学部卒（1970年）で司法試験に合格した日本の

弁護士である。しかし、1992年までの筆者は、「日本は、併合条約によっ

て韓国を合法的に植民地にした」という考え方に、何の疑いも持っていな

かった。

　今は反省しているが、この考え方は、日本政府の政策（虚偽の流布）、

教育による固定観念の刷り込み、マスメディアの力量不足、法律家の研究

不足によって創り上げられた日本社会の「常識」であったと考えられる。

筆者の当時の認識は、このような意味での「常識」に染まっていたもの

だった。それにもかかわらず、筆者は、そのことに全く無自覚だった。そ

の筆者の認識がなぜ逆転したのだろうか。それには、以下のような理由が
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あったのである。

　客員研究員としてロンドン大学で研究中だった筆者は、かねて尊敬して

いた本岡昭次参議院議員の日本軍「慰安婦」問題に関する国会活動に啓発

され、1992年２月に日本軍「慰安婦」問題を、「性奴隷」だったと言って、

国連ヒューマンライツ委員会に提起した。ところが、驚くほど大きな反響

があり、日本政府との間で大論争が始まった。日本軍が韓国の女性を「慰

安婦」として動員したことが国際法上不法だったかどうかが焦点だった。

　日本軍「慰安婦」の存在自体は、知られていたが、本格的な歴史学研究

は始まったばかりで、国際法学的研究は皆無だった。

　あまりにもむつかしい論争で、困り果てた筆者は、ロンドン大学（LSE

大学院）で指導教授だったロザリン・ヒギンス教授（のちの国際司法裁判

所裁判長）に相談したのである。具体的な法的意見のかわりに、「大変興

味深い問題にぶつかってよかったですね。図書館に行きなさい！」という

素晴らしい助言をいただいた。実は、情けないことに、そんな基本的研究

もしていなかったのである。その後は、ロンドン大学の図書館にかよって、

書庫の埃の匂いが大好きになるほど熱心に国際法と歴史の研究をするよう

になった。

３．研究の成果：驚きの連続

　★1992年秋、ロンドン大学（IALS高等法学院）の図書館でのことだっ

た。1963年の国連ILC（国際法委員会）による総会宛て報告書（Sir 

Humphrey Waldockによる条約法条約起草の為の研究成果）4【写真１】を

見つけて驚いた。

4　UN Doc. YEAR BOOK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION 
1963 Vol. II Documents of the fifteenth session including the report of the 
Commission to the General Assembly. p. 197.
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【写真１】1963年ILCの国連総会あて報告書（197頁）

　1935年のハーバード草案5 を引用して、1905年保護条約は、日本による

大韓帝国政府代表個人への強制・脅迫があったことを理由として絶対的無

効だと書かれていたのだ！この報告書は、1963年の国連総会に提出され、

5　Harverd draftは、ILC1963年総会宛て報告書（197頁）の中には、“Harvard 
Law School, op. cit., pp. 1155-1159.”とされている。後掲李泰鎮「第17章韓国併
合無効化運動と欧米のメディアと学界―特に三・一運動以降、国際連盟の動
向を中心に」を参照。
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採択された6。1905年保護条約が絶対的無効だったことは、国際連盟当時

の1935年以来、国際社会によって認識されていたのである。

　1905年保護条約は、1910年併合条約の基盤だったから、保護条約が崩れ

れば併合の合法性も崩れてしまう。合法的併合という「神話」を覆すこの

重要な報告書の存在は、日本では研究も、報道もされず、全く知られてい

なかった。そこで、「至急日本社会に知らせなければならない」と考え、

日本語論文の原稿を書いた。これを本岡議員にロンドンからファックスで

送って意見を尋ねた。ところが、「これを実名で出版したら、殺されてし

まいますよ！」と警告する助言を頂き、これにもびっくりした。

　★この情報の出版は、日本ではタブーに触れ、どこから攻撃を受けるか

わからないほどの危険があるものだったのである。危険を回避しながら、

1963年ILC報告書の情報を広く知らせる工夫が必要だった。そこで、1993

年国連ヒューマンライツ委員会で国連NGOによる文書提出（英文）に

よって発信することにした。国連NGOであるIFOR（国際友和会）ジュ

ネーブ代表（当時）のレネ・ワドロー氏（Mr. Rene Wadlow）に協力を

要請し、国連に提出してもらった。筆者の名前はIFOR文書7 に書かれて

いないので、危険を避けられた。幸い、毎日新聞とジャパン・タイムスが

協力してくれた。報道につながり8、世界に知られることになった。

6　1963年総会決議1902（XVIII）。詳細な説明は、戸塚悦朗「歴史認識と日韓の
「和解」への道（その５）：1905年「韓国保護条約（？）」の効力問題と1963年国
連総会の決議をめぐって」龍谷法学第49巻第３号2017年、755-779頁を参照。こ
の論文は、後掲『歴史認識と日韓の「和解」への道』に掲載されている。

7　UN. Doc. E/CN.4 /1993/NGO/36. Written statement submitted by the Inter-
national Fellowship of Reconciliation, a non-governmental organization in con-
sultative status（category II）. この文書は、筆者が執筆を担当し、国際友和会

（IFOR）ジユネーブ首席代表（当時）Mr. Rene Wadlowによって1993年国連
ヒューマンライツ委員会に提出された。

8　①伊藤芳明「慰安婦問題「日韓保護条約は無効」スイスの人権組織、63年、
国連委が報告書」毎日新聞93年２月13日。②“Treaties ‘were forced on Ko-
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　この報道を理由に、本岡議員は、「国会で質問する」と日本政府に通告

した。そのときの外務省の反応がまた大きな驚きだった。「この質問をさ

れたら、日本がどこまで落ちてゆくかわかりません。質問をやめると約束

してくれるまで帰れません」と言って、外務省の丹波實外務省条約局長が

本岡事務所に座り込んだのである。

　それに対する本岡議員の反応も、また驚きだった。本岡議員もこの外務

省の強い反応に困惑したのである。「底なし沼では困る！日本はどこまで

落ちるのですか？」と、ロンドンの私に問い合わせがきた。本岡議員は、

政府に対して批判的な野党（社会党）に所属し、「慰安婦」や強制連行問

題で国会質問をした筋金入りの政治家である。それでも、日本が負担でき

ないほどの巨額賠償を支払うことになるという外務省の脅しを受けて、一

旦ひるんだのだ。

　筆者は、「事実を認め謝罪する。「慰安婦」問題と強制連行問題を解決す

ることで和解できるはずです」と返事をした。それで安心した本岡議員は、

質問を決断したのである。

　なぜ外務省はそんなに強い反発をしたのだろうか？その理由は想像する

しかないが、恐れたのは次のようなことだったと思う。1905年保護条約が、

絶対的無効なら、大日本帝国が大韓帝国を保護国にしたことが不法・無効

になる。それだけではなく、この条約が創った統監の法的根拠もなくなっ

てしまう。不法・無効な統監が締結した1910年併合条約も基礎が崩れ、不

法・無効になってしまう。そうなると、「併合条約は、当時は有効だっ

た」という日本政府の主張は誤りとなって、大韓帝国を植民地支配した国

際法上の法的根拠がなくなってしまうのだ。日本の外務省には耐えがたい

結論である。

rea' U.N. intervention urged over ‘comfort women’”. The Japan Times, Febru-
ary 16, 1993.
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　★結局、本岡議員の国会質問は、実現した9。

　今後の研究の参考になると考え、1993年３月23日の参議院予算委員会に

おける本岡昭次議員の質問及び政府答弁を【資料１】として添付し、今回

この政府答弁を改めて読み返した。今後詳細な検討が必要だと思うが、宮

澤喜一首相の以下の答弁（171）を注意深く検討する必要がある。

○国務大臣（宮澤喜一君）午前中から大変に精細な条約等々に基づ

いての御議論を拝聴いたしておりました。……そのことがむしろ大

事ではないかという渡辺外務大臣のお考えは私もそのように思いま

すが、しかし、いずれにしても、日韓併合以来の一九六五年までの

歴史あるいは敗戦までの歴史というものは決して我々にとって誇り

にできるものではない。このようなことは二度と繰り返すまいとい

うのが国民の決心であると思いますし、また私ども政府もそのよう

な考え方から日韓の間の友好親善というものに努力をいたしておる。

　そういう中でこの慰安婦という問題が起こってきたわけでござい

ますから、そういう立場から、我々として誠意を持ってこの問題に

ついての、我々のいわば過去における過ちを陳謝する、その真心を

どういう形であらわすことができるかということは、なお残された

問題ではありますけれども、事実関係を偽りなく究明をして明らか

にするということが、我々の過去の反省というものを現実に関係者

にもわかってもらう一番大事な道であろうというふうに考えており

ます。

9　本岡昭次参議院議員（当時）による参議院予算委員会（1993年３月23日）に
おける質問参照。平成５（1993）年３月23日参議院予算委員会会議録第７号、
８・13頁。
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　この宮澤答弁は、その５か月後10 にとりまとめられた「慰安婦関係調査

結果発表に関する河野内閣官房長官談話」（1993年８月４日）11 を予告する

ものだったのではないだろうか？この本岡質問が政府に大きなインパクト

を与え、画期的な成果をもたらしたと考えられる。

　丹波外務省条約局長は、1963年ILC報告書は最終的ではないと答弁して、

そのインパクトを減らそうとした【資料１】。

　しかし、筆者たちも、この段階では研究がまだ不十分で、さらなる追及

ができなかった。その後2020年になって、李泰鎮ソウル大学名誉教授が、

1963年ILC報告書は、国際連盟による「ハーバード国際法研究」プロジェ

クト（責任者Prof. Manley O. Hudson）の「条約法」研究（担当者Prof. 

James W. Garner）を根拠にしていたという詳細な歴史研究を発表した12。

1905年保護条約は絶対的無効だとする条約法研究（1935年ハーバード草

案）は、こうして国際連盟に提出されていたことの詳細が明らかにされた

のだ。国際社会の認識が国際連盟の1935年の研究にまでさかのぼることに

ついて、詳細な歴史が具体的に再確認されたのである。

　日本外務省は、その事実を知っていたはずだ。大日本帝国政府は、実は

原本も存在しない条約（幻の保護条約は、正式には日本政府によって1905

年11月17日付け「日韓協約」とされていたがその原本は存在しない）が存

在するとして虚偽を広め、国際社会の認識を極秘にした。そのため、日本

では研究も報道もされず、ずっと厳しいタブーが支配してきたのである。

1963年ILC報告書から２年後に日韓基本条約が締結されたが、このときに

10　宮澤内閣が総辞職した日（1993年８月５日）の前日であった。
11　「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」（1993年８月４日）

　 　https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html　2025年９月23日閲覧。
12　李泰鎮〈翻訳・崔誠姫〉「第17章韓国併合無効化運動と欧米のメディアと学界
―特に三・一運動以降、国際連盟の動向を中心に」笹川紀勝・李泰鎮・邊英
浩編著『国際共同研究　三・一独立万歳運動と植民地支配体制　国民意識の誕
生』明石書店、2020年、641-695頁。
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も、この情報は、政府外務省を除いて、日本では知られなかった。そのた

め、私を含む日本の人々は、日本政府が創り上げた幻の保護条約も併合条

約も合法で有効だったという「神話」をずっと信じ続けてきたのである。

　★筆者は、その後も研究を続けた。

　1905年11月17日付の「日韓協約」（いわゆる「保護条約」）と称する条約

は、「不存在」、「無効」、「不成立」だったという研究を完成するまでに長

い時間がかかってしまった。

　この結論は、波及効果が大きい。

　★1910年安重根義軍参謀中将裁判の判決は、1905年11月17日付「日韓協

約」を裁判管轄権の根拠とした。しかし、この「日韓協約」というタイト

ルの同日付の条約原本は存在しないことが確認されている。だから、管轄

権を欠くこの死刑判決は不法と評価せざるを得ない。

　★不存在の条約を法的な根拠とする統監という地位も国際法上不法・無

効だったことになる。したがって、不法・無効な統監（寺内正毅）が双方

代理で創った1910年併合条約も原初的に不法・無効だったと言わざるをえ

ない。

　★以上の詳細は、日本語で『歴史認識と日韓の「和解」への道』（日本

評論社）として2019年に出版した。その韓国語版は、2024年12月に出版さ

れた13。

13　戸塚悦朗『歴史認識と日韓の「和解」への道』（日本評論社、2019年）の韓国
語版（翻訳者・金昌禄教授）が2024年12月２日に韓国の出版社民族苑から発行
された。

　 　https://www.minsokwon.com/booklist/book_specific.asp?bookno=10704&�
bookcate=　2025年５月30日閲覧
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４．日本の弁護士界の認識

　日本で最大の実務法律家の組織は、日本弁護士連合会（日弁連の創設は、

弁護士法に根拠がある）である。その日弁連による大韓帝国植民地支配の

研究は、日本が韓半島を「不法強占」したことを認めた2018年10月30日韓

国大法院判決を受けて順調に進んだ。特筆すべきなのは、上記した国際社

会による認識に関する筆者の研究成果を含め、大韓帝国植民地支配につい

ての五回の連続勉強会が開催されたことである14。これまで日弁連ではこ

のテーマの研究がなされていなかったことを考えると、評価すべき進展で

ある。しかし、まだ日弁連としては、研究成果を記録化し、出版・公開す

ることができていない状態が続いている。上記した厳しいタブーが未だに

日本社会に存在することの現れではないだろうか。

５．日本のマスメディア

　日本のマスメディアは、全体として、まだ日韓基本条約第２条について

日韓の間で異なる説明がなされてきた状況にとらわれているように見える。

日本のマスメディアが国際社会の認識を含め、韓国政府の主張（旧条約の

原初的無効論）をいつ受け入れられるようになるか？それが今後の課題で

ある。それなくして、日本社会と政府が韓国との間で真の和解を実現する

ことは困難であろう。

　 　법사학 번역총서 5　역사인식과 한일 ‘화해’의 길　징용공 문제와 한국 대

법원 판결을 이해하기 위해　저자토쯔카 에쯔로오 지음, 김창록 옮김　판형|쪽

크라운변형 양장 | 260쪽	발행일2024년 12월 2일　　　ISBN 978-89-285-
2045-9（94360）

14　日弁連連続講座『日本の朝鮮半島に対する植民地支配について考える』2020
年８月から11月まで５回開催（参加者は日弁連会員）。筆者担当は、「日韓旧条
約の合法性を考える②　1905年11月17日「日韓協約」という条約は存在したの
か？」2020年９月18日日弁連会館にて開催。
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６．日韓の市民運動は、着実に進んできた

　2010年の日韓知識人共同声明15 は、2010年８月の菅直人首相談話に結び

付き、大きな成功をおさめた。しかし、筆者が期待した形では旧条約の原

初的無効論は書き込まれなかった。筆者は呼びかけ人ではなかったし、以

下の点で認識のズレはあったが、要請を受けて賛同者には加わった。当時

の筆者の研究がまだ不十分だったことを反省している。2010年共同声明は、

併合条約を「不義・不当である」（不法とは言っていない）と評価した16。

　その日韓知識人による歴史認識をもとにして、日本政府に対して旧条約

を「原初的無効」とする韓国政府の解釈を受け入れるという政治判断を求

めたのである17。そのうえ、日韓共に法律家がほとんど参加していなかっ

たという弱点があった18。

15　「韓国併合」100年日韓知識人共同声明2010年５月10日東京・ソウル
　 　http://www.maroon.dti.ne.jp/rekikakyo/movement/nikkannseimei20100528.

pdf　2025年８月29日閲覧。
16　「韓国併合」100年日韓知識人共同声明は、「ここにおいて、力によって民族の

意志を踏みにじった併合の歴史的真実は、平等な両者の自発的な合意によって、
韓国皇帝が日本に国権の譲与を申し出て、日本の天皇がそれをうけとって、韓
国併合に同意したという神話によって覆い隠されている。前文も偽りであり、
条約本文も偽りである。条約締結の手続き、形式にも重大な欠点と欠陥が見い
だされる。かくして韓国併合にいたる過程が不義不当であると同様に、韓国併
合条約も不義不当である。」としている。

17　「韓国併合」100年日韓知識人共同声明は、「日本政府は、併合条約等は「対等
の立場で、また自由意思で結ばれた」ものであり、締結時より効力を発生し、
有効であったが、1948年の大韓民国成立時に無効になったと解釈した。これに
対し、韓国政府は、「過去日本の侵略主義の所産」の不義不当な条約は当初より
不法無効であると解釈したのである。併合の歴史について今日明らかにされた
事実と歪みなき認識に立って振り返れば、もはや日本側の解釈を維持すること
はできない。併合条約は元来不義不当なものであったという意味において、当
初よりnull and voidであるとする韓国側の解釈が共通に受け入れられるべきで
ある。」と結論している。ここで、「韓国側の解釈」を受け入れるべき主体は日
本政府であって、日本政府に対する要求としてのこの結論は正当である。しか
し、日韓知識人共同声明発出者の認識は、「不義・不当」で止まっている。

18　この弱点は、2025年６月時点でも続いている。今後どのように克服して行
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　2025年６月20日（記者会見発表日）の「日韓条約60年を問う―日韓

市民・宗教者共同宣言」（日韓和解と平和プラットフォーム）19【資料２】

は画期的であり、歓迎すべきである。2010年以降の15年間に蓄積した法的

研究の成果が踏まえられていて、旧条約原初的無効論が書き込まれている

だけではない。1904年大韓帝国中立宣言を無視してなされた大日本帝国に

よる大韓帝国領土の「不法強占」と言う歴史認識も、日韓の市民と宗教者

が共通の認識としたのである。明るい未来への希望を予感させる成果だと

思われる。

　今後、日韓の政府、マスメディア、社会がこのような歴史認識を広範に

共有できるようになることを望んでやまない。

くのかが、今後の大きな課題である。
19　日韓条約60年を問う―日韓市民・宗教者共同宣言―日韓和解と平和プ

ラットフォーム
　 　http://jkplatform.org/2025/05/19/jkkyodosengen60/　2025年５月28日閲覧。
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【資料１】

第126回国会　参議院　予算委員会　第７号　平成５年３月23日

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=112615261X00719930323&curre

nt=1

テキスト印刷ファイル版にて2025年８月19日閲覧。

◦125　遠藤要

○委員長（遠藤要君）　次に、本岡昭次君の質疑を行います。本岡君。

◦126　本岡昭次

○本岡昭次君　私は、総理、外務大臣を中心に、韓国併合に至るまでの歴

史の真実を明らかにし、今までと違った強化された新たな日韓関係を構築

しなければならないという立場で質問させていただきます。

　今日、冷戦構造の終えんに伴い、国際関係が流動化し国と国との相互依

存が増大しています。日韓関係も新しい協力関係が求められています。し

かしながら、両国民レベルの信頼関係が極めて脆弱であり、両国民の相互

不信も増大しつつあると言われています。総理はこの相互不信増大の原因

がどこにあるとお考えですか。

◦127　宮澤喜一

○国務大臣（宮澤喜一君）　これは長い長い歴史をたどらなければならな

いことでございます。我々が我が国の歴史の中でいわゆる現在の韓国ある

いは朝鮮半島の国々との幾つかの接触、いろいろな出来事に巻き込まれた

ことは今さら申し上げるまでもないことでございますが、そういう歴史的

な背景、それから殊に最近で申しますれば日韓併合というようなことがご

ざいました。これは何としても韓国の人々にとってはやはり耐えがたい歴
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史であったと思いますが、そういったような背景というものはやはり無視

することができない。

　我々としては、それはそれとして、我々の過去を反省することによって

両国間の親善を積み上げていきたいと戦後一生懸命誠意を持って努力をい

たしておるところでございます。

◦128　本岡昭次

○本岡昭次君　基本的に総理と今のレベルでは認識が一致するので非常に

やりやすいと思います。

　そこで、さらに細かく聞いていきますが、ことしの二月十五日、国連の

人権委員会が開かれました。そこでスイスの国際的な人権組織である国際

和解団体が、一九六三年国連総会に提出された国際法委員会の報告をもと

に、日本の韓国併合の足がかりとなった一九〇五年の保護条約、第二次日

韓協約は無効であるという報告を提出いたしておりますが、このことにつ

いて政府の見解を求めます。

◦129　丹波實

○政府委員（丹波實君）　国連憲章のもとで国際法委員会というものがで

きておることは先生御承知のとおりですが、国際法委員会は国際法の編さ

んその他の作業を行っておるわけですが、一九六三年に国連の国際法委員

会におきまして条約法、現在ウィーンの条約法条約というのが既にできて

おりますが、条約法条約の審議過程の中で、一九六三年のILC、国際法委

員会はILCと言っておりますが、ILCの年次報告に審議の議論が含まれて

おりまして、その中で国際条約の締結に際しまして国の代表者に対する強

制が行われたと主張されたことのある条約の一つの例といたしまして、先

生が今言及になられた一九〇五年の第二次日韓協約というものが言及され

ていたわけでございます。
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　そのような強制が現実に行われたとかあるいはこの協約が無効であると

いうような断定的な議論は行われておりませんけれども、少なくともそう

いう例として一九六三年のILCの年次報告に挙がっておるものですから、

それを根拠にスイスの先ほどのNGOが一九〇五年の日韓保護条約は無効

であるという主張をしておられるのだろうと思いますが、しかし先生御承

知のとおり、いろんな審議、議論がございましたが、最終的に一九六六年

にILCが条約法条約の議論の関連で国連に出しました報告書の中では、こ

の例というものは落としてあるわけです。

　したがいまして、私たちは確かに議論の過程でこの条約が一つの例とし

て議論をされたことはあるけれども、最終的なILCの結論の部分からは落

ちておるものですから、国際社会がコンセンサスとしてこの一九〇五年の

条約を無効であると考えているんだという認識を私たちは持っておらない

ということでございます。

◦130　本岡昭次

○本岡昭次君　そこの例が落ちているというところですね、読んでみてく

ださい。

◦131　丹波實

○政府委員（丹波實君）　まずILCでこの議論が行われておりましたとき

に、特別報告者として、これはイギリスの国際法学者ですけれどもウオル

ドッグという人がその報告者になりまして、ずっと報告した記録がござい

ます。

　その該当のところをお読みいたしますと、ハーバードの研究草案は、そ

のような例として、つまり強制が行われた条約の例として幾つか、

一七七三年、分割条約を受諾させるためのポーランド国会の包囲というこ

とを言った後で、一九〇五年、保護条約の受諾を得るための韓国皇帝及び
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大臣に対する強制云々とありまして、それから一九三九年にボヘミア・モ

ラビアに対するドイツの保護条約にチェコの大統領、外相の署名を得るた

めにヒトラー政権により用いられた身体的強制が挙げられるという報告に

なっておるわけですが、先ほど私が申し上げました一九六六年の最終報告

書を見ますと、歴史上、条約の署名、批准を得るために、交渉者のみでな

く立法機関の構成員に強制が行われた例は幾つか存在する。

　その例には国家自身に対する強制の一つの方法として、国家元首または

大臣に対する強制と彼ら個人に対する強制とを完全に区別することが不可

能な場合もあることは事実であるといたしまして、例えばとして先ほどの

ボヘミア・モラビアに関する例だけを挙げておりまして、一九〇五年の保

護条約の例は挙がっていないということを申し上げた次第でございます。

◦132　本岡昭次

○本岡昭次君　おかしいよね。ちょっと国語的にちゃんと読んでください

よ。私ももらったんですよね。ここには、強制の一つの方法として国家元

首または大臣に対する強制と彼ら個人に対する強制とを完全に区別するこ

とが不可能な場合もあることは事実である、例えばと、こうきておるとい

うことは、区別することが不可能なものについてこれだと書いてある。そ

の前の三つは、これはもうはっきりと国家代表への個人的強制であるとい

うふうに書いてある中に日本の一九〇五年の保護条約があるんですよ。そ

んなばかな説明してもらったら困りますね。

◦133　丹波實

○政府委員（丹波實君）　言葉の足りないところがございましたら申しわ

けございませんけれども、重要なことは、いろんな学者先生方によって議

論は行われましたけれども、一九六六年にILCとしてこの問題についての

最終報告書を国連総会に上げたわけですが、その中には一九〇五年の保護
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条約は例としては挙がっておらない、いずれの意味でも例としては挙がっ

ておらない、こういう趣旨でございます。

◦134　本岡昭次

○本岡昭次君　それでは、一九六三年に年次報告を出しているでしょう。

その中ではどう書いてありますか。

◦135　丹波實

○政府委員（丹波實君）　一九六三年のILCの年次報告には、この条約法

条約の中間草案に関する議論のコメンタリーが二つ挙がっておるわけです

が、その一つは先ほど私が申し上げたウオルドックの報告です。これは先

ほど大体のところをお読みいたしましたので省略いたしますが、それを受

けでいろいろな議論が行われて、それを暫定的にまとめたのがやはり六三

年の年次報告に載っておる。先生はそういう趣旨だろうと思います。

　その部分につきましてお読みいたしますと、ハーバードの研究草案は、

そのような例として、そのようなというのは上の方で強制が行われたと主

張されている例は幾つか存在するということを受けておるわけですが、も

う一度繰り返しますけれども、ハーバードの研究草案は、そのような例と

して、一七七三年、分割条約を受諾させるためのポーランド国会の包囲、

一九〇五年、保護条約の受諾を得るための韓国皇帝及び大臣に対する強制、

それから一九一五年の例を挙げて、さらに最後の方で一九三九年の例を挙

げておる。表現的にはウオルドックの報告と非常に近い表現になっておる

次第でございます。

◦136　本岡昭次

○本岡昭次君　またその議論は別にいたしますが、はっきりと国連のこの

年次報告の中に、一九〇五年の日本の韓国に対する保護条約が個人に対す
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る強制、脅迫によって締結されたものでこれは有効と言い得ない、要する

に国際法上無効というふうに言われても仕方がないというふうな例に、四

つの例の一つに挙げられているという、このことだけは私たちは忘れては

ならぬ、このように思います。この議論はまた別の機会でさらに詳しくさ

せていただきます。

　それで次に、日韓の間では一八七六年の江華条約以降七つの条約が

一九一〇年までに結ばれておりますが、その一つ一つを説明してください。

◦137　丹波實

○政府委員（丹波實君）　実は御承知のとおり、一九一〇年に至るまで

五十幾つの協定、条約が結ばれたと承知しておりますが、先生のおっ

しゃっておられる七つは主要な条約をおっしゃっておられると思います。

　以下が主要な条約ではないかというふうに考えます。ごくかいつまんで

申し上げますと、まず明治九年、一八七六年二月二十六日に結ばれました

日韓修好条規というのがございます。これは江華府において署名、調印さ

れたものでございます。この修好条規は前文及び十二条から構成されまし

て、朝鮮国の自主独立をうたうとともに、日朝両国が双方の首都に外交問

題につき協議するための使臣を置くこと、釜山に加えて二港を日本人の通

商のために新たに開くこと、それから開港された地で日本人が朝鮮人に対

して罪を犯した場合は我が国の裁判に服すること等が書かれてございます。

　次に、明治二十七年、一八九四年八月二十六日にソウルで調印された日

韓両国盟約というものがございます。この盟約は前文と三条から構成され

ておりまして、清の軍隊を朝鮮国の国外に退去させ朝鮮の独立を堅固なも

のとすること、日本は清との戦争に当たり朝鮮はその兵たんを支援するこ

と等を規定してございます。

　三番目には、明治三十七年、一九〇四年でございますが、二月二十三日

にソウルで調印された日韓議定書がございます。この議定書は前文及び六
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条より構成され、日韓両国の親交の保持、韓国は行政の改善に関し日本政

府の忠告を受け入れること、日本は韓国の皇帝の安全を保つこと、日本は

韓国の独立を保証すること、第三国の侵害または内乱の場合、日本が必要

な措置をとり、韓国もこれに便宜を与えること等を規定してございます。

　四番目に、明治三十七年、一九〇四年の八月二十二日、ソウルで調印さ

れました第一次日韓協約というものがございます。この協約は三項から構

成されておりますが、韓国は日本の推薦する日本人一名を財務顧問とする

こと、日本の推薦する外国人一名を外交顧問とすること、条約締結その他

の重要な外交案件に関してはあらかじめ日本と協議すること等を規定して

ございます。

　五番目に、明治三十八年、一九〇五年十一月十七日にソウルで署名され

た第二次日韓協約がございます。この協約は前文及び五条から構成されて

おりまして、日本の外務省が韓国の外国に対する関係及び事務を監理指揮

すること、日本は外交に関する事項を監理するため韓国皇帝のもとに一名

の統監を置くこと等を規定してございます。

　残りは二つでございますが、六番目に当たりますが、明治四十年、

一九〇七年七月二十四日、ソウルで署名されました、いわゆる第三次日韓

協約というものがございます。この協約は前文及び七条から構成されてお

りまして、韓国は施政改善に関して統監の指導を受けること、韓国の法令

制定及び重要な行政処分はあらかじめ統監の承認を受けること、韓国は統

監の同意なくして外国人を雇用しないこと等を規定しております。

　七番目には、明治四十二年、一九一〇年でございますが、八月二十二日、

ソウルで署名されました日韓併合条約がございます。これは前文及び八条

から構成されておりまして、韓国皇帝は一切の統治権を日本皇帝に譲与す

ること、日本皇帝は韓国の統治権譲与を承認し韓国を日本に併合すること

を承諾すること、日本は韓国の施政を担任し韓人の身体及び財産を十分保

護すること等を規定しておるということでございます。
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◦138　本岡昭次

○本岡昭次君　今のが一八七六年以降一九一〇年日韓併合に至る重要な諸

条約なんです。日本の韓国植民地支配の着実な手順がうかがわれるわけな

んですね。

　昨年の五月十一日、韓国ソウル大学の慎鏞廈教授の調査によりますと、

一九〇五年締結の先ほどの第二次日韓協約、保護条約と言われているもの、

それと一九〇七年の第三次日韓協約は韓国の皇帝の批准を得ていないとい

うことが調査の結果明らかになって、国際法上無効であるという主張をさ

れております。

　私はことし二月に訪韓をいたしまして、この慎教授とも会いました。そ

して、関係者との間で面談でもっていろいろ話を聞き、資料も持って帰っ

てまいりました。韓国に保管されている日韓、韓日協約と向こうでは書い

てありますが、こういう資料を皆もらって帰りました。

　当時、大韓帝国は専制君主国であります。すべての外国との条約と勅命

には皇帝の親筆署名と玉璽の捺印が必須条件なんです、条約締結には、日

本国政府はこの当時、日本軍憲兵隊などを動員して大臣を威嚇して、そし

て同意を得て、高宗皇帝の署名捺印を得て保護条約を強制締結しようとし

たんです。しかし、五人の大臣が口頭で同意させられる、総理大臣は廊下

へ日本軍憲兵隊の手によって引っ張り出されてしまうというふうなことが

起こって、強引に皇帝の署名と国璽の押印をしてもらおうと思ったけれど

も最後まで皇帝がこれを拒否してやらなかったということなんですね。

　韓国のソウル大の慎教授が韓国に残っている史料を調査の結果そういう

結論に達した、こういうことなんです。このとおりであるならば一九〇五

年の保護条約が無効だと。皇帝の署名も捺印も何もない、こういう条約が

果たして有効と言えるかという問題を提起されているんです。どうなんで

すか。
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◦139　丹波實

○政府委員（丹波實君）　韓国の学者先生それから北朝鮮の関係の方々も

同様な主張をしておられるということは、報道その他により承知いたして

おるところでございます。

　今、先生が指摘になられたこの二つの条約の韓国側の署名者は、まず

一九〇五年の第二次日韓協約につきましては日本の外務大臣に当たる外部、

韓国の言葉だと思いますが当時の外部大臣、それから第三次日韓協約につ

きましては先方は内閣総理大臣が署名しておりまして、一般論として申し

上げて、外務大臣とか内閣総理大臣と申しますものは自国を当然に対外的

に代表し得る資格を有するものでございまして、このような韓国側の代表

と日本国の代表との間で合意の上で締結されまして実施に移された条約に

つきまして、今先生が御指摘の、あるいはさかのぼって韓国の学者先生な

どが指摘しておられるような専ら韓国側の国内の事情である事由を根拠と

して国際法上無効であるという主張は、私たちは有効にはなし得ないとい

うふうに考えておる次第でございます。

　ちなみに、一言つけ加えさせていただきますと、このような実は論点を

めぐりまして日韓の国交正常化、幾つか、財産・請求権の問題とともに三

つ四つの大きな問題があったと思います。そのために十数年の期日を費や

して交渉したわけですが、結局しかしでき上がった一九六五年の日韓基本

関係条約の第二条では「千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓

帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であること

が確認される。」という、こういう第二条に合意することによって日韓は

前に進もうではないかということが合意された。確かに、しかし過去につ

きましてはいろいろな思いを日本政府としては御承知のとおり表明してお

りますけれども、法的には第二条がこういう条約を条文で規定しておると

いうことは非常にそれなりに日韓間で重要な意味を持っておるということ
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を一言つけ加えさせていただいた次第でございます。

◦140　本岡昭次

○本岡昭次君　いや、専ら韓国側の事情であるなんというようなことを私

はここで納得するわけにいきませんね。韓国側の事情の立場に立って無効

であるという主張を私たちは客観的に検証せないかぬのと違いますか。

　韓国のその当時の大韓国国制という日本の憲法に相当するものの第九条

には、国の最高主権者である皇帝が直接諸般条約を締結すると明記されて

あるんです。その人の印鑑がないものを一体客観的に専ら韓国の事情であ

るなんと言えるんでしょうか。

　また、韓国の皇帝である高宗は一九〇七年にいわゆるハーグ事件という

ものを起こす発端になる密書、抗議文というものをオランダのハーグで開

かれた第二回万国平和会議の各国の人に渡そうとしたんです。ところが、

それを阻止された。その文書の中にはっきりと、皇帝が自分の親書として、

一九〇五年十一月十七日、日本公使と朴斉純が締結した条約五条について、

皇帝高宗は初めから認めなかったし、署名も国璽の捺印もしなかった、二、

皇帝はこの条約を日本が勝手に公布するのに反対をした、三、皇帝は独立

の皇帝権を一毫も他国に譲与したことがない、四、外交権剥奪の強制条約

は根拠のないものであり、ましてや内治上のものをどうして認めることが

できるか、認めたことがない、五、皇帝は日本統監が来て常駐することを

許さなかったし、皇室権も一毫も外国人が思いどおりに行使することを許

さなかったというようなことをやっているんですよね。

　そのことを専ら韓国側の事情であったなんというようなことで私は済ま

せることじゃないと思うんですがね。これはちょっとどうですか、外務大

臣。

◦141　渡辺美智雄
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○国務大臣（渡辺美智雄君）　これはいろいろ議論が私はあると思います

よ、率直に言ってね。

　日韓の新しい関係をつくろうというときも、これは十数年かかっている

わけですから。で、もうお互いに主張が合わないと、その結果ある程度妥

協といえば妥協ですが、今条約局長から説明があったように、向こう側は

向こう側の言い分がある、こちらはこちらの言い分があるが、そこで過去

のことを繰り返していろいろ言ったってまとまりゃせぬから、そこでこの

協定ができた瞬間に、もはや今までの日本と韓国の間のいろんな条約とか

協定はもう既に無効であるということを言ったわけですよ。既に無効。そ

のときからということであって、その辺が妥協の産物と言ってはしかられ

るかもしらぬが、そういうことで十数年の交渉に終止符を打ったという現

実があるわけです。したがって、それを否定するというわけにもいかない

ですね、これは。

　ですから、いろいろ言えば先生のおっしゃることはごもっともだと私は

思う点もありますし、いろいろありましょう。ありましょうが、そういう

ものを総合的に網羅した結果が新しい日韓関係のスタートでございますか

ら、それをまたほごにしちゃう、やり直しというようなことをやったら、

またこれ大変なことになってしまうので、我々としては新しい日韓関係と

いうものをつくった日韓の協定、そういうものを基盤にして今後より一層

の日韓友好を進めていくということが一番の私はいい方法じゃないか、そ

う思っております。

◦142　本岡昭次

○本岡昭次君　まあ外交とか政治的な妥協とか国と国の関係とかいったよ

うなものは、外務大臣のような立場でそれはやらなければならないことが

あるでしょう。しかし、歴史上における真実とか事実というのは一つであ

りまして、そしてそのことを学問的に解明していく、あるいはまた不幸な
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過去とは何であったんだということを両国民が正しく認識するということ

は、私は別だと思うんですよ。私は正しく認識する必要があると言ってお

るんですよ。歴史的な妥協はわかっております。だから私は、韓国に対し

て先ほど言ったように、新しい関係でさらに強力な日韓関係をつくってい

かにゃいかぬ、そのためにはという立場で物を言っておるつもりなんです

が、誤解のないようにしてください。

　そうしたら、韓国の専らの都合だというふうな言い方をするならば、日

本としてはどうであったのか。日本はどうなんですか、旧帝国憲法の第

十三条をちょっと読んでください。

◦143　丹波實

○政府委員（丹波實君）　大日本帝国憲法第十三条のただいまの該当のと

ころは「天皇ハ」「諸般ノ条約ヲ締結ス」というふうになっておる次第で

ございます。

◦144　本岡昭次

○本岡昭次君　それをもう少し解説してください。

◦145　丹波實

○政府委員（丹波實君）　ただいまお読み申し上げたところの趣旨は、条

約を締結することを天皇の大権に属せしめるということでございます。

　で、先ほど先生が当時の韓国の憲法をお読みになられ、基本的には表現

的には同じような趣旨かもしれませんが、いずれにしても二つ、一つは大

変昔の話、それからもう一つは外国の話ですから、韓国の憲法については

私がこの場で解釈を云々することはできないわけですが、大日本帝国憲法

の条規につきましても、昔のことでございますけれども、それではこうい

う表現になっているからといって天皇陛下がすべての条約を批准されたか
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というと実はそうはなっておらない次第でございまして、むしろ先ほど申

し上げました日本の総理大臣あるいは日本の外務大臣が署名することに

よって、場合によってはもちろん帝国議会の批准を経て発効するというこ

ともあったわけでございます。

　したがいまして、結論的に申し上げますと、こういうぐあいに書かれて

いるからといってすべて天皇陛下が批准するということにはなっておらな

かったという次第でございます。

◦146　本岡昭次

○本岡昭次君　これは天皇の外交大権を定めたものなんですね。それで、

批准する場合もあるしない場合もある、こうおっしゃいましたが、どうい

う場合に批准が必要でどういう場合はそれでは批准が必要でなかったんで

すか。また、どういう場合に天皇の署名とか国璽の捺印が必要でどういう

場合は必要がなかったんですか。

◦147　丹波實

○政府委員（丹波實君）　先ほど申し上げましたように、第十二条は「天

皇ハ」「諸般ノ条約ヲ締結ス」と規定しておりまして、これは条約を締結

することを天皇の大権に属せしめるということでございますけれども、こ

の憲法は、日本による条約の締結に至る手続について明文で何ら特段の規

定を置いておりません。条約の締結に当たって天皇の批准を要すると定め

ているわけでもない。したがいまして、個々の条約の締結に際して批准を

要するか否かは、この条約の発効要件として、相手国との間の交渉におい

て批准を要する旨の合意が行われるかといったようなことによってその状

況が違ってきておるということだったと思います。

◦148　本岡昭次
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○本岡昭次君　そうしたら、先ほど説明された七つの条約に天皇はどうか

かわったんですか、それぞれに。

◦149　丹波實

○政府委員（丹波實君）　先ほどの七本の条約のうち批准されております

のは一八七六年の最初に読み上げた条約でございまして、残りの六つの条

約は天皇陛下によって批准はされておらないわけでございます。

　ちなみに、それではその江華条約と他の条約はどこが違うかということ

になりますけれども、六つの条約はいずれも大日本帝国憲法下で締結され

たものでございます。江華条約につきましては、日本国旧憲法が制定され

ましたのは一八八九年でございますので、この江華条約はそれ以前の条約

であったというところが違っておるのだろうと思います。

◦150　本岡昭次

○本岡昭次君　それでは、天皇の批准を必要としない場合、この憲法第

十三条との関係でどういう手続が要るんですか。

◦151　丹波實

○政府委員（丹波實君）　一つ申し上げることができますのは、条約を結

ぶ場合に、相手国との交渉の中で、この条約はお互いに批准まで手続を完

了させようという合意があるかないか、これが非常に大きなファクターだ

と思います。相手国との間で明示のそういう批准条項を置いていない場合

には批准しない、置いてある場合には批准するというのが一番一つの大き

な例として申し上げることができると思います。

◦152　本岡昭次

○本岡昭次君　私も外交資料館に行って全部見てきました。今おっしゃっ
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たように、最初の江華条約だけ天皇の親筆と玉璽がありまして、あとは全

部ありませんでした。

　この憲法十二条の解釈についていろいろ勉強したんですが、ここにはこ

ういう書き方がしてあるんです。「調印に依っては唯条件附に効力が生じ、

批准に依ってそれが確定するのである。」、こういうふうに書いてありまし

て、やはり天皇の外交大権という立場からすれば、天皇の批准というもの

によってそれが最終的に確定する、私はこれは正しいと、こう思うんです。

　それから、天皇の批准を必要としないということの中に、「全権委員は、

天皇から条約締結に付いての全権委任状を賜はつて居るもので、批准を留

保して調印することも又は之を留保せずして調印することも、総て全権委

員の機能に委任せらるるのである。」と、こういうことであって、天皇の

外交人権を全権委任状という形でもって全権大使とか公使で行くんだと。

ということは、これは全権委任状と。非常に重要な意味を持ちますね、天

皇の外交大権を預かって行くんですから。

　そういう意味で、すべての条約の中にこれに臨んで署名捺印した人が全

部天皇の全権委任状というものを皆所持して行ったんですか、どうですか。

◦153　丹波實

○政府委員（丹波實君）　私たちこの点いろいろ外務省のかつての文書、

保管を当たってみましたけれども、確たる記録は見つけることが今日まで

できなかったわけでございます。典型的には、一九〇五年の先ほどから御

議論の対象になっていますところの保護条約ですけれども、当時、林特命

全権公使がこの条約に署名しておるわけですが、この林公使に対する委任

状というものは今までのところ記録としては見つかっていないということ

でございます。

◦154　本岡昭次
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○本岡昭次君　記録として見つかっていないといって、天皇の外交大権を

代行していくという重要な書類が保存されていないということについて、

私は納得できないんです。なかったと思うんです。出していなかったとい

う方が正しいと思うんです。どうですか。

◦155　丹波實

○政府委員（丹波實君）　ちなみに、当時の閣議で林公使に対して条約締

結の全権を委任するという閣議決定が行われておることは承知いたしてお

りますけれども、先生がおっしゃっておられる委任状そのものについては、

今日までのところ記録を当たってきましたけれども、見つかっていないと

いう次第でございます。

◦156　本岡昭次

○本岡昭次君　全権委任状とは一体何なのか、正確にもう一遍解釈してく

ださい、ここで。

◦157　丹波實

○政府委員（丹波實君）　私は、今手元に条約法条約というものを持って

おりますけれども、これはもちろん今問題になっておる時点にはまだでき

ていない条約でございますけれども、一つの考え方を示しておると思いま

す。

　全権委任状と申しますのは、外国との条約交渉が調ったときに、それを

確定する権限というものを自分は本国から与えられておりますということ

を相手方に正式に立証する通常は文書であると言うことができると思いま

す。

　いろんなことが書かれておりますけれども、一つここに書かれておりま

すのは、その場合、例えば元首あるいは政府の長あるいは外務大臣といっ
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たような方々は、そういう書類を提示しなくても、そういう職務にあるこ

とそのこと自体によってその国を常に代表し得るという考え方が表明され

ております。

　それからもう一つは、出先の大使、公使、昔は公使、今はもうほとんど

大使でございますが、の場合には、その国と本国との間の二国間の関係を

処理する分に関しては自国を代表することができる。この場合には、いわ

ゆる書面で全権委任状というものを提示しなくてもその大使であるという

職務自体によって本国を代表し得るというそういう規定もある次第でござ

います。

◦158　本岡昭次

○本岡昭次君　そうしたらここの結論として、委任状はなかった、委任状

は保護条約を締結する林権助公使には出されていなかったというふうに私

は判断してよろしいですね。

◦159　丹波實

○政府委員（丹波實君）　丸い数字で申し上げて九十年前のことになるわ

けで、事柄は確かに先生おっしゃるとおり重要な事柄であったと思います

けれども、九十年あり、その間戦争とかいろんな問題があって、私たち記

録を今後とも調べてみたいと思いますけれども、依然として今日までのと

ころは見つかっていない。見つかっていないということが一九〇五年のと

きに委任状がなかったというそういう結論に今日の時点で到達し得るのか

どうかにつきましては、ちょっとそこまではまだいかないのではないか。

　いずれにしても、今後とも探してまいりたいというふうに考えておりま

す。

◦160　本岡昭次
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○本岡昭次君　出していなかったんですよ。出ていなかったんです。

　私は、韓国へ行ってこういうコピーをもらってきました。（資料を示

す）これは一九〇七年七月二十四日に当時の伊藤統監と李完用総理によっ

て調印された第三次日韓協約のときに必要であった委任状なんです。だれ

の委任状であったかというと、韓国側の皇帝の全権委任状の謄本なんです。

それで、ここに何にも書いていないわけです。要するに、これをつくって

そして皇帝の委任を得ようとしたんですよ。ところが、皇帝はノーと言っ

て応じなかったんですよ。応じなかったんですよ。

　こういうことから見ても、やはり委任状というものは双方の天皇、皇帝

の外交大権を代行するものとして絶対必要であったんですよ。それをやら

ないでやってしまった。韓国側からすれば、もう完全に韓国の御事情です

なんというようなことを言っていられるものじゃない。これははっきりと

言って有効性というものを、外務大臣の言っている観点じゃないんですよ、

事実として国際法上手続が完全に不備であったというふうにこれは言わざ

るを得ないのであります。

　それで、そのことがきょうのこの新聞にちょっと出ておるんですが、外

務省、外交当局は「全権委任状があったという記録はあるはずだが、昔の

ことなので保管がない。」と。こんな大事なものを、あるはずだが保管が

ないというようなことで、日本の国は、なんですか、外交文書を粗略に

扱っているんですか。そして、仮に委任状がなくても大使や公使は条約を

結ぶことができる、有効性は崩れていないと、こうなるんですね。とする

と、一体、委任状とは何やということになってくるわけですよ。委任状が

なくても済むんなら、何も委任状をつくらんと外務大臣や総理大臣がやれ

ばいいじゃないですか。

　一方、委任状というものが必要だとするということは一体何なのか、こ

の問題をもう一遍解明してください。
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◦161　丹波實

○政府委員（丹波實君）　先ほど申し上げましたとおり、当時の林公使は

閣議決定から見ましても全権委任を与えられ、かつ日本と韓国との間の問

題を処理するというもともとのそういう機能を持って韓国に滞在しておる

といういろんな状況からしても、私たちはこの条約が無効になるような形

で締結されたという認識は持っておらない次第でございます。

◦162　本岡昭次

○本岡昭次君　そうすると、訓令と同じことなんですか。ここにその当時

の、書いてありますが、ここに訓令と書いてありますよ。全権委任状を出

したとか全権委任とかいうが、訓令ですよ。訓令でもってこういうことが

できるんですか。

◦163　丹波實

○政府委員（丹波實君）　先ほどから申し上げておりますとおり、その委

任状の存否につきましては現在記録に当たっておるということでございま

すが、それにかぶせて一言御説明させていただきますと、先ほど全権委任

状のところでも御説明申し上げましたけれども、総理大臣あるいは外務大

臣あるいは派遣されている大使、当時は公使がヘッドでございますけれど

も、というものはその職にあるというそのこと自体によって二国間の関係

を処理し得る、こういうふうな立場にあるわけでございます。その点だけ

御説明させていただきたいと思います。

◦164　本岡昭次

○本岡昭次君　絶対に今のはおかしいですよ。私はいろんな本を読みまし

た。美濃部達吉氏、これ一番権威ある人ですよ。この人の十三条を読みま

したけれども、今の条約局長の解釈がもしここへ入ったとしたら、これは
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もう全然この美濃部達吉博士の憲法第十三条の天皇の外交権の解釈が崩れ

てしまいます。そんなむちゃなこと言わせて、外務大臣、いいんですか。

◦165　渡辺美智雄

○国務大臣（渡辺美智雄君）　これは法解釈の問題でありまして、いろい

ろ見方はあると思いますが、私が先ほど言ったことに実際は尽きる、そう

思っているんです。

　個々の問題を取り上げますといろんな疑問点は私はあると思いますよ。

確かに、先ほど七つの重立った条約、協定等は、あれだけを、あれだけを

聞けばですよ、日本がやはりもうぎりぎり少しずつひねっていったという

ことをほうふつさせるような形にはなっていることもそれは事実でしょう。

事実でありますが、しかしそういうものを全部ひっくるめて、戦後、日韓

の協定というものでちゃんと締めくくって新しい日韓関係をつくろうとい

うことになったわけですから、だから私は過去を認めないというわけじゃ

なくて、そういう今おっしゃるようなことも念頭にあって、我々としては

韓国に対しては本当に過去にはいろいろの申しわけのないこともしたとい

う意味も含めて、今後の日韓関係というものは今まで以上に一層有効な関

係に持っていこうという気持ちを忘れていないということであります。

◦166　遠藤要

○委員長（遠藤要君）　本岡君の残余の質疑は午後に譲ることといたしま

す。

　午後一時に再開することとし、暫時休憩いたします。

　　　　正午休憩

　　　　　　――◇――

　　　　午後一時二分開会
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◦167　遠藤要

○委員長（遠藤要君）　ただいまから予算委員会を再開いたします。

　平成五年度一般会計予算、平成五年度特別会計予算、平成五年度政府関

係機関予算、以上三案を一括して議題とし、休憩前に引き続き、本岡昭次

君の質疑を行います。本岡君。

◦168　本岡昭次

○本岡昭次君　私は、一九九〇年の六月の六日だと思うんですが、この本

院予算委員会で初めて従軍慰安婦の問題を取り上げました。それ以来、絶

えずこの従軍慰安婦問題をどう解決したらいいかという問題の責任という

ものの重さを感じて今日までやってきました。先ほどの質問もいわばその

ことのために私は質問したつもりであります。

　従軍慰安婦あるいは強制連行といった日韓の間に横たわるこの問題、つ

まり国際法上の重大な人権侵害というこの問題がどういうふうにすれば解

決できるのかという、さまざまな方法がありますが、私は午前中の論議を

やって、まず第一次、第二次、第三次と進められてきた日韓協約、その上

にある一九一〇年の日韓併合条約、そうした問題が本当に国際法上瑕疵の

ないものであったのか、正当性を持ち得るものであったのか、あるいは道

義的、道徳的という立場から見て、韓国の皆さんに胸を張って我々が誇り

得るものであったのかどうか。そうしたところに私たちはきちっと足を置

いて考えていかなければいけないということをつくづくと感じました。

　そういう立場から、政府はできないと言うだろうけれども、国際法上の

違法性を日本政府として認めるというところから始めなければならない、

こう思いますが、最後にこのことの見解を聞いておきたいと思います。

◦169　丹波實

○政府委員（丹波實君）　この点につきましての私たち政府の考え方と申
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しますか、気持ちにつきましては、私は先ほどの渡辺外務大臣の御説明の

中に尽きていると思うんです。いろんな論議が日韓正常化交渉、十四年間、

十数年間にわたって行われたことは、本当、先生御承知のとおりで、その

中の非常に大きな論点がこの問題であったと。

　しかしながら、やはり日韓関係を正常化しないわけにいかない、正常化

して発展させることが非常に重要であるという、そういう気持ちを含めて

この日韓の基本条約の第二条の中に、先ほど読みましたけれども、

「千九百十年八月二十二日以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結され

たすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。」と。

これは当時の日韓両政府が本当にぎりぎりの妥協点を探ってこの表現を見

つけたということで、ぜひ御理解いただきたいと思うんです。

　私は、今ここで先生に先ほどから御説明申し上げたことは何も政治的道

義的にどうだということを申し上げているのではございませんで、本当に

純粋に条約的、法律的な観点から、私は当時の条約局長ではございません

のでもう本当に少ない資料の中からこうであったであろうということで御

説明申し上げたんで、そういうことも含めてぜひ御理解いただきたいとい

うふうに考えます。

◦170　本岡昭次

○本岡昭次君　総理に最後に伺っておきます。

　歴史の真実を認めない者は再び同じ過ちを繰り返す、こう言われており

ます。今、本当にその歴史の過ちを認めた上で妥協したのかという問題が

必ず問われると私は思うんです。

　金泳三大統領が、この従軍慰安婦問題の解決について日本に物質的な補

償は求めない、そのことによって今後は道徳的に優位に立って新しい韓日

関係の定着に向かうことができると発言されました。ある新聞は、社説で

「日本の道義が試されている」と政府の誤りなき対応を求めました。

1226



韓半島植民地支配の不法性（その６）

（龍法＇26）58–4，185（1227）

　私は、日本の朝鮮半島植民地支配が道徳に反する行為であり、国際法上

違法であったというこのことを認める勇気のない限り、日本が韓国に対し

て道徳的に、優位とは言いません、対等の立場に立って新しい日韓関係を

築くことができないのではないかと私は考えているんです。総理のお考え

を最後にお聞かせください。

◦171　宮澤喜一

○国務大臣（宮澤喜一君）　午前中から大変に精細な条約等々に基づいて

の御議論を拝聴いたしておりました。また、政府委員も条約の見地からそ

れについてお答えをいたしておったわけでございます。

　結局、それが違法であるか違法でないかといったようなことは、渡辺外

務大臣も言われましたように、一九六五年に日韓基本条約ができるに至り

ますまでの十数年の間、まさに議論をいわばされ尽くしたところであった

と思います。その結果、第二条でございましたか、にああいうことで両者

のいわばそれこそぎりぎりの妥協を図ったということでございましょう。

そのことがむしろ大事ではないかという渡辺外務大臣のお考えは私もその

ように思いますが、しかし、いずれにしても、日韓併合以来の一九六五年

までの歴史あるいは敗戦までの歴史というものは決して我々にとって誇り

にできるものではない。このようなことは二度と繰り返すまいというのが

国民の決心であると思いますし、また私ども政府もそのような考え方から

日韓の間の友好親善というものに努力をいたしておる。

　そういう中でこの慰安婦という問題が起こってきたわけでございますか

ら、そういう立場から、我々として誠意を持ってこの問題についての、

我々のいわば過去における過ちを陳謝する、その真心をどういう形であら

わすことができるかということは、なお残された問題ではありますけれど

も、事実関係を偽りなく究明をして明らかにするということが、我々の過

去の反省というものを現実に関係者にもわかってもらう一番大事な道であ
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ろうというふうに考えております。
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【資料２】

日韓条約60年を問う―日韓市民・宗教者共同宣言

http://jkplatform.org/2025/05/19/jkkyodosengen60/

2025年８月19日閲覧。

日韓条約60年を問う―日韓市民・宗教者共同宣言

はじめに

　2025年は、日本と大韓民国（以下、韓国）の国交正常化60年、日本の敗

戦と朝鮮半島解放80年、乙巳保護条約締結120年を迎える歴史的転換点の

年です。日韓市民・宗教者はこれを心に刻み、友情と歴史の和解、平和の

メッセージを共に分かち合います。

　1965年に締結された日韓基本条約は、朝鮮戦争停戦と冷戦体制の限界の

中で、日本の植民地支配に対する歴史的責任と賠償問題を明確にしないま

ま締結され、日韓米軍事協力の基盤となりました。それにもかかわらず、

両国の市民は文化的・経済的交流を通じて関係を深めてきましたが、強制

動員や日本軍「慰安婦」問題など、植民地支配の被害者の尊厳は依然とし

て、完全に回復されていません。さらに日本は、まだ朝鮮民主主義人民共

和国（以下、朝鮮）と国交を樹立していません。

　責任ある国家は加害の歴史を文明史の問題として受け止め、これを恥ず

べきこととして認識し、優先的に解決しなければなりません。ドイツの

シュタインマイヤー大統領は侵略戦争とユダヤ人虐殺の「歴史的責任には

終わりがない」と明言したのに続き、植民地支配責任に言及しました。

　このように過去の過ちを率直に認め、深く反省することが成熟した国家

の責務であるという認識が国際的に広がっています。戦後のパレスチナ問
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題に対する責任は問われねばならないとしても、ドイツはナチスの犯罪に

対して全面的な謝罪と補償を実践し、米国は日系アメリカ人の強制収容に

対して謝罪と補償を行いました。デンマークとフランスも植民地主義の過

ちを反省し、謝罪しました。これは、過去の過ちを認め、責任を負うこと

が国際社会で信頼を得る道であることを示しています。

　日韓関係もこの流れに歩調を合わせなければなりません。植民地支配、

朝鮮戦争、冷戦構造を貫く日韓基本条約の限界を認め、武力と脅迫によっ

て締結された1905年乙巳保護条約（第二次日韓協約）、1910年韓国併合条

約が不法・無効であることを認め、そこから生じた問題を正さなければな

りません。

　過去に目を背け、否定することは不信と敵意の悪循環を深めていきます。

逆に、過去を率直に見つめ、反省することは、和解と平和、相互理解を開

く道となります。日韓の市民・宗教者は、過去を直視し、東アジアの和解

と平和の未来を切り開く道に責任をもって、共に歩んでいきます。

日韓基本条約第２条・第３条の問題

　1910年８月22日韓国併合条約及びそれ以前に締結されたすべての条約と

協定は不法無効です。

　日韓基本条約は、日本が植民地支配に対する謝罪を拒否し、外交的妥協

を通じて締結されました。植民地支配の責任に全く言及せず、当時の韓国

社会の学生・市民の強力な抵抗にもかかわらず締結された条約は、お互い

に有利な解釈を可能にする曖昧な文言が含まれ、その結果、植民地支配に

関わる重大な人権侵害問題は引き続き対立と葛藤の争点として残ってきま

した。

　日韓基本条約第２条は「1910年８月22日以前に大日本帝国と大韓帝国と

の間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効である（already 

null and void）ことが確認される」となっています。韓国はこれにより、
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日本の植民地支配が最初から無効であったと主張しますが、日本政府はこ

れを「締結時より有効であったが、1948年の大韓民国成立時に無効となっ

た」と解釈し、植民地支配に対する責任を回避しています。

　1905年乙巳保護条約と1910年韓国併合条約は軍事的圧力と脅迫によって

締結されたもので、国際法的に無効です。1963年、国連国際法委員会報告

書では、乙巳保護条約が強制または脅迫によって締結された無効な条約で

あると判断し、国連総会はそれを採択しました。これは日本の植民地支配

が国際法的に正当化できないことを示す重要な事実です。

　これらの条約が締結されるまでの歴史的脈絡を見れば、その不法性がよ

り明らかです。1876年の日朝修好条規以降の近代日韓関係は、常に日本の

武力による朝鮮半島への介入と膨張政策の歴史でした。日清戦争と日露戦

争を通じて朝鮮を外交・軍事的に圧迫した日本は、1904年大韓帝国による

中立宣言を踏みにじり、不可侵の中立国領土を不法に強制占領し、乙巳保

護条約と韓国併合条約を軍事的脅迫によって締結し、これは36年にわたる

植民地支配につながりました。これに対抗して、朝鮮の民衆は日本による

軍事的暴力や虐殺に対する抵抗が一日も休むことなく続きました。このよ

うな一連の展開は、今日「朝鮮植民地戦争」と位置づけられ、私たちは日

本の朝鮮半島植民支配が不法な武力と強制によるものであったことを確認

します。

　日韓基本条約第２条の解釈は、日本の植民地支配の不法性とそれによる

人権侵害に対する責任を解決する上で重要な基準となります。日本は過去

の過ちに対する法的責任を回避しており、それによる被害は未解決のまま

です。したがって、日本は歴史の正義と人権に基づいた正確な解釈を通じ

て、過去の不正を法的に認め、それに伴う責任を明確にしなければなりま

せん。1910年８月22日及びそれ以前に締結されたすべての条約と協定が不

法無効であることを日韓両国が認め確認しなければならず、このような共

同の認識の上で日韓両国は平和で公正な未来を共につくっていくことがで
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きます。

朝鮮半島には、国際連合が認める二つの国家が存在します。

　日本の植民地支配の歴史責任を全ての朝鮮半島レベルで完全に清算する

ためには、日朝間の関係改善と植民地支配責任の整理が欠かせません。

ヨーロッパで冷戦体制が侵略国であるドイツの分断を中心に形成されたの

と異なり、東アジアの戦後体制は戦争の責任が全くない朝鮮半島の分断を

中心に形成されました。日本の植民地支配とその後遺症による冷戦が朝鮮

半島にもたらした悲劇です。

　朝鮮半島の分断は、解放後の朝鮮半島と日本の関係にも決定的な影響を

与えました。日本の植民地支配が朝鮮半島全域にわたって行われたにもか

かわらず、日韓基本条約は韓国と日本の間で締結されました。その一方、

朝鮮と日本は、植民地支配問題の清算が行われないまま敵対関係を続けて

きました。このため、植民地支配の歴史責任に関する議論と措置が効力を

及ぼす範囲は、必然的に朝鮮半島の南、つまり休戦ライン以南に限定され

るしかありませんでした。

　日韓両国政府は日韓基本条約で、「大韓民国政府は、国際連合総会決議

第195号（Ⅲ）に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的

な政府であることが確認される」（第３条）と合意しました。しかし1991

年、韓国と朝鮮が同時に国際連合に加盟したことにより、朝鮮半島には国

際連合が認める二つの国家が存在する現実を否定できなくなりました。

　したがって、日韓基本条約第３条を克服し、朝鮮半島全域で植民地支配

の歴史責任を清算するためには、朝鮮と日本との間で基本条約締結と外交

関係樹立に相当する措置が取られなければなりません。

　私たちは、日本政府が植民地支配の責任に背を向けたまま、朝鮮を孤立

させる敵視政策を撤回し、歴史の反省と新しい日韓関係に対する展望を前

提に、朝鮮と国交正常化交渉に乗り出すことを希望します。朝鮮と日本の
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歴史責任の清算と国交正常化は、朝鮮半島の分断と戦争、そしてその後の

冷戦的対立状態が現在も続いていることに対して、日本が責任を果たす道

でもあります。日朝間の敵対関係の解消は、70年以上続いた朝鮮半島の不

安定な停戦体制を恒久的な平和体制に転換することに大きく貢献するで

しょう。

日韓基本条約60年の評価と課題

　1951年サンフランシスコ平和条約1965年の日韓基本条約は、日本の戦争

犯罪と植民地支配に対する責任を適正に扱いませんでした。サンフランシ

スコ平和条約では植民地被害国が除外され、日韓基本条約は日本の植民地

支配に関する法的責任を解決しませんでした。日本は日韓請求権協定を根

拠にこの問題が「完全かつ最終的に解決された」として謝罪と賠償を拒否

しています。しかし、植民地主義に根差したあらゆる差別を禁じる人種差

別撤廃条約が第20回国連総会で採択された1965年に締結された日韓条約は、

植民地主義とその差別を克服しようとする戦後国際人権法がめざす方向に

逆行する戦後植民地主義の結果であると私たちは考えずにおれません。さ

らに、「奴隷制と奴隷貿易は人道主義に反する犯罪である」と明記し、植

民地主義を批判した2001年の「ダーバン宣言」はこれを一層明確にしてい

ます。

　日本は様々な首相の宣言を通じて、過去の歴史責任に対する謝罪と和解

を試みました。河野談話（1993）、村山談話（1995）などは日本軍「慰安

婦」と植民地支配に対する謝罪を表明し、金大中・小渕共同宣言（1998）

と小泉訪朝による日朝平壌宣言（2002）は日韓・日朝関係改善のための重

要な節目でした。特に、菅直人談話（2010）は、日本の植民地支配が韓国

人の意思に反するものであったことを認め、韓日関係改善の重要な転機を

つくりました。しかし、安倍首相以降、日本は過去史問題で後退を見せ、

2015年の慰安婦問題合意も実質的な解決を達成できませんでした。
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　強制動員と日本軍「慰安婦」問題とは、まさに植民地支配と戦後植民地

主義から生まれた深刻な人権侵害事件です。しかし、日本はこれに対する

謝罪と賠償を依然として拒否し、法的責任を認めていません。韓国大法院

（最高裁判所）は、2018年強制動員に関する判決以降、一連の裁判を通し

て不法な強制占領による強制動員被害者と日本軍「慰安婦」の受けた被害

に対する個人請求権は消滅していないとの判決を下し、被害者たちに手を

差し伸べました。日本の最高裁判所も2007年の判決で被害者個人の賠償請

求権自体が消滅したわけではなく、ただ裁判を通じた法的救済権能だけが

制限されたと判決で示した経緯があります。日本政府は自ら何度も国会で

個人請求権が生きていると明らかにしたにもかかわらず、その後立場を覆

しました。

　さらに、日韓基本条約締結に伴う法的地位協定によって国籍としての

「韓国」を選んだ者にだけ「協定永住」を許可することによって在日社会

に法的地位による分断を深め、またこの条約締結を契機に1965年12月の文

部次官通達によって当時の文部省は在日韓国・朝鮮人に対する同化教育を

強化し、また朝鮮学校を「各種学校」の認可からも排除しようとしたので

す。日本政府によるそのような植民地主義的な民族差別が今日の朝鮮高校

無償化除外の差別につながっていることを私たちは忘れてはなりません。

　一方、日韓市民社会は日本の植民地支配の責任問題を正面から凝視して

清算し、人権を土台に歴史正義と和解を成し遂げ、日韓市民の関係を実質

的に回復するために共に協力し連帯してきました。1990年代から2000年代

にかけてアジア各地の戦争および植民地被害者が日本政府と企業を相手に

謝罪と賠償を要求する約100件の訴訟を日本で提起し、その半分以上は韓

国人または在日朝鮮人が原告でした。日本司法府の消極的な法解釈で勝訴

には至りませんでしたが、数多くの日本市民と日本人弁護士、在日韓国・

朝鮮人弁護士が共に闘いました。

　関東大震災の朝鮮人虐殺、朝鮮人強制連行と強制労働に対して日本市民
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社会は粘り強い調査活動を遂行し、被害者と遺族を招請して追悼式を行い

ました。この活動は在日朝鮮人の歴史学者たちの先駆的研究と韓国・中国

研究者および市民団体との協力の中で行われ、日本国内の歴史修正主義に

対抗して真実を守る働きを日本の市民社会と国際連帯によって果たしてき

ました。

私たちの決意と呼びかけ

　今、世界は第二次世界大戦後、最も危険な状況に直面しています。ロシ

ア－ウクライナ戦争とイスラエル－パレスチナ戦争が続いており、米国の

トランプ政権の再登場は国際的な分断と対立を激化させています。米国発

関税戦争で世界貿易秩序も大混乱に陥っています。このような時代的転換

期の中で、私たちが記憶しなければならないことは、戦後ヨーロッパが廃

墟の上で共同体を築くことができた力は国家ではなく、1968年フランス学

生革命の精神を継承した市民の歴史に対する確固たる認識と平和に対する

熱望だったという事実です。

　ドイツとフランスの市民が歴史歪曲に対抗し、真実を求めて連帯するこ

とで、戦後のヨーロッパの道徳的基礎を築いたように、日韓市民社会も

キャンドル革命と平和憲法を守る運動などで互いに連帯と支持を表明し、

歴史和解と平和の東アジア共同の家を作るために努力してきました。これ

は2024年の年末以来、内乱終息に向けた韓国の平和市民運動に日本市民が

連帯する姿につながっています。

　そこで私たちは次の課題を提起し、実践していきたいと考えています。

１．日韓両国の「正義に基づいた歴史和解」を市民レベルの核心の

課題とすべきです。歴史を直視することは、加害国と被害国の市民

間の理解を深め、友好的な関係を構築するために不可欠です。日韓

の市民は、過去の壁を越えて歴史和解の広場で出会い、アジアと世
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界の平和に向けた新しい時代を開かなければなりません。そのため

に日韓両国は新しい未来と平和のための条約と協定を改めて準備し

なければなりません。

２．植民地支配により大きな苦しみを受けた在日韓国人・朝鮮人は、

解放後、差別に耐えながら母国と日本社会をつなぐ架け橋となり、

多文化共生社会の実現に貢献してきました。私たちは彼らの試練と

歴史的足跡を共有し、在日永住者の地方参政権付与と朝鮮学校（高

校・幼稚園）無償化の実現を和解と連帯の課題として力強く実践し

ていきます。

３．日本と朝鮮、米国と朝鮮の関係正常化は、東アジアの平和定着

のための喫緊の課題です。日本と朝鮮は、日朝平壌宣言を基に国交

正常化と相互連絡事務所の設置を検討すべきであり、日本は誤った

過去を正しく認識し、謝罪と賠償を通じて相互信頼を築くべきです。

さらに、朝鮮と米国が関係正常化に取り組むようにし、南北の停戦

状態を朝鮮半島の恒久的な平和体制に転換しなければなりません。

４．米軍駐留に基づく東アジア冷戦対立体制を超えなければなりま

せん。日米韓軍事協力の強化、アジア版NATO、台湾有事の際の

対応構想など、敵を想定して排除することでは平和を実現できませ

ん。朝鮮、ロシア、中国は和解と平和を共に築くべき隣人であり、

友人であるべきです。日本は平和憲法９条を維持し、その意義を高

めていかなければなりません。私たちは、東アジア多国間安全保障

協力体制など、平和に基づく域内秩序の構築と、日韓被爆者が訴え

る「非核平和」の声を継承し、核兵器のない世界を作るために努力

していきます。
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　戦争放棄をうたう憲法９条を守ってきた日本の市民と、独裁政権を倒し

て民主主義を深化させてきた韓国の市民は、東アジアの平和をけん引する

原動力です。私たち日韓両国の市民・宗教者は、歴史の和解を通じて、日

韓関係および南北関係の試練と困難を乗り越えて、平和が深く根を下ろし、

友好の花が咲き誇る世界に向かって、手を取り合って前進してまいります。

2025年６月20日（記者会見発表日）作成責任：日韓和解と平和プラット

フォーム

呼びかけ人：

〈日本側44名〉

飯塚拓也（日本キリスト教協議会東アジアの和解と平和委員会委員長）、

石川勇吉（愛知宗教者平和の会）、内田雅敏（弁護士）、江上彰（日本山妙

法寺）、大倉一美（カトリック東京教区司祭）、大嶋果織（日本キリスト教

協議会総幹事）、太田修（同志社大学教授）、小田川興（在韓被爆者問題市

民会議）、小野文珖（宗教者九条の和共同代表）、北村恵子（日本キリスト

教協議会女性委員会委員長）、金性済（日韓和解と平和プラットフォーム

書記）、金聖泰（牧師／在日大韓基督教会東京教会）、くじゅう のりこ

（東アジアの和解と平和ネットワーク）、酒井陽介（イエズス会／上智大学

神学部教員）、佐藤信行（外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト

教連絡協議会）、佐野通夫（東京純心大学教員／朝鮮学校「無償化」除外

に反対する連絡会共同代表）、潮江亜紀子（外国人住民基本法の制定を求

める神奈川キリスト者連絡会）、白石孝（日韓市民交流を進める希望連帯）、

愼蒼宇（法政大学教授）、申容燮（大阪KCC館長）、鈴木和枝（不二聖心

女子学院教員）、鈴木敏夫（教科書ネット21事務局長）、平良愛香（平和を

実現するキリスト者ネット）、高田健（許すな！憲法改悪・市民連絡会）、

武田隆雄（日本山妙法寺僧侶／平和をつくり出す宗教者ネット共同代表）、
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崔善愛（ピアニスト／週刊『金曜日』編集委員）、鄭守煥（在日大韓基督

教会総幹事）、戸塚悦朗（弁護士／英国王立精神科医学会名誉フェロー）、

中井淳（日本カトリック正義と平和協議会）、長澤裕子（ソウル大学校ア

ジア研究所）、野平晋作（ピースボート共同代表）、長谷川和男（朝鮮学校

無償化排除に反対する連絡会共同代表）、林尚志（イエズス会下関労働教

育センター）、比企敦子（日本キリスト教協議会教育部）、菱山南帆子（戦

争させない・９条壊すな！総がかり行動共同代表／許すな！憲法改悪・市

民連絡会事務局長）、飛田雄一（神戸青年学生センター）、昼間範子（日本

カトリック正義と平和協議会）、藤本泰成（フォーラム平和・人権・環境

顧問）、藤守義光（日本キリスト教協議会総務）、光延一郎（日本カトリッ

ク正義と平和協議会）、柳時京（日本聖公会／大阪川⼝キリスト教会）、吉

髙叶（日本キリスト教協議会議長）、渡辺健樹（日韓民衆連帯全国ネット

ワーク共同代表）、渡辺多嘉子（平和を実現するキリスト者ネット）

〈韓国側92名〉

カン・ウイル（主教、前天主教済州教区長）、キム・キョンミン（韓国

YMCA全国連盟 事務総長、日韓和解と平和プラットフォーム 共同代表）、

キム・グィオク（民主化のための全国教授協議会常任共同議長、漢城大学

教授）、キム・ドンミョン（韓国労働組合総連盟）、キム・ミンムンジョン

（韓国女性団体連合常任代表）、キム・ミンファン（作家、高麗大学名誉教

授）、キム・サムヨル（独立有功者遺族会会長）、キム・サングン（牧師、

前 KBS理事長）、キム・ヨンジュ（平和主権行動「平和の彼方」理事長）、

キム・ヨンホ（前 産業通商資源部長官、前ユハン大学総長）、キム・イン

レ（趙素昻先生記念事業会会長）、キム・ジェハ（全国民衆行動常任共同

代表）、キム・ジョンギル（第45周年5.18光州民衆抗争記念行事委員長）、

キム・ジョンリュク（反民特委記念事業会理事長）、キム・ジョンホン

（画家、前ソウル文化財団理事長）、キム・ジョンセン（韓国キリスト教協
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議会総務、日韓和解と平和プラットフォーム共同代表）、キム・ジュンベ

（前MBC社長）、キム・テイル（夢香・呂運亨先生記念事業会理事長）、キ

ム・ピョンス（韓国民藝総連理事長）、キム・ハングォン（興士団平和統

一委員長）、キム・フィジュン（大主教、前天主教 光州大教区長）、ナ

ム・ギジョン（ソウル大学日本研究所教授、外交広場）、ナム・ブウォン

（アジア太平洋YMCA連盟総務総長）、ノ・ジンチョル（環境運動連合共

同代表）、リュ・ジョンヨル（DMZ平和ネットワーク理事長）、ミョンジ

ン（元老僧）、パク・ソンム（茶山研究院理事長）、パク・ソグン（非常行

動共同議長、韓国進歩連帯常任共同代表）、ペク・ナクチョン（ソウル大

学名誉教授、創批名誉編集人）、ソ・ジュンソク（成均館大学名誉教授）、

ソン・ミヒ（「我が学校と子どもたちを守る市民の会」代表）、ソン・ソン

ヨン（京畿市民社会団体連帯会議常任代表）、ソン・チョルウォン（現代

史記録研究院院長）、シン・グァンウ（韓国YMCA全国連盟理事長）、シ

ン・ナクギュン（前文化体育部長官、前女性有権者連盟会長）、シン・ス

ンミン（キリスト教社会研究院院長）、シン・インリョン（前梨花女子大

学総長）、シン・フンボム（ジャーナリスト、朝鮮自由言論守護闘委員会

委員長）、シム・ジョンス（彫刻家、国際環境彫刻委員会委員）、アン・

ビョンウク（カトリック大学名誉教授、前韓国学中央研究院院長）、ア

ン・ジェウン（牧師、前アジアキリスト教協議会（CCA）総務）、アン・

チュンソク（神父、前天主教正義具現全国司祭団共同代表）、ヤン・ギョ

ンス（全国民主労働組合総連盟委員長）、ヨム・ムウン（文学評論家、前

民族文学作家会議理事長）、オク・ヒョンジン（大主教、天主教光州大教

区長）、ユ・ホンジュン（明知大学招聘教授、前文化財庁長）、ユン・ギョ

ンロ（前漢城大学総長、親日人名辞典編纂委員長）、ユン・ソギン（希望

製作所理事長）、ユン・ジョンモ（作家、前韓国作家会議理事長）、イ・ナ

ヨン（正義記憶連帯理事長）、イ・マニョル（淑明女子大学名誉教授、前

国史編纂委員長）、イ・ブヨン（ジャーナリスト、東亜自由言論守護闘委
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員会委員長）、イ・ワンギ（新言論フォーラム代表、第15代放送文化振興

会理事長）、イ・ヨンギル（全国非常時局会議常任共同代表）、イ・ウジェ

（故尹奉吉月進会名誉理事長）、イ・ウンジョン（全国女性連帯常任代表）、

イ・ウィヨン（経済正義実践市民連合共同代表）、イ・ジャンヒ（韓国外

国語大学名誉教授）、イ・ジェソン（自主統一平和連帯青年学生委員会常

任代表）、イ・ジュンシク（前独立記念館館長）、イ・テホ（参与連帯平和

軍縮センターセンター長）、イ・ヒョンムン（朝鮮義烈団記念事業会会長）、

イ・ホンジョン（自主統一平和連帯常任代表議長）、イム・ウテク（大学

YMCA全国連盟会長）、イム・ジンテク（パンソリ名唱）、イム・ホニョ

ン（文学評論家、民族問題研究所 理事長）、チャン・ワンイク（弁護士、

親日反民族行為者財産調査委員会常任委員）、チャン・イムウォン（医療

人、前民主化のための全国教授協議会常任代表）、チャン・フェイク（ソ

ウル大学名誉教授）、チョン・ジヌ（言論非常時局会議代表）、チョン・ソ

ンホン（DMZ生命平和の丘理事長、前セマウル運動中央会長）、チョン・

ヨンジュ（前KBS社長）、チョン・ヨンイ（全国女性農民会総連合会長）、

チョン・インソン（円仏教教務、日韓和解と平和プラットフォーム共同代

表）、チョン・ヘグ（前大統領直属政策企画委員会 委員長、聖公会大学教

授）、チョン・フィソン（詩人、前民族文学作家会議理事長）、チョ・ソン

ドゥ（歴史記憶平和行動常任代表）、チョ・ソンホ（自由言論実践財団理事

長）、チョ・ホンジュ（興士団理事長代行）、ジソン（元老僧、実践僧伽会

前代表）、ジ・ウニ（前正義記憶財団初代理事長）、チン・ヨンジョン（参

与連帯共同代表）、チェ・ヒワン（民族美学研究所長）、チェ・ヨンチャン

（貧民解放実践連帯共同代表）、チェ・フィジュ（進歩大学生ネット全国代

表）、ハ・ウォノ（全国農民会総連盟議長）、ハン・ジョンボム（1980年解

職言論人協議会代表）、ハン・チュンモク（韓国進歩連帯常任共同代表、

日韓和解と平和プラットフォーム共同代表）、ハム・セウン（神父、抗日

独立先烈顕彰団体連合 会長）、ヒョン・ギヨン（作家、前韓国文学芸術振
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興院院長）、ファン・ソギョン（作家、万海文学賞受賞者）
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研究ノート

Execution-Date Notification and Suicide Prevention: A Critical Ex-

amination of Japanese Death-Row Policy

This research note examines the practice of notifying death-row in-

mates of their execution date, a practice commonly justified in Japan 

as a measure to prevent suicide. 

It aims to clarify the analytical perspectives and type of information 

necessary to assess the rationale of this practice. Recognizing that 

the relationship between notification and suicide is not one of simple 

causality, the study reviews findings from research on prison sui-

cide, which emphasize the interaction between individual vulnerabil-

ities and institutional risk factors. It further considers the signifi-

cance of death-investigation systems and third-party oversight in 

cases of custodial death. The paper argues that, in the absence of 

such verification mechanisms, the current framework does not pro-

vide a sufficient basis for evaluating the validity of execution-date 

notification.

執行日時の告知運用と心情の安定
―受刑者自殺研究と死因究明制度からの問題提起

古 川 原 明 子*

* こがわらあきこ　龍谷大学法学部教授
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１、はじめに

　…死刑執行の前日にその告知を受けた死刑確定者が自殺した事件を受け

て死刑執行の告知を死刑執行の当日に行うように改められた経緯があると

いうのであり、死刑の執行を受ける者の心情の安定への配慮に加え、円滑

な死刑執行や刑事施設の規律及び秩序の維持等の観点から一定の合理性を

有するものであると認められる…

　これは、死刑確定者２名が原告となった「死刑の執行告知と同日の死刑

執行受忍義務不存在確認及び国家賠償請求事件」（以下「告知訴訟」とい

う。）における、大阪地裁令和６年４月15日判決からの引用である。判示

はこのように述べて、刑事施設の長が、円滑な死刑執行並びに刑事施設の

規律及び秩序の維持等のほかに、死刑確定者の心情の安定（刑事収容施設

及び被収容者等の処遇に関する法律32条１項）への配慮の観点から執行日

当日に告知することは合理的であること、また、告知を受けた死刑確定者

の自殺を契機として、現在の告知運用に変更されたことを認めた1。

　死刑執行日時を知らせることが死刑確定者の自殺リスクを高めるという

主張は、国（被告）が内外で繰り返し示してきたものである。ただし、これま

でに執行当日より前に告知することで執行される者の心情の安定が著しく

害される恐れがある旨の答弁等はあったものの、現在の運用に変更された

契機が１件の自殺事件であったことを公に認めたのは、この告知訴訟が初め

てであった。これに対して原告は、当該自殺事件の詳細を明らかにすること

を強く求めたが、自殺の原因や方法などは全く開示されずに訴訟は終結した2。

1　判決や関連する法律上の文言に揃えるため、本稿では「自殺」という用語を
用いる。自殺定義の多義性については、たとえば高橋祥友『自殺の危険：臨床
的研究と危機介入 第４版』（金剛出版、2022）、26-29頁参照。

2　古川原明子「『即日告知・即日執行』訴訟の意義：死刑の執行告知と同日の死
刑執行受忍義務不存在確認及び国家賠償請求事件（１）」龍谷法学56巻３号
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　しかし、現在の告知運用の合理性を検討するためには、告知と自殺リス

クの因果関係、告知運用以外の自殺防止策の可能性、自殺防止策と人権制

約との均衡を検討せねばならない。執行直前の告知運用は、自殺防止を大

きな根拠としながら、その合理性を検証するために不可欠な情報を十分に

公表していない点で、本質的な課題を残している。そこで本稿では、自殺

防止が現行の告知運用の根拠たりえるかを検討するために、どのような情

報が必要なのかを明らかにすることを試みる。

２、告知がもたらす自殺リスク

（１）死刑確定者の精神状態はどのように評価されているか

　死刑を執行されるということ、すなわち絞首により殺害されることを予

告された者が、強い恐怖と絶望に襲われるであろうこと、そして恐怖や絶

望ゆえに自己の命を断つことを選択する者がいるであろうことは否定でき

ない。しかし、執行日時を知らされた後に死刑確定者が自殺をしたとして、

告知がその原因であるとただちに判断することは難しい。

　告知が自殺を招いたといえるのは、当該死刑確定者が告知前に一定の自

殺リスクを有しており、告知がそれを促進して自殺に至ったか、あるいは

自殺リスクがなかったにも関わらず、告知によって自殺に至ったかのいず

れかの場合であろう。死刑確定者の自殺リスクがどのように評価されてい

るかは不明であるが、その精神状態を確認すべきことは法律が求めている。

　刑事訴訟法479条１項は、死刑確定者が心神喪失の状態に在るときは執

行を停止することを定めている。また、心神喪失状態からの回復が認めら

れた場合は、法務大臣の執行命令が必要と定める同条３項がある3。そこ

（2023）37頁以下、同（２）龍谷法学57巻１号（2024）95頁以下参照。
3　３項があることから、想定されている心神喪失の原因となる精神的な障害は
重度のものに限られず、回復の見込みがあるものを含むものと解される。な
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で執行前に、執行停止事由にあたる事実がないことの確認がなされねばな

らず、心神喪失の事由の有無を判断するにあたっては、執行を予定されて

いる死刑確定者の精神状態を把握する必要が生じる。時期としては、執行

の可能性が一定程度高まった段階、たとえば検察庁の長が法務大臣に死刑

執行上申書（執行事務規程９条）を提出する前の数日間が想定される4。

さらに、執行が予定されていない死刑確定者についても、その心身の状態

は定期的な診察を受けているものと思われる5。もっとも、心神喪失の有

無の判断と自殺リスク評価とは異なる概念であり、前者の判断過程が後者

を十分に包含しているかは明らかではない。

（２）評価の検証は可能か

　上記のように死刑確定者の精神状態について一定の判断がなされている

として、その妥当性を検証できるような仕組みの存否が次に問われる。医

師の専門性や診察項目に関する情報の公開はきわめて限定的である6。そ

のため、法務省による執行の公表後、執行があったのであれば執行された

お、確定から６ヶ月以内の執行を定める475条２項は「回復の日から六箇月」と
読み替える形で準用される（479条４項）。

4　執行８日前に法務省からの照会を受けて、拘置所がそれまでの診療状況をま
とめた文書を提出したというケースについて、朝日新聞2023年７月31日参照。

5　ほぼ６ヶ月の間隔で精神科医の診察を受けていたとされる川中鉄夫氏につい
て、朝日新聞1993年11月29日参照。他方、拘置所が「問題ない」として袴田巌
氏に医師の診断を受けさせていないと報じたものとして、朝日新聞2004年２月
21日。また、2010年に当時の全死刑確定者（約110名）の精神状態を把握せよと
の法務大臣の指示に基づき、精神状態が不安定な者には精神鑑定が実施された。
その結果、数名に拘禁反応が認められたものの、心神喪失にあたるケースはな
かったとされたという。朝日新聞2011年２月11日。

6　松本智津夫氏の執行後、心神喪失であるにも関わらずなされた執行が違法で
あるとして国に賠償を求める訴訟が提起された。国は証拠として診療記録を提
出しているが、その評価をめぐって原告と被告の主張が対立している。朝日新
聞2025年３月15日参照。刑事施設に多くの医療問題があることは、たとえば土
井政和「刑事視察委員会と医療問題」赤池一将編著『刑事施設の医療をいかに
改革するか』（日本評論社、2020）所収、85頁以下参照。
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者は心神喪失状態ではないと判断されたのだ、と一般に受け止められる7。

　死刑確定者の有する自殺リスク評価は、様々な観点から行われる必要が

ある。そもそも、死刑確定者に限らず、受刑者は一般社会の同年代の者と

比べて自殺リスクが高いといわれている。刑事施設での拘束に由来する自

殺リスクと、死刑確定者であることに由来する自殺リスクを区別すること

は困難だが、死刑確定者の自殺をいかに防止するかという観点からは、リ

スクの種類を重層的に捉えることは重要である。これは一般社会の自殺対

策とも矛盾しない。日本で自殺による死亡者数が高い水準で推移している

ことに鑑み、自殺対策基本法が2006年に制定された。自殺は、保健、医療、

福祉、教育、労働にかかる多様かつ複合的な原因及び背景を有する（自殺

対策基本法２条）。それらに起因するストレスが強い心理的苦痛となり、

さらに自殺念慮に発展して自傷や自殺に至るとの理解のもと、この過程に

おける危険をいかに取り除き、あるいは促進を妨げるかという観点から自

殺対策の取組みが進められている8。

7　479条に基づいて法務大臣の命令により執行を停止した事例は、昭和24年以降
から平成11年までは存在しない。「衆議院議員保坂展人君提出質問に対する答弁
書」（1999年３月16日、内閣総理大臣・小渕恵三）など参照。なお、死刑確定者
が心神喪失であるとの主張がなされたものとして、平沢貞通氏、袴田巌氏、松
本智津夫氏のケースがあり、治療のための拘置停止や成年後見制度適用の申し
立て、人身保護請求がなされた。朝日新聞1985年12月３日、同2003年３月11日、
2004年２月20日、2018年４月18日、2022年３月８日参照。479条により停止され
る「執行」は絞首刑を指し、執行までの拘置は含まないと解される。しかし、
同条１項が適用されるのは、法務大臣の執行命令が出された後から執行までの
期間ではなく、絞首刑が開始する時点以降であると考えた場合、同項の適用可
能性は著しく低い。そのため、心神喪失を理由とした執行停止を事実上求める
場合であっても、その申し立ては479条の準用を訴えることになろう。

8　野村恭子、影山隆之、山内貴史、佐々木那津、瀧澤透、太刀川弘和、反町吉
秀、竹島正「自殺対策基本法制定20周年を振り返る：自殺実態の把握」日本公
衆衛生雑誌72巻10号（2025）819頁以下参照。なお、自殺に関する統計が正確な
データとなっていない点については、末木新『シン・自殺論』（金剛出版、
2026）、51頁以下参照。
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　このように複雑な自殺リスク要因があることを踏まえて、受刑者や死刑

確定者の場合は、身体拘束される以前に有していた自殺リスクについても

考慮に入れる必要がある。そのような者の中には犯罪の前から多様な困難

を抱えていた者が存在し、その割合は決して少なくないからである9。そ

れらの困難ゆえにすでに自殺傾向を有していた者の一部が刑事施設に辿り

着いた場合、受刑経験が自殺リスクを高める可能性がある。

　受刑者と死刑確定者に共通するストレス要因としては、たとえば、刑が

確定するまでの捜査および裁判、長期に渡る独居での身体拘束や外部交通

の著しい制約がもたらす孤立などが挙げられよう10。死刑確定者はこれら

に加えて、自己の死を待つことによって、日常極めて大きい精神的動揺と

苦悩のうちにあり11、犯した罪に対する自責の念や後悔の蓄積、執行日の

予測不可能性がもたらす心理的苦痛も生じることが予想される。

　このように刑事施設内での自殺リスクには、制度的リスクと個人的リス

クが併存すると捉えられることから、死刑確定者が自殺をした場合にその

原因を特定することは容易ではない。しかし、国が「心情の安定」の要請

から自殺防止を掲げ、それをもって死刑確定者の自由や利益を制限する以

上、個々の制約が心情の安定に及ぼす影響が分析されねばならない。また、

その分析は制約を課す当事者である国ではなく、第三者によって行われる

必要がある。ところが、こうした検証に必要な情報の開示は十分とはいえ

ず、信頼できるデータへのアクセスが限られていることが、日本の刑事施

設内自殺例の包括的研究の乏しさを招いているものと思われる。この点は

9　犯罪の背景に孤立、経済的苦境など多くの困難があることについては、浜井
浩一『エビデンスから考える現代の「罪と罰」』（現代人文社、2021）が詳しい。

10　佐藤舞「孤立の中で死を待つ人々：死刑確定者へのアンケートから見えてく
る日本の死刑制度」CrimeInfo論文＆エッセイ集、https://www.crimeinfo.jp/
wp-content/uploads/2022/12/13.pdf（2026年１月10日最終閲覧）参照。

11　林真琴、北村篤、名取俊也『逐条解説 刑事収容施設法［改訂版］』（有斐閣、
2013）、100頁。
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諸外国とは大きく異なっており、自殺を含む受刑者の死亡に関するデータ

が公開されていることで実現したいくつかの研究が存在する。

　以下では、死刑確定者の自殺リスクを考えるために、まずは受刑者の自

殺リスクについて既存の研究をもとに確認する。死刑確定者が置かれた状

況、具体的には単独室や面会制限による孤立といった状況は、受刑者の自

殺因子と重なるためである。次に、拘禁中の死因究明制度における課題を

確認することで、告知運用の合理性検証の前提として求められる情報が日

本では公開されていないことの問題を明らかにすることを試みる。

３、受刑者の自殺に関する調査分析

（１）Zhongらの自殺要因分析12

　かねてより刑務所内では一般人口に比して自殺が多いこと、特に女性の

自殺が多いことが、高所得国を対象とした研究等で明らかとなっていた。

そのうえで、2010年以降の精神医学の発展を踏まえて2006年から2020年の

統計や論文を収集し、高所得国における刑務所内での自殺因子を分析した

Zhongらの研究がある。分析対象となった自殺例は35,351件で、刑務所の

所在国は27カ国となった。ここに、日本の刑務所の事案は含まれていない。

　Zhongらは、人口統計、犯罪学、臨床学、制度の各観点から、自殺リス

クの上昇と関係する因子を突き止めようとした。自殺リスクの上昇に関係

する因子のうち受刑者個人に関するものは、①罪名（殺人、性犯罪）、②

司法手続きの段階（未決拘禁者、終身刑）、③服役中の自殺に向けた行動

履歴（自殺企図や自傷の既往歴、向精神薬の処方歴）、④障害（精神障害、

12　Shaoling Zhong, Morwenna Senior, Rongqin Yu, Amanada Perry, Keith 
Hawton, Jenny Shaw, Seena Fazel, “Risk factors for suicide in prisons: a 
systematic review and meta-analysis”, The Lancet Public Health, vol. 6, Issue 
3（2021）, pp. 164-174.
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うつ病、アルコール乱用）であった。他方で、施設に関する要素のうち自

殺リスクの上昇に関係する因子は、①拘禁形態（単独室であること）、②

面会（social visitがないこと）であった。後者については、受刑者の個人

的特性（攻撃性、暴力性）が社会的繋がりの欠如をもたらす場合もあるが、

地理的要因や面会制限など施設収容が原因となることもある。その場合は、

自殺リスクを高めないための措置をとる可能性が生じる。

　Zhongらの研究には、多様な自殺のリスク因子の関係性が不明確である

点に一定の限界がある。また、データベースによって含まれる自殺の範囲

が異なっており、統計によって自殺企図、治療拒否やハンガーストライキ

の形態をとる自殺を含むのかが課題となろう。

（２）Mundtらの比較分析13

　他方、Mundtらは、先行研究や公式統計に加えて刑事施設への問い合

わせをもとに、2000年から2021年までの期間を対象とした分析を行った。

性別および国別の自殺による死亡の絶対数、その発生率、地域間の比較分

析、一般人口との自殺発生率の比較、さらに各管轄区域における所得区分

や民主主義指数（Democracy Index）と合わせた分析に特徴がある14。対

象施設は拘置所を含むため、以下では「刑事施設」「被収容者」という表

現を用いる15。

　比較のために用いられた独立変数は、性別（男性または女性の二値変

13　Adrian P. Mundt, Pablo A. Cifuentes-Gramajo, Gergő Baranyi & Seena 
Fazel, “Worldwide Incidence of Suicides in Prison: A Systematic Review with 
Meta-Regression Analyses,” The Lancet Psychiatry, vol. 11（2024）, pp. 536–
544.

14　同上。所得区分は世界銀行のデータからの推定。刑事施設の収容率および収
監率は、World Prison Briefからの取得。一般人口において年齢標準化をした上
での年間の自殺発生率はWHOデータベースからの取得。各年の総人口は、
World Bankのデータから取得。民主主義指数は、Economist Intelligence Unit
から取得。

15　たとえば、アメリカのデータには、拘置所（jail）、州刑務所（state prison）、
連邦刑務所（federal prison）における自殺者が含まれる。
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数）、WHO 地域（アフリカ、アメリカ大陸、アジア、ヨーロッパ、オセ

アニア、ヨーロッパ）、所得区分（低・中所得国、高所得国）、収容率（連

続変数）、収監率（連続変数）、および一般人口における自殺発生率（連続

変数）である16。

　対象となった管轄区のうち欧州評議会加盟国では、自殺データが統一の

統計により一律に報告されている17。アジア諸国でデータが得られたのは、

アルメニア、アゼルバイジャン、キプロス、ジョージア、香港、インド、

フィリピン、韓国、タイ、トルコの10管轄区であった。このうちフィリピ

ンのデータは矯正当局からの提供、タイのデータは学術論文に基づいてい

るが、その他のアジア諸国は公式統計に基づく数値が使われた。Zhongら

の研究と同じく、日本は含まれていない。

　データ収集の結果、82の管轄区域（78カ国）において、9,130万人・人

年の収容期間中に、合計29,711件の自殺が認められた18。そのうち71カ国

における13,289件の自殺については性別が報告されており、内訳は、男性

12,544件（94.4％）、女性745件（5.6％）であった。大半の研究およびレジ

ストリーが、当該管轄区域の被収容者全てを対象としており、データの収

集や報告方法は適切であったものの、いくつかでは自殺の定義がなされて

いなかった点がZhongらの研究と共通する課題である。

　変量効果モデルを使用したメタ分析を用いた結果、全体の刑事施設にお

ける自殺発生率は収容人年10万人あたり50、他方で性別ごとの情報があり、

かつ特定の性別について少なくとも５件の事例があった管轄区域において

は、統合された発生率は男性では収容人年10万人あたり49（40–60；99％）、

16　データ分析手法については、同上、538-539頁参照。
17　Ibid., 538.
18　自殺件数が５件未満の小規模な管轄区と、発生率があまりに高い管轄区（収

容人年10万人あたり250件）はデータ統合の前に除外された。後者のうちグリー
ンランドでは、非常に開放的な運用がなされているため、保安上のリスクの高
い受刑者はデンマーク本土に移送されている。同上、540頁。
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女性では59（39–82；97％）であり、信頼区間の重なりは大きい。

　次に、刑事施設内での自殺発生率は、管轄区によって大きな差があるこ

とが認められた。最も低かったのはフィリピンであり、収容人年10万人あ

たり3となった。もっとも高かったのは、ルクセンブルクの収容人年10万

人あたり204であった。地域別でみると、ヨーロッパは高い自殺率を示し

ており、最低でもウクライナの収容人年10万人あたり22であった19。

　男性を対象とした一般人口との比較では、刑事施設内での自殺率の方が

有意に低かったのはインドのみで、７つの管轄区（エクアドル、グアテマ

ラ、チュニジア、フィリピン、クロアチア、ポーランド、ウクライナ）で

は一般人口と同程度、その他の管轄区では全て刑事施設内での自殺発生率

の方が高かった。女性の場合は、刑事施設内と一般人口の自殺発生率に差

がほぼなかったのはロシアのみで、データのあるその他の管轄区では全て

刑事施設内の方が有意に高かった20。

　上記の結果をもとに、収容率が低い、収監率が低い、当該管轄区域の所

得が高いといった条件が、自殺発生率の高さに関係すると考察されている。

また、年齢標準化された一般人口と比較した時、男性集団では約２倍、女

性集団では多くの場合10倍以上高く、刑事施設内での自殺発生率の高さが

浮き彫りとなった。

　収容率が低いと、自殺発生率が高くなるという点について、Mundtら

は以下のように分析する。過剰収容の施設では、感染症の蔓延や自傷と

いった、自殺以外の有害な結果がもたらされる可能性がある。また、中・

低所得の国や地域（以下「LMIC」という。）では、自殺スクリーニング

やメンタルヘルスにかかる治療の程度が相対的に低いが、それよりも単独

室であるか否かが自殺の発生率を左右する。LMICのドミトリー形式を中

心とする居室では、自殺の試みは妨害されるものの、被収容者間の暴力は

19　Ibid.
20　Ibid., 541.
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より激化する可能性がある。また、そのような国や地域においては、自殺

による死を他の原因による死に分類しているのではないかという点につい

て検討する必要がある。たとえば、自殺が重いスティグマを有しているこ

とから、事故死や自然死、または原因不明の死、分類待ちとされることが

あるという21。

　高所得の国や地域（以下「HIC」という。）では、単独室の使用が一般

的となる。また、HICでは、施設外での就労を認めるなど社会復帰に向け

た資源がより豊富であり、より人道的な処遇が実現される一方で、それは

自殺手段へのアクセスが制約されないことも意味する。そして、HICや

ヨーロッパのように民主主義が進んだ国々では、受刑者は比較的短期の刑

期を言い渡されており、頻繁に施設内の人間が入れ替わる。自殺リスクは、

受刑初期に高まりうるといわれているため、収監率が低い（すなわち、回

転率が良い）施設では自殺リスクの上昇を招く可能性がある22。

　次に、刑事施設内の女性についての考察である。女性受刑者は、社会に

いる女性に比べて高い自殺率を有すると指摘されてきた。これを示すもの

として、ヨーロッパ、南アフリカ、イングランド・ウェールズなど質の高

いデータのある国や地域を対象とした調査がある。このように男女で差異

が生じる理由のひとつに、男性の高い収監率がある。女性に比べて約15倍

という高い収監率ゆえに、比較的健康な男性が刑務所人口を占めることに

なるためである。薬物使用、PTSD、人格障害（personality disorder）を有

する割合が被収容者に多くなるのも、女性の特徴である。この特徴は、女

性の方が収監のハードルが高いことで、より選別された集団が刑事施設に

入る傾向と関連している。選別の結果、収容されることによって生じるラ

イフイベント（たとえば、子供との別れなど）も、自殺リスクに関係する23。

21　Ibid., 543.
22　Ibid.
23　Ibid.
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　80カ国以上からの関連するデータを収集した上で地域間および一般人口

との比較を行い、刑事施設が抱える自殺リスクが収監率や収容率といった

制度設計によって変動することを示したMundtらの研究が、刑事施設内

での自殺予防対策に与える示唆は大きい。女性は施設入所までの過程で選

抜により自殺リスクの高い集団が収容される傾向が高い点も重要であろう。

ここで示された自殺の制度的リスクに、被収容者の有する個別リスク（精

神疾患の有無など）を合わせることで、自殺予防対策の有効性が高まるこ

とが期待される。

　他方で、この研究には一定の限界がある。たとえば、収集された自殺例

の多くで年齢が報告されていなかったために、一般人口との比較の際に年

齢構成を反映できなかった点、平均刑期についての情報が得られなかった

点、自殺の誤分類の可能性を排除できなかった点などである。また、分析

の限界として、アフリカ諸国では利用可能なエビデンスを有する管轄区域

が少ないために、地域全体の検討ができなかったと述べている。Mundt

らは、LMICの多くでは、刑務所内での自殺例を登録する仕組みがない、

または報告が公表されていないとも指摘しており、データに基づいた自殺

予防対策のためには、情報公開が不可欠であるとする24。

（３）小括

　既存の国際比較研究から、刑務所内での自殺発生率は一般人口に比して

高いこと、自殺リスクの上昇に関係する因子には、拘禁形態や孤立がある

ことが示された。短期刑の増加による入れ替わりという点などはあてはま

らないものの、受刑者の中で自殺リスクの高い層と死刑確定者との間に一

定の重なりを認めることができそうである。確かにこれらの研究が告知時

期と自殺との関係に与える直接的な示唆は乏しく、告知自体を自殺リスク

の変動因子とした研究は現実的ではないだろう。しかし、現行運用におけ

る執行直前の告知は、余命にかかる情報の遮断による死刑確定者の主体性

24　Ibid., 543-544.
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の剥奪であると評価したならば25、処遇における情報遮断とそれによる主

体性の剥奪からくる孤立と無力感を、制度的な自殺リスクの変動因子とす

る実証的な研究は可能だと思われる。また、拘禁形態や孤立が自殺リスク

に与える影響を明らかにした点は、告知後の処遇を検討するうえでも重要

な知見である。さらに、刑期の長さが受刑者の精神状態に与える影響も確

認する必要があり、これは無期刑受刑者の自殺リスクを評価する際に参考

となろう。

４、被拘禁者の自殺防止

　告知運用は、死刑の執行ではなく、死刑確定者の処遇にかかる問題であ

る。現行の運用の根拠の一つとして死刑確定者の自殺防止が掲げられると

して、その合理性を検討するためには、死刑確定者の自殺事例を分析する

必要がある。そのような事例を包含するのが、拘禁中の死亡事例である。

以下では、告知運用の合理性を検証するための前提条件として、被拘禁者

（被疑者、被告人、受刑者を含む）の死因究明制度を概観したうえで、自

殺事例の検証基盤が日本では整っていないことを確認する。

（１）被拘禁者の死因究明の意義と制度

　強制力をもって個人を拘禁下におく国家は、拘禁されている者の生命に

対する扶助義務を負うと共に、被拘禁者が死亡した場合には調査義務を負

う。これは、被拘禁者が恣意的に生命を奪われる危険性があることを前提

に、国家に立証責任を求めることで、被拘禁者の生命権を保障するための

仕組みである26。しかしその重要性にも関わらず、日本における被拘禁者

25　古川原明子「『即日告知・即日執行』訴訟の意義：死刑の執行告知と同日の死
刑執行受忍義務不存在確認及び国家賠償請求事件（３・完）」龍谷法学57巻４号

（2025）313頁以下参照。
26　ネルソン・マンデラ・ルールズが全ての拘禁中の死亡の報告義務を施設長に

課し、続けて拷問や残虐な取り扱いの場合に言及しているのは、この趣旨か
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の死亡調査は不十分であり、たとえば欧州人権条約第２条を担保すべく、

拘禁中のすべての死亡について調査義務が加盟国に課されているヨーロッ

パ諸国とは対照的である。さらに、コロナー制度を有するイングランド・

ウェールズでは、刑事施設における死はすべて陪審による公開審理で死因

が決定され、2004年からは刑事施設および保護観察オンブズマンが拘禁中

の全死亡例を対象に調査と報告書作成の責任を負うことにもなった27。こ

うした情報開示により施設処遇の透明性が確保されると同時に、被拘禁者

の死亡に対する有効な予防対策をとることが可能になる。

　もっとも、被拘禁者の死因究明における日本の限界は、日本の死因究明

制度自体が有する問題に起因するところが大きい。死因究明等推進基本法

（2019）の成立により期待された抜本的改革はなされず、異状死の扱いや、

法医学者等の専門家によらないスクリーニングにおける問題が残っている

ことから、他殺や自殺が事故死や病死と判断される可能性が指摘されてき

た28。そのような状況のもとで、刑事施設という社会から隔離された場所

で発生した死亡例を検証することには大きな困難が伴うと予想される。拘

禁中の死因究明制度が整っている上述のイングランド・ウェールズでさえ、

問題が指摘されている。例として、司法省が公表する統計は、自殺や新型

コロナウィルス感染症による死亡数を含む刑務所内の総死亡者数を対象と

らであろう。United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners（the Nelson Mandela Rules）, Rule 71.

27　福島至『法医鑑定と検死制度』（日本評論社、2007）、204-206頁参照。刑事施
設および保護観察オンブズマン（Prison and Probation Ombudsman, PPO）の
役割については、以下の論文が参考になった。PPOの調査は警察、検死審問の
調査と並行して行われ、審問終了後に一般公開される。PPOの勧告は矯正当局
による事後モニタリングの基礎となる。Philippa Tomczak, Kaitlyn Quinn, 
Catherine Traynor & Lucy Wainwright, “ Article:（Re）constructing Prisoner 
Death Investigations: A Case Study of Suicide Investigations from England 
and Wales,” Law & Social Inquiry, vol.49（2024）, pp. 1842-1874.

28　岩瀬博太郎「特集 死因究明制度の今後を考える：死因究明における今後の課
題」犯罪学雑誌89巻２号（2023）24頁以下ほか参照。
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するが、施設ごとの死亡率が公表されておらず、受刑者の属性の詳細な区

分も十分ではない点が指摘されている29。

　また、ZhongやMundtの研究が示すように、施設内での自殺数を減少さ

せるためには、自殺者の有していた個人的リスクだけでなく、当該施設や

制度が内包する制度的リスクへの対応が必要である。いずれか一方のみに

着目した自殺原因や自殺防止の失敗原因の追求は、関係者を責任転嫁の繰

り返しに陥らせ、自殺予防対策の実質的な改善を阻むことにつながる。た

とえば、イングランド・ウェールズでは、オンブズマンは受刑者の死亡原

因が施設職員の規則不遵守にあると捉えるのに対して、施設職員は自殺リ

スクの高い受刑者を老朽化した施設で受け入れることの構造的問題に着目

する傾向があるため、相互理解が進まないという問題が指摘されている30。

この問題は同時に、自殺を含む施設内死亡例の検証は、中立的な第三者に

より行われることの重要性を示してもいる。さらに、拘禁中の自殺を個人

的リスクとしてのみ捉えてアプローチすることは、監視や隔離の強化につ

ながる可能性があり、これが人間の尊厳の侵害となって被拘禁者の自殺意

思がむしろ強化されるとの指摘もある31。

　なお、とりわけ受刑者については、出所後に自殺傾向が高まるとの指摘

もあり32、自殺予防対策としては出所が迫った時期や出所後までをも含む

一貫した働きかけを検討する必要もあると思われる。

（２）死刑確定者の自殺防止

　日本の死刑確定者の自殺防止策をみるに、「心情の安定」を根拠とした

29　Philippa et al., op. cit., 1847.
30　Ibid., 1850-1870.
31　Gaëtan Cliquennois, Sonja Snacken, Dirk van Zyl Smit, “The European 

Human Rights System and the Right to Life Seen through Suicide Prevention 
in Places of Detention: Between Risk Management and Punishment”, Human 
Rights Law Review, vol.22, number 1（2021）, pp. 1-28.

32　Mundt, op. cit., 543.

1257



研究ノート

（龍法＇26）58–4，216（1258）

様々な制約によって、自殺方法へのアクセスは限られているものの、孤立

は深まっていると考えられる。日常生活の大半において選択の自由を奪わ

れている死刑確定者は、やがて自己の決定が無意味であることを感じてコ

ントロール感覚を失い、学習性無力感と説明される心理状態が生じうる33。

ここで出現する極度の孤立感、無価値感は自殺リスクの高さと関係する34。

刑事施設に拘束される受刑者が一般人口よりも高い自殺発生率を示すこと

を前提とすると、より閉鎖的な環境にある死刑確定者の自殺傾向はさらに

高く、自殺リスクが複合的に存在する状況として理解されよう。死刑確定

者の自殺リスクにつながるような孤立を高めうる長期間の拘置を行いなが

ら、自殺の危険があるとして執行日時を死刑確定者に直前まで伝えないと

いう方針をとっていると捉えるならば、いずれの段階でもより妥当な制度

を考える余地が生じる。

　以上のことから、死刑確定者の自殺の防止策の検討にあたっては、懲役

刑や拘禁刑受刑者の自殺状況の分析が有効であり、現実的である。ところ

が、日本の刑事施設における自殺については、犯罪白書の「刑事施設にお

ける事故発生状況」のほかに公式の統計はなく、刑事施設の種類や自殺者

の年齢等は不明である35。死亡例全体としても、名古屋刑務所事件を契機

として、過去10年間の被収容者の死亡帳が2003年に公表されたのみである。

同事件を契機として2006年に監獄法が改正され、刑務所における処遇等の

適正さを第三者が評価するために設けられた刑事施設視察委員会も、死刑

確定者の状況については十分な情報を得られていない。諸外国、特に先進

諸国と同程度に、刑事施設の死亡状況に関する詳細な情報が公開されるこ

とが第一に必要である。

33　前掲・注29参照。
34　前掲・注１、高橋35頁以下、52頁以下参照。
35　CrimeInfoは、法務省への情報公開および新聞記事により入手した情報をもと

に、2010年以降の刑事施設における自殺事故事例をまとめている。https://
www.crimeinfo.jp/data/suicide/（最終閲覧2025年１月18日）。
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　理論的な検討課題としては、刑罰目的と拘禁形態の関係が挙げられる。

受刑者の孤立を解消することによって自殺リスクを低減させることを目指

す場合、社会からの隔離という自由刑の本質といかに調整させるかが問題

となるためである。他方で死刑の場合には、拘置期間は刑罰ではないため、

孤立の解消と刑罰目的実現の間の対立はただちには生じない。

５、おわりに：告知と自殺

　あらためて、執行日時の告知が死刑確定者の自殺リスクを高めるという

主張を検証するための視点を整理する。

　まず、この主張は、執行日時を執行当日まで死刑確定者に伝えないこと

の理由として示され、執行予定日を告げられた死刑確定者が自殺した１件

が裏付けとなっている。その妥当性を検討するためには、①当該自殺者が

告知前にどの程度の自殺リスクを有していたか、②執行日時の告知が自殺

リスクをどの程度変化させたか、③告知後の処遇が自殺リスクをどの程度

変化させたか（促進したのか、低減させたのか）に関する情報が求められる。

　この検討は、自殺事例の検証のためだけでなく、今後告知後の死刑確定

者の精神状態にどう対応するかにも関わるものである。かりに告知が数日

前になされたとして、自殺企図に最も影響するといわれる孤立を避けるた

めには36、告知後の死刑確定者を単独室に１人置いておくことは望ましい

ことではない。

　執行日時の告知時期について法律に定めはなく、死刑確定者の処遇にお

ける行政裁量の範疇にある。現行の告知運用は余命についての情報を遮断

し、死までの数日間に主体性を発露する機会を剥奪するものと理解される

が、これによって図られる心情の安定とは、死刑確定者が、来るべき死刑

36　自殺と孤立（isolation）の関係については、WHO（2014）, Preventing Suicide: 
A global imperative, pp. 36-37など参照。
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の執行による自己の死を待つことによる精神的な苦悩や動揺を克服し、あ

るいはコントロールできる状態にあることを意味すると理解されている。

ただし、監獄法下の実務とは異なり、心情の安定を図ることを理由に何ら

かの義務を課したり、保障されるべき権利を制約するのでは適当ではなく、

死刑確定者本人が自ら心情の安定を得られるように、援助を与えることが

処遇の基本となるべきである。このように権利の制約を最小限にとどめる

べきことは、書籍等の閲覧（被収容者処遇法70条）、信書の発受（同139条、

141条）において心情の安定が制限事由とされていないことからも明らか

である37。したがって、苦悩と動揺ゆえの自殺を防ぐことを根拠とした制

約が死刑確定者の尊厳の不当な侵害とならぬよう、代替措置や均衡性の検

討を経ねばならない。処遇における制度的な自殺リスクを解消せず、監視

と制約を強化して自殺を防ごうとすることは、死刑確定者を刑罰の客体と

することであり、その尊厳の否定となる。その観点からは、アメリカで執

行日が迫った死刑確定者が、デス・ウォッチなど24時間監視がなされる個

室に移されて私物をほとんど取り上げられることの妥当性にも疑問が呈さ

れるところである。

　本稿では、現行の告知運用が重大な権利制約であるにもかかわらず、そ

の合理性を基礎づけるために必要な実証的検討の前提を欠いている現状を

示した。告知の是非を論じるために、死刑確定者の自殺リスク評価、告知

後の処遇、ならびに第三者による検証を制度的に確保することが不可欠で

あるにもかかわらず、現状ではそのための基盤は整っていないことを指摘

し、さらなる検討は次稿にゆだねたい。（2026年１月15日脱稿）

本研究は、JSPS科研JP23K25460の助成を受けたものである。

37　前掲・注11、100-101頁参照。
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判 例 研 究

１．問題の所在

　⒜　労働契約法18条は、同一の使用者の下で有期労働契約が更新され、

通算で５年を超えると、労働者が無期労働契約に転換すると申込んだ場合、

「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」と定める。ある業務が５

年以上も継続するのであれば、担当する労働者は期間の定めのない契約に

よって雇用することが合理的であると判断し、雇用の安定を保障するため

に無期契約ヘの転換権を保障した。

　⒝　労働者派遣法40条の６第１項は、偽装請負など所定の類型の違法派

遣が行なわれた場合、派遣先はその時点におけるのと「同一の労働条件を

内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす」と定める。「承諾」す

れば、相手方（違法派遣先）の意思とは関わりなく（その意に反しても）

労働契約が成立する。合意があって初めて成立する通常の契約とは異質の

ことを定めており、しかも第２項は、その申込みは当該「行為が終了した

日から１年」は撤回できないとし、承諾の権利を１年間保障している。違

憲論も存在するが、同調者はほとんどいない（1）。

派遣法の契約申込みみなし制と 
労働契約法18条、労基法19条

―アズビル事件・東京地判令６.４.25、東京高判令６.11.19について―

萬　井　隆　令*

* よろいたかよし　龍谷大学名誉教授
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　ところで、仮に労働者が違法派遣を感知しても、何らかの形で問題化す

れば、企業は違法状態を解消するために法的基盤となっている請負契約な

どを解除し、仕事を失った雇用主からはそれを理由として解雇される不安

があり、有期の場合はさらに期間満了により雇止めに遭うことは必至であ

るから、とりあえず就労し続けることが多い。そのため、契約が有効に存

在している間は労働契約申込みみなし制（以下、同みなし制という）を援

用することは少なく、現実には、派遣が終了してから、あるいは終了が日

程に登る段階になって初めて問題化する。そのため、同みなし制が問題と

なる事案の多くは、その時点で派遣元等との労働契約は既に存在していな

いことが多い。それ故、労働者の承諾権が違法派遣終了後１年間保障され

ていることの意義は極めて大きい。

　⒞　熱供給設備の運転・保守管理業務を請負うアズビル（Ｙ）は同業務

の一部を10年近くタック（Ｔ）に委託してきた。原告（Ｘ）は2012年４月、

Ｔに雇用され、その指示に従って６年余り、夜勤のボイラー技士等として

Ｙの指揮命令を受けながら訴外Ａの空調設備の運転等に従事してきた。

　Ｙは、神奈川労働局から無登録派遣に該当するとして是正指導を受けた

ため、2019年１月に、2018年９月末日に遡ってＴとの業務委託契約を解除

し、派遣契約に切り替えたものとした。

　労災によりＸは2018年７月３日以降休業したが、その件で労働局と接触

した際、問題について教示を受けたＸは、2018年12月20日、派遣法40条の

６に基く契約申込みを承諾する旨伝えたのだが、Ｙは書面により交渉を重

ねたものの「承諾」を拒否し続け、当該休業の期限と有期労働契約の期間

満了が同じ2019年３月末であったが、結局、最後まで「承諾」に応じな

かった。

　⒟　Ｘは2020年10月２日、Ｙに対し、労働契約上の権利を有する地位に

あることの確認および労災による休業後の未払の賃金などを請求する訴え

を提起し、同時に労働契約法18条に基づき無期契約への転換を通知した。
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　訴訟では、①同みなし制に基づく労働契約の成立、②Ｙにおける無期転

換、③労災休業終了後の雇止めと就労拒否の適法性などが争われることに

なる。

２．判決要旨

（ア）東京地裁判決

　⒜　東京地裁民事第36部（中野哲美裁判長裁判官、石川慧子、木田佳央

人裁判官）は双方の主張を整理し、争点として、①派遣法40条の６に基づ

く同みなし制による労働契約の成否等、②脱法目的、③過失、④雇用期間

の定め、⑤労働契約法18条による無期契約への転換、⑥労働契約法19条該

当性、⑦同条柱書該当性、等を挙げたが、「本件制度による労働契約の成

否の点は一旦措き」と述べ、争点①～③については認定事実も示さず、争

点④以下についてのみ、次のように判示した。

　⒝　Ｘは公共職安を通じて１年の有期雇用であると認識しながら応募し

採用された。「更新に当たって契約書等の書類の作成は一切なく、特段の

手続き」もなく、Ｘは異議を唱えないまま更新を繰返したもので、期間の

定めのある労働契約であった、Ｔとの間に契約更新に係る合意が成立して

いることを示す事情は存在しないから、契約の無期転換に関しては、同み

なし制度により成立し得るＹとの労働契約に関する事情についてのみ考慮

すべきである。Ｙは同みなし制による「契約成立自体に一貫して否定的」

で、2019年３月31日以降、更新の期待を抱かせる態度はとっていないし、

一度も更新されていないから、同条「各号に該当する事情がある」とは認

められない。

　Ｘの無期転換の意思表示は2020年10月２日で、Ｙとの間に「成立し得る

労働契約の終了日よりも後であるから…期間の定めのない労働契約に転換

することはない」。

　同みなし制により成立する労働契約上の法的地位は、Ｔの「労働契約上
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の地位を法的承継するものではなく、新たな契約関係の成立により生じる」

ものであるため、ＹとＴは「同一の使用者」とはいえず、Ｘの「契約期間

が５年を超えるもの」ではないから、労働契約法18条は適用され得ない。

　「仮に本件制度の適用が認められたとしても、それにより…成立する労

働契約は、平成31年（注―2019年）３月31日をもって終了する」。

（イ）東京高裁判決

　東京高裁第10民事部（松井英隆裁判長裁判官、小島清二、佐藤隆幸裁判

官）は地裁判決をほぼ全面的に踏襲しており、特に新たな判示はない（2）。

３．判決および判例評釈の検討

　地裁、高裁判決だけでなく、原告代理人甲斐田沙織弁護士と沼田雅之氏

の評釈（3）も併せて論評の対象とする。

⑴　判決が判断を回避した問題

　東京地裁は争点①については「一旦措き」とするが、それは事件全体に

関わるもので、それを判断しないまま契約期間等を論じたところで意味は

ない。特に、次の２点は結論を左右することであり、判断を回避しては済

まされない。

（ア）労働契約申込みみなし制について

　是正指導を受けたＹは業務委託契約を派遣に切替えたと主張するが、以

下（イ）で述べるように同切替は容認され得ない。したがって、偽装請負

は継続しており、Ｘが「承諾」をした2018年12月20日、Ｘ・Ｙ間に新たに

労働契約が成立したと解すべきである。

　派遣法40条の６によれば、Ｙとの労働契約における条件はＴの下におけ

るのと「同一の労働条件」であるが、具体的にそれは如何なるものか。期
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間の定めについて言えば、地裁、高裁とも、有期契約であり３月末日で契

約は終了すると判示する（4）。だが、契約終了とされた時点で就労が６年

を超えていたから、労働契約法18条に基づく無期労働契約に転換する要件

を充たしていた。また、同みなし制によれば、2018年12月からＹとの１年

契約が存在し、加えて、Ｔの下での条件と「同一の労働条件」がＹとの契

約の内容になるから、Ｔの下での就労期間をＹとの関係においても通算し

得る。Ｘが2020年10月２日に行使した無期契約転換権が有効であれば、Ｙ

は合理的理由がない限りＸを解雇することはできない。

（イ）業務請負から労働者派遣への切替えについて

　業務請負契約の形式をとりながら、実際には注文主が業者の従業員を直

接指揮命令していた場合、「請負」の要件を充たさず、偽装請負（職安法

違反の労働者供給事業であり、同時に違法派遣である）と判断される。労

働局から是正指導を受けて、Ｙは2019年１月、法的基盤となっていた業務

請負を2018年９月に遡って労働者派遣に切替えたと主張する。

　偽装請負の是正を指導された業務請負の注文主が労働者派遣への切替え

により是正を図ろうとする例は多い。派遣法26条を遵守すれば、契約内容

を書面上、遡って切替えることは当事者が合意すれば可能かも知れない。

しかし、それに照応する、指揮命令とそれに従った就労という事実は、そ

の性格上、遡及して存在しなかったことに変更し得る事柄ではない。さら

に、何よりも、派遣契約への切替えは企業間の合意と書面上の処理だけで

は完了し得ない。派遣元は労働者に対し、自らの下で就労するのではなく、

派遣先に出向いて、その指揮命令に従って就労することを明確に告げ、そ

の了解を得て派遣労働契約を締結しなければならない（派遣法32条ほか）。

派遣は、企業間の労働者派遣契約および派遣元・労働者間の派遣労働契約

という、性格が異なる２つの契約が整備されて初めて実施し得る。

　本件で、適法な派遣形式の労務提供の状態に転化したとの主張について
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は厳密な事実確認が不可欠である。判決を読む限り、労働者の了解は得て

おらず、派遣労働契約は成立していない。その点についてだけでも、地裁

が争点①について判断を回避したことは妥当とは言い難い。

（ウ）まとめ

　甲斐田氏は、Ｔによる契約更新につき「契約書等の書類の作成は一切

な」いとする自動更新を窺わせる認定と契約更新について黙示の合意は存

在しないとの判断は「齟齬」するし、雇用の安定を図る同みなし制の趣旨

に「逆行する結論」だと批判されるが、それ以上は詳述はされない。沼田

氏は、ＸはＹとの労働契約はＴとの有期労働契約と「契約の期間が同一で

あると解したうえで、雇止め法理の適用を否定した点に特徴がある」と指

摘されるだけで、同みなし制の適用に関しては詳述されない（5）。

　いずれも、派遣への転換そして争点①についての判断回避に関わる問題

点を指摘されず、判決の問題点の核心を剔抉していないという憾みがある。

⑵　派遣法40条の６の意義―「直用みなし」制という略称について

　甲斐田弁護士は、派遣法40条の６を「直用みなし」制と略称される（6）。

　同条は違法派遣を受けていた派遣先の労働契約の申込みをみなし、「承

諾」があれば労働契約が成立するとするもので、一定の違法派遣が認定さ

れた場合に、労働者の意思を問うことなく、直ちに直用が成立し、労働契

約関係が存在するとみなす制度ではない。

　2008年７月、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会（鎌田耕

一座長）」は、2003年改正派遣法40条の４による労働契約申込み義務制は

実効性に欠けている―実は、40条の４は私法的効力を有しないとする行政

解釈とそれに追随する判例学説によって創出された状況なのだが（7）―と

判断し、それに代わるものとして、（a）労働契約関係の成立みなし制、

（b）労働契約の申込みみなし制、（c）労働契約申込み義務付け制、（d）
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雇用申込みの行政指導という案を例示したが、最終的に（b）契約の申込

みみなしが法制度化された経緯がある。

　「直用みなし」は（a）労働契約関係の成立みなしであって、労働者の

「承諾」が問題となることはないが、派遣法40条の６が定める（b）同み

なし制では、「承諾」したか否かが争点になり得る（8）。甲斐田氏は両者を

混同ないし同一視している。「直用みなし」は略称として適切ではない。

⑶　Ｙによる雇止めの正当性

　申込みみなしに対するＸの「承諾」を受けながら、Ｙは請負契約もＴと

の労働契約も終了したとして、労災休業期間が満了した後も就労を拒否し

続けている。その雇止めの当否が問題となる。

（ア）Ｔとの労働契約期間に係る合意について

　同みなし制によってＹとの間で成立する労働契約の期間はＴの労働条件

と「同一」であるから、まず、Ｔとの間の（契約期間を含む）労働条件が

確認されねばならない。

　⒜　Ｘは、契約更新を繰返し無期契約に転化する状況になっていたから

Ｙとの間でもそれと「同一の労働条件」として無期契約の存在を認めるべ

きだと主張した。しかし東京地裁は、Ｔとの無期契約の存否はともかく、

Ｙとの契約期間はＹとの契約が成立した後の事情について判断すべきだと

し、Ｙは派遣法40条の６の適用に否定的であったし、仮に同条によるとし

ても、契約は一度も更新されていないから、労働契約法18条を適用する余

地はないと判示した。

　契約期間に係る合意は契約文書等に記載がないために紛争となるのであ

るから、一方当事者の態度等に左右されるのではなく、契約に係る諸事情

を総合的かつ客観的に観察して認定すべきである。東京地裁は、契約更新

に係る「黙示の合意」を示す事情は存在しないというが、６年以上、更新

1267



判例研究

（龍法＇26）58–4，226（1268）

に関わり「契約書類等の作成は一切なく、特段の手続きは行われていな

い」とし、自動更新であったこと、つまり無期とする黙示の合意を認定す

る要件は充分に充たされていたことを認定している。東京地裁は、肝腎な

「同一の労働条件」の意義と具体的内容についての審理を行なっていない。

争点の中でも重要な意味を持つ黙示の合意に関わる判断の在り方を理解し

ていないとの誹りを免れない。

　⒝　契約期間に関して、かつて本庄淳志氏は「残存期間」論を提唱され

た。同みなし制によって違法派遣先との間に生まれる労働契約の契約期間

は、派遣労働契約が有期の場合、派遣先は「当初に予定した労働力利用

（派遣受入）の期間」だけの利用を予定していたから、「派遣就労した期間

を除いた残存期間での直用化が図られる」という見解である（9）。しかし、

本庄氏は有期契約および派遣に対する認識不足に基づく誤謬を冒している。

　企業はある業務の処理を担当させるために労働者を雇用する。当該業務

が当面は継続する場合には労働者は期間の定めをしないで雇用することが

合理的であり、したがって、労働法上は無期雇用が原則である。しかし現

実には、有期雇用であれば労働諸条件は正規社員よりも低くても済むとい

う歪んだ社会的観念があり、また期間満了の際に契約を更新せず雇止めと

すれば解雇法理の制約を免れ得るという打算により、継続する業務につい

ても有期契約の労働者を充てることが少なくない。だが、契約更新を繰り

返すと打算の不合理性が顕わとなる。労働契約法18条は更新により雇用が

５年を超えると不合理性を容認できないとして無期雇用への転換権を規定

した。無期雇用が原則であるからこそ、有期雇用の濫用と判断された場合、

無期雇用へと戻す立法政策上の措置である（10）。一つの企業で有期で働か

せ続けている不合理性が顕わになるから、同条は一つの企業で有期で雇用

が継続している場合を想定している。企業を転々と変わりながら働く状況

を想定するものではない。

　沼田氏は、当該私見を、労働契約法18条は同みなし制による契約創設の
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場面を想定していないと解していると指摘し、その指摘は「派遣元と派遣

先を『同一の使用者』と解することは困難」だとする行政解釈や山川、本

庄氏らの解釈を支持する結論を導くものなっている（11）。しかし、労基法

も同様だが、労働契約法では契約の相手方は一つの企業であるから、当然、

三者関係の労働者派遣を想定していないが、そのことと、労働契約法18条

にいう「同一の使用者」に違法派遣元・派遣先に当たらないから元におけ

る就労期間を先におけるものと通算しないことが妥当かとは別の問題であ

る。同みなし制は違法派遣に関わった労働者の違法な提供元と提供先とい

う「法人格の異なる２つの企業の存在を前提」とするもので、「同一の使

用者」であることを想定するものではないが、派遣先は、派遣元との間と

「同一の労働条件」で契約申込みをみなされ、労働者の承諾で成立するか

ら、実質的に包括承継と異ならない。したがって、派遣元との契約期間は

「同一の労働条件」として違法提供先との間で生じる労働契約に引継がれ

ると解すべきである（12）。その限りにおいて、沼田氏の上記指摘は私見の

趣旨を誤解されていることになる。

　本庄氏は派遣先の「当初の目的」を指摘されるが、反復更新という事実

は、現実には業務は引き続き存在しているから、労働者の契約を有期とす

る社会的合理性は存在せず、反復更新して継続的に「労働力を利用する」

ことが当事者の「当初の目的」であったことを示している。元々、「残存

期間」を想定していないし、短期間の間に雇止めの機会があり、そこで契

約を解消するから、実際に「残存期間」は生ずることもない。契約の形

態・内容等には実質的に派遣先の意向が優越的に反映されるから、実態と

の照合、合理性の検証なしに、派遣先が表示したことをそのまま了解する

ことはできない（13）。

　派遣法40条の６の「承諾」権は、現実には大半が、労働局の指導とか労

働組合による団体交渉における問題追及を受けて、派遣先が偽装請負の解

消のため請負契約を解消したため業者が仕事を失なった結果、失業に至っ
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た労働者が窮余の一策として行使する。また、既に労働契約は存在してい

ないから「残存期間」も存在しないが、その有無に関係なく、違法行為終

了後１年間は「承諾」権が保障されている。

　同みなし制は、単純に新たな労働契約を成立させる制度ではない。仮に、

企業は既に業務請負による企業活動を停止していたとしてもなお、新たな

労働契約の成立を強要するから、理念としては、事業の再開を強いること

にもなる。同みなし制はそのようなことまで含んだ、違法派遣を利用して

きた企業に対する民事制裁である。日本経団連は派遣法の2015年改正に際

し、2012年改正によって法制度化されたが施行が延期されていた同みなし

制の「施行前の制度自体の廃止」を求めたが、鋭敏に感じ取った同みなし

制の重い負担に対し財界の強い反対があるのも故無きことではない。

　要するに、本庄氏は現実を洞察し損ねており、「残存期間」論は現行の

法的構造にそぐわない。

　本判決は「残存期間」論と通底し、派遣法40条の６の規定内容と違法派

遣をめぐる現実の事態を理解し得ていないとの批判を免れがたい。

（イ）労働契約法18条の「同一の使用者」の意義と無期転換について

　東京地裁は、同みなし制により成立する「法的地位」は、従前の「労働

契約上の法的地位を法定承継するものではなく、新たな契約関係の成立に

より生じる」から、ＹとＴは「同一の使用者」とはいえず、それぞれの契

約期間を「通算することはできない」、Ｙとの期間は５年を超えないから

労働契約法18条は援用し得ない、と判示する。

　⒜　Ｘは有期契約の更新により６年以上も就労している間に無期契約に

転化したと主張したが、東京地裁はＸの「自白」を認定し、それに基づき、

当該契約は2019年３月末を以って終了したと判示した。それは、前提とし

て、偽装請負（違法派遣）は労働者派遣への転換により消滅し、もはや派

遣法40条の６の援用―「承諾」による労働契約の成立はあり得ないという
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判断を含んでいる。しかしその前提的判断は、労働者派遣の構造について

の理解不足によるもので、上記のように派遣への転換が適法になされたと

は認められない（３―⑴―（イ）参照）。

　さらに、仮に2018年９月に遡って派遣へ切替えたというＹの主張が認め

られ、Ｔによる労働者の提供が適法化されとしても、その時点までは偽装

請負が継続していたことは否定されない。したがって、派遣法40条の６の

第２項、３項により、Ｘは2019年９月までは「承諾」によりＹとの間に労

働契約を成立させる権利を保障されている。

　⒝　沼田氏は、本件は「労働契約法18条の潜脱を目的に、あえて法人格

を濫用」した事案ではないことを理由に本判決を肯定される。だが、偽装

請負はすべてが直ちに「労働契約法18条の潜脱」を直接の「目的」とした

ものではないとしても、「法人格の濫用」であることは否定できない。派

遣法40条の６は労働者の違法な提供元と提供先を繋げて把握し、元との労

働契約関係を先との関係へ転化させることを内容とする民事制裁である。

　派遣法40条の６はＹとＴが「同一の使用者」ではないことを前提とし、

むしろ、同一ではないからこそ「使用者」の地位を実質的にＹに引継がせ

ることを意図して、同条の適用が認められる「時点における当該労働者に

係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込み」をみなし

ている。

　⒞　派遣法40条の６は同みなし制による新たな労働契約成立に際し、労

働者が不利益を被ることのないようにする趣旨で、最低でも「同一」の条

件を引継ぐよう定めたもので、当該「労働条件」には契約期間も含まれる。

東京地裁は「法定承継」ではないと判示する。「包括承継」ではないとす

る趣旨であろうが、派遣法に依拠している点ではまさに「法定承継」であ

り、また、Ｔの下におけるのと「同一の労働条件」をＹに引継がせており、

その限りにおいてＴとＹは「同一の使用者」と言い得る状況にあり、包括

承継に等しい。したがって、Ｔの下で就労してきた期間がそのままＹとの
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就労期間に通算して加算されるのは理の当然である。沼田氏のように「立

法的措置」を待つまでもない。

　東京地裁は派遣法40条の６の趣旨を歪曲し、労働契法18条との連携を不

当に断つ解釈と言わざるを得ない。

　⒟　地裁は、「同一の労働条件」に関して、労働契約が成立していると

しても、無期契約への転換の意思表示は2020年10月２日で、同みなし制に

より「成立し得る労働契約の終了日（2019年３月31日）よりも後である」

と指摘して、無期労働契約への転換を否定した。しかし、同判示はＸの主

張全体を正しく認識していない。

　Ｘは、労災休業が終了した日以降のＹの就業拒否の違法性をも主張して

いる。就業拒否が違法であれば労働契約は有効に存在し続けていることに

なるから、期間の「通算」の可否の問題に移るべきであり、そして通算が

認められれば無期契約への転換は可能である。

　地裁はＹとＴは「同一の使用者」ではないとして「通算」を否定してい

るが、当該判示は上記のように妥当とは言い難い。

　⒠　要するに、地裁判示には派遣法40条の６についての誤解と労働契約

法18条についての理解不足が重なっており、判示は不当というべきである。

（ウ）雇止めの合理的理由について

　Ｙは本件の業務請負契約を派遣に切替えたと主張する。だが、同主張は

先に詳述したように、容認され得ベくもない。また、容認されたと仮定し

ても、切替は2018年９月であり、それまでは偽装請負が存続していたこと

は否定すべくもない。

　派遣法40条の６第２項により違法派遣の終了後１年間は労働者の「承

諾」権の行使が保障されるが、Ｘが「承諾」を通知したのは、稀な例だが、

まだ偽装請負が終了していない、2018年12月20日である。東京地裁は派遣

への切替えを認定しながら、それで偽装請負が終わったとは述べず、その
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終了は７ヶ月も後の2019年３月と述べており、重要な事実について判断に

は齟齬がある（少なくとも、判旨は不鮮明である）。

　東京地裁が本件の偽装請負が終了したとする2019年３月には、Ｘは既に

Ｙとの間に労働契約が存在する労働者となっているから、その契約を終了

させるためには、ＹがＸを雇止めする合理的理由があることが求められる。

　地裁は、請負契約が終了する日と労働契約の期間が満了する日が同じで

あったと特に指摘する。しかし、本件の場合、ＹとＴとの業務請負なり派

遣契約が終了したか否かは、もはやＸとＹとの労働契約関係には関わりの

ないことである。過去にＴと有期契約を結んでいたとしても、本件の時点

ではＸとＹとの間で労働契約が成立していて、既にＴとは無縁であり、Ｔ

との契約の終了はＹ・Ｘ間の労働契約終了の理由とはなり得ない。

　Ｘの労働契約は派遣法40条の６によって成立がみなされた労働契約であ

り、そのことに伴う特別の条件が存在することが留意されねばならない。

経緯を想起すれば、同みなし制の「承諾」を告げる2018年12月20日まで、

ＸはＴと１年の有期契約を結んでいたが、その「承諾」の時点における労

働条件と「同一の労働条件」がＹとの間に生じる労働契約において保障さ

れる。「同一の…」は、同みなし制によって成立する際の労働条件は少な

くとも従前の労働条件を下回ってはならないという意味での「同一」であ

る。仮に有期契約であったとしても、それはＹとの間の新たな労働契約で

あり、それによって以前よりも期間が縮小することは認められない。した

がって、Ｔとの１年契約が引き継がれ、「承諾」した2018年12月から１年

間の期間が定められたものとなる。

　ちなみに、東京地裁はＴとの契約の終了日は2019年３月末であるとして

いるが、繰り返すが、2018年12月の「承諾」によって、ＸはＹとの労働契

約の成立が認められると同時に、Ｘ・Ｔの労働契約は解消することを見落

としている。それは同みなし制の構造を理解していないことを示唆す

る（14）。
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　例として、労働者Ａが業者Ｂに雇用され、業務請負の下で実際には注文

主Ｃの指示に従って就労していたが、Ａは知人から2025年２月上旬にそれ

が偽装請負であり同みなし制による対応が賢明であるとの教示を得た。注

文主Ｃは労働局から是正指導を受けたため請負契約を２月末に解除し、有

期労働契約であったためＡは25年３月末にＢから雇止めをされたという

（在りがちな）ケースを想定してみよう。その例では、適法な派遣となっ

た25年２月末に違法派遣は終了する。しかし、派遣法40条の６第２項によ

り、2026年２月までは「承諾」権を保障されているから、Ａが2025年７月

に「承諾」をＣに伝えた場合、その時にはＢとの契約関係は解消し、失業

状態になっているが、ＡとＣの間に労働契約が成立したとされる。派遣法

40条の６を素直に解する限り、その結論を否定することはできない。

　業務請負契約も終了し、労働契約も期間満了によって消滅しているから、

契約申込みみなし制は援用し得ないと東京地裁は判示するが、それは同制

度に無知であり、特に派遣法40条の６第２項を無視しているための誤判で

あり、到底、是認され得ない。

（エ）労災休業中の雇止めと労基法19条

　従来ほとんど論じられたことがなく、原告も主張しないが、労災により

休業中のＸを休業期間満了と同時に雇止めすることは労基法19条に抵触す

るか、という問題がある。

　⒜　労基法19条は、使用者は、労災により「療養のために休業する期間

及びその後30日間…解雇してはならない」と定める。「解雇」の類型に制

限は付されていないから、普通解雇、整理解雇はもとより、懲戒解雇につ

いても禁止される（15）。

　労災が治癒した後も通常の健康体とはいえないため、その恢復を待つた

め、労災による休業終了後30日間は解雇は禁止される。使用者にとっては

不都合に違いないが、置かれている労働者の状況を考慮し、労災につき責
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めを負うべき使用者に敢えて手厚い労働者保護の負担を負わせている。

　⒝　問題は、条文上の「解雇」に、有期雇用の期間満了の際の更新拒否

（雇止め）が含まれ、労基法19条が適用あるいは類推適用されるのか、で

ある。

　労基法は期間の定めにつき入口規制はしないで、単に、３年を超える期

間を定めることを禁止するだけである（14条）。そのため、現実には、業

務は会社にとっては継続的に必要不可欠であり、担当する労働者を確保す

る必要があるにもかかわらず、雇用調整の安全弁として、短い期間を定め、

いつでも契約を解消することができる状況を確保しつつ期間が満了すると

更新を繰り返し、その結果、あたかも期間の定めのない状態と異ならない

状態となっていることが少なくない。

　「解雇」は本来、無期の労働契約を一方的に解除することであり、有期

契約の期間満了による雇止めは形式的には「解雇」ではない。両者は法的

な性格が異なるが、有期契約の更新を繰返し、恰も無期契約と異ならない

状況にある場合には、期間満了を理由とする雇止め（更新拒否）は実態と

しては解雇と異ならない。そのような実情を反映し、東芝柳町工場事件で

最高裁は、反復更新されてきた場合、次の更新を期待することは法的保護

に値すると判断し、解雇法理を類推適用した。それが確立した判例法理と

なり、ほぼ同一の内容で労働契約法19条に取り入れられ、存在するに至っ

ている。

　その法環境の下で、労基法19条の雇止めへの適用ないし類推適用問題が

提起される。労働省は夙に1988年基発150号において、有期契約が「期間

満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる」場合は19条が適用され

るとした。例外的な位置付けとはいえ、労働省も有期雇用労働者に対する

雇止めに対しても労基法19条の適用があると認めたのである。

　⒞　従来、雇止めに対する労基法19条の適用が裁判において論じられた

例は殆どない（16）。本件はまさに基発150号が想定する無期契約と異ならな
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い実情であったから、原告は同条を援用して主張すべきであったろう。主

張していれば、重要な争点となったに違いない。

（オ）まとめ

　東京地裁は、派遣法40条の６による「契約の成否の点は一旦措き…」と

いいながら、「仮に本件制度の適用が認められたとしても…」労働者派遣

契約および派遣労働契約が終了する日をもって終了すると述べて請求を棄

却した。しかし、同みなし制が適用され、「同一の労働条件」が的確に理

解されていれば、その「終了」は否定される。

　ＹはＸから労働契約申込みみなし制の「承諾」の通知を受けながら、協

議にかこつけてその受理を延期し続け、労働契約の成立を認めず、労務提

供を受けることもなく、法制度を無視する態度を押し通している。東京地

裁、高裁ともそれを咎めない。司法機関の存在意義を自ら放擲するもので、

寒心に堪えない。

⑷　判例評釈の在り方

　判決は、具体的な紛争をめぐって当事者双方が事実関係について立証を

尽くし、それに関わる法律論を主張し、裁判所がそれについて示した判断

である。判例評釈は、それらに即して当該判決の具体的な問題点を指摘し、

どのように判断すベきであったのかを対置すべきである。行政解釈や研究

者の論稿を紹介し、それと対比・論評することでは済まされない。

（ア）甲斐田氏の評釈について

　⒜　甲斐田氏は、主要な問題点として、①「Ｔにおける契約更新の黙示

の合意」の否定、②雇用契約期間の始期終期を「派遣元契約と同一とする

こと」、③Ｙに対する「合理的な更新期待」の否定を挙げられる。

　①については先に紹介した。
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　②は、「承諾」によるＹとの労働契約に係る始期終期についての指摘で

あるが、立法過程で「成立（承諾）時点が始期となる」と重ねて確認され

ており、始期終期をＴ、Ｙと同一視することは、実際に承諾がなされるの

は「仕事がなくなり排除された」状況であることに照らし、ほとんど「な

んの保護も受けられないかごく短期間しか派遣先との労働契約が成立せず、

違法派遣是正に巻き込まれる形で失職」という事態を招くと指摘し、同み

なし制の「趣旨目的に反する」と批判される。

　同批判は適切であるが、立法過程や９.30通達で委ねるとした「司法判

断」が示されたのだから、Ｘの敗訴後の実情をつぶさに紹介して、上記判

示が現実にＸにどのような状況を齎し「保護」に反しているのか、具体的

に批判されるべきであろう。

　③については、地裁はＴとＹは「同一の使用者」ではないことを論拠と

したが、「契約主体としては二法人間にまたがる同一職場・同一業務内容

の…継続」について類似の事案に関わる判例を紹介し、Ｙに対する「高度

の更新期待を有する状態」を指摘し、ＴとＹの勤務日数を通算することの

合理性を主張される。

　指摘される立教女学院事件は一学院内で派遣から有期嘱託職員への変更、

京都COM事件は親会社が同一であって、それらが、批判の論拠となし得

る「類似」の事案といえるかは疑問である。本件では、偽装請負に対する

民事制裁として承諾権が違法行為終了後１年間保障されている同みなし制

の趣旨に照らし、就労期間を通算することが合理的であると論証する必要

がある。

　⒝　同みなし制による「承諾」により契約の相手方がＴからＹに変わる

が、「雇用」の相手方がＴ、Ｙのいずれなのか、「有期派遣契約」とは企業

間の労働者派遣契約なのかそれとも派遣企業と労働者との派遣労働契約な

のか。それらを容易には判読しがたい記述が散見される。明快な表現を期

待したい。
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（イ）沼田氏の評釈について

　沼田氏は、冒頭で、本判決は①派遣法40条の６第１項にいう「同一の労

働条件」と期間の定めの関係、②派遣先との関係で雇止め法理という２つ

の問題が争われた初めてのケースと位置づけられる。ただ、「雇止め法理

（労働契約法19条）」と記されるが、それに係る氏の見解が明確でないため、

同みなし制や労働契約法18条との関係についての叙述が難解になる憾みが

ある。

　⒜　雇止め法理に関わり、行政解釈（９.30通達）と学説（山川隆一、

本庄淳志、萬井）を紹介される。私見については、労基法が有期契約に

「入口規制」をせず「濫用的運用を規制する立場（無期転換制度）」をとる

ことを根拠に、無期雇用が原則であると解すことは「無理」だとされる。

　私は、①労基法による期間の上限規制、②労働契約法17条２項が有期雇

用の「目的に照らして、必要以上に短い期間を定め」反復更新しないよう

「配慮」を求めることおよび③有期契約濫用への対処策は幾つかあり得る

中で無期転換制度を採った趣旨を総合すれば、無期雇用が原則であると解

することが「無理」であるとは考えない。

　９.30通達によれば、有期労働契約の「始期、終期」はＴとの契約の

「内容がそのまま」Ｙとの契約に適用される。だが、先に指摘したように

現実には、申込みに対する「承諾」の時点で注文主は紛争から離脱するた

めには業務請負契約等を解除し、労働者は仕事を失った業者から解雇され

ている状況にあることが多い。本件で、終期は「内容がそのまま」であれ

ば、Ｙの下で働き始める予定の2019年４月１日には労働契約は消滅してお

り、結局、Ｙとの関係では同みなし制は空転する。

　また、雇止めの法理は「『事実』の積み重ねを総合考慮する法理」であ

り、一方的なみなしによって契約を成立させる同みなし制は「地位の包括

承継」であるから、雇用継続に対する「期待的利益」も承継されると主張

される。しかし、その「期待的利益」は労働契約法19条を支えるであろう
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が、直ちに18条の法理念とはなり得ない。18条を支えるのは無期雇用原則

を措いて、他にはあるまい。

　Ｙとの契約の具体的な内容をどのように想定するのかが焦点であり先決

である。同みなし制によって成立する労働契約の期間に関しては行政解釈

や山川、本庄氏の解釈を「妥当」とされるが、何を根拠に同通達等を「妥

当」とされるのか。肝腎な焦点に係る論証を欠くため、全体としての説得

力に欠ける。

　⒝　「労働契約申込みみなし制度の趣旨」と題する項で、松下PDP事

件・最高裁判決は、多重請負の場合には「実際に労働者を受入れて使用し

ている」注文主との間に黙示の労働契約成立が認められる、とする規範的

解釈をとったと指摘される。しかし、本件は二重請負ではないから、松下

PDP事件判決にいう「特段の事情」があったかは問題にならないし、黙

示の労働契約の成否が争点でもない。派遣法40条の６が創出するのは明示

の労働契約であって、同判決紹介にどのような意義があるのか、疑問であ

る。

　沼田氏は、直接雇用を原則と解し、例外的に間接雇用を利用する場合に

は、毛塚勝利氏に倣い、「適切に（外部）労働力を利用し、労働者の安全

や雇用上の利益を害しないようにする注意義務」があるとして、義務違反

があった場合には直接雇用の原則に立ち戻っても「仕方がないという受入

先の『意思』が推認される」と述べ、その「受入先の『意思』」が派遣法

40条の６を支えると解されている。だが、文脈で重きを占める毛塚氏提唱

の「第三者労働力適正利用義務」なるものは内実に欠けている（17）。

　そもそも、間接雇用は労働者派遣法の諸規定を遵守することが不可欠の

条件であるが、派遣法44条、45条は労基法および労働安全衛生法の一定の

条項に関しては派遣先をそれらの条項の「使用者」と見做して直接「適

用」すると定める。そこに規定されるのは「注意義務」に止まるものでは

ない。それらを踏まえた上で、派遣法40条の６は一定の違法派遣を受け入
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れた者に民事制裁として労働契約の成立（使用者責任の引き受け）を強制

するのであって、「雇止め法理」の枠に収まるものでもなく、第三者の労

働力利用者の「注意義務」違反を追及したり、違法先の意思を「推認」な

いし擬制するものでもない（18）。ちなみに、違法派遣先の労働者とは労働

契約を結ぼうとはしない意思は強固であって、結ぶ意思の存在を推認し得

るような状況ではない。そうであるからこそ、派遣法40条の6は契約申込

みをみなし、労働者の承諾によって労働契約を創設することとしたのであ

る。沼田氏は、「…制度の趣旨」と題しながら、諸制度を精確に把握され

ていない。

　⒞　東京地裁は労働契約法18条の無期転換制度に関し、ＴとＹを「同一

の使用者」とは解さず、同条の適用を否定する。「同一の使用者」である

ことを否定する本件判決および９.30通達や山川氏らは派遣法40条の６の

意義を精確に捉え損ねている。

　しかし、先に述べたように（３⑶（イ）⒝）、Ｙに対して労働契約法18条

が適用されると解すべきである。沼田氏は、解釈論としては「困難」だと

して山川氏らに同調し、後は「立法的措置」を期待して稿を終えられる。

しかし、私の指摘を「もっとも」だと肯定されるのであれば、解釈論は保

留するという選択肢もある。特に根拠を示さないまま９.30通達などに同

調されるのは釈然としない。

　沼田氏は、私の解釈論の全体を捉えず、労働契約法18条に係る私見を同

みなし制を想定していないとだけ述べているかのように認識されているの

かもしれない。叙述が拙かったからであろうか、労働契約法18条と派遣法

上の同みなし制の関係に関わる私見を正確には理解されなかったのは不本

意である。

　⒟　実は、沼田氏は、厚労省や鎌田耕一氏、荒木尚志氏らと同様、労働

者供給事業の図において供給先と労働者を結ぶ線を「労働契約」とし、供

給先と労働者は労働契約関係にあると解されている（19）。労働者派遣につ
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いては派遣先と労働者を「指揮命令権」されるから、供給と派遣を明確に

区別した上での表記である。そうならば、労働者供給事業を禁止する法的

根拠は何か。同図に付される説明は氏自身が従前から提唱し、そして本件

評釈においても指摘される直接雇用の原則と矛盾はしないのか。当初から

供給された労働者とは労働契約関係にあるというのであれば、地裁がＹと

Ｘの間に新たな労働契約の成立を想定することを基礎から批判されねばな

らないのではあるまいか。厚労省や鎌田耕一氏らも同様に解されるが、派

遣法40条の６第１項５号は偽装請負と判明した時点で注文主（供給先）に

労働契約の申込みをみなし、労働者の承諾によって新たに労働契約を創設

させる（同一の者の間で労働契約が重複して存在することになる）が、そ

もそも、当初から供給先と労働者との間に労働契約が存在しているのであ

れば、改めてもう一つ労働契約を創る同条の趣旨は何か、そこで出現する

労働契約の併存という事態、両契約の関係をどのように説明されるの

か（20）。説明不能と推測されるが、説明できなければ、本件判例評釈を基

礎から自ら崩壊させることになりはしまいか。

　労働者供給とは何か、供給先、供給元、労働者三者の法的関係をどのよ

うに解するのか、それと労働者派遣はどこが同じで、どこが異なるのか、

間接雇用論を根本から整理し直される必要がある。

（ウ）両氏に期待されること

　判例評釈の焦点を鮮明にすることを重視し、甲斐田氏は原告代理人とし

て、Ｘから事案の推移と訴訟提起を決断するに至った事情、その時点にお

ける具体的な問題等を詳しく聴き取られた筈で、それを整理して、本判決

では、労働者の「保護」に反する、どのような不都合な事態が生じるのか

等を具体的に説くことが期待された。沼田氏は、行政解釈や学説の分析よ

りも、間接雇用に関わる法構造を的確に把握し、本件判示の具体的な問題

点の追及に力点を置かれるべきであったろう。
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　なお、甲斐田氏が訴訟において労基法19条を援用されなかったのは原告

代理人としては落ち度であろう。また、裁判所は当事者が主張立証しな

かった事実については認定し得ないとしても、法解釈論上の問題について

は独自に判断を示しうる立場にあるから（当事者に釈明を求めることが望

ましいとしても）、必要かつ有益であれば、将来の同様の事案に指針を示

すためにも、本件であれば有期労働者の雇い止めに対する労基法19条の適

用問題に言及することが望ましい。その意味で沼田氏が同条には全く言及

されなかったのは遺憾である。

４．小括

　違法派遣を行なってきた企業が、派遣法40条の６に基づき労働者の「承

諾」を条件として新設することになる労働契約は、在来の、企業の合併や

事業譲渡などに際し、新たに成立する企業へ移籍する労働者の労働契約と

は、成立の要件や手続きも異なるだけでなく、全く性格が異なる。同みな

し制は違法派遣に対する民事制裁として新たに設けられたもので、それに

よって成立する労働契約は従来の労働契約とは性格を異にし、時には、既

に廃業した事業についても再開を強いることにもなる。そのような異質の

労働契約が創設されたことにつき、裁判官や弁護士（法律実務家）も研究

者も、刮目して解釈に当たる必要がある。

   （1）　萬井隆令『労働者派遣法論』（旬報社、2017年）51頁。
   （2）　アズビル事件・東京地判令６.４.25労働法律旬報2078号36頁、同事件・東京

高判令６.11.19労働法律旬報2078号33頁。
   （3）　甲斐田沙織「アズビル事件地裁・控訴審判決の問題点」労働法律旬報2078

号（2025年）６頁、沼田雅之「労働契約申込みみなしにより成立した派遣先
の労働契約と雇止め法理の適用」労働法律旬報2078号12頁。

   （4）　前掲注（２）。判旨紹介をしており、判決文は短いので、掲載誌と頁の記載
は原則として省略する。

   （5）　前掲注（３）甲斐田・労働法律旬報2078号７～８頁、沼田・労働法律旬報
2078号12頁。

1282



派遣法の契約申込みみなし制と労働契約法18条、労基法19条

（龍法＇26）58–4，241（1283）

   （6）　前掲注（３）甲斐田・労働法律旬報2078号６頁。
   （7）　前掲注（１）萬井『労働者派遣法論』49頁。
   （8）　萬井隆令「派遣法40条の６適用の要件と労働者の『承諾』―全港湾・日検事

件・名古屋地判令２.７.20」労働法律旬報1970号43頁以下。
   （9）　本庄淳志「派遣先の直接雇用申込みみなし規制の正当性―雇用保障の視点

から見た規制の再構成」法律時報90巻７号（2018年）49頁、同「直接雇用の
申込みみなし制（派遣法40条の６）をめぐる解釈問題」静岡大学法政研究27
巻１号（2022年）３頁以下。

 （10）　西谷敏『労働法〔第３版〕』（日本評論社、2020年）501頁、前掲注（３）労
働法律旬報2078号21頁。

 （11）　沼田氏は、私は労働契約法18条は同みなし制による契約創設の場面を想定
していないと解されるが（前掲注３）労働法律旬報2078号21頁）、それは拙著
の読み込み過ぎ（誤解）である。

 （12）　萬井隆令「派遣法40条の６適用限定・否定論の批判的検討」労働法律旬報
1957号（2020年）58頁。

 （13）　萬井隆令『労働者派遣法の展開と法理』（旬報社、2025年）158頁。
 （14）　本庄淳志氏も同じ誤解をしている。萬井隆令「続々・派遣法40条の６論の

諸相―本庄淳志氏の『解釈問題』について」労働法律旬報2042号（2023年）
50頁。

 （15）　厚労省労働基準局編『労働基準法（上）』（労務行政研究所、2011年）264頁、
東京大学労働法研究会編『注釈労働基準法』（有斐閣、2003年）352頁（野田
進）、土田道夫『労働契約法〔第２版〕』（有斐閣、2016年）651頁、西谷敏

『労働法〔第３版〕』（日本評論社、2020年） 453頁、荒木尚志『労働法〔第５
版〕』（有斐閣、2022年）335頁等、通説である。

 （16）　ドコモCS事件について大阪地裁へ提出した意見書において、それを論じた、
萬井隆令「有期契約更新拒否（雇止め）と労基法19条―セクハラ等に起因す
る精神障害が労災と認定されたドコモCS事件をめぐって」労働法律旬報1921
号（2018年）35頁。ただ、原告が判決まで訴訟を続けられず、金銭和解で終
結したため、裁判所の見解は示されなかった。しかし、請求額の３分の２

（200万円）を支払ったことから、ドコモCSは訴訟は不利であると認識してい
たと推測される。

　 　　その後、有期契約労働者が労災により休業中、疾病が回復していないこと
を理由に雇止めされた事案で、原告が、労基法19条１項を挙げ、それに「照
らせば、本件雇止めに客観的に合理的理由がない」と主張した大器CCおよび
ENEOS事件（同事件・大阪地判令３.10.28労働判例1257号）がある。労基法
19条を主張の合理性の根拠としたもので、同条の適用ないし準用を主張して
はいない。

 （17）　萬井隆令「続・派遣法40条の６論の諸相とその批判的検討―毛塚勝利氏、
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（龍法＇26）58–4，242（1284）

沼田雅之氏の見解について―」労働法律旬報2033号（2023年）40頁。
 （18）　前掲注（３）沼田・労働法律旬報2078号20頁、前掲注（12）萬井隆令『労

働者派遣法の展開と法理』173頁。
 （19）　藤本茂ほか編『ファーストステップ労働法』（エイデル研究所、2020年）

309頁、諏訪康雄・鎌田耕一編『労働者派遣法〔第２版〕』（三省堂、2022年）
47頁、荒木尚志『労働法〔第５版〕』（有斐閣、2022年）596頁。

　 　　供給元とは（労働契約はなく）事実上の労働関係である場合にのみ労働者
供給となるという理解も問題なのだが、萬井隆令「偽装請負に対する法規制
のあり方―翻弄される『労働者供給』概念に関して」労働法律旬報1980号

（2021年）51頁以下。
 （20）　前掲注（12）萬井『労働者派遣法の展開と法理』38頁以下。
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場　所：慧光館　301教室

講　師：福島　至（龍谷大学名誉教授）

テーマ：刑事法討論会
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